
国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

1 1_入札公告文 12 　 　 ５_（２） 履行保証保険を付保する場合の始期は事業契約日でよろしいでしょ
うか。

【資料－１】「事業契約書（案）」第９条に記載のとおり、施設整
備業務の着手日から引渡日までの間が含まれる期間としてくださ
い。また、No.281の回答もご参照ください。

2 1_入札公告文 13 4 　 ５_（５） 契約書案は変更・協議を行わなくとも内容の確認を行う場を設けて
いただけないでしょうか。

振興会が落札者により設立される事業者と契約を締結する際には、
契約書について相互確認を行ったうえで契約を締結します。

3 2_入札説明書 1 11 　 　 「本入札説明書に記載がない事項については、本入札説明書に対す
る質問・回答によるものとし」とありますが、「本入札説明書に記
載」の有無にかかわらず、「本入札説明書に対する質問・回答」の
優先順位は、「本入札説明書」の上位となるとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

4 2_入札説明書 2 9 　 ３.（５）① 施設整備業務の内容につきまして、設計業務及び建設業務において
「必要となる調査」及び「必要な調査費用を含む」旨の記載がござ
いますが、事業者が見積者として一般に要求される注意義務を果た
しても、振興会様に今回ご提示いただいた見積資料からでは想定が
困難であり、見積に反映することができなかった項目が明らかに
なった場合は、契約金額及び工期の変更対象とさせていただけます
でしょうか。

施設整備業務における調査は【資料－２】「業務要求水準書」の内
容をご確認ください。なお、各資料は契約締結後に事業者が行う調
査業務の参考資料として提示するものであり、当該資料を採用する
か否かは事業者の判断に委ねられるため、事業契約において別途規
定されている場合を除き、契約金額及び工期の変更には応じられま
せん。

5 2_入札説明書 2 23 　 ３_（５）_② 開業準備期間中の維持管理業務は、本項目の維持管理業務に含まれ
るという理解で良ろしいでしょうか

ご理解のとおりです。

6 2_入札説明書 4 20 　 （８）本事業
の付帯事業
（民間収益施
設）

　『付帯事業は、付帯事業を担う構成員若しく協力企又これらの企
業が代表して組成する法人（以下「民間収益事業者」という。）を
通じて、事業者が自らの費用と責任において実施するものであり
～』とありますが、「民間収益事業者」は、１頁目で定義される
「事業者」とは別法人（別のSPC）との理解でよろしいでしょうか。

事業者とは別法人です。なお、民間収益事業者の法人形態はSPCに限
りません。

7 2_入札説明書 4 20 　 ３_（８）_④ 「付帯事業は、付帯事業を担う構成員若しくは協力企業又はこれら
の企業が代表して組成する法人を通じて」とありますが、構成員若
しくは協力企業である複数の企業が、法人を組成せず、いわゆるJV
として推進することは問題ないとの理解でよろしいでしょうか。

付帯事業を担う複数の構成員又は協力企業が、JV（共同企業体）を
組成する目的が不明ですが、付帯事業を複数の企業で行うことは可
能です。なお、「入札説明書に関する第１回質問回答」No.80のとお
り各企業の業務内容が分かるように記載してください。

8 2_入札説明書 5 22 　 ４_（１）_⑤ コンソーシアムの構成上、出資有無を変更せざるを得ない場合、構
成員を協力企業に変更する、または協力企業を構成員に変更するこ
とは、「応募者を構成する企業の変更」には当たらないという認識
でよろしいでしょうか。

コンソーシアムの構成員を協力企業に変更する、又は協力企業を構
成員に変更することは、「応募者を構成する企業の変更」に該当し
ます。

9 2_入札説明書 5 23 　 ４_（１）_⑤
応募者構成す
る企業の変更

第１回質問書の回答（No.5）より、「競争参加資格確認後は、応募
者の構成員又は協力企業の変更及び追加並びに携わる予定業務の変
更について、やむを得ない事情がある場合においては、本入札説明
書に対する第３回質問提出期限の日までに申請」とのことですが、
早い段階での申請期日の設定は、提案の自由度を阻害するため、少
なとも、第一次審査を通過した応募グループ内企業における役割や
予定業務、SPCへの出資有無の変更については、申請期日を第二次審
査資料提出期限付近まで後ろ倒し頂けないでしょうか。

No.355の回答に伴い、競争参加資格確認後の応募者の構成員又は協
力企業の変更等に係る申請の期限を訂正します。なお、変更等の申
請があった場合には第二次審査資料の提出の日までに、振興会の承
諾を得る必要があり、変更後の競争参加資格を有することを確認す
るための期間を見込み、期限は令和４年９月５日に訂正しますの
で、訂正表をご確認ください。

10 2_入札説明書 7 10 　 ４．_（２）_
⑤

「本事業に関する検討を委託」されているＰｗＣアドバイザリー合
同会社様、有限会社香山建築研究所様、株式会社山下ＰＭＣ様の各
社の業務内容と権限について、ご教示願います。

各社に本事業のPFI法における事業者選定、事業契約締結等に係る書
類作成支援等のアドバイザリー業務を委託していますが、本事業に
係る権限はありません。

11 2_入札説明書 16 18 　 （7）運営企業
の参加資格要
件　①

運営企業の参加資格要件に、「役務の提供等」の競争参加資格を有
する者である、と記載されていますが、維持管理企業の参加資格要
件の「役務の提供等（建物管理等各種保守管理）」のように、その
種類が記載されておりません。どの種類を有する必要があるか、ご
教授ください。

「役務の提供等」に係る入札参加資格（全省庁共通）を有していれ
ば営業品目は問いません。

12 2_入札説明書 16 18 　 （7）運営企業
の参加資格要
件　①

運営企業の参加資格要件に、「役務の提供等」の競争参加資格を有
する者である、と記載されていますが、維持管理企業の参加資格要
件の「役務の提供等（建物管理等各種保守管理）」のように、種類
が記載されておりません。運営企業については、「役務の提供等」
のいずれか１つを有していればよろしいのでしょうか。それとも特
定の種類を有している必要があるのでしょうか、ご教授ください。

No.11の回答をご参照ください。

13 2_入札説明書 16 25 　 ４_(７)_④ 警備業法第４条に基づく認定を有する者が応募者となったうえで、
警備業務を再委託することは可能と考えてよろしいでしょうか。

第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、警備業務に関
連する法令等を遵守し、振興会と事業者や警備業務の従事者との意
思伝達に係る体制や本施設内の安全性の確保に対し十分に配慮する
とともに、【資料－１】「事業契約書（案）」第17条による手続を
経たうえで、警備業務の一部を再委託することは可能です。

14 2_入札説明書 16 25 　 ４_（７）_④
警備業務

実施方針質問回答No.118に「警備業務を担う者は応募者を構成する
構成員又は協力企業になる必要があります。」とありますが、運営
業務を担う構成員又は協力企業が警備業法第４条に基づく認定を有
していても、同認定を有し実際に警備業務を担当する警備会社等に
再委託する形は不可との理解でよろしいでしょうか。

No.13の回答をご参照ください。

15 2_入札説明書 16 27 　 ４_（８）付帯
事業の参加資
格要件

事業期間中に民間収益事業者が変更となる場合、変更後の民間収益
事業者も本項に定める参加資格要件を満たす必要がありますでしょ
うか。

民間収益事業者の変更に伴い定期借地権を譲渡等する場合における
規定は【資料－３】「付帯事業の実施条件」第２．２．（３）のと
おりであり、入札説明書に定める参加資格要件については変更の背
景やその目的を踏まえて振興会において判断します。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

16 2_入札説明書 27 12 　 ２０_（３）_
②

債務負担行為の設定等、裏付けのある形で予算が確保されているこ
とが、事業者の資金調達上、必要であることを認識しております。
本事業の予算が確保されていることを客観的にお示し頂く、また
は、確保されていることが分かる資料を開示していただくことは可
能でしょうか。

独立行政法人日本芸術文化振興会中期計画　最終変更認可令和４年
３月24日　Ⅷその他業務運営に関する重要事項　５中期目標の期間
を超える債務負担　の記載部分をご参照ください。
中期計画は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条第１
項の規定に基づき、中期目標を達成するための計画を作成し、主務
大臣の認可を受けたものです。また、同法第67条第四号により主務
大臣の認可にあたっては、財務大臣に協議を行っています。

17 2_入札説明書 27 28 ２２_(３)_③
第二次審査

ヒアリングの出席者について、配置予定の技術者であることなど、
制限はあるか。

ヒアリングの詳細については対象者に対して別途通知します。

18 2_入札説明書 27 28 ２２_(３)_③
第二次審査

ヒアリングの際使うことのできる図表は二次審査資料中のもののみ
か。そのほか模型を使って説明することは可能か。

ヒアリングの詳細については対象者に対して別途通知しますが、ヒ
アリングにおいて使用できる資料については、第二次審査資料のみ
を予定しており、模型の使用は認めません。

19 2_入札説明書 27 35 - 20_(3)_④_落
札者の選定方
法

落札者の総合評価の項目にて、「入札価格が予定価格の範囲内であ
る者のうち」との記載がありますが、予定価格を明示いただくこと
は可能でしょうか。

予定価格を公表する予定はありません。

20 2_入札説明書 28 26 ２１ 基本協定
の締結

落札決定の翌日から起算し原則として7日以内に、とありますが、本
件業務内容に鑑み、構成員・協力企業が複数多種多様にわたるた
め、各社調印等手続に相応の期間が必要となります。予め14日以内
に変更いただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

21 2_入札説明書 29 22 ２４_（２） 「やむを得ない理由」には転勤等社命によるものも含まれるという
理解でよろしいでしょうか。

基本的に人事異動はやむを得ない事情に含まれませんが、理由を個
別に判断することになります。

22 2_入札説明書 29 38 ２５. 「手続における交渉の有無：無」との記載は，事業者（落札者）が
入札説明書をはじめとする各種関連資料の記載内容及び契約条件に
関して，協議や交渉を申し入れることを不可とする趣旨ではないと
考えてよろしいでしょうか。

入札手続における公平性の観点から原則として【資料－６】「基本
協定書（案）」に定める事項を除き、交渉は行いません。入札説明
書等の記載内容に関しては質問等においてご確認ください。

23 2_入札説明書 30 34 ３２．_（６） 提案内容には応募者固有のノウハウ等も含まれますので、「一般的
に使用されている状態」であるか否かは、提案者の意見を十分に考
慮いただいた上、ご協議にて合意するようお願いいたします。

応募者固有のノウハウ等が含まれる提案内容については、『事業者
の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある提
案』に該当するため対象とはならないと考えます。

24 2_入札説明書 31 5 ３２.（８） 「事業提案が履行できなかった場合で，再度施工が困難あるいは合
理的でない場合は，契約金額の減額，損害賠償等を行う」旨の記載
がございますが，事業者の責に帰すべきではない事由により事業提
案が履行できなかった場合につきましては，事業者は免責されるも
のとさせていただけますでしょうか。

【資料－１－２】「業績等の監視及び改善要求措置要領」第３章
１．に記載のとおり、業務要求水準書の記載事項及び事業提案書に
記載した事項が達成できず、契約書に定めた契約不適合における修
補も困難であることが明らかとなった場合には事業費の減額及び違
約金の請求を行います。また、事業者の帰責事由によらず事業提案
が履行できない場合については、『振興会の任意による又は振興会
の帰責事由による契約解除』又は『法令等の変更等又は不可抗力等
による契約解除』が想定されますので【資料－１】「事業契約書
（案）」第97条、第98条をご参照ください。

25 3_（資料-1）事業
契約書（案）

1 20 第4条 規定の
適用関係

本条項において実施方針書等の規定がされておりませんが、「実施
方針書の質問回答」において、事業範囲の判断に影響するなどの重
要な項目について、事業契約書等、入札公告等では表記されていな
い項目があります。また、実施方針書の質問回答において「入札公
告時に修正します」と回答があったものについて、修正漏れと思わ
れるものも見受けられます。つきましては、本条項にて実施方針書
等を規定いただくとともに、「実施方針書の質問回答」の優先度を
位置づけていただければと思います。

令和４年２月24日に公表した「国立劇場再整備等事業の実施に関す
る方針に対する質問と回答」は入札説明書等の定義には含まれませ
ん。
実施方針から修正漏れと思われるものについては、別に公表する訂
正表を確認いただき、それでもなお不明な点については個別に具体
の箇所を明示のうえ、次回の質問時にご確認ください。

26 3_（資料-1）事業
契約書（案）

1 21 第４条_（規定
の適用関係）_
１項

入札説明書等には、別紙2_用語の定義_88の記載のとおり「質問回答
書」を含むとのことですが、令和4年2月24日公表の「国立劇場再整
備等事業の実施に関する方針に対する質問と回答」も含まれますで
しょうか。
仮に含まれる場合、質問回答書間で記載内容に矛盾や相違があれ
ば、最新の回答書が優先される理解で宜しいでしょうか。
仮に含まれない場合、内容によって第3回質問で再度質問を挙げる必
要があろうかと思いますので、ご教示ください。

No.25の回答をご参照ください。

27 3_（資料-1）事業
契約書（案）

1 第４条 「入札説明書等」の中で齟齬がある場合の解釈を優先する順をお示
し頂けないでしょうか。

第４条２項のとおり「入札説明書等」の中での優先順位はありませ
ん。疑義が生じた場合は前後の文脈や資料を作成した際の経緯等を
踏まえ、振興会と事業者との間において協議のうえ、決定します。

28 3_（資料-1）事業
契約書（案）

1 第４条 実施方針に関する質疑回答は、入札説明書と齟齬がない限りにおい
て有効という理解でよろしいでしょうか。

No.25の回答をご参照ください。

29 3_（資料-1）事業
契約書（案）

1 30 第５条第１項 法令又は政府機関、監督官庁等の官公署の規制、指導等により開示
を要求された場合は、秘密等を開示できるものと考えてよろしいで
しょうか。
また、法令により職業上の守秘義務を負う弁護士・司法書士・公認
会計士・税理士等の専門家につきましては、秘密等の開示対象に含
めるものとさせていただけますでしょうか。

前段については、ご質問の「法令又は政府機関、監督官庁等の官公
署の規制、指導等により開示を要求された場合」については、当該
条項に記載の『司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合』に
該当すれば、開示可能ですが、第三者から開示要求等があった場合
は事前に振興会に対応方針をご確認ください。
後段については、当該条項に記載の『本事業に関連して業務を委託
したアドバイザーや本事業に融資等を行う金融機関、選定企業その
他本事業に係る業務受託者及び受任者（下請人、再受任者を含む。
以下、本条において同じ。）等に対し、本契約と同等の秘密等保持
義務を課して開示する場合』に該当すれば、開示可能です。

30 3_（資料-1）事業
契約書（案）

3 13 第９条_（契約
の保証）_１項

「施設整備業務の着手日または令和5年3月31日のいずれか早い日ま
で」に契約保証金を納付する旨規定されていますが、仮に事業契約
の締結時期が事業契約締結予定時期（令和5年2月頃）よりも後ろ倒
しになった場合、契約保証金納付期限（令和5年3月31日）も後ろ倒
しになると理解してよろしいでしょうか。

契約締結時期が令和５年３月31日を過ぎることは想定していませ
ん。仮に契約締結時期が大幅に遅延する場合は、事業契約書に規定
の期日を適切な内容に見直します。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

31 3_（資料-1）事業
契約書（案）

3 14 （契約の保
証）
第９条１項

「～当該保証に係る保証金額又は保険金額は、本件工事費等の10分
の1以上に相当する額としなければならない。～」とありますが、
「本件工事費等」に含まれる費用項目を具体的にご教示ください。

【様式Ａ－６－４】「建築工事費等（訂正版）」に記載のあるすべ
ての費用の項目の合計『建築工事費等　合計（税込）』となりま
す。
なお、【様式Ａ－６－４】「建築工事費等」を訂正しますので、訂
正版をご参照ください。

32 3_（資料-1）事業
契約書（案）

3 24 第９条_（契約
の保証）_１項
_２号

維持管理運営業務の履行に係る保険として、維持管理運営業務の不
履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結を条件とさ
れることをご検討頂けないでしょうか。
96条2項における違約金条項がある限り、事業者の資金調達コストが
増加（金融機関が求める違約金相当額の積立て等）し、全体事業費
が増大することを懸念しておりますが。なお、発注者より維持管理
運営業務に係る履行保証保険加入を条件にされ無い限り、任意で保
険加入することは困難です（保険会社に引き受け頂けません）。

原文のとおりとします。

33 3_（資料-1）事業
契約書（案）

3 33 （契約の保
証）
第９条３項

「～本件工事費等の10分の1以上を保証金額とする。」とあります
が、「本件工事費等」に含まれる費用項目を具体的にご教示くださ
い。

No.31の回答をご参照ください。

34 3_（資料-1）事業
契約書（案）

3 第９条_ 「本件工事費等」とは、様式A-6-4におけるセルV36とセルV40の合計
（Ⅳ.建設工事費のうち、振興会が負担する直接工事費と共通費の合
計、税抜）という理解でよろしいでしょうか。

No.31の回答をご参照ください。

35 3_（資料-1）事業
契約書（案）

4 2 （契約の保
証）
第９条４項

「～本件工事費等の10分の1以上を保証金額又は保険金額とする。」
とありますが、「本件工事費等」に含まれる費用項目を具体的にご
教示ください。

No.31の回答をご参照ください。

36 3_（資料-1）事業
契約書（案）

4 12 （契約の保
証）
第９条８項

「～保証金額が本件工事費等の10分の1に達するまで～」とあります
が、「本件工事費等」に含まれる費用項目を具体的にご教示くださ
い。

No.31の回答をご参照ください。

37 3_（資料-1）事業
契約書（案）

4 16 第１０条_１項
権利義務の譲
渡等

事業契約書10条1項では契約上の地位を譲渡することはできないとさ
れており、
「国立劇場再整備事業付帯事業の実施条件」第２_２_（３）_①_（3
頁以下）によると、「事業契約終了後も定期借地権設定契約は引き
続き事業者が契約の相手方となることを想定するが、振興会様と協
議を行った上で、付帯事業が安定的に継続することを前提として、
民間収益事業者に、事業者の定期借地権設定契約上の地位を譲渡す
ることも可能とする。」とされています。
地位譲渡の可否によってＳＰＣの存続期間が大幅に変動するものに
なりますので、民間収益事業者に事業者の定期借地権設定契約上の
地位を譲渡することが可能かどうかを早期に確定させる必要がある
と思料しますが、事業契約締結時点でこれを確定させることは可能
でしょうか。
そうでない場合、いつの時点で、地位譲渡の可否を確定させること
を想定されているのでしょうか。

『民間収益事業者に、事業者の定期借地権設定契約上の地位を譲渡
することも可能とする。』としているのは、本事業契約が終了する
令和31年度末のことであり、また、その判断材料のひとつとして
『付帯事業が安定的に継続することを前提』としており、本事業自
体がまだ開始しておらず、付帯事業の運営開始が約６年先の事業契
約締結時点で地位譲渡等を判断することは不可能です。

38 3_（資料-1）事業
契約書（案）

4 16 第10条第1項
権利義務の譲
渡等

事業者がプロジェクトファイナンスにて資金調達する場合、事業契
約上にてSPCが有する債権・地位・権利義務に対する担保設定を金融
機関から依頼されることとなります。その場合、貴振興会からの事
前の承諾をいただけるものとの理解でよろしいでしょうか。

【資料－１】「事業契約書（案）」第10条及び附則第１条に定めら
れた事項により判断します。なお、振興会は本事業が民間資金の活
用を前提としていることを踏まえ、金融市場の商慣行上の手続を理
解したうえで、承諾の判断を行う予定です。

39 3_（資料-1）事業
契約書（案）

4 17 第１０条_（権
利義務の譲渡
等）_１項

本契約及び定期借地権設定契約上の地位及び両契約に基づく権利又
は義務を出資者に譲渡する場合は、振興会の承諾なく自由に行って
よいという理解でよろしいでしょうか。また、その場合、定期借地
権設定契約第14条第1項第2号、同条第4項と本契約第10条はどちらが
優先するのでしょうか。

ご指摘及び本事業の特性を踏まえ、第10条第１項の該当箇所につい
て『出資者以外の者に』を削除し、訂正しますので、訂正表をご確
認ください。

40 3_（資料-1）事業
契約書（案）

4 26 第１０条第５
項

「第８７条の２の規定による部分払」との記載がございますが、こ
れは事業契約書（案）第６６条の２の規定を示すものと考えてよろ
しいでしょうか。

ご指摘のとおり、該当条項は『第66条第２項の規定による部分払』
に訂正しますので、訂正表をご確認ください。

41 3_（資料-1）事業
契約書（案）

4 26 第１０条_（権
利義務の譲渡
等）_
５項

本項では施設整備中の国立劇場の出来形部分についての権利義務の
譲渡等に関わる制限を定めているが、民間収益施設及び民間収益施
設と共用になる部分については制限が及ばないということでよいで
しょうか。

民間収益事業者の専有部分及び法定共用部分に係る持分については
制限が及びません。

42 3_（資料-1）事業
契約書（案）

4 28 第１０条_（権
利義務の譲渡
等）_５項

「第87条の2の規定」とはどの規定を指しているのでしょうか。 No.40の回答をご参照ください。

43 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 1 第１１条第２
項

「事業者は、振興会の帰責事由、法令等の変更又は不可抗力による
場合を除き、本契約上のいかなる責任をも免れない」旨の記載がご
ざいますが、事業者が善管注意義務を払っても予見管理できない事
由による場合、事業者は責を負わないものと考えてよろしいでしょ
うか。

原文のとおりですが、個別具体の事象に応じて判断します。なお、
ご質問の内容が別紙６に示す不可抗力の定義に該当する場合は別紙
６の規定に従います。

44 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 1 第１１条 （事
業者の責任）_
２

「事業者は、振興会の責めに帰すべき事由、法令等の変更等又は不
可抗力による場合を除き、本契約上のいかなる責任をも免れず、事
業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を
負う。」とありますが、事業者の責によらず、事業者が善管注意義
務を果たしても避けられない事由（第三者による過失等）による場
合は、「事業者の責めに帰すべき事由があったもの」に含まれず、
免責されるものと理解してよろしいでしょうか。

No.43の回答をご参照ください。第三者による過失等が明らかであれ
ば、当該者に責任を求償してください。

45 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 1 第１１条（事
業者の責任）
第２項

「事業者は、振興会の責めに帰すべき事由、法令等の変更等又は不
可抗力による場合を除き、本契約上のいかなる責任をも免れず、事
業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を
負う。」とありますが、振興会の帰責事由により、事業者または民
間収益事業者が損失を被った場合（例えば、振興会の帰責事由によ
る施設改修工事に伴う騒音・振動が原因で、民間収益事業者が運営
する宿泊施設が一定期間休業した場合など）、振興会から事業者に
対して損害賠償または地代減額はなされるのでしょうか。

専ら振興会の債務不履行に基づき事業者が損害を被った場合には、
振興会に対し損害賠償請求が可能です。振興会と民間収益事業者は
直接的な契約関係に立ちませんので、民間収益事業者が損害を被っ
た場合については特段規定していません。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

46 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 1 第１１条_（事
業者の責任）_
２項

国立劇場や国立能楽堂の使用者・利用者等（振興会の職員を除
く。）の第三者が劇場施設や国立能楽堂に損害を与えた場合は、不
可抗力の中の人為的事象に含まれると理解するのでしょうか。それ
とも第11条第1項の「別途規定されている場合を除き」に該当する
（第75条第3項第4号に該当し、振興会が費用を負担する）と理解す
ればよろしいでしょうか。

第75条第３項の規定に基づき、個別具体の事象に応じて判断しま
す。

47 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 1 第１１条_事業
者の責任_第２
項

「事業者は、振興会の責めに帰すべき事由、法令等の変更等又は不
可抗力による場合を除き、本契約上のいかなる責任をも免れず、事
業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本契約上の責任を
負う。」とあり、また実施方針質問回答No.1122に「振興会に明確な
帰責事由がある場合を除き、維持管理・運営業務の実施に関するす
べての責任は事業者にある」とのことですが、片務的であると思わ
れます。実施方針の資料-4リスク分担表記載の施設の損傷リスク
No.47「振興会又は事業者のいずれの責めにも帰さない事由による国
立劇場及び国立能楽堂の損傷を復旧の費用（不可抗力に起因する場
合を除く。）」を振興会負担といただいているとおり、いずれの責
めにも帰さない事由は存在するはずであり、その場合は振興会負担
少なくとも協議としていただけますでしょうか。

第11条第２項は前項の規定を踏まえ、本事業の実施に係る本契約上
の責任を求めるものです。ご質問の趣旨が不明ですが、施設損傷に
関するリスク負担であれば、第75条第３項の規定に基づきます。

48 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 2 第１１条_２項
事業者の責任

本事業はサービス購入型ですので、第三者の責めに帰すべき事象等
を含む事業者の責めに帰すべき事由以外の事象については振興会様
にて責任を負っていただくよう修正願います。

原文のとおりとします。

49 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 4 第１１条第３
項

「本契約に別途規定される場合を除き、振興会の本事業に関する確
認若しくは立会又は事業者から振興会に対する報告、通知若しくは
説明を理由として、事業者はいかなる本契約上における事業者の責
任を免れない」旨の記載がありますがが、当該の記載は、振興会様
に決定及び承認等の意思決定をいただいた事項について、その後覆
すことがあるという趣旨ではないものと考えてよろしいでしょう
か。

途中過程において確認等した内容であっても、結果的に要求水準が
未達であった場合等において、事業者は責任を免れないという趣旨
です。

50 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 4 第１１条 （事
業者の責任）_
３

事業者から行った「振興会に対する報告、通知若しくは説明」に対
し、振興会様が理解した上で承諾している場合や適切な指示をしな
かった場合、また、事業者が善管注意義務を果たしても避けられな
い事由による場合は、責任負担につき、別途協議いただけますで
しょうか。

振興会に責がある場合は第11条第２項のとおり、必ずしも事業者の
責任を求めているものではありません。事業者の責任については
No.43の回答をご参照ください。

51 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 18 第１３条_（成
果物、国立劇
場の著作
権）、
第１４条_（第
三者の知的財
産権等の侵
害）

第13条及び第14条の「成果物」とは、「業務要求水準書、振興会の
要求その他本契約等に基づき事業者が作成する計画書・報告書、設
計図書、制作物…（以下略）」を意味するものと理解しております
が、民間収益施設に係る成果物は、本条の対象にする必要はないの
ではないでしょうか（本条の対象となる成果物の範囲を国立劇場及
び国立能楽堂に係る成果物に限定していただけないでしょう
か。）。

別紙２（用語の定義）No.73のとおり、成果物の対象は【資料－２】
「業務要求水準書」で求める内容であり、基本的には振興会が対価
を支払い取得する、国立劇場・国立能楽堂に係る成果物となりま
す。ただし、【添付資料４－14】「業務に関する成果物」のうち、
事業パンフレット、設計説明書、事業紹介プレゼンテーション資
料、透視図の一部、完成模型、完成模型の写真、事業紹介ポス
ター、完成図、完成写真、建設工事内容紹介プレゼンテーション資
料、事業記録等民間収益施設を含む資料等においては、含むものと
します。
なお、国立劇場及び民間収益施設を含む複合施設の設計図書につい
ては、【資料－３】「付帯事業の実施条件」別紙２に記載のとお
り、管理規約において専有部分、専有使用部分、共通使用部分を定
めるために提出してください。

52 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 19 第１３条第２
項

「振興会は、成果物及び国立劇場について、振興会の裁量により利
用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、特定事業
契約の終了後も存続する」旨の記載がございますが、万一、本契約
が解除となった場合の設計成果物（未完成のものを含む）の取扱い
については、以下を前提に、その他の諸条件についても別途ご協議
いただけますでしょうか。
①成果物の使用にあたっては事業者の氏名を表示しないこと。
②未完成の成果物については、契約不適合がある場合といえども履
行の追完及び損害賠償請求はできないこと。

①について、設計成果物が完成している場合は許容しかねます。未
完成の場合は、解除時の出来形の程度によるため、個別具体の内容
を踏まえ、判断します。
②について、解除時点で検査を行い、出来形分に対して支払った対
価に係る設計成果物については、対価を支払っているものであり、
その範囲において事業者帰責の契約不適合により振興会に生じた損
害については賠償請求を行います。

53 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 21 第１３条第３
項

「事業者は、振興会が成果物及び国立劇場を次の各号に掲げるとこ
ろにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又
は著作権者（ただし、振興会が事業者に提供した著作物の著作権者
をを除く。）をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定め
る権利を行使し、又はさせてはならない」旨の記載がございます
が、事業者が作成した成果物について、振興会様にて改変等を行っ
た場合に、事業者が当初作成したものと異なる内容の成果物に対し
て事業者の氏名を表示し、公表を可能とする趣旨ではないと考えて
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

54 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 28 第１３条第３
項二

「成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること」との記
載がございますが、この「他人」とは、本事業に無関係の第三者を
指すものであり、本事業の遂行に必要な範囲で、各業務の事業者、
再委託先及び協力会社等の関係者に著作物を閲覧等させることは、
本条に反するものではないと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

55 3_（資料-1）事業
契約書（案）

5 28 第１３条_（成
果物、国立劇
場の著作権）_
３項_２号

成果物には、付帯事業に係る成果物（民間収益施設に係る設計図書
等）も含まれるのでしょうか。

No.51の回答をご参照ください。

56 3_（資料-1）事業
契約書（案）

6 5 第１３条_（成
果物、国立劇
場の著作権）_
５項３号

工事施工のために事業者から建設企業に対し成果物（設計図書）の
閲覧、複写等を行うこととなるが、建設企業から下請けに対し設計
図書の閲覧、複写等をするにあたり、振興会の許諾をえることは、
膨大な回数が想定されますので現実的ではない様に考えます。つい
ては、第15条3項および第17条3項の秘密等保持義務の範囲内の対応
の解釈でよいでしょうか。

ご理解のとおりです。ここでいう「他人」とは本事業の事業関係者
ではない「第三者」を意図しますので、第５条第１項に基づき、
『選定企業その他本事業に係る業務受託者及び受任者（下請人、再
受任者を含む。）』に対しては本契約と同等の秘密保持契約を義務
を課せば、開示可能です。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

57 3_（資料-1）事業
契約書（案）

6 10 第１４条第２
項

事業者が第三者の知的財産権を侵害した場合の責任負担について、
「事業者が第三者の知的財産権を侵害しないために合理的に必要な
調査を行った場合はこの限りでない」旨の記載がございますが、振
興会様の指示により、第三者の知的財産権等の対象となっている工
事材料、建築設備の機器、工法等の指定を受け、見積資料等に知的
財産権等の対象となる旨の明示がなく、かつ事業者がその存在を知
らなかった場合は、その使用に要した費用は振興会様が負担いただ
けますでしょうか。

ご質問のような場合、知的財産等の対象となる事を明示しなかっ
た、当該工事材料や建築設備の機器を納入した業者に責任があるも
のと思料されます。事業者と当該業者との間で適切に責任負担を処
理してください。

58 3_（資料-1）事業
契約書（案）

6 29 第１５条_（選
定企業の使用
等）_２項

「各業務以外の業務」とは具体的に何を指しているのでしょうか。
附帯事業の実施は含まれるのでしょうか。

「各業務」の定義は別紙２（用語の定義）No.15のとおりで、『各業
務以外の業務』とは事業者であるSPCの経営事務等、本事業の業務に
必要な各種業務全般が含まれます。付帯事業の業務もこれに含まれ
ます。

59 3_（資料-1）事業
契約書（案）

7 7 第１５条第６
項

「事業者は、選定企業との紛争、訴訟等に起因して本契約に定める
業務が遅延した場合の増加費用及び損害の一切を負担し賠償する」
旨の記載がございますが、これは相当因果関係の範囲内におけるも
のと考えてよろしいでしょうか。

振興会から事業者へ請求する損害賠償については当然、相当因果関
係の範囲内で、一義的には事業者がその一切を負担してください。
その先の事業者・選定企業間の責任負担について、振興会は関知し
ません。

60 3_（資料-1）事業
契約書（案）

7 7 第１５条_（選
定企業の使用
等）_６項

選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因した業
務遅延が発生した場合の負担及び損害賠償について定められている
が、振興会・事業者・選定企業がいずれも当事者又は関係者となる
ような場合の扱いはどのようになるのでしょうか。

想定し難い事象ですが、個別具体の内容を踏まえて判断します。

61 3_（資料-1）事業
契約書（案）

7 19 第１６条_４項
運営業務の第
三者委託

事業者から警備業務を構成企業の１社で受託し、業務の一部を再委
託する場合、＜添付資料5-3-1 警備業務に係る要求水準＞に記載の
要件は再委託する企業にも必要となりますでしょうか。

No.13の回答をご参照ください。

62 3_（資料-1）事業
契約書（案）

7 22 第17条_各業務
等における第
三者の使用な
ど

各業務のうち、「前条に該当しないと認められる部分を第三者に委
任し、又は請け負わせようとするときは、～書面通知および振興会
の承諾を得なければいけない」とありますが、これはすべての第三
者への業務委託について、手続きが必要ということでしょうか。
チラシ等の印刷など少額のものや毎年定期的に外部委託するものな
ど想定され、事業契約締結後細かな手続きについては振興会と協議
の上、適宜簡略化できると考えてよろしいでしょうか。

ご指摘のとおり、軽微な業務や定型的な業務については個別の承諾
手続は想定しないため、事業契約締結後、個別に協議のうえ、適切
な範囲・方法を判断することとします。

63 3_（資料-1）事業
契約書（案）

7 24 第１７条_（各
業務等におけ
る第三者の使
用等）

例えば、建設業務について下請けに出す場合（建設業法に違反しな
い形の前提）、そのすべての下請契約書（案）を20日前までに振興
会に提示し、承諾を得なければならないのでしょうか。承諾行為に
ついては、手続き遅延の懸念があるため、出来る限り簡略化して頂
きたく考えますが、例えば、下請業者と締結する工事請負契約が同
様の形式の場合、（事業契約書に記載された事項を記載した）施工
体制台帳及び施工体系図並びに工事請負契約のひな形を提出して承
諾を受ければよいという理解をしてもよろしいでしょうか。

No.62の回答をご参照ください。

64 3_（資料-1）事業
契約書（案）

7 24 第１７条_（各
業務等におけ
る第三者の使
用等）

20日前に提出して振興会の承諾を得るという手続きにおいて、事業
者に否が無く振興会の承諾が遅れて予定通り契約ができなかった
り、工事ができなかったりした際の工期遅延の責任は、振興会に合
理的な範囲で求償できるのでしょうか。

承諾するか否かの判断について、振興会は遅滞なく手続を行うよう
にします。

65 3_（資料-1）事業
契約書（案）

8 11 第１７条 各業
務等における
第三者の使用
等_第４項_一_
イ

「前項に掲げる届出」が何を指すのかお示し下さい。「前項」とは
秘密保持について定めた「第３項」を指すはずですが、本号で秘密
保持の届出を求められているとは考えにくいための質疑です。

ご指摘のとおり、第17条第４項一号イについて『前項に掲げる』で
はなく、『第２項に掲げる』に訂正しますので、訂正表をご確認く
ださい。

66 3_（資料-1）事業
契約書（案）

8 14 第１７条 各業
務等における
第三者の使用
等_第４項_二

「別紙２　用語の定義」において「下請負人」の定義を参照する
と、「事業者から直接請け負って業務を実施する選定企業から請け
負う者」とされており、いわゆる一次下請負人のみを指すとも解釈
できますが、「前号に掲げる下請負人以外の下請負人」として示さ
れている下請負人とは「建設企業と直接下請負契約を締結する下請
負人」（一次下請負人）以外の下請負人、つまり二次下請以下の下
請負人を指すとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

67 3_（資料-1）事業
契約書（案）

8 22 第１７条 各業
務等における
第三者の使用
等_第１項

「事業者は、各選定企業をして、各業務のうち前条に該当しないと
認められる部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき
は、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の２０日前まで
に、振興会に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な
事項を記載した書面により通知するとともに、当該業務の委任又は
請負内容の分かる契約書案を提示し、振興会の承諾を得なければな
らない。」とありますが、建設工事は多数の下請契約によって成り
立っているものであり、事前の通知、ご承諾は建設企業に過度な負
担となります（ご承諾いただけない場合は、下請先の再選定が必要
となり、工事工程に多大な影響が発生します）。公共工事での対応
に準じて第５３条第１項に規定されている施工体制台帳及び施工体
系図の写しの提出をもって代替させていただけませんでしょうか。

No.62の回答をご参照ください。

68 3_（資料-1）事業
契約書（案）

9 3 第１７条第７
項

「事業者は、各業務の実施または各業務以外の業務に係る再受任者
又は下請負人の使用に関する一切の責任を負い、これらの責に帰す
べき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の帰責事
由とみなす」旨の記載がございますが、製造物責任法によって、再
受任者及び下請負人が製造業者として直接責任を負う場合は、この
限りではないと考えてよろしいでしょうか。

本条文は事業契約書の締結当事者である振興会と事業者との間の責
任範囲を規定したものであり、事業者とその再受任者・下請負人と
の責任関係について振興会が関知するものではありません。

69 3_（資料-1）事業
契約書（案）

10 17 第２１条_（業
績等の監視及
び改善要求措
置）

業績等の監視及び改善要求措置は、付帯事業には及ばないという理
解で良いでしょうか。
（資料-３　国立劇場再整備等事業付帯事業の実施条件p.5　2.(6)に
基づく報告のみで良いでしょうか）

ご理解のとおりです。

70 3_（資料-1）事業
契約書（案）

10 30 第２２条第２
項

「振興会は、本契約に基づき生じた事業者に対する債権債務を法令
の範囲内において対当額で相殺できる」旨の記載がございますが、
相殺については、民法５０５条による相殺適状となった場合に、事
前に相手方に通知したうえで行うものと考えてよろしいでしょう
か。

実際に相殺を行う場合には、振興会から事業者に対し相殺の意思表
示に係る通知を行います。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

71 3_（資料-1）事業
契約書（案）

10 31 - 第2章_第22条
_2項_事業者に
対する支払い

「振興会は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務
を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる｣とありま
すが、即時に相殺が行われる可能性があることは、業務受託者やSPC
の利害関係者への負担が大きいため、｢違約金や損害賠償が支払われ
ないときは～｣といった前提を付して規定いただけませんでしょう
か。

原文のとおりとします。

72 3_（資料-1）事業
契約書（案）

11 27 第２６条_（許
認可の取得
等）_
１項

振興会が取得する許認可及び事業者が協力をすべき内容を具体期に
ご教示いただけますでしょうか。

現時点で想定するものはありません。事業実施段階で生じた場合
は、適宜情報提供します。

73 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 8 第２７条第３
項

「保険に関する証券及び保険約款（特約がある場合には、当該特約
に関する書類等を含む。）又はこれらに代わるものを、それらの保
険契約締結後直ちに振興会に提示」とありますが、保険会社が保険
証券を発行するために一ヶ月程度を要する保険種目もあるため、保
険会社が発行する付保証明書・契約証明書を直ちに提示することで
ご了承いただけないでしょうか。

よろしいです。

74 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 14 第２８条_（関
連業務等の調
整）_
１項

振興会が本施設に関して個別に発注する第三者の施工する工事とし
て、具体的に想定されている工事はございますでしょうか。

【資料－２】「業務要求水準書」第２章．第２節．４．に規定する
工事、「警察用無線設備・警察テレビ設備の配線及び機器設置工
事」、「説明板（碑）の設置」を予定しています。
なお、警察用無線設備・警察テレビ設備の配線及び機器設置工事に
ついては、振興会以外の者が発注する予定です。

75 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 19 第２８条 （関
連業務等の調
整）_３

「不適当と認められる」理由は、事業者が納得できる合理的な理由
に基づくものであると理解してよろしいでしょうか。

事業者による調整が不適当であることを客観的かつ合理的に振興会
において判断することを想定しています。

76 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 第２９条 事業費の改定が為される場合、SPCと金融機関の間の融資契約の変更
も必要となる場合もあります。この場合、融資契約変更の諸手数料
は支払っていただけるのでしょうか。

第29条における事業費の改定は予定された手続であり、また基本的
に融資対象となる性格の対価でもないため、振興会が負担すること
はありません。

77 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 28 第３０条第１
項

物価等の変動に基づく本件工事費の改定に関して、全体スライドに
ついても協議の対象として頂けないでしょうか。

本事業においては事業者が本施設等の設計・施工・維持管理・運営
のすべてを一括して実施するものであるため、あらゆる物価変動リ
スクを発注者負担とするのではなく、急激で著しく、かつ通常は予
測不可能な物価変動を対象としていることから、原文のとおりとし
ます。

78 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 28 第３０条第１
項

物価変動による本件工事費の改定は、主要な工事材料の著しい価格
変動や急激なインフレの際に協議となっておりますが、本件工事は
長期に亘るため、公共工事標準標準約款（第25条）のように一定の
メルクマール（1.5%等）の導入の検討をお願いできないでしょう
か。

「工事請負契約基準第25第５項の運用について」（平成20年７月１
日付け20施施企第11号及び平成21年２月27日付け改正20施施企第28
号文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室室長通
知）及び「工事請負契約基準第25第５項の運用の拡充について」
（平成20年10月１日付け文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企
画課契約情報室室長通知）、「賃金等の変動に対する工事請負契約
基準第25第６項の運用について」（平成26年２月４日付け25施施企
第33号文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室室
長通知）に準拠しています。
なお、詳細については振興会との協議によります。
＜参考：文部科学省ホームページ＞
https://sisetuweb3.mext.go.jp/kitei/103/ZENTAI.pdf
https://sisetuweb3.mext.go.jp/kitei/534/tuuchi.pdf

79 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 29 第３０条第１
項

物価等の変動に基づく本件工事費の変更請求対象となる事由につい
て、「長期に渡る契約で、物価、賃金などの変動により請負金額が
明らかに適当でないと認められる場合」を含めていただけますで
しょうか。

No.77及びNo.78の回答をご参照ください。

80 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 31 第３０条_（物
価等の変動に
基づく本件工
事費の改定）_
１項

「著しい変動」、「本件工事費が著しく不適当」とありますが、具
体的にどのくらいの変動がある場合を想定されていますでしょう
か。

No.78の回答をご参照ください。

81 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 第３０条 全体スライドが設けられていない理由をお示し頂けないでしょう
か。

No.77の回答をご参照ください。

82 3_（資料-1）事業
契約書（案）

12 1 第３０条_（物
価等の変動に
基づく本件工
事費の改定）_
１項_２号

「予期することができない特別の事情により、日本国内において急
激なインフレーション又はデフレーションを生じ、本件工事費が著
しく不適当となった場合」とは、平成26年1月30日「国地契第57号_
賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第６項の運用につい
て」に準じた運用になる、という理解でよいでしょうか。

No.78の回答をご参照ください。

83 3_（資料-1）事業
契約書（案）

13 3 第３０条第２
項

「振興会と事業者は、本件工事費の変更額及び変更時期を協議して
定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合
には、振興会が変更額及び変更時期を定め、事業者はこれに従わな
ければならない」等、振興会様との各種協議期間の日数を制限する
旨の記載がございますが、当該の記載は、事業者による不服の申し
立てを妨げる趣旨ではないと考えてよろしいでしょうか。

あらかじめ日数を規定している以上、事業者からの不服申立てには
応じかねます。なお、協議開始の日の設定に関しては、振興会と事
業者の間で事前調整の余地があることを申し添えます。

84 3_（資料-1）事業
契約書（案）

13 4 第３０条_（物
価等の変動に
基づく本件工
事費の改定）_
２項

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合とあるが、工事費
の変更額、変更時期の協議はその重要性から十分な期間を設ける必
要があるが、この日数は土日祝祭日等が含まれていないと考えてよ
いでしょうか。あるいは20日程度の期間とすることを考慮いただけ
ないでしょうか。

土日祝祭日等を含みます。原文のとおりとします。

85 3_（資料-1）事業
契約書（案）

13 5 第３０条_（物
価等の変動に
基づく本件工
事費の改定）_
２項

「振興会が変更額及び変更時期を定め（変更しない場合を含
む。）」とありますが、振興会のかかる決定は合理的な判断に基づ
き行われるものと理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

86 3_（資料-1）事業
契約書（案）

13 10 第３１条_（要
求水準の変
更）_１項

振興会から当該書面を受領した日から14日以内に振興会に通知する
とありますが、この日数に土日祝祭日等が含まれているか確認で
す。要求水準の変更は、入札条件の変更となる大きな事象と捉える
他、通知内容によっては十分な検討時間を要すことが想定されま
す。働き方改革関連法の影響等を考慮し、土日祝祭日を含まないと
考えてよいでしょうか。あるいは30日程度の期間とすることを考慮
いただけないでしょうか。

土日祝祭日等を含みます。原文のとおりとします。

87 3_（資料-1）事業
契約書（案）

13 16 第３１条_（要
求水準の変
更）_
３項

振興会と事業者の協議が整わない場合は、振興会が合理的な変更内
容を定め、事業者に通知するとあるが、その合理性の判断基準はど
のようなものか明示頂けますでしょうか。

振興会が当初の要求水準を策定した検討経緯、事業者の事業計画書
（提案書・入札内訳書含む。）、事業者との協議内容等を総合的に
勘案し、合理的な変更内容を定めます。

88 3_（資料-1）事業
契約書（案）

13 25 - 第2章_第32条
_2項_要求水準
の変更による
措置

貴会に要求水準変更に伴う増加費用をご負担いただく場合、合理的
な範囲で金融費用についてもご負担いただけるという理解でよろし
いでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

89 3_（資料-1）事業
契約書（案）

13 25 第３２条_（要
求水準の変更
による措置）_
２項

振興会の責めに帰すべき事由により、要求水準の変更がなされる場
合において、民間収益施設部分の施設整備費用又は維持管理運営費
用の増加が伴う場合、当該費用についても振興会が負担するとの理
解でよろしいでしょうか。

付帯事業は事業者が民間収益事業者をしてその費用と責任において
実施するものであり、仮に要求水準の変更等その他の事象により民
間収益施設部分の整備費や維持管理運営費等に増加費用又は減少費
用が生じても変更する予定はありません。ただし、付帯事業の実施
に著しい影響を及ぼすほどの事象が生じた場合は、事業者と個別に
協議を行います。

90 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 1 第３２条_（要
求水準の変更
による措置）_
５項

要求水準の変更がなされる場合で、設計図書の変更が必要な場合に
は、事業者は速やかに必要な範囲で設計図書を変更する。とある
が、振興会を起因とした設計図書の変更に要する費用は合理的な範
囲で振興会が負担するという理解でよいでしょうか。

要求水準の変更による増加費用の負担については第32条第２項の規
定に従います。

91 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 14 - 第2章_第33条
_4項_臨機の措
置

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

92 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 15 （臨機の措
置）
第３３条４項

「事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当でな
いと認められる部分」とありますが、具体例をご教示ください。

当該時点において、本事業の業務範囲に照らして合理的かつ客観的
に事業者が負担することが明らかに適当でないもので、個別具体の
事象に応じて振興会が判断します。

93 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 17 第３４条_第三
者に生じた損
害

「工事の施工等に伴い通常避けることができない 騒音、振動、地盤
沈下、地下水の断絶等の理由により、第三者に生じた損害」の「通
常避けることのできない」とは「通常想定することができる」との
意でよろしいでしょうか。つまり「事業者が工事の施工に伴い通常
想定できる騒音等により第三者に損害を及ぼした場合は、当然、事
業者が事前に想定できるので事前に損害を回避すべきであり、発生
した場合でも事業者が責任を負う。ただし、工事の施工に伴い通常
想定できない騒音等により第三者に及ぼした損害は振興会が負担す
る」のとの理解でよいでしょうか。

「通常避けることのできない」とは「通常想定することができる」
との意ではありません。本事業においては事業者が本施設等の設
計・施工・維持管理・運営を一括して実施するものであり、通常避
け得ない事象の発生の有無、程度等についても事業者側で適切に想
定し、管理することが可能であると認識しています。

94 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 18 第３４条第１
項

「事業者は、本事業の実施について第三者に損害を及ぼした場合
（通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水
の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等を含
む。）は、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。振興会の帰
責事由により生じたものは、振興会が負担する」旨の記載がござい
ますが、建設業務に当たり、事業者が善良な管理者としての注意を
払っても避けることが困難な事由により第三者損害が生じた場合
は、振興会様のご負担にて処理・解決いただき、必要と認められる
範囲で事業期間を延長をさせていただけますでしょうか。

原文のとおりとします。

95 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 20 第３４条_（第
三者に生じた
損害）_１項

本事業の実施に際し、「通常避けることができない騒音、振動、公
害、地盤沈下…（中略）…の理由により第三者に損害を及ぼした場
合」は、公共工事請負契約約款と同様、振興会が損害を負担する形
にしていただけないでしょうか。民間側のリスクとされている理由
があればご教示下さい。

本事業においては事業者が本施設の設計・施工・維持管理・運営の
すべてを一括して実施するものであり、通常避け得ない事象の発生
の有無、程度等についても事業者側で適切に想定し、管理すること
が可能であると認識されるため、原文のとおりとします。

96 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 21 第３４条_１項
第三者に生じ
た損害

本項含む賠償金支払いに関しまして、賠償限度額として上限を設定
することは可能でしょうか。事業者から業務を受託する企業が責任
を負うべき損害が発生した場合に、その損害がどのように高額なも
のであってもこれを全て賠償しなければならないとしますと、例え
ば損害が予測もできなかったほど広範囲に及んだ場合、その企業の
存立が脅かされるような事態に立ち至ることも考えられるためで
す。

原文のとおりとします。

97 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 24 - 第2章_第34条
_3項_第三者に
生じた損害

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

98 3_（資料-1）事業
契約書（案）

14 25 第３４条_（第
三者に生じた
損害）_３項

「第三者」には、民間収益事業者も含まれるとの理解でよろしいで
しょうか。

含まれません。

99 3_（資料-1）事業
契約書（案）

15 1 第３５条第３
項

「法令等の変更等の公布日から60日以内に協議が整わない場合、振
興会が合理的な範囲で対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに
従わなければならない」等、振興会様との各種協議期間の日数を制
限する旨の記載がございますが、当該の記載は、事業者による不服
の申し立てを妨げる趣旨ではないと考えてよろしいでしょうか。

あらかじめ日数を規定している以上、事業者からの不服申立てには
応じかねます。なお、協議開始の日の設定に関しては、振興会と事
業者の間で事前調整の余地があることを申し添えます。

100 3_（資料-1）事業
契約書（案）

15 8 - 第2章_第35条
_4項_1号及び2
号_法令変更に
よる措置

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

101 3_（資料-1）事業
契約書（案）

15 26 第３６条_不可
抗力による措
置

コロナ等の感染症対策に関連して振興会・国・東京都から休業の指
示・要請があった場合は不可抗力という解釈で良いでしょうか。ま
た3項の不可抗力により発生した合理的な増加費用とは、上記の休業
指示等を受けて事業者は収入減となり、ひいては事業者の負担が増
加することとなりますが、１％を超える部分の損失は営業継続費と
して振興会が負担いただけると理解して良いでしょうか。またその
ような休館となった場合、飲食・物販サービス提供における年間最
低保証使用料は休館期間等に応じて減額されるという認識で良いで
しょうか。

１点目については、まずは【資料－１】「事業契約書（案）」別紙
６の第１項に規定する不可抗力の定義に該当するかで判断します
が、個別具体の事象の内容を踏まえ、振興会が判断します。なお、
新型コロナ感染症に関しては現時点では十分に発生が予見し得るも
のであり、要求水準書の各所において対応策を講じることを求めて
います。
２点目については、運営業務の『飲食・物販等サービス提供業務』
は独立採算を原則としており、増加費用や営業損失を補填する想定
はありません。
３点目については、No.102の回答をご参照ください。

102 3_（資料-1）事業
契約書（案）

15 26 第３６条＿不
可抗力による
措置

新型コロナ等の感染症対策に伴い休館となった場合、飲食・物販
サービス提供における年間最低保証使用料は休館期間等に応じて減
額されるという認識で良いでしょうか。

【資料－１】「事業契約書（案）」別紙６の第１項に規定する不可
抗力の定義に該当するかを判断したうえで、個別具体の事象の内容
を踏まえ、振興会が判断します。

103 3_（資料-1）事業
契約書（案）

16 1 - 第2章_第36条
_3項_不可抗力
による措置

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

104 3_（資料-1）事業
契約書（案）

16 18 - 第2章_第37条
_3項_中断によ
る措置

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

105 3_（資料-1）事業
契約書（案）

16 18 第３７条_（中
断による措
置）_３項

振興会の責めに帰すべき事由による一時中止の場合において、民間
収益施設部分の施設整備費用又は維持管理運営費用の増加が伴う場
合、当該増加費用は37条3項の「合理的な増加費用」に含まれるとの
理解でよいでしょうか。また、振興会の責めに帰すべき事由により
維持管理・運営業務が一時中止される場合に発生する合理的損害及
び附帯事業の一時中止に伴い発生する合理的損害については振興会
の負担と理解してもよろしいでしょうか。

前段については、No.89の回答をご参照ください。
後段については、第37条第３項に基づき事業者に生じた合理的な増
加費用は負担しますが、逸失利益等の損害は負担しません。また、
国立劇場の維持管理・運営業務の一時中止が、付帯事業（民間収益
施設）の運営に支障が及ぼすものとは考えていません。

106 3_（資料-1）事業
契約書（案）

16 20 第３７条第４
項

本事業の一時中断に伴う増加費用について、「一時中止が事業者の
帰責事由による場合に、事業者に発生する増加費用は、事業者がす
べて負担する」旨の記載がございますが、事業者は合理的な増加費
用を負担するものとさせていただけますでしょうか。

原文のとおりとします。

107 3_（資料-1）事業
契約書（案）

16 22 第３７条_５項
法令等の変更
又は不可抗力
による一時中
止

第１項に定める一時中止が法令等の変更等又は不可抗力によるとき
には、とありますが、事業者側の従業員の生命・身体に危険が生じ
る可能性があり、安全配慮義務その他の法令上の義務に照らし、業
務提供を継続することが適切でないと事業者側で判断したときも含
めていただくことは可能でしょうか。

ご質問のような事態が想定される場合には当然、振興会は協議に応
じますが、事業者のみの独自の判断に委ねることは応じかねます。

108 3_（資料-1）事業
契約書（案）

17 17 第４２条（事
業用地の使用
等）_
１項

解体・施設整備期間、事業者だけでなく民間収益事業者は施設整備
業務の為に無償で土地を使用できるという理解でよろしいでしょう
か。

事業契約の契約相手方は事業者ですが、事業者を通じて使用するこ
とは可能です。施設整備期間中の使用料は発生しません。

109 3_（資料-1）事業
契約書（案）

17 18 第４２条第１
項

「振興会は、事業者が施設整備業務のために事業用地を使用できる
状態とし、事業者に無償で使用させる」旨の記載がございますが、
事業用地を使用させていただくにあたり、契約書等の書面を別途締
結する予定はございますでしょうか。なお、締結を予定される場合
は、当該の様式をご提示いただき、内容について改めてご協議いた
だけますでしょうか。

事業用地の使用に関する権限は、事業契約における本条項で担保し
ており、別途契約書等を締結する予定はありません。

110 3_（資料-1）事業
契約書（案）

17 30 第４２条第２
項二

「事業者は、事業用地上で解体撤去中又は建設中の建物、仮設物そ
の他工作物によって、第三者損害を与えた場合は、その賠償責任を
負う」旨の記載がございますが、例えば地盤沈下等、事業者が施工
者として善管注意義務を果たしても避けることが困難な事象に起因
する追加費用につきましては、振興会様にご負担をいただけますで
しょうか。

第46条第１項及び第２項のとおり、事業用地の地盤調査を含め事業
者の責任範囲となっており、ご質問のような事象についても原文の
内容が原則となります。

111 3_（資料-1）事業
契約書（案）

18 1 第４２条第２
項四

「事業者が事業用地の維持保全費用（通常の必要日を含むが、これ
に限定されない。）を支出し、振興会は当該費用を負担しない」旨
の記載がございますが、事業者が善管注意義務を払っても予期する
ことが困難な事象により生じた追加費用につきましては、振興会様
にご負担をいただけますでしょうか。

ご質問で想定する具体的な事象が不明ですが、不可抗力に該当する
場合であれば、別紙６の規定に従います。該当しない場合であれ
ば、原文の内容が原則となります。

112 3_（資料-1）事業
契約書（案）

18 19 第４３条第２
項

「貸与した関係資料の利用に係る一切の責任は、事業者が負担す
る」との記載がございますが、振興会様から貸与を受けた資料に関
して、事業者が善管注意義務を払っても発見することが困難な誤り
等が存在し、本事業の実施に影響が生じた場合につきましては、契
約金額及び工期の変更対象とさせていただけますでしょうか。

本規定は、契約締結後に事業者が行う調査業務の参考資料として提
示するものであり、当該資料を採用するか否かは事業者の判断に委
ねられるため、原文のとおりとします。ただし、第46条第４項に該
当する場合はこの限りではありません。

113 3_（資料-1）事業
契約書（案）

18 23 - 第3章_第1節_
第43条_4項_関
係資料等の貸
与

関係資料と事業者の調査結果に齟齬が生じ、その齟齬を原因として
事業の進捗に遅延が発生した場合、その遅延によって生じた増加費
用についてはご負担いただけますでしょうか。また、ご負担いただ
ける場合、合理的な範囲で金融費用もご負担いただけますでしょう
か。

No.112の回答をご参照ください。

114 3_（資料-1）事業
契約書（案）

18 23 第４３条第４
項

「関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、振興会は
責任を負わない」旨の記載がございますが、振興会様から貸与を受
けた資料と事業者の調査結果の齟齬に起因し、本事業の実施に影響
が生じた場合につきましては、契約金額及び工期の変更対象とさせ
ていただけますでしょうか。

No.112の回答をご参照ください。

115 3_（資料-1）事業
契約書（案）

18 31 - 第3章_第1節_
第44条_3項_近
隣対策

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

116 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 2 - 第3章_第1節_
第45条_1項_引
渡し等の遅延
又は変更に伴
う措置

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

No.115の回答をご参照ください。

117 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 2 第45条第1項
引渡し等の遅
延又は変更に
伴う措置

貴振興会にご負担をいただく、国立劇場の引渡し日の遅延に伴う事
業者の増加費用には、合理的な範囲の金融費用（ブレークファン
ディングコストを含む。）も含まれる理解にて宜しいでしょうか。

No.115の回答をご参照ください。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

118 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 2 第４５条_（引
渡し等の遅延
又は変更に伴
う措置）_１項

振興会の責めに帰すべき事由により、国立劇場の引渡しが引渡予定
日より遅延した場合において、民間収益施設部分の施設整備費用若
しくは維持管理運営費用の増加が伴う場合又は損害が発生する場
合、当該増加費用及び損害は第45条1項の「合理的な増加費用」に含
まれるとの理解でよろしいでしょうか。

No.89の回答をご参照ください。

119 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 4 第４５条_（引
渡し等の遅延
又は変更に伴
う措置）_１項

振興会の責めに帰すべき事由により、国立劇場の引渡しが引渡予定
日より遅延し
た場合、民間収益事業者の損害が発生することも想定されます。事
業者が負担した合理的な増加費用には、民間収益事業者の損害も含
みますでしょうか。

No.89の回答をご参照ください。

120 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 7 第４５条第２
項

「事業者の帰責事由により、国立劇場の引渡しが遅延した場合、事
業者は当該遅延による増加費用を負担するとともに、第２３条第２
項に基づく遅延利息を振興会に支払う」旨の記載がございますが、
当該遅延の発生においては、事業者に遅延利息の支払を請求するも
のとし、増加費用の請求はご容赦いただけますでしょうか。

原文のとおりとします。

121 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 7 第４５条 引渡
し等の遅延又
は変更に伴う
措置_第２項

本項に記載の「事業者の責めに帰すべき事由により、国立劇場の引
渡しが引渡予定日より遅延した場合の遅延利息」は引渡遅延に伴う
損害賠償の予定を定めたものとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

122 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 7 第４５条 引渡
し等の遅延又
は変更に伴う
措置第２項

事業者の責めに帰すべき事由により、国立劇場の引渡しが引渡予定
日より遅延した場合の遅延利息の算定方法につきましては、「引渡
予定日から引渡日までの期間について、施設費相当額に対して第２
３条第２項に定める遅延利息の率を乗じ、年３６５日の日割り計算
により得られる遅延利息」とされておりますが、同条第４項に基づ
き、振興会が国立劇場の全部又は一部で使用可能な部分を使用した
場合、施設費相当額から使用部分に相応する施設費相応額を控除し
た額に基づき遅延利息を算定することになりますでしょうか。

振興会が国立劇場の全部又は一部で使用可能な部分を使用した場合
であっても、遅延利息の計算にあたって当該使用部分に相当する施
設費を控除することはありません。

123 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 22 第４６条_（調
査）_１項

「必要に応じて」とありますが、第42条第1項第2号の事業用地の使
用期間よりも前に調査を行うことは可能でしょうか。可能な場合、
必要な手続をご教示下さい。

可能です。事前に振興会に調査内容・時期等の内容を説明のうえ、
承諾を得るようにしてください。

124 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 24 第４６条第２
項

「事業者は、自らが実施した調査又はその調査結果に係る一切の責
任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任
及び増加費用を負担する」旨の記載がございますが、これは事業者
が当該の調査において、設計者としての善管注意義務を怠ったこと
による不備に関して、相当因果関係の範囲において責任と追加費用
を負担する趣旨であると考えてよろしいでしょうか。

振興会と事業者の関係においては、原文のとおり、事業者が一切の
責任及び追加費用を負担します。事業者と調査者との関係において
は、当事者間で責任及び費用負担の範囲を定めてください。

125 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 26 第４６条第３
項～第５項

「事業者は、調査を行った結果、新たな事情が判明した場合（土壌
汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等を除く。）はその対策費
を負担する」、「事業者は、調査を行った結果、事業用地に関して
土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等について、入札説明
書等で規定がないこと又は規定されていた事項が事実と異なること
により、事業者が本事業を履行できない又は、履行により事業者に
著しい増加費用が生じる場合は、直ちに振興会に通知する」、「当
該の場合、国立劇場の引渡し遅延が避けられないときは、振興会は
引渡予定日を変更できる」及び「振興会は、当該の場合に生じる合
理的な範囲内の増加費用を負担する」旨の記載がございますが、事
業者が本工事の見積者として善管注意義務を果たしても、入札説明
書等の提示資料から想定困難な事項が調査により明らかとなり、そ
れに伴う増加費用が発生する場合には、その規模にかかわらず、必
要と認められる範囲で請負金額の変更を認めていただけますでしょ
うか。

原文のとおり、第46条第４項に規定する事象に該当しなければ、同
条第２項が適用されます。

126 3_（資料-1）事業
契約書（案）

19 34 - 第3章_第1節_
第46条_5項_調
査

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

127 3_（資料-1）事業
契約書（案）

20 31 第５０条_（設
計図書の作成
及び提出）_１
項

基本設計の完了前に、複合施設の平面計画について振興会と協議し
なければならないとありますが、民間収益施設の専有部分について
も協議の対象に含まれる理解で宜しいでしょうか。

民間収益施設の専有部分は基本的に事業者（民間収益事業者含
む。）の責任及び裁量の範囲ですが、事業者の「事業計画書（提案
書）」や【資料－３】「付帯事業の実施条件」との整合性について
確認し、協議する場合があります。

128 3_（資料-1）事業
契約書（案）

20 31 第５０条_（設
計図書の作成
及び提出）_１
項

事業者が基本設計の完了前に複合施設の平面計画について振興会と
協議する日数は40日以内と記載がありますが、あくまで基本設計完
了までに協議が完了することが重要であり、日数はあくまで目安と
捉えればよろしいでしょうか。その時点で抱えている課題次第で協
議日数は40日を超える可能性も想定されます。

適切な工程管理のために日数を定めており、原文のとおりです。基
本設計の途中過程の下協議等で十分に内容を調整していれば、協議
日数を超えることはないと思料します。

129 3_（資料-1）事業
契約書（案）

21 7 第５０条第４
項

「振興会は、基本設計図書の内容又は事業者による工事着手前の説
明を確認した結果、国立劇場に係る基本設計図書の内容が要求水準
及び事業計画書に適合しないと認める場合は、事業者に是正を求め
ることができる」等、振興会様の判断に事業者が従う趣旨の記載が
ございますが、当該の判断は、事実関係を踏まえ、客観的かつ妥当
性のある基準により行われることが前提であると考えてよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

130 3_（資料-1）事業
契約書（案）

23 13 第５７条第２
項

「振興会は、工事の施工部分が要求水準若しくは設計図書に適合し
ないと認められる場合、当該施工部分を最小限度破壊して確認する
ことができる」、「事業者は、当該の確認及び復旧に直接要する費
用を負担する」等、振興会様による破壊検査の実施とその費用負担
を事業者に求める旨の記載がございますが、振興会様が行った破壊
検査の結果、設計図書との不整合が見当たらなかった場合、要求水
準や事業計画書の内容を満たすと認められる場合、又は当該の不整
合が以下のいずれかの事由による場合には、事業者は免責されるも
のとし、また、破壊検査及びその復旧費用については、振興会様に
ご負担いただけますでしょうか。
①振興会様の指示によるとき。
②支給材料、貸与品、工事用図書に指定された工事材料若しくは建
築設備の機器の性質又は設計図書等に指定された施工方法によると
き。
③設計図書等において検査及び試験を行うことを定めた材料及び機
器又は振興会様の指示により検査及び試験を行った材料及び機器に
ついて、当該検査及び試験に合格した材料及び機器によるとき。
④その他本工事について振興会様の帰責事由によるとき。

原文のとおりとします。振興会による破壊検査は、施工不良の疑い
が強い場合等、相当の理由がある場合に実施することを想定してお
り、検査費用及び復旧費用を負担する予定はありません。

131 3_（資料-1）事業
契約書（案）

23 20 第５７条第４
項

「振興会は重点的な確認を実施した事実をもって施設整備業務につ
いて責を負わない」旨の記載がありますが、当該の記載は、振興会
様に決定及び承認等の意思決定をいただいた事項について、その後
覆すことがあるという趣旨ではないものと考えてよろしいでしょう
か。

施設整備業務について重点的な確認を実施した場合においても、事
業者による施設整備業務の履行に瑕疵がないという判断にはなら
ず、義務違反があった場合には振興会はしかるべき措置を取ること
ができるという趣旨です。

132 3_（資料-1）事業
契約書（案）

25 23 第６３条_（引
渡し）_１項

「引渡書」の定義がございませんが、事業者側で任意に作成する引
渡書でよろしいのでしょうか。書式の有無及び添付書類等があれば
ご教示下さい。

「引渡書」の書式は事業者の任意に委ねますが、事前に振興会に確
認し、その指示に従ってください。

133 3_（資料-1）事業
契約書（案）

25 23 - 第3章_第5節_
第63条_2項_引
渡し

事業者から引渡しを受けた際、貴会が事業者に対して引渡受領書を
交付すると記載がありますが、その場合、引渡受領書はいつ頃事業
者へ交付されますでしょうか。（事業者へ完工引渡し後に融資を実
行する際の証憑とすることを意図しております。）

国立劇場の引渡しが完了次第、遅滞なく交付します。融資との関係
で期日等があれば、事前に協議には応じます。

134 3_（資料-1）事業
契約書（案）

25 25 第６３条_（引
渡し）

合築により、国立劇場と附帯施設が区分所有になるかと思います
が、表示登記、保存登記の有無、費用負担についてご教示くださ
い。

表題登記・保存登記いずれも必要です。費用負担は第63条第４項の
とおりです。

135 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 1 第６４条第１
項

部分使用について、いつ頃から、どのような使用を検討しておりま
すでしょうか。

現時点で、部分使用の予定はありません。

136 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 1 第６４条第１
項

「振興会は、国立劇場の引渡前において、事業者の承諾を得て国立
劇場の全部又は一部を使用することができる」旨の記載がございま
すが、部分使用を実施する場合には、以下の条件を前提として、そ
の他の諸条件についても別途ご協議いただけますでしょうか。
①事業者から事前に書面により承諾を得ること。
②部分使用開始日をもって当該部分の契約不適合責任期間を起算す
ること。
③部分使用部分の使用においては事業者の指示に従って使用するこ
と。
④部分使用部分につき、法令に基づいて必要となる手続は、振興会
様の費用負担にて行い、事業者はそれに協力すること。

①第６条第１項のとおり書面により行います。
②国立劇場の引渡し前の部分使用となりますので、部分使用期間
は、契約不適合期間に含まれず、引渡日の翌日が契約不適合期間の
起算日となります。
③【資料－１】「事業契約書（案）」第64条第１項に定める事業者
の承諾を得るにあたって、協議に応じることは可能ですが、事業契
約の規定に従うことが前提となります。
また、部分使用にあたり、振興会は、善良な管理者の注意をもって
使用し、必要に応じて事業者と協議を行います。
④法令に基づく手続が不明ですが、第64条第３項の規定に基づき、
事業者に合理的な追加費用が生じた場合には振興会が負担します。

137 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 1 第６４条_部分
使用

現時点で、部分使用を計画されているのであれば、お考えをお教え
ください。

No.135の回答をご参照ください。

138 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 5 - 第3章_第5節_
第64条_3項_部
分使用

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

139 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 6 第６４条_（部
分使用）_３項

「合理的な追加費用」に合理的な損害も含まれると理解してもよろ
しいでしょうか。

「合理的な損害」の主旨が不明ですが、事業者に合理的な追加費用
が生じた場合には負担します。

140 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 8 第65条第1項
前払い金及び
その使用等

前払金に関して保証事業会社と締結すべき保証契約の内容として
は、前払法第2条2項に定めるとおり、①事業契約の解除時に限っ
て、②保証事業会社が、前払金から出来形部分に相当する金額を控
除した金額を保証するものでよろしいでしょうか。プロジェクト
ファイナンスとの関係で、保証の内容を予め把握したく、ご教示く
ださい。

ご理解のとおりです。

141 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 8 第６５条_１項 当条文で示される保証契約は、9条4項で示される履行保証保険契約
の様に、事業者が締結する代わりに、建設企業をして、事業者を被
保険者とする締結する対応を許容頂けますでしょうか。

建設企業が保証事業会社と保証契約を締結することも可能です。ご
指摘を踏まえ、第65条第１項の冒頭について『事業者は、自ら又は
建設企業をして』に、同様に第65条第３項についても『事業者は、
自ら又は建設企業をして、第１項の場合において、振興会以外の者
を被保証人とする場合には、』に訂正しますので、訂正表をご確認
ください。

142 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 14 第６５条第３
項

質権の設定が必要となっておりますが、恐らく、これは建設企業等
が保証契約を締結する場合の規定と想定しております。第1項では、
事業者が保証契約を締結することを規定しておりますので、この第3
項は不要な関係のない条項と理解しておりますが、念の為、ご確認
いただけないでしょうか。

No.141の回答をご参照ください。

143 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 14 第65条第3項
前払い金及び
その使用等

事業者の保証事業会社に対する保証金請求権に質権を設定するとあ
りますが、前払法上、振興会は、直接保証事業会社に対して保証金
を請求できることから（同法第13条第2項）、振興会のために質権を
設定する必要はなく、また、そもそも事業者は保証事業会社に対し
て保証金請求権を有しておらず、質権の対象となるべき債権が存在
しないように思われます。この点に関する法的な整理をご教示頂け
ますでしょうか。

No.141の回答をご参照ください。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

144 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 17 第65条第4項
前払い金及び
その使用等

貴振興会よりお支払いいただく前払金に関しては、記載の費用以外
の本事業における必要な経費（SPC経費や金融費用などを含むがこれ
に限らない）には充当できない理解にてよろしかったでしょうか。

原文のとおり、本事業の施設整備業務に必要な経費の支払に限られ
ますが、「公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和二十七年
法律第百八十四号）」第27条に基づく使途の監査に抵触しないよ
う、具体の取扱いについては、保証契約を締結する保証事業会社に
事業者自らの責任でご確認ください。

145 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 17 第６５条_第４
項_前払い金及
びその使用等

前払金の使途に関して、履行保証保険料等の施設整備期間中に要す
るＳＰＣ経費や建中金利に充当することは可能でしょうか。

No.144の回答をご参照ください。

146 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 21 第６６条_第５
項_部分払

資料-１-３「事業費の算定及び支払い方法」にて、部分払金は各年
度末にお支払いいただけるものとして規定されております。一方、
本条にて、事業者からの当該出来形部分の確認請求と貴会の検査・
通知を経て、事業者の部分払請求に対して30日以内に支払われる旨
が規定されておりますが、出来形部分の対象期間や請求時期は、ど
のようになりますでしょうか（例えば毎年１月末までの出来形を２
月末までに確認請求・検査を経て、貴会からの通知後に請求等）。

第66条第４項のとおり、出来形部分の確認にあたっては第60条及び
第61条の規定を準用することから、各条文の規定をご参照くださ
い。ただし、具体の期日等については事業者と協議のうえ、振興会
が決定します。

147 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 21 第６６条_第５
項_部分払

資料-１-３「事業費の算定及び支払い方法」にて示されている部分
払金は、出来形部分によっては金額を減額される可能性があるので
しょうか。あるいは出来形部分に関係なく示されてた定額をお支払
いいただけるのでしょうか。

歳出予算額上、出来形部分を上回る部分払を行うことはできませ
ん。出来形部分が部分払の金額に満たない場合、支払を翌年度に繰
り越すことになります。ただし、そのような事態とならないよう、
各年度の部分払の金額を上回る各年度の出来形が完成するよう計画
してください。

148 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 22 第66条　部分
払

部分払については、明確な資金使途の記載がないように見受けられ
ますが、資料-1-3「事業費の算定及び支払い方法」1頁の①施設費に
記載の施設整備業務の実施のために要する費用との認識にて宜しい
でしょうか。

前払金と異なり、部分払についてはその時点で出来形部分の成果に
応じて対価を支払うものであり、事業者の資金使途を制限するもの
ではありません。

149 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 25 第６６条_（部
分払）_２項

劇場と民間収益施設の合築建物の劇場側の出来形確認方法に規定や
基準があれば御教示下さい。

第66条第４項のとおり、第60条から第62条の規定する完成検査・完
成確認の手続に準じます。

150 3_（資料-1）事業
契約書（案）

26 31 第66条5項　部
分払

資料-1-3「事業費の算定及び支払い方法」にて、施設費Ａは施設整
備期間中の各年度末にお支払いいただけるものとして規定されてお
ります。本条にて、施設費Ａの支払いには、事業者からの当該出来
形部分の確認請求と貴振興会における確認を経て、部分払いを請求
し、当該請求の30日以内に支払われる旨が規定されておりますが、
本条における各手続きを経た上で、施設費Ａを各年度末までにお支
払いいただける理解にてよろしかったでしょうか。

ご理解のとおりです。各年度末の３月31日に請求書が提出されれ
ば、翌月４月30日までに施設費Ａを支払います。

151 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 1 第６７条第１
項

契約不適合が、以下のいずれかの事由に起因するものである場合に
は、当該契約不適合を理由に事業者に修補等の請求を行うことはご
容赦いただけますでしょうか。
①振興会様の指示によるとき。
②支給材料、貸与品、工事用図書に指定された工事材料若しくは建
築設備の機器の性質又は設計図書等に指定された施工方法によると
き。
③設計図書等において検査及び試験を行うことを定めた材料及び機
器又は振興会様の指示により検査及び試験を行った材料及び機器に
ついて、当該検査及び試験に合格した材料及び機器によるとき。
④その他振興会様の帰責事由によるとき。

本事業では設計や工事材料・設備機器の選定を含む施設整備全体が
事業者の業務範囲・責任のもとにあり、仮に振興会の指示があった
としてもその是非を含めて事業者が主体的に確認することが求めら
れます。個別具体の事象にもよりますが、①～③が契約不適合に該
当しないとは言えません。なお、ご質問の④のように明らかに振興
会の帰責事由がある場合は契約不適合には該当しません。

152 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 1 第６７条第１
項

施設整備業務に係る成果物の契約不適合が明らかとなった場合に、
その履行の追完に過分の費用を要するときは、事業者に履行の追完
を請求することはご容赦いただけますでしょうか。

事業者に対する契約不適合責任の措置は、個別具体の事象を踏まえ
て、法令及び【資料－１】「事業契約書（案）」の規定に従い振興
会が判断します。履行の追完が合理的に考えて不可能と判断すれ
ば、第67条第３項の措置を講じます。

153 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 1 第６７条第１
項

施設整備業務に係る成果物の契約不適合が明らかとなった場合に、
本契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責に帰すことがで
きない事由によるときは、事業者に対する損害賠償請求の対象外と
させていただけますでしょうか。

事業者に対する契約不適合責任の措置は、個別具体の事象を踏まえ
て、法令及び【資料－１】「事業契約書（案）」の規定に従い振興
会が判断します。併せて、No.151の回答をご参照ください。

154 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 1 第６７条_（契
約不適合責
任）_１項

第1項の但書として「ただし、その履行の追完に過分の費用を要する
ときは、発注者は履行の追完を請求することができない。」旨を追
記いただけませんでしょうか。

No.152の回答をご参照ください。

155 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 5 第６７条_（契
約不適合責
任）_２項

民間収益施設との共有部分における修補請求において、振興会の請
求方法と民間収益事業者の請求方法が異なる場合の扱いはどの様に
なっているのでしょうか。

法定共用部分の契約不適合責任に対する修補請求は、振興会による
保存行為として単独で行うことを予定しています。

156 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 21 第６７条_（契
約不適合責
任）_４項

設備機器本体等の契約不適合については、公共工事請負契約約款と
同様、「設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、振
興会が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者
は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意
の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日
から1年が経過する日まで請求等をすることができる。」としていた
だけないでしょうか。

ご質問を踏まえて、第67条第４項の末尾に『ただし、設備機器本体
等に係る通知又は請求は、引渡日から30日以内に行うものとする。
また、その契約不適合が事業者の故意又は重大な過失により生じた
場合には民法の定めるところによるものとする。』と追記して訂正
しますので、訂正表をご確認ください。

157 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 19 第６７条第４
項

「建築設備の機器本体等、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽等」の
契約不適合責任につきましては、振興会様が検査し直ちにその履行
の追完を請求しなければ、事業者はその責を負わない（検査におい
て一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引
渡の日から１年が経過する日まで請求等ができる。）ものとさせて
いただけますでしょうか。

No.156の回答をご参照ください。

158 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 29 第６７条第６
項

「民法637条第１項の規定は、第１項及び第３項の契約不適合責任期
間とするときは適用しない」との記載がございますが、この記載は
「民法637条の規定は、本契約における契約不適合責任期間には適用
されない」旨を示すものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

159 3_（資料-1）事業
契約書（案）

27 36 第６７条第８
項

「契約不適合が構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部
分について生じた場合（構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入に影
響ないものを除く）には、履行の追完又は損害賠償を請求できる期
間を10年間とする」旨の記載がございますが、今回の工事目的物は
新築住宅ではありませんので、当該部分の契約不適合につきまして
も、履行の追完等を請求できる期間は、第６７条第４項及び第５項
に記載のあるその他の部分と同様に取扱うものとさせていただけま
すでしょうか。

原文のとおりとします。

160 3_（資料-1）事業
契約書（案）

29 24 第７３条_（使
用人等に関す
る事業者の責
任）_２項

「法令」の定義（「法令等」との違い）をご教示いただけますで
しょうか。

当該箇所を訂正しますので、訂正表をご確認ください。

161 3_（資料-1）事業
契約書（案）

29 34 第75条_本施設
の損傷

「四　前各号に該当しない場合には、振興会が復旧の費用を負担す
る」とあるように、施設利用者の責めに帰すべき事由により、増加
費用や本件施設に損害が発生した場合には、帰責者判明の有無に関
わらず振興会が当該増加費用又は当該損害を負担いただけるとの理
解でよろしいでしょうか。

振興会及び事業者で協議を行い、【資料－１】「事業契約書
（案）」第75条第３項第四号に該当すると認められた場合について
は、ご理解のとおりです。なお、【様式Ｃ－２】の『事業のマネジ
メント方針』の記載上の留意事項に記載のとおり、帰責者が特定で
きない損害の対応策に係る提案を求めている点にご留意ください。

162 3_（資料-1）事業
契約書（案）

30 11 - 第4章_第1節_
第75条_3項_2
号_本施設の損
傷

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

163 3_（資料-1）事業
契約書（案）

31 18 第７９条_（飲
食・物販等
サービス提供
業務の実施）

飲食・物販等サービス提供業務が不可抗力・法令等の変更等によっ
て影響を受けた場合は第35条、第36条が適用されると理解してよろ
しいでしょうか。

飲食・物販等サービス提供業務は事業者の独立採算で実施すること
になるため、営業の損失補償等は行いません。ただし、例えば、不
可抗力による、振興会が提供する飲食物販諸室の損害等については
ご理解のとおりです。

164 3_（資料-1）事業
契約書（案）

31 20 第79条
飲食・物販等
サービス提供
業務の実施

飲食・物販等サービス提供業務を継続しなければならないとありま
すが、採算悪化に伴い撤退したい店舗が生じた場合には、テナント
入替えのため、ある一定の期間（テナント誘致期間）については、
サービスの中断を認めて頂きたく存じます。
更に、中断の期間においては、上記事象に関する飲食・物販等サー
ビス提供については、減額及び罰則点の付与となることのないお取
り扱いをお願いしたく存じます。

テナント入替えのための内装工事等、短期の一時的な中断は認めま
すが、テナント誘致活動のための期間におけるサービスの中断は原
則として認めることはできません。テナントの撤退の意向を確認し
てから速やかに誘致活動を行ってください。
サービス提供の中断事由によって業績監視に基づく改善勧告・罰則
点を付与する場合があります。

165 3_（資料-1）事業
契約書（案）

31 第８０条 民間収益事業者が採算上の理由から民間収益施設を建設中に構成
員・協力企業から脱退した場合の民間収益施設の扱いをご教示くだ
さい。

付帯事業は本事業の一部として実施するものであり、仮に民間収益
事業者が脱退した場合でも、残りの構成員又は代替事業者等により
事業継続することが求められます。
それでもなお、事業継続不能となった場合には、第93条第１項第六
号の規定に従います。

166 3_（資料-1）事業
契約書（案）

31 第８０条 民間収益施設を建設中に、民間収益事業者が倒産した場合、貴会に
て民間収益施設は買い取っていただけるという理解でよろしいで
しょうか。

仮に民間収益事業者が倒産した場合であっても、本事業の一部とし
て事業者は付帯事業を継続することが求められます。
それでもなお、事業継続不能となった場合には、第93条第１項第六
号の規定に従います。

167 3_（資料-1）事業
契約書（案）

32 1 第８０条３ 民間収益事業から貸付料の支払いが事業者になされなかった場合に
は、事業者の収入から貸付料を支払うことが想定されます。このよ
うな想定も踏まえると、「事業者は、振興会が本契約に基づいて支
払う事業費を民間収益事業の実施に係る費用に充ててはならない」
とありますが、貸付料は「民間収益事業の実施に係る費用」に含ま
れないと理解してよろしいでしょうか。

振興会が支払う事業費は各業務を実施した企業や金融機関への元利
払の原資になるはずで、貸付料の支払に補填することは、事業者の
財務安定上の観点から容認されず、原文のとおりとします。貸付料
の支払については民間収益事業者又は事業者の構成員との関係で適
切なリスク分担（リスク隔離方策）を設定してください。

168 3_（資料-1）事業
契約書（案）

32 3 第８０条_（付
帯事業の実
施）_３項

民間収益事業者の変更に当たっては振興会の事前の承諾が必要との
ことですが、民間収益事業者の追加も含まれるという理解でよろし
いでしょうか。また、民間収益事業者の追加・変更は、合理的な理
由がない限り拒絶されないものと理解してよろしいでしょうか。現
時点において、事前の承諾を拒絶する具体的場合があればご教示下
さい。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、民間収益事業者の追加・変更の目的や理由、提案
内容との整合性等を総合的に勘案し、個別具体の事案の内容を踏ま
え、判断します。その場合、合理的な理由なく承諾を拒否すること
は想定されません。

169 3_（資料-1）事業
契約書（案）

32 3 第８０条（付
帯事業の実
施）第４項

「事業者は、振興会の事前の承諾を得た場合を除き、民間収益事業
者を変更してはならない。」とありますが、民間収益事業者がSPC等
の法人を設立し、法人の出資構成が変わることについては、本条文
の適用外との理解でよろしいでしょうか。

ご質問のように民間収益事業者としてSPC等の別法人を設立する場合
で、その法人の出資構成に変更が生じる場合も振興会の事前承諾を
得てください。ただし、当該法人の企業形態にもよりますが、当該
法人を代表する出資企業（本事業の構成員又は協力企業）や主たる
構成等に変更がない限り、合理的な理由なく承諾を拒否することは
想定されません。

170 3_（資料-1）事業
契約書（案）

32 13 第８１条_（付
帯事業等に係
る近隣説明）_
２項

付帯事業及び民間収益施設の整備に関して、現時点における近隣か
らの苦情等があればその具体的内容をご教示下さい。

現時点で把握しているものはありません。

171 3_（資料-1）事業
契約書（案）

32 24 第８３条（付
帯事業の収支
管理及び事業
報告等）第２
項

「事業者は、自ら又は民間収益事業者をして、入札説明書及び事業
計画書に従い、振興会に対し、付帯事業に係る事業報告及び事業計
画書の提出を行わなければならない。」とありますが、頻度及び内
容をお教えください。

【資料－３】「付帯事業の実施条件」第２．２．(６)をご確認くだ
さい。

172 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 1 第８５条_（法
令等の変更等
及び不可抗
力）_１項、２
項

法令等の変更等又は不可抗力により、事業者が附帯事業を継続しが
たい状況になった場合、定期借地権設定契約に基づき支払う貸付料
の金額に関する協議は実施していただけると理解してもよろしいで
しょうか。

付帯事業は事業者が民間収益事業者をしてその費用と責任において
実施するものであり、本事業契約に基づき法令等の変更等又は不可
抗力に関する協議を行うことは予定していません。

173 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 第８６条 付帯事業の終了は、第９３条等に定める違約金の対象にならないと
いう理解でよろしいでしょうか。

付帯事業の終了の事由が第89条の解除事由に該当する場合は違約金
の対象になり得ます。

174 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 19 第８７条 サービス購入費は、国からの国庫債務負担行為等を裏付けに、振興
会様から事業者に支払われるものと想定しております。事業契約締
結までに、振興会様による長期間に及ぶサービス購入費支払いの裏
付け（国庫債務負担行為を承認する旨の国会の議決がなされている
ことのエビデンス等）となるものをご提示頂くことは可能でしょう
か。

No.16の回答をご参照ください。

175 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 19 第８７条 振興会様の中期計画において、本事業の事業費について「事業契約
後に記載」とされています。事業契約後に事業費の総額が中期計画
に記載されることになりますでしょうか。

No.16の回答をご参照ください。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

176 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 22 - 第5章_第87条
_2項、3項及び
6項_施設整備
費の支払

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

177 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 29 第８７条第４
項

「振興会は、事業者が国立劇場及び施設整備事業に係る成果物を業
務要求水準書及び事業計画書のとおり完成させることが困難又は合
理的でないと判断した場合は、施設整備費の減額及び違約金の請求
を行う」旨の記載がございますが、事業者の帰責事由によらず成果
物の完成が困難となった場合には、違約金の請求はご容赦いただけ
ますでしょうか。

第36条第１項に基づき本契約の一部の履行が不能と判断され、履行
義務が免じられた場合については違約金請求を行うことはありませ
ん。

178 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 29 第８７条_（施
設整備費の支
払）_４項

「事業者が国立劇場及び施設整備業務に係る成果物を業務要求水準
書及び事業計画書のとおり完成させることが困難又は合理的でない
と判断した場合」、施設整備費の減額だけでなく違約金請求を行う
ことができるとのことですが、違約金に関する具体的記述が見受け
られません。第93条2項二号における債務履行不能になった場合の違
約金条文が適用されるという理解が正しいでしょうか。

【資料－１－２】「業績等の監視及び改善要求措置要領」第３章
１．(１)をご確認ください。

179 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 33 第８７条第５
項

「振興会は、事業者が国立劇場及び施設整備事業に係る成果物を業
務要求水準書及び事業計画書のとおり完成させることが困難又は合
理的でないと判断した場合において、減額等とは別に、振興会に発
生した損害の賠償を事業者に請求できる」旨の記載がございます
が、当該の損害賠償請求は、事業契約書（案）第８７条第４項にお
ける違約金の請求と同時に行われるものではないと考えてよろしい
でしょうか。

振興会の損害額が確定した時点で請求します。

180 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 33 第８７条_（施
設整備費の支
払）_５項

減額等とは別に、業務不履行に伴い振興会に発生した損害の賠償を
事業者に請求することができるとのことですが、「減額等」の中に
は「違約金の請求」は含まれない理解で宜しいでしょうか。

「減額等」には減額のほか違約金の請求、維持管理・運営費及びそ
の他の費用の不払を含みます。

181 3_（資料-1）事業
契約書（案）

34 1 第８７条第６
項

施設整備費の繰上げ弁済に伴い、事業者が金融機関から調達した借
入を期限前返済される可能性がございます。その際に金融機関から
請求されるブレークファンディングコストは増加費用の中に含まれ
るとの理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

182 3_（資料-1）事業
契約書（案）

34 12 - 第5章_第88条
_3項及び4項_
施設整備費の
支払

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

183 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 24 第８８条_（維
持管理・運営
費及びその他
の費用の支
払）_５項

「事業者の責めに帰すべき事由により業務不履行があった場合」、
維持管理・運営費又はその他の費用の減額だけでなく違約金請求を
行うことができるとのことですが、違約金に関する具体的記述が見
受けられません。どの様なお考えでしょうか。

【資料－１－２】「業績等の監視及び改善要求措置要領」第３章
１．(２)をご確認ください。

184 3_（資料-1）事業
契約書（案）

33 26 第８８条_（維
持管理・運営
費及びその他
の費用の支
払）_６項

減額等とは別に、業務不履行に伴い振興会に発生した損害の賠償を
事業者に請求することができるとのことですが、「減額等」の中に
は「違約金の請求」は含まれない理解で宜しいでしょうか。

「減額等」には減額のほか違約金の請求、維持管理・運営費及びそ
の他の費用の不払を含みます。

185 3_（資料-1）事業
契約書（案）

34 30 第８９条 「振興会の解除権」の解除事由が発生した場合、まずは解除権を行
使するのではなく事業継続を図るため、事業者は振興会様と協議す
る機会を頂けるとの理解でよろしいでしょうか。

解除事由が発生する過程で改善に向けた協議を行うことはあります
が、解除事由の重大性・緊急性等の状況に応じて、個別具体の事象
を踏まえて、判断します。ただし、事業者との協議をもって振興会
の解除権が制約されるものではありません。

186 3_（資料-1）事業
契約書（案）

34 31 - 第5章_第89条_
振興会の解除
権

本件解除事由について、付帯事業は独立採算業務であるため、付帯
事業を起因とする解除は付帯事業に限り効力が及ぶとの認識でよろ
しいでしょうか。

付帯事業も本事業の一部であり、第89条第１項又は第２項の各号の
規定に該当する場合は、本契約の全部又は一部の解除事由となり得
ますが、契約解除の範囲については、解除事由に係る個別具体の事
象を踏まえて、判断します。

187 3_（資料-1）事業
契約書（案）

34 31 第89条1項　振
興会の解除権

付帯事業に関しては、民間事業者の独立採算にて実施される事業で
あり、安定した公共サービスの提供の観点からも、付帯事業の実施
状況が事業契約の全部解除要因を構成することは無い（付帯事業に
起因した契約解除時には定期借地権設定契約のみが解除される）も
のとの理解にてよろしいでしょうか。

No.186の回答をご参照ください。

188 3_（資料-1）事業
契約書（案）

35 8 第１節_第８９
条_２項_１号
申立てがあっ
た時の本契約
解除

89条2項1号記載の各種手続きの「申立て」があったときとされてお
りますが、債権者による申立ては、形式的な要件を満たしている場
合は事業者の財産状態が悪化していなくても、債権者の任意で行う
ことができますので、手続が開始する実体的な要件を充たしている
場合に限られるという趣旨でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ご質問を踏まえて、第89条第２項１号の末尾
に『ただし、倒産手続開始の申立てを事業者、構成員及び協力企業
並びにその取締役及び役員以外の第三者が申し立てた場合において
は、当該申立て後30日以内にかかる申立てが取下げ、却下又は棄却
されない場合に限る。』と追記して訂正しますので、訂正表をご確
認ください。

189 3_（資料-1）事業
契約書（案）

37 9 第８９条_（振
興会の解除
権）_２項_１
７号

「契約」とは、「本契約」を指していると理解してもよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。当該箇所を訂正しますので、訂正表をご確認
ください。

190 3_（資料-1）事業
契約書（案）

37 17 第１節_第８９
条_２項_２０
号解除の申し
出

振興会様による解除に関する規定である89条の中に「事業者が、第
89条によらないで本契約の解除を申し出たとき。」とありますが、
この「第89条」は第91条の誤りでしょうか。

ご理解のとおりです。当該箇所を訂正しますので、訂正表をご確認
ください。

191 3_（資料-1）事業
契約書（案）

37 17 第８９条 振興
会の解除権_第
２項_二十

「事業者が、第８９条によらないで本契約の解除を申し出たと
き。」とありますが、「事業者が、第９１条によらないで本契約の
解除を申し出たとき。」の誤植ではありませんでしょうか。

No.190の回答をご参照ください。

192 3_（資料-1）事業
契約書（案）

37 17 第８９条_（振
興会の解除
権）_２項_２
０号

「事業者が、第89条によらないで本契約の解除を申し出たとき」は
「第91条」の間違いでしょうか。また、事業者が本契約の解除を申
し出て、振興会が合意により解除する場合は、第89条に基づく解除
にはならない（第93条第2項第1号又は第96条第2項の違約金の対象に
はならない）と理解してもよろしいでしょうか。

前段については、No.190の回答をご参照ください。
後段については、訂正後の第89条２項20号に該当する場合において
は第89条に基づく解除となります。

193 3_（資料-1）事業
契約書（案）

37 33 第８９条_（振
興会の解除
権）_３項

契約解除に代わる措置として、第89条第3項第一号乃至第二号が定め
られていますが、同条第2項第七号にある選定事業者が構成事業者に
当たらない場合も適用されるのでしょうか。振興会の承諾を得て選
定企業を変更することに代えることが認められるのでしょうか。

第89条第３項は本事業の継続性を担保するため、事業者であるSPCを
存続したまま株主を交代させる又は次期事業者に契約上の地位を承
継させる措置を規定したもので、同条第２項第七号をはじめ特定の
事由に適用するものではありません。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

194 3_（資料-1）事業
契約書（案）

38 18 - 第5章_第90条_
振興会の任意
による解除権

本件解除事由について、付帯事業は独立採算業務であるため、付帯
事業を起因とする解除は付帯事業に限り効力が及ぶとの認識でよろ
しいでしょうか。

本条は振興会の任意による解除を定めたものであるため、特定の事
由に縛られるものではありません。

195 3_（資料-1）事業
契約書（案）

38 36,3
7

第９１条_（事
業者の解除
権）_２項_３
号、４号

「本契約の履行が不能となったとき」は、本契約の全部又は一部と
理解してもよろしいでしょうか。

本契約の「一部」も含みますが、本契約及び取引上の社会通念に照
らして軽微であるときはその限りではありません。

196 3_（資料-1）事業
契約書（案）

39 3 第９２条 法令等の変更等又は不可抗力に関する解除事由が発生した場合、ま
ずは事業継続を図るため、事業者は振興会様と協議が行われるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、第92条第１項に記載のとおり協議を経て決定しま
す。ただし、事業者との協議をもって振興会の解除権が制約される
ものではありません。

197 3_（資料-1）事業
契約書（案）

39 27 - 第7章_第2節_
第93条_1項_3
号_事業者の帰
責事由による
契約解除の効
力

貴会が取得する出来形部分には、当該出来形を構築する上で必要で
あった費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経費や金融費用等）も
含まれるという理解でよろしいでしょうか。

ご質問のような各種費用については、当該出来形に至るまでに不可
欠と認められる合理的な範囲で出来形の対象となります。具体的な
取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決定します。

198 3_（資料-1）事業
契約書（案）

39 27 第９３条第１
項第３号

出来形部分には、建設工事費のみならず、設計費、開業に伴う諸費
用、運営費、融資手数料、建中金利、土壌汚染対策費、電波障害調
査・対策費用等、出来形を構築するために必要となる合理的な費用
も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。

No.197の回答をご参照ください。

199 3_（資料-1）事業
契約書（案）

39 27 別紙８_２ 事業者帰責の契約解除時の再計算の利息の算定に係る割賦利率につ
いては利ざやを含めていただきたいと考えておりますが可能でしょ
うか。

原文のとおりとします。

200 3_（資料-1）事業
契約書（案）

39 29 第９３条第１
項第３号

「再計算の利息」の対象となる元本、計算期間、利率について、ご
教示頂けますでしょうか。

【資料－１】「事業契約書（案）」別紙８をご参照ください。

201 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 19 第９３条第１
項第３号

「再計算の利息」の対象となる元本、計算期間、利率について、ご
教示頂けますでしょうか。

【資料－１】「事業契約書（案）」別紙８をご参照ください。

202 3_（資料-1）事業
契約書（案）

46 10 第１０３条第
３項

本契約が終了した場合の「原状回復」に関する記載がございます
が、これは本施設を解体し、更地として復旧させる趣旨ではないと
考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

203 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 4 第93条1項五号 本条項では、事業契約解除時の施設の出来形部分に相応する代金に
ついて「ア 振興会が定めた期日（ただし、令和31年4月30日を超え
ない。）までに一括して支払う。イ 当初定められた施設整備費の支
払スケジュールを最長の期間とし、その期間内において分割して支
払う。」のいずれかを振興会の選択に基づき決定すると規定してい
ます。通常、他の同種の案件の場合、一括で返済する際は解約時で
あるのに対して、本件アの場合、代金が事業期間の最終日に一括で
支払われる可能性があり、そうなると事業者は残りの事業期間中の
融資金融機関へのローン返済が滞り、また追加の金利も発生しま
す。懸かる仕組みのままだと、金融機関からの調達が難しくなり、
貴会のご想定よりも入札参加者が減ってしまうことや入札金額が高
止まりしてしまうこと等が考えられます。
以上を踏まえて、本条項のうち「振興会が定めた期日（ただし、令
和31年4月30日を超えない。）までに」の部分の削除をご検討願いま
す。

ご指摘を踏まえ、第93条第１項第五号に以下のただし書きを追記し
て訂正しますので、訂正表をご確認ください。
『五　振興会は、第三号の支払金銭については、振興会の選択に基
づき次のいずれかの方法により支払う。ただし、当該支払金銭が別
紙５に示す施設費Ａの総額以下の場合、アの方法により、令和11年
４月30日を超えない期日までに一括して支払う。』

なお、振興会の予算・会計の制度上、現時点で支払時期を確約する
ことができないため、アの規定としていますが、本号に基づき支払
方法を選択するにあたっては事業者の資金調達の状況等も加味し
て、合理的な方法を選択します。

204 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 4 第93条1項五号 本条項では、「振興会は事業者に発生する合理的な金融費用を負担
するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、振興会が
事業者と協議のうえ、定める。」と規定しています。当該条項での
合理的な金融費用とは、事業契約解除及び支払スケジュールの変更
に伴うブレークファンディングコストや遅延損害金、振興会による
施設整備費の支払までの既存借入の返済原資として新たに金融機関
から借り入れる場合の支払金利が含まれると考えてよろしいでしょ
うか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

205 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 5 第９３条第１
項第５号

「合理的な金融費用」には、金融機関からの資金調達に伴う金利に
加え、ブレークファンディングコストも含まれるとの理解でよろし
いでしょう。

No.204の回答をご参照ください。

206 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 8 ２節_第９３条
_２

引き渡し前の契約解除において、当該出来形部分に相応する代金の
支払い期日は振興会の選択に基づき、振興会の定めた期日（～令和
31年4月30日）に一括で支払うことができると理解しておりますが、
一括支払の期日を引き渡し期日までとすることはできませんでしょ
うか。（引き渡し後の契約解除時も同様ですが）引き渡し期日以降
となる場合、当初予定の支払スケジュールで返済されないことに
よって生じる金融費用の負担は可能でしょうか。

No.203の回答をご参照ください。

207 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 12 - 第7章_第2節_
第93条_1項_6
号_事業者の帰
責事由による
契約解除の効
力

民間収益施設にかかる出来形部分に相応する代金には、事前調査
費、SPCの会社経費および合理的な金融費用等も含まれるという認識
でお間違いないでしょうか。

民間収益施設の整備のために必要かつ合理的な範囲であれば、原
則、出来形の範囲に含まれますが、最終的には民間収益施設を買い
取る振興会又は振興会の指定する第三者が事業を承継する立場で必
要な範囲の成果物を検査するなかで判断されます。
なお、「SPCの会社経費」は振興会が合理的な範囲で負担する国立劇
場の出来形部分に含まれ得ますが、同条第１項第３号の出来形部分
と重複する費用については認められません。

208 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 12 第９３条、第
９４条、第９
５条

第93条第1項第6号につきまして、振興会もしくは振興会の指定する
第三者が民間収益施設の出来形部分の買取を希望しない場合どのよ
うになるのでしょうか。また、第94条第2項第5号、第95条第2項第6
号にも同様の記載がございますが、それぞれについても買取を希望
しない場合どうなるのかご教示ください。

民間収益施設は国立劇場と一体の複合施設を構成するものであり、
振興会の指定する第三者（事業を承継する次期事業者）が買い取る
ことを原則とし、状況に応じて振興会が買い取る可能性も想定して
います。
併せて、No.213、No.227及びNo.236の回答をご参照ください。

209 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 12 第９３条、第
９４条、第９
５条

「当該検査に合格した部分に相応する代金」の具体的な算出方法を
ご教示ください。

事業計画書（建設工事費内訳書等）や設計図書等の成果物に基づき
算出します。併せて、No.207の回答をご参照ください。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

210 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 12 第９３条、第
９４条、第９
５条

買取にかかる支払方法等の「等」には具体的に何が含まれるのかご
教示ください。

買取金額・支払期日・支払手段等を想定していますが、詳細は事業
者と協議により、振興会が決定します。

211 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 12 第９３条第１
項第６号

社会的には環境に配慮したSDGs等が推進される中、経済的価値のあ
るものを無駄にせず再利用する観点から、民間収益施設の出来形部
分を振興会様または振興会様が指定する第三者が買い取ることにつ
いて、まずは振興会様においてご検討頂けるとの理解でよろしいで
しょうか。

付帯事業の事業継続及び運用可能性を考慮した規定であり、原文の
とおりとします。

212 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 12 第９３条（事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力）_
１項_６号

劇場と民間収益施設の合築建物の民間収益施設側の出来形確認方法
に規定や基準があれば御教示下さい。

No.207及びNo.209の回答をご参照ください。

213 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 12 第９３条_（事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力）_
１項_６号

本契約が国立劇場の引渡し前に解除された場合であっても、民間収
益施設部分について、引き続き民間収益事業者が附帯事業を実施す
ること（振興会と協議でき、完成後には定期借地権設定契約を締結
すること）を認めていただけないでしょうか。

本契約の解除事由に付帯事業及び民間収益事業者等が関係しない場
合、本事業の承継方法にもよりますが、原則、既存の民間収益事業
者が引き続き付帯事業を継続することを想定しています。

214 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 13 第９３条第１
項第６号

出来形部分には、建設工事費のみならず、設計費、開業に伴う諸費
用、運営費、融資手数料、建中金利等、出来形を構築するために必
要となる合理的な費用も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。

No.207及びNo.209の回答をご参照ください。

215 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 19 第９３条_（事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力）_
２項

本件工事費等の合計額の10分の1に相当する額が違約金としてありま
すが、事業者の負担増（金融機関が求める違約金相当額の積立て、
金融機関が当該条件を事業リスクと捉えることによる貸出金利上昇
等）による全体事業費の増大が懸念されるため、本項目の緩和をご
検討いただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

216 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 23 第９３条_（事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力）_
２項

「事業者の債務について履行不能となった場合」とは、債務の全部
と理解してよろしいでしょうか。

債務の一部も含みます。

217 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 25 ２節_第９３条
_３

独占禁止法に起因した違約金負担を事業者（SPC）に求める場合、事
業者による資金調達の支障となることが懸念されるため、事業契約
上は通常の違約金負担に留めるべきであると考えますがいかがで
しょうか。

原文のとおりとします。

218 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 25 93_3 事業契約第93条3項の各号に該当する場合に、事業契約第93条2項に
規定する違約金のほか、本件工事費等の合計額の100分の5に相当す
る額を違約金として支払義務が発生しますが、違約金支払義務がSPC
に対して発生すると、違約金に備えたリザーブ等の対応に多額の資
金が必要となることから、プロジェクトファイナンスによる資金調
達が困難となります。
当該違約金は基本協定書第13条にのみ規定して違約金支払義務は構
成企業・協力企業にのみ発生するものとし、事業契約第93条3項は削
除してSPCに発生する違約金支払義務は事業契約第93条2項のみとす
ることをご検討いただけませんでしょうか。

ご質問を踏まえ、独占禁止法の違反に係る違約金については、基本
協定書に統一して規定するものとし、事業契約書（案）第93条３項
及び第96条第３項を削除します。訂正表をご確認ください。

219 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 25 - 第7章_第2節_
第93条_3項_事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力

基本協定書（第13条）においても、同様の主旨で談合等にかかる解
除事由および違約金の定めがあり、構成企業及び協力企業が違約金
や損害賠償を負担する定めになっておりますので、責任分担は同協
定書上で手当てされていること、SPCに過大な違約金負担を課すこと
を回避し、円滑なプロジェクトファイナンスによる資金調達を実施
すべく、事業契約上についても構成企業及び協力企業が違約金や損
害賠償を負担する定めとしていただけないでしょうか。

No.218の回答をご参照ください。

220 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 25 第93条第3項
事業者の帰責
事由による契
約解除の効力

本項は入札手続きを対象とした契約解除の規定であり、本事業の落
札以降に設立されるSPCにてコントロールできる事象ではないと思料
いたします。当然に正当な入札手続きが確保されるべきではござい
ますが、事業契約の中でSPCに対して多大な違約金が課せられます
と、公共サービスを提供することが目的とされるＰＦＩ事業におい
て確保されるべき事業の安定性に多大な悪影響が発生しますし、ま
た有事の際における事業継続を目的としたステップインの際にも大
きな妨げにもなります。当該違約金の支払い義務は基本協定書内に
おいて、構成企業及び協力企業の連帯として規定されておられます
ため、事業契約書上からの削除をお願いできますでしょうか。

No.218の回答をご参照ください。

221 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 25 第93条3項 本条項では、違約金の額を「本件工事費等の合計額の10分の1に相当
する額のほか、本件工事費等の合計額の100分の5に相当する額」と
規定しています。これは通常案件と比較して高率であり、且つ本件
は事業規模も大きいため、違約金の絶対額が高額となります。した
がって、当該違約金が事業者にとって過大な負担となることや、融
資金融機関による融資の範囲を狭めること、それらによって貴会の
ご想定よりも入札参加者が減少してしまうことや入札金額が高止ま
りしてしまうこと等が考えられます。

No.218の回答をご参照ください。

222 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 26 第93条
事業者の帰責
事由による契
約解除の効力

第3項に規定されている該当事案は、基本協定書第13条第2項の内容
とほぼ同一ですが、それぞれにおける違約金計算のベース金額が異
なっています。（事業契約書：本件工事費等、基本協定書：契約金
額）
該当事案が生じた際、両条項が適用されることになるのでしょう
か。
どちらか一方が適用されるのであれば、金額を統一すべく基本協定
書を修正いただきたく。

No.218の回答をご参照ください。

223 3_（資料-1）事業
契約書（案）

40 第９３条_六_
２_二

二における債務不履行とは、付帯事業及び飲食店の採算が合わない
ことが合理的に想定される場合に、契約を解除する場合は含まれな
いという理解でよろしいでしょうか。

含まれます。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

224 3_（資料-1）事業
契約書（案）

41 8 第９３条第６
項

「振興会は、成果物及び国立劇場について、振興会の裁量により利
用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、特定事業
契約の終了後も存続する」旨の記載がございますが、万一、本契約
が解除となった場合の設計成果物（未完成のものを含む）の取扱い
については、以下を前提に、その他の諸条件についても別途ご協議
いただけますでしょうか。

ご質問の一部が欠落しているようですが、No.52の回答をご参照くだ
さい。

225 3_（資料-1）事業
契約書（案）

41 18 - 第7章_第2節_
第94条_2項_2
号_振興会の任
意による又は
振興会の帰責
事由による契
約解除の効力

貴会が取得する出来形部分には、当該出来形を構築する上で必要で
あった費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経費や金融費用等）も
含まれるという理解でよろしいでしょうか。

ご質問のような各種費用については、当該出来形に至るまでに不可
欠と認められる合理的な範囲で出来形の対象となります。具体的な
取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決定します。

226 3_（資料-1）事業
契約書（案）

41 35 - 第7章_第2節_
第94条_2項_5
号_振興会の任
意による又は
振興会の帰責
事由による契
約解除の効力

民間収益施設にかかる出来形部分に相応する代金には、事前調査
費、SPCの会社経費および合理的な金融費用等も含まれるという認識
でお間違いないでしょうか。

民間収益施設の整備のために必要かつ合理的な範囲であれば、原
則、出来形の範囲に含まれますが、最終的には民間収益施設を買い
取る振興会又は振興会の指定する第三者が事業を承継する立場で必
要な範囲の成果物を検査するなかで判断されます。
なお、「SPCの会社経費」は振興会が合理的な範囲で負担する国立劇
場の出来形部分に含まれ、また同条第２項第二号の出来形部分と重
複する費用については認められません。

227 3_（資料-1）事業
契約書（案）

41 36 第９４条_（振
興会の任意に
よる又は振興
会の帰責事由
による契約解
除の効力）_２
項_５号

振興会の任意又は帰責事由による解除の場合で、事業用地を他の目
的で利用するような場合ではない限り、民間収益事業者が附帯事業
のみを実施することを希望する場合には、附帯事業を継続する（民
間収益施設を完成させた後、定期借地権設定契約を締結し、附帯事
業を継続する）ことを認めていただけないでしょうか。

ご質問のように本事業用地において複合施設を建設する計画自体に
変更がない場合、本事業の承継方法にもよりますが、原則、既存の
民間収益事業者が引き続き付帯事業を継続することを想定していま
す。

228 3_（資料-1）事業
契約書（案）

41 第９４条_２_
五

「振興会は、振興会又は振興会の指定する第三者をして、民間収益
施設の出来形部分の成果を検査のうえ、当該検査に合格した部分に
相応する代金にて買い取らせることができる」とありますが、買い
取らない可能性もあるということでしょうか。貴会帰責であるにも
かかわらず買い取らない事態が想定されるというのは非常に不合理
であると考えられます。

No.208の回答をご参照ください。仮に本条に基づく解除により民間
収益施設を買い取らない場合、本条第３項に基づき、振興会は事業
者に生じた損害を負担します。

229 3_（資料-1）事業
契約書（案）

42 6 - 第7章_第2節_
第94条_3項_振
興会の任意に
よる又は振興
会の帰責事由
による契約解
除の効力

貴会に合理的な増加費用及び損害をご負担いただく場合、合理的な
範囲で金融費用についてもご負担いただけるという理解でよろしい
でしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

230 3_（資料-1）事業
契約書（案）

42 6 第94条3項　振
興会の任意に
よる又は振興
会の帰責事由
による契約解
除の効力

貴振興会にご負担をいただく、事業者の合理的な増加費用及び損害
には、合理的な範囲の金融費用（ブレークファンディングコストを
含む。）も含まれる理解にて宜しいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

231 3_（資料-1）事業
契約書（案）

42 6 第９４条第３
項

振興会様による本契約違反、法令等の変更等又は不可抗力により本
契約が解除された場合、「本契約の解除に関して事業者に発生する
合理的な増加費用及び損害（事業者又は民間収益事業者における逸
失利益を含まない。）を負担する」旨の記載がございますが、当該
の場合における損害の範囲に関して、相当因果関係の範囲内と認め
られるものについては、振興会様の負担を認めていただけますで
しょうか。

ご理解のとおりです。

232 3_（資料-1）事業
契約書（案）

42 6 第９４条（振
興会の任意に
よる又は振興
会の帰責事由
による契約解
除の効力）_３
項

振興会様の任意解除等の場合にご負担される増加費用及び損害は、
付帯事業部分すなわち民間収益事業者の被った増加費用及び損害
（但し、逸失利益を含まない）も含むという理解でよろしいでしょ
うか。

本項に基づく損害賠償請求の範囲は事業者に発生する増加費用等で
あり、民間収益事業者に生じた損害について規定するものではあり
ません。

233 3_（資料-1）事業
契約書（案）

42 17 - 第7章_第2節_
第95条_3項_法
令等の変更等
又は不可抗力
等よる契約解
除の効力

貴会が取得する出来形部分には、当該出来形を構築する上で必要で
あった費用（事前調査費、設計費、SPCの会社経費や金融費用等）も
含まれるという理解でよろしいでしょうか。

ご質問のような各種費用については、当該出来形に至るまでに不可
欠と認められる合理的な範囲で出来形の対象となります。具体的な
取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決定します。

234 3_（資料-1）事業
契約書（案）

42 34 - 第7章_第2節_
第95条_3項_法
令等の変更等
又は不可抗力
等よる契約解
除の効力

民間収益施設にかかる出来形部分に相応する代金には、事前調査
費、SPCの会社経費および合理的な金融費用等も含まれるという認識
でお間違いないでしょうか。

民間収益施設の整備のために必要かつ合理的な範囲であれば、原
則、出来形の範囲に含まれますが、最終的には民間収益施設を買い
取る振興会又は振興会の指定する第三者が事業を承継する立場で必
要な範囲の成果物を検査するなかで判断されます。
なお、「SPCの会社経費」は振興会が合理的な範囲で負担する国立劇
場の出来形部分に含まれ、また同条第１項第三号の出来形部分と重
複する費用については認められません。

235 3_（資料-1）事業
契約書（案）

42 34 第９５条_（法
令等の変更等
又は不可抗力
等による契約
解除の効力）_
１項_６号

民間収益施設の所有権は事業者又は民間収益施設事業者にあると想
定されるますが、民間収益施設の出来形部分の査定を振興会が行
い、振興会又は指定する第三者に買い取らせることができるとする
法的根拠をご教示頂けますでしょうか。

本契約が解除された時点で第42条第１項に基づき、事業者が事業用
地を使用できる権原を失うことになるためです。また、事業者又は
民間収益事業者の投資回収機会を確保するため、振興会又は第三者
への売却機会を提供するものです。

236 3_（資料-1）事業
契約書（案）

42 35 第９５条_（法
令等の変更等
又は不可抗力
等による契約
解除の効力）_
１項_６号

法令等の変更等又は不可抗力により解除された場合であっても、民
間収益施設の建設が継続できる場合であって、かつ、民間収益事業
者が附帯事業のみを実施することを希望する場合には、附帯事業を
継続する（民間収益施設を完成させた後、定期借地権設定契約を締
結し、附帯事業を継続する）ことを認めていただけないでしょう
か。

ご質問のように本事業用地において複合施設を建設する計画自体に
変更がない場合、本事業の承継方法にもよりますが、原則、既存の
民間収益事業者が引き続き付帯事業を継続することを想定していま
す。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

237 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 20 第９６条_（事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力）_
３項

本項は入札手続きを対象とした契約解除の規定であり、本事業の落
札以降に設立されるSPCにてコントロールできる事象ではないと思料
いたします。当然に正当な入札手続きが確保されるべきではござい
ますが、事業契約の中でSPCに対して多大な違約金が課せられます
と、公共サービスを提供することが目的とされるＰＦＩ事業におい
て確保されるべき事業の安定性に多大な悪影響が発生しますし、ま
た有事の際における事業継続を目的としたステップインの際にも大
きな妨げにもなります。当該違約金の支払い義務は基本協定書内に
おいて、構成企業及び協力企業の連帯として規定されておられます
ため、事業契約書上からの削除をお願いできますでしょうか。

No.218の回答をご参照ください。

238 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 23 第96条1項四号 本条項では、事業契約解除時の施設整備費の残額について「ア 振興
会が定めた期日（ただし、令和31年4月30日を超えない。）までに一
括して支払う。イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを
最長の期間とし、その期間内において分割して支払う。」のいずれ
かを振興会の選択に基づき決定すると規定しています。通常、他の
同種の案件の場合、一括で返済する際は解約時であるのに対して、
本件アの場合、代金が事業期間の最終日に一括で支払われる可能性
があり、そうなると事業者は残りの事業期間中の融資金融機関への
ローン返済が滞り、また追加の金利も発生します。懸かる仕組みの
ままだと、金融機関からの調達が難しくなり、貴会のご想定よりも
入札参加者が減ってしまうことや入札金額が高止まりしてしまうこ
と等が考えられます。
以上を踏まえて、本条項のうち「振興会が定めた期日（ただし、令
和31年4月30日を超えない。）までに」の部分の削除をご検討願いま
す。

原文のとおりとします。なお、現時点で支払時期を確約することが
できないため、アの規定としていますが、本号に基づき支払方法を
選択するにあたっては事業者の資金調達の状況等も加味して、合理
的な方法を選択します。

239 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第96条2項 本条項では、違約金の額を「契約解除時点から当初の事業終了時点
までに収受予定であった維持管理・運営費及びその他の費用の10分
の1に相当する額」と規定しています。これは通常案件と比較して高
率であり、且つ本件は事業規模も大きいため、違約金の絶対額が高
額となります。したがって、当該違約金が事業者にとって過大な負
担となることや、融資金融機関による融資の範囲を狭めること、そ
れらによって貴会のご想定よりも入札参加者が減少してしまうこと
や入札金額が高止まりしてしまうこと等が考えられます。
国土交通省公表の「PFI事業における契約書例」においても、「絶対
額としての違約金の額があまりにも巨額でリスクとして取りきれな
い額とならないように設定する必要がある」と示されています。ま
た、内閣府公表の「契約に関するガイドライン－PFI事業契約におけ
る留意事項について－」においても、「違約金の額が過大な場合に
は選定事業の資金調達費用が高まり、これが契約金額に転嫁される
結果ともなり得ること等にも留意して、適正な額を設定する必要が
あり、また残存契約期間に応じて違約金の額を低減させる場合は、
契約の初期期間により高い違約金の額が設定されるため、融資金融
機関等による融資の範囲を狭める可能性があることに留意が必要で
ある」とも示されています。前出の「PFI事業における契約書例」に
おいて、施設完工後の違約金の額は「解除された事業年度１年間分
の維持管理費及び運営費相当の対価の 100 分の 10（場合によって
は 100 分の 20）に相当する額等」と示されておりますので、本事
業の違約金の額も「事業契約解除発生年度の1年間分の維持管理・運
営費及びその他の費用の合計額の10分の1に相当する額」への変更を
ご検討頂きたくお願い申し上げます。

ご質問を踏まえ、第96条第２項について『事業者は、前項の場合に
おいて、契約解除時点における当該年度の維持管理・運営費及びそ
の他の費用の10分の２に相当する額を違約金として』に訂正します
ので、訂正表をご確認ください。

240 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 - 第7章_第3節_
第96条_2項_事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力

国立劇場引渡し後の契約解除について、違約金として事業者は契約
解除時点から当初の事業終了時点までに収受予定であった維持管
理・運営費及びその他の費用の10分の1に相当する額を違約金として
支払う旨記載されておりますが、維持管理・運営期間中の違約金設
定として、事業終了時点までの費用から算出するのは、莫大な違約
金が必要となり、資金調達をする際に金融機関からリザーブ等が求
められ、別途資金調達コストがかかることとなります。当該期間
を、「事業終了時点まで」ではなく、「契約解除時点を含む年度」
の費用の10分の1としていただけないでしょうか。

No.239の回答をご参照ください。

241 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第７章_第３節
_第９６条_２

違約金となる契約解除時点から当初の事業終了時点までに収受予定
であった維持管理・運営費及びその他の費用の10分の1に相当する額
は、消費税抜か消費税込なのかご教示ください。

消費税及び地方消費税を含みます。併せて、No.239の回答をご参照
ください。

242 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第96条
事業者の帰責
事由による契
約解除の効力

第2項に規定されている違約金の額は、契約解除時点から当初の事業
終了時点までに収受予定であった維持管理・運営費及びその他の費
用の10％となっていますが、一般的なPFI案件と比べ過大であると思
料します。（一般的なPFI案件：年間の維持管理・運営費及びその他
の費用の10％）
一般的なPFI案件に合わせる内容に変更いただけないでしょうか。

No.239の回答をご参照ください。

243 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第96条2項　事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力

国立劇場の引渡し後から本事業期間満了日までの事業契約解除時に
おける違約金相当額については、解除日が属する事業年度における
維持管理・運営費及びその他の費用の10分の1に相当する額に修正い
ただけませんでしょうか？、事業契約の中でSPCに対して多大な違約
金が課せられますと、公共サービスを提供することが目的とされる
ＰＦＩ事業において確保されるべき事業の安定性に多大な悪影響が
発生しますし、プロジェクトファイナンス調達においては、金融機
関からSPCに対して違約金相当分のキャッシュリザーブ等を依頼され
るものであり、入札価格の抑制を含めた事業効率の観点からも違約
金は少額の方が良いと考えます。

No.239の回答をご参照ください。

244 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第９６条第２
項

維持管理期間中の違約金に定義されている「維持管理・運営費及び
その他の費用」には消費税等を含むものとの理解でよろしいでしょ
うか。

No.241の回答をご参照ください。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

245 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第９６条第２
項

国立劇場の引渡し以降の事業者帰責事由による契約解除時の違約金
が、「契約解除時点から当初の事業終了時点までに収受予定であっ
た維持管理・運営費及びその他の費用の10分の1に相当する額」とさ
れていますが、契約が解除された年度の維持管理・運営及びその他
の費用の10分の1に相当する額として頂けないでしょうか。
原案のままでは違約金相当額を調達するための金融費用が高額にな
る可能性があります。また、内閣府のPFIガイドラインである「契約
に関するガイドライン」Ｐ.1１１においても、違約金の目安として
「解除された事業年度１年間分の維持管理費及び運営費相当の対価
の１００分の１０」に相当する額が明記されており、さらに「残存
契約期間に応じて違約金の額を低減させる場合、契約期間の初期の
段階により高い違約金の額が設定されるため、・・・融資金融機関
等による融資の範囲を狭める可能性がある」と指摘されておりま
す。

No.239の回答をご参照ください。

246 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第９６条第２
項

契約解除に伴う違約金の額が、契約解除時点から当初の事業終了時
点までの費用の1/10となっておりますが、契約期間の初期から事業
者の財務に重い負担となります。他の通常のPFI等にもあるような1
年間の費用の1/10への変更をご検討願えないでしょうか。

No.239の回答をご参照ください。

247 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第９６条_（事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力）_
２項

契約解除時点から当初の事業終了時点までに収受予定であった維持
管理・運営費及びその他の費用の10分の1に相当する額が違約金とし
てありますが、事業者の負担増（金融機関が求める違約金相当額の
積立て、金融機関が当該条件を事業リスクと捉えることによる貸出
金利上昇等）による全体事業費の増大が懸念されるため、本項目の
緩和をご検討いただけないでしょうか。

No.239の回答をご参照ください。

248 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第９６条_２ 引渡し後の事業者の帰責事由の契約解除の違約金について、契約解
除時点から当初の事業終了時点までに収受予定であった維持管理・
運営費及びその他の費用の10 分の1 に相当する額とありますが、違
約金が過大のため、1年間の収受予定の10分の1の相当額とはならな
いでしょうか。

No.239の回答をご参照ください。

249 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 第９６条_２
項・３項違約
金

第96条に基づき解除がされた場合の違約金については、特に国立劇
場引渡直後においてはかなり高額となりますが、振興会様におい
て、どのような損害が生じることを想定されて違約金額を設定され
たのでしょうか。違約金額に相当する損害や費用が発生することを
合理的に説明できない限りは、違約金として徴収することは不合理
であると考えますし、実施契約の解除を抑止する観点を踏まえても
高額であると考えます。合理的な額への縮減をご検討いただけます
でしょうか。

No.239の回答をご参照ください。

250 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 32 96_2 施設の引渡し以降の事業者の帰責事由による契約解除の際に、契約
解除時点から当初の事業終了時点までに収受予定であった維持管
理・運営費及びその他の費用の10分の1に相当する額を違約金として
支払義務が発生しますが、違約金が高額となり、違約金に備えたリ
ザーブ等の対応に多額の資金が必要となることから、プロジェクト
ファイナンスによる資金調達が困難となります。
違約金の金額は年度毎の維持管理・運営費の10分の1とすることをご
検討いただけませんでしょうか。

No.239の回答をご参照ください。

251 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 33 ３節_第９６条
_２

引き渡し後の事業者の帰責事由による契約解除の場合、違約金の額
については、契約解除時点から事業終了時点までではなく、単年度
分の維持管理・運営費及びその他の費用の10分の1相当とするなど、
発注者の実損害等の実情を勘案した妥当な額とすることはできませ
んでしょうか。

No.239の回答をご参照ください。

252 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 33 第９６条_（事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力）_
１項_５号、
第９７条_（振
興会の任意に
よる又は振興
会の帰責事由
による契約解
除の効力）_２
項_４号、
第９８条_（法
令等の変更等
又は不可抗力
等による契約
解除の効力）_
１項_５

本号の意味をご教示下さい。国立劇場の引渡し以降に本契約が解除
されたとしても、定期借地権設定契約の解除事由がなければ定期借
地権設定契約は継続されるということでよろしいでしょうか。

【資料－１－４】「定期借地権設定契約書（案）」第４条のとお
り、国立劇場の引渡しと定期借地権の設定始期を合わせていますの
で、国立劇場の引渡し後における民間収益施設の取扱いは定期借地
権設定契約の規定に従うという趣旨です。そのうえで、ご質問の内
容についてはご理解のとおりです。

253 3_（資料-1）事業
契約書（案）

43 第９６条 「89条第一項若しくは第2項における契約解除」とは、付帯事業及び
飲食店の採算が合わない場合に、契約を解除する場合は含まれない
という理解でよろしいでしょうか。

含まれます。

254 3_（資料-1）事業
契約書（案）

44 1 96_3 事業契約第96条3項の各号に該当する場合に、事業契約第96条2項に
規定する違約金のほか、維持管理費・運営費及びその他の費用の合
計額の100分の5に相当する額を違約金として支払義務が発生します
が、違約金支払義務がSPCに対して発生すると、違約金に備えたリ
ザーブ等の対応に多額の資金が必要となることから、プロジェクト
ファイナンスによる資金調達が困難となります。
当該違約金は基本協定書第13条にのみ規定して違約金支払義務は構
成企業・協力企業にのみ発生するものとし、事業契約第96条3項は削
除してSPCに発生する違約金支払義務は事業契約第96条2項のみとす
ることをご検討いただけませんでしょうか。

No.218の回答をご参照ください。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

255 3_（資料-1）事業
契約書（案）

44 1 - 第7章_第3節_
第96条_3項_事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力

基本協定書（第13条）においても、同様の主旨で談合等にかかる解
除事由および違約金の定めがあり、構成企業及び協力企業が違約金
や損害賠償を負担する定めになっておりますので、責任分担は同協
定書上で手当てされていること、SPCに過大な違約金負担を課すこと
を回避し、円滑なプロジェクトファイナンスによる資金調達を実施
すべく、事業契約上についても構成企業及び協力企業が違約金や損
害賠償を負担する定めとしていただけないでしょうか。

No.218の回答をご参照ください。

256 3_（資料-1）事業
契約書（案）

44 1 第７章_第３節
_第９６条_３

違約金となる契約解除時点から当初の事業終了時点までに収受予定
であった維持管理・運営費及びその他の費用の100分の5に相当する
額は、消費税抜か消費税込なのかご教示ください。

No.218の回答をご参照ください。

257 3_（資料-1）事業
契約書（案）

44 1 第96条3項　事
業者の帰責事
由による契約
解除の効力

本項は入札手続きを対象とした契約解除の規定であり、本事業の落
札以降に設立されるSPCにてコントロールできる事象ではないと思料
いたします。当然に正当な入札手続きが確保されるべきではござい
ますが、事業契約の中でSPCに対して多大な違約金が課せられます
と、公共サービスを提供することが目的とされるＰＦＩ事業におい
て確保されるべき事業の安定性に多大な悪影響が発生しますし、ま
た有事の際における事業継続を目的としたステップインの際にも大
きな妨げにもなります。当該違約金の支払い義務は基本協定書内に
おいて、構成企業及び協力企業の連帯として規定されておられます
ため、事業契約書上からの削除をお願いできますでしょうか。

No.218の回答をご参照ください。

258 3_（資料-1）事業
契約書（案）

44 1 第96条3項 本条項では、違約金の額を「契約解除時点から当初の事業終了時点
までに収受予定であった維持管理・運営費及びその他の費用の10分
の1に相当する額のほか、契約解除時点から当初の事業終了時点まで
に収受予定であった維持管理・運営費及びその他の費用の100分の5
に相当する額」と規定しています。これは通常案件と比較して高率
であり、且つ本件は事業規模も大きいため、違約金の絶対額が高額
となります。したがって、当該違約金が事業者にとって過大な負担
となることや、融資金融機関による融資の範囲を狭めること、それ
らによって貴会のご想定よりも入札参加者が減少してしまうことや
入札金額が高止まりしてしまうこと等が考えられます。
国土交通省公表の「PFI事業における契約書例」では、「絶対額とし
ての違約金の額があまりにも巨額でリスクとして取りきれない額と
ならないように設定する必要がある」と示されています。また、内
閣府公表の「契約に関するガイドライン－PFI事業契約における留意
事項について－」においても「違約金の額が過大な場合には選定事
業の資金調達費用が高まり、これが契約金額に転嫁される結果とも
なり得ること等にも留意して、適正な額を設定する必要があり、ま
た残存契約期間に応じて違約金の額を低減させる場合は、契約の初
期期間により高い違約金の額が設定されるため、融資金融機関等に
よる融資の範囲を狭める可能性があることに留意が必要である」と
示されています。
以上を踏まえ、第96条3項の削除をご検討頂きたくお願い申し上げま
す。

No.218の回答をご参照ください。

259 3_（資料-1）事業
契約書（案）

44 4 第96条
事業者の帰責
事由による契
約解除の効力

第3項に規定されている該当事案は、基本協定書第13条第2項の内容
とほぼ同一ですが、それぞれにおける違約金計算のベース金額が異
なっています。（事業契約書：維持管理・運営費及びその他の費用
の収受予定額、基本協定書：契約金額）
該当事案が生じた際、両条項が適用されることになるのでしょう
か。
どちらか一方が適用されるのであれば、金額を統一すべく基本協定
書を修正いただきたく。

No.218の回答をご参照ください。

260 3_（資料-1）事業
契約書（案）

44 22 第97条2項　振
興会の任意に
よる又は振興
会の帰責事由
による契約解
除の効力

貴振興会にご負担をいただく、事業者の合理的な増加費用には、合
理的な範囲の金融費用（ブレークファンディングコストを含む。）
も含まれる理解にて宜しいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

261 3_（資料-1）事業
契約書（案）

44 22 － 第7章_97条_2
項_振興会の任
意による又は
振興会の帰責
事由による契
約解除の効力

貴会に追加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

262 3_（資料-1）事業
契約書（案）

45 2 第９７条_（振
興会の任意に
よる又は振興
会の帰責事由
による契約解
除の効力）_３
項

振興会の任意による又は振興会の帰責事由による解除の場合につい
ては、事業者の合理的な費用のみならず損害についてもご負担いた
だけませんでしょうか。

原文のとおりとします。

263 3_（資料-1）事業
契約書（案）

45 16 - 第7章_第3節_
第98条_1項_4
号_法令等の変
更等又は不可
抗力等による
契約解除の効
力

貴会に増加費用をご負担いただく場合、合理的な範囲で金融費用に
ついてもご負担いただけるという理解でよろしいでしょうか。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

264 3_（資料-1）事業
契約書（案）

45 17 第９８条第１
項第４号

「合理的な増加費用」には、金融機関からの資金調達に伴う金利に
加え、ブレークファンディングコストも含まれるとの理解でよろし
いでしょう。

合理的な金融費用の発生が避けられない場合はご理解のとおりで
す。具体的な取扱いについては、事業者と協議のうえ、振興会が決
定します。

265 3_（資料-1）事業
契約書（案）

45 25 第９８条 法令
等の変更等又
は不可抗力等
による契約解
除の効力_第２
項

「前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事
業者に発生する合理的な増加費用（付帯事業に関連するものを除
く。）の負担に関しては、第３５条第４項又は第３６条第３項がそ
れぞれ適用されるものとし、」とありますが、本項に関連して不可
抗力等による増加費用が生じた場合は、国立劇場引渡し後であるた
め、別紙６不可抗力による費用負担３．不可抗力による追加費用及
び損害額の分担（２）維持管理・運営業務の損害分担が適用される
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

266 3_（資料-1）事業
契約書（案）

45 25 第９８条_（法
令等の変更等
又は不可抗力
等による契約
解除の効力）_
２項

法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の場合において、事
業者に発生する合理的な増加費用のみならず損害についても協議の
対象としていただけませんでしょうか。

原文のとおりとします。

267 3_（資料-1）事業
契約書（案）

46 10 第１００条
（契約終了時
の事務）_３項

事業者が撤去義務を負う「物件等」は、民間収益施設を含まないと
いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

268 3_（資料-1）事業
契約書（案）

46 12 第１００条_３
項原状回復

機器を壁面や天井等に設置している場合、原状回復工事はクロスの
張替え等大規模な補修ではなく、パテ埋め・化粧板による補修もお
認めいただけますでしょうか。

原状回復を原則としますが、個別具体の内容は実際の原状回復工事
の際に振興会と協議のうえ、その指示に従ってください。

269 3_（資料-1）事業
契約書（案）

46 22 第１００条_
（契約終了時
の事務）_６項

第90条又は第91条によらず期間満了により終了する場合であって
も、振興会の責めに帰すべき事由により本契約終了時の手続に関す
る費用や清算に必要な費用が増加した場合、当該増加費用について
は振興会の負担であると理解してもよろしいでしょうか。

ご質問で想定する具体の事象が不明ですが、第31条に基づく要求水
準の変更のほか、本契約の規定に従います。

270 3_（資料-1）事業
契約書（案）

47 5 第１０３条 「事業者は、理由のいかんを問わず本契約を終了したときは、設計
図書その他本事業に関し事業者が作成した一切の書類等のうち、振
興会が合理的に要求するものを、振興会に対して引き渡す」及び
「振興会は，前項により事業者から引渡しを受けた設計図書その他
の書類等について、本契約の存続の有無にかかわらず利用する権利
及び権限を有する」旨の記載がございますが、万一、本契約が解除
となった場合の設計成果物（未完成のものを含む）の取扱いについ
ては、以下を前提に、その他の諸条件についても別途ご協議いただ
けますでしょうか。
①成果物の使用にあたっては事業者の氏名を表示しないこと。
②未完成の成果物については、契約不適合がある場合といえども履
行の追完及び損害賠償請求はできないこと。

No.52の回答をご参照ください。

271 3_（資料-1）事業
契約書（案）

47 28 第104条第2項
事業者による
事実の表明保
証及び誓約

取締役その他の役員又は商号に変更があった場合、直ちに通知する
こととなっておりますが、変更を証明する証書（例：登記簿謄本）
の準備に時間を要するため、証明する証書が必要な場合には、通知
に関して一定の猶予を頂戴したく存じます。

必要な準備を行い遅滞なく提出してください。

272 3_（資料-1）事業
契約書（案）

49 13 附則_第２条 融資団に対し、事業期間を通じた財務状況モニタリングの協力要請
をすることを想定されているかご教示ください。

想定はありません。

273 3_（資料-1）事業
契約書（案）

55 13 別紙２用語の
定義_５４事業
契約書

事業契約締結日が令和4年●月●日と記載されていますが、入札説明
書に記載のとおり、令和5年2月頃に締結するとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。当該箇所を訂正しますので、訂正表をご確認
ください。

274 3_（資料-1）事業
契約書（案）

63 23 別紙６_２_② 振興会帰責による設計変更の場合、合理的な範囲で費用負担は振興
会と理解してよいでしょうか。

本別紙は不可抗力に関する費用負担を定めたものであり、ご質問の
内容が要求水準の変更に該当する場合は本契約の第31条及び第32条
の規定に従います。

275 3_（資料-1）事業
契約書（案）

64 7 別紙６_３_⑴_
③

事業者の不可抗力リスクの上限負担額は、何度不可抗力リスクが発
生しても、本件工事費等の１％相当額迄、と理解して宜しいでしょ
うか。

原文のとおり、本件工事費等に追加費用及び損害額の累計額を加算
したうえで算定します。

276 3_（資料-1）事業
契約書（案）

64 18 別紙６_３_
（２）_①

不可抗力の事由の発生した年度における維持管理・運営費の１％相
当額は、消費税抜か消費税込なのかご教示ください。

消費税及び地方消費税を含みます。

277 3_（資料-1）事業
契約書（案）

66 7 別紙8_2_(1) 本契約89条による解除の場合、上乗せする利ざやは認めないとのこ
とですが、利ざやには金融機関に対する金利が含まれています。本
条項があるとプロジェクトファイナンスによる資金調達が困難とな
ります。事業計画書に記載されている融資者から提示のあった利ざ
やとするか、契約の解除に関して融資者に発生する合理的な増加費
用を負担することをご検討いただけませんでしょうか。

原文のとおりとします。

278 3_（資料-1）事業
契約書（案）

66 7 別紙8　2.利ざ
や（1）

事業者帰責による事業契約解除時に、振興会から払われる再計算の
利息に利ざやが含まれない場合、当該利ざや分に対する手当てのた
めに、事業者の負担が過大となることや、融資金融機関による融資
の範囲を狭めること、それらによって貴会のご想定よりも入札参加
者が減少してしまうことや入札金額が高止まりしてしまうこと等が
考えられます。
以上を踏まえて、事業者帰責の事業契約解除時も基準金利に加え
て、利ざや部分も支払うようご検討願います。

原文のとおりとします。

279 3_（資料-1）事業
契約書（案）

66 8 別紙8 「本契約第89条による解除の場合 上乗せする利ざやは認めない」と
ありますが、認められない利ざやとは、解除時点において未払いの
割賦手数料の利ざや部分との理解でよろしいでしょうか。

認められない利ざやは、契約解除通知日における施設費の残額を分
割で支払う場合の割賦手数料相当に適用する利ざやのことです。解
除時点における未払の割賦手数料は、直前の支払日から契約解除通
知日までを日割りのうえ支払います。

280 3_（資料-1）事業
契約書（案）

66 13 別紙8 「本契約第92条による解除の場合 事業計画書に記載されている融資
者から提示のあった利ざやとする」とありますが、融資者から提示
のあった利ざやとなるのは、解除時点において未払いの割賦手数料
の利ざや部分との理解でよろしいでしょうか。

融資者から提示のあった利ざやは、契約解除通知日における施設費
の残額を分割で支払う場合の割賦手数料相当に適用する利ざやのこ
とです。解除時点における未払の割賦手数料は、直前の支払日から
契約解除通知日までを日割りのうえ支払います。

281 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

1 19 第１_３付保条
件

施設整備業務履行保証保険の契約期間が「最初の施設整備業務契約
の締結日から引渡日まで」とされていますが、事業契約第9条第1項
では「施設整備業務の着手日又は令和5年3月31日のいずれか早いま
でに」保証を付すこととされています。
最初の施設整備業務契約の締結日に係わらず、「施設整備業務の着
手日又は令和5年3月31日のいずれか早いまでに」保証を付すとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。【資料－１－１】「事業者等が付す保険等」
を訂正しますので、訂正表をご確認ください。

282 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

1 20 第１_３_
（２）

設計企業及び建設企業並びに工事監理企業を契約者とする場合は、
保険料の負担者も設計企業及び建設企業並びに工事監理企業でよい
かご教示ください。

設計企業及び建設企業並びに工事監理企業を契約者とする場合にお
いて保険料を設計企業及び建設企業並びに工事監理企業が負担する
ことは可能です。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

283 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

2 10 第２_１_
（３）_③

建設企業を契約者とする場合は、保険料の負担者も建設企業でよい
かご教示ください。

No.282の回答をご参照ください。

284 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

2 14 第２_１_
（３）_⑤

保険金額は、本件工事費となっておりますが、事業契約書（案）の
別紙２定義　99によりますと、本件工事には、解体撤去業務も入っ
ております。
しかしながら、ここで指定いただいている建設工事保険は、引渡し
をすべき工事目的物に物的損害があった場合にその復旧費を担保す
るものであり、解体工事部分については仮に物的損傷が発生して
も、復旧するものでは無いため、保険会社の引受規定上、建設工事
保険の保険金額から控除することになっております。よりまして、
保険金額には解体撤去工事費用を入れない運用とさせていただくと
いう理解でよろしいでしょうか。
なお、第２_１_（３）①の付保条件にて、担保範囲では「解体撤去
工事を除く。」とありますが、上述の通り「本件工事」の定義には
解体撤去業務も含むとあり、念のため確認させていただくものとな
ります。

ご理解のとおりです。第２．１．(３)．⑤を『本件工事費（解体撤
去費用を除き、消費税を含む。）』と訂正しますので、訂正表をご
確認ください。

285 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

2 27 第２_２_
（３）_③

建設企業を契約者とする場合は、保険料の負担者も建設企業でよい
かご教示ください。

No.282の回答をご参照ください。

286 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

3 6 第３_２ 第３_１_２保険内容にて、「本施設の維持管理・運営業務の管理の
欠陥や業務の不備等に起因して派生した第三者（職員、来場者、見
学者、通行者、近隣居住者を含む。）に対する対人及び対物賠償損
害」とありますが、演者も第三者と理解しており、いかがでしょう
か。

ご理解のとおりです。

287 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

3 9 第１_施設整備
業務の履行に
係る保険

維持管理運営業務の履行に係る保険として、維持管理運営業務の不
履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結を条件とさ
れることをご検討頂けないでしょうか。
96条2項における違約金条項がある限り、事業者の資金調達コストが
増加（金融機関が求める違約金相当額の積立て等）し、全体事業費
が増大することを懸念しております。なお、発注者より維持管理運
営業務に係る履行保証保険加入を条件にされ無い限りは任意で保険
加入することは困難です（保険会社に引き受け頂けません）。

原文のとおりとします。

288 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

3 11 第３_３_① 維持管理・運営業務に係る保険のうち第三者賠償責任保険につい
て、第３_３_①付保条件では「担保範囲は、本事業の契約対象とな
るすべての施設を対象とする。」とあります、本施設以外に既に設
置されている看板は振興会にて保守等を行い、看板に係る第三者賠
償リスクは、振興会にあると理解してよろしいでしょうか。

担保範囲は、本事業の契約対象となるすべての施設を対象とします
ので、事業用地外の看板についてはご理解のとおりです。

289 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

3 15 第３_３_③ 維持管理企業又は運営企業を契約者とする場合は、保険料の負担者
も維持管理企業又は運営企業でよいかご教示ください。

維持管理企業又は運営企業を契約者とする場合において保険料を維
持管理企業又は運営企業が負担することは可能です。

290 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

3 15 第３_３_③ 維持管理企業又は運営企業が企業グループ包括保険に加入している
場合、その他の付保条件を満たす限りにおいて保険契約者を維持管
理企業又は運営企業のグループ企業（親会社等）とする場合をお認
め頂けないでしょうか。

付保条件を満足する範囲において、事業者の提案によります。ま
た、No.282の回答をご参照ください。

291 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

3 18 第３_３_⑤ 交差責任担保は「ＯＮＥ－ＷＡＹ」「ＢＯＴＨ－ＷＡＹ」「ＦＵＬ
Ｌ－ＷＡＹ」いずれの種別で付保すればよろしいでしょうか。

下請負者間を含む被保険者相互間の交差責任担保としてください。

292 4_（資料-1-1）事
業者等が付す保険
等

事業者が付保する保険の保険名称は、本書と異なっていても付保条
件が守られていれば良ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

293 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

1 26 ２_①_その他
（複数部分）

本書面における「契約書」とは、事業契約書（本契約）を意味して
いると理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

294 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

2 17 第１章３.(１)
②

「業務不履行等の改善に緊急を要し、応急処置等を行うことが合理
的と判断される場合は、事業者は自らの責任において適切に応急処
置等を行う」旨の記載がございますが、当該の事象の発生につい
て、事業者に帰責性がないと認められる場合は、是正のための応急
処置等に要する費用は振興会様にご負担いただけますでしょうか。

改善勧告は事業者の責めに帰す事由により、業務不履行等にあたる
と判断した場合に事業者に対して行うものであり、当該改善勧告に
基づき事業者が行う業務不履行等の改善のために要する費用につい
て振興会は費用を負担しません。

295 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

2 28 第１_３_
（２）支払減
額措置

改善勧告を行った場合は、振興会は、事業費の減額又は罰則点の付
与の措置を講ずるとありますが、再改善勧告ではなく最初の改善勧
告でも事業費減額の可能性があるのでしょうか。

重大な事象に係る業務不履行を確認し、改善勧告を行った場合は、
最初の改善勧告で事業費減額となります。

296 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

5 19 第３_１提案等
の未達成によ
る減額等

要求水準書の記載事項及び事業提案書に記載した事項が達成でき
ず、契約書に定めた契約不適合における修補も困難であることが明
らかになった場合、最新の事業費内訳表に基づき、当該部分に係る
事業費の減額及び違約金の請求を行うとありますが、事業費の減額
及び違約金の請求前に改善勧告⇒改善・復旧計画書の作成及び確認
⇒改善・復旧の措置及び確認⇒再改善勧告のプロセスを経る理解で
宜しいでしょうか。

ご理解のとおり改善・復旧の措置及び確認の後に再改善勧告を行う
想定ですが、改善・復旧の見込次第では、再改善勧告前に事業費の
減額及び違約金の請求を行うことがあります。

297 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

5 25 - 第3章_1_(1)_
施設整備に係
る提案等の未
達成による減
額等

モニタリングによる減額だけでなく同額の違約金を設定が存在する
と、プロジェクトファイナンスによる資金調達に際し、SPCは当該違
約金に応じた現金の積立て等を金融機関から求められることが想定
されます。当該積立金は、資本金や事業者劣後融資等で補うことと
なり、SPCのコストが上昇し、ひいては入札における提案価格の上昇
に繋がると思料いたしますので、当該違約金にかかる記載の削除を
検討いただきたく存じます。

かかる減額及び違約金は、実施可能な事項を提案いただき、提案ど
おりに実施することを期待するものであることから、原文のとおり
とします。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

298 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

5 30 第３章_１_
（１）

「施設整備費の減額を行い、さらに当該部分に係る施設整備費の減
額と同額の違約金の請求を行うことができる。」とありますが、結
局、提案の未達成の場合は、その部分の2倍の金額の支払が行われな
い（違約金に関しては相殺される）という理解でよろしいでしょう
か。また、例えば翌年度において、その部分について要求水準を達
成する履行を行った場合、減額及び違約金として振興会に支払った
全額分が乙に返還される（支払われる）という理解でよろしいで
しょうか。

前段については、減額は、施設整備に係る提案等が未達成の場合に
未達成である提案等の内容に相当する額を減額することを指しま
す。また、違約金は、減額とは別に、提案等の未達成による業務不
履行に対して課すものです。
後段については、提案等が未達成になると判断された時点で振興会
は減額及び違約金を請求しますので、ご指摘の事象が発生する事態
は想定していません。

299 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

5 31 - 第3章_1_(2)_
経営管理、維
持管理・運営
に係る提案等
の未達成によ
る減額等

モニタリングによる減額だけでなく同額の違約金を設定が存在する
と、プロジェクトファイナンスによる資金調達に際し、SPCは当該違
約金に応じた現金の積立て等を金融機関から求められることが想定
されます。当該積立金は、資本金や事業者劣後融資等で補うことと
なり、SPCのコストが上昇し、ひいては入札における提案価格の上昇
に繋がると思料いたしますので、当該違約金にかかる記載の削除を
検討いただきたく存じます。

経営管理、維持管理・運営についても施設整備と同様ですので、
No.297の回答をご参照ください。

300 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

5 34 第３章_１_
（１）

「維持管理・運営費及びその他の費用も併せて減額等を行うことが
できる。」というのはなぜでしょうか。これが実施される場合の減
額方法及び減額の金額の算定方法を具体的にご教示下さい。

施設整備に係る提案等の未達成の結果、維持管理・運営業務の一部
が実施できなくなったり、実施範囲が縮小されるようなケースを想
定していますが、現時点でどの程度維持管理・運営業務に影響があ
るか想定することは困難であることから、一律の減額方法及び金額
の算定方法を示すことはできません。

301 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

5 第３章_１_
（１）

当該項目の違約金が事業契約93条3項に定める違約金の金額よりも大
きい場合、事業契約93条3項で定める違約金の金額以上には請求され
ないという理解でよろしいでしょうか。

【資料－１】「事業契約書(案)」第93条第３項は、独占禁止法の違
反に係る違約金であり、提案等の未達成による減額及び違約金請求
とは異なりますので、もしかかる事象が発生した場合は規定の違約
金を請求し、かつ本項が定める減額及び違約金の請求を行う可能性
があります。ただし、独占禁止法の違反に係る違約金については、
基本協定書に統一して規定するものとし、【資料－１】「事業契約
書(案)」第93条第３項及び第96条第３項を削除します。訂正表をご
確認ください。また、No.218の回答をご参照ください。

302 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

6 5 第３_１_
（２）経営管
理、維持管
理・運営に係
る提案等の要
求水準の未達
成による減額
等

維持管理・運営業務の開始後とありますが、開始後とはいつからい
つまでしょうか。

国立能楽堂の維持管理・運営業務開始日である令和６年４月１日か
ら、本事業終了日である令和31年３月31日を指します。

303 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

6 17 第３章_２_
（２）

減額及び罰則点付与の対象となる、業務不履行を確認した日の属す
る支払期は、年度ではなく、上期（４月～９月）又は下期（10月～
３月）という理解でよいかご教示ください。

ご理解のとおりです。

304 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

6 第３章２_
（２）

飲食店・物販サービスは独算であることから、減額の対象にはなら
ないという理解でよろしいでしょうか。

【資料－１－２】「業績等の監視及び改善要求措置要領」第３章
２．（２）表１に規定するとおり、飲食・物販等サービス提供業務
が業務不履行の場合は、『その他の費用』が減額及び罰則点付与の
対象となります。

305 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

8 22 第３_２_
（２）減額算
定並びに罰則
点及び罰則留
保点付与のた
めの区分

表1.支払区分及び対象となる事象の脚注に、なお、業務不履行支払
区分の対象となる『事業』とありますが、業務不履行支払区分の対
象となる『事象』のことでしょうか。

当該箇所を『事象』と訂正しますので、訂正表をご確認ください。

306 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

8 23 第３_２_
（２）減額算
定並びに罰則
点及び罰則留
保点付与のた
めの区分

表1.支払区分及び対象となる事象の脚注に「その他の費用の支払区
分にも合わせて減額又は罰則点の付与を行う。」とありますが、イ
メージが掴めませんので、具体的な例示でご説明いただけますで
しょうか。

例えば、来場者サービス支援業務において、重大な事象以外の業務
不履行を確認し、改善勧告を行った場合、表２に示す２点の罰則点
付与にあわせて、その他の費用の支払区分に該当する１点が付与さ
れることになります。
事業者には責任ある事業主体として各業務を適切に管理し、各選定
企業を統括する役割が求められるため、業務不履行が発生した場合
には、当該業務不履行部分に加えてその他費用の減額又は罰則点の
付与を行います。

307 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

8 31 第３_２_
（３）重大な
事象に対する
減額

明らかな不作為とはどのような事象でしょうか。 例えば、事故原因となる可能性のある状況を事業者が認知していな
がら、事業者が対処せずに、事故が発生することを指します。
なお、重大な事象の判断基準は、契約書の締結後、事業者の作成す
る素案に基づき、振興会と事業者で協議のうえ、振興会が定めま
す。

308 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

12 10 第４章_１_①
事業終了時に
係る業績監視

事業終了2年前に施設の劣化状況報告書等を提出するとありますが、
【資料-2】「業務要求水準書 第5章 維持管理・運営 第１節_５_
（１０）_①_ ｂ】には、事業終了3年前と記載されております。ど
ちらを正とすればよろしいでしょうか。

【資料－２】「業務要求水準書」第１節５（10）①ｂ．に事業終了
時の３年前に施設劣化点検報告書を提出することを規定しています
が、当該報告書提出前に施設の劣化等の状況報告及び施設の保全の
ために必要となる資料の整備状況の確認を行うため、『事業終了４
年前』に訂正します。訂正表をご確認ください。

309 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

12 24 第４章３. 契約解除事由として「振興会が改善勧告をしたにもかかわらず、事
業終了時までに改善が確認されない場合、振興会は事業者の債務不
履行と判断して契約を解除する」旨の記載がございますが、事業者
の責に帰すべきではない事由により所定の期間内に業績等の改善が
できない場合には、事業者は免責されるものと考えてよろしいで
しょうか。

事業者の帰責でない場合は、個別具体の事象を踏まえたうえで、
【資料－１】「事業契約書（案）」第90条から92条に従って振興会
が判断します。

310 5_（資料-1-2）業
績等の監視及び改
善要求措置要領

13 11 表６重大な事
象の具体例
（空調設備・
換気設備機能
の停止）

重大な事象の具体例として「熱源の停止など」とありますが、事業
者の迅速な復旧対応により公演等の劇場サービスに支障が及ばな
かった場合は、重大な事象にはならないとの認識でよろしいでしょ
うか。

重大な事象の判断基準は、契約書の締結後、事業者の作成する素案
に基づき、振興会と事業者で協議のうえ、振興会が定めます。

311 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

1 7 第1
事業費の構成

振興会からSPCに支払われる事業費について、その予算の裏付けは何
を参照すれば確認できますでしょうか。

No.16の回答をご参照ください。

312 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

１ 8 1_1 振興会様の予算措置についてご教示ください。国庫債務負担行為を
取得されるのでしょうか。債務負担行為を取られない場合は予算措
置についてどのような形で確認できますでしょうか。

No.16の回答をご参照ください。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

313 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

2 1 - 第1_1_①_イ_
施設費

施設費Bの割賦について、割賦元金に消費税は含まれますでしょう
か。

施設費にかかる消費税等は、令和10年度の支払額に含まれているた
め、施設費Ｂの割賦元金に含みません。

314 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

2 1 第１_１_
（１）_①_イ
施設費Ｂ

資料-2業務要求水準書4-35⑪情報表示設備b.マルチサイン（デジタ
ルサイネージ等）について、設備設置は建物引き渡し時に設置さ
れ、投影コンテンツは開館直前まで調整が図られると考えられま
す。また、設備は場合によっては購入ではなくリースという考え方
もあります。その場合、事業者ごとの考え方によって施設費A・Bま
たは運営費にそれぞれ予算が振り分けられると考えますが、それら
は各支払いタームを考慮し、事業者側で任意に設定するという認識
でよいか。または施設整備に一元的に設備設置費およびコンテンツ
制作費を参入するという認識でよいか。考えをお示しください。

後者のご理解のとおり、マルチサイン（デジタルサイネージ等）設
備設置費及びコンテンツ製作費は施設費に含めてください。
なお、レンタル又はリースによる設置はできません。

315 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

2 29 第１_１_
（３）その他
の費用

実施方針質問回答No.1040の回答に「国立能楽堂の運営開始日以降の
事業者の運営費を指します。なお、国立能楽堂の運営開始日以前に
発生する事業者の運営費は、施設費に含めてください。」とありま
すが、施設費もその他の費用も発生主義（≠現金主義）により当該
費用の対象期間を認識することでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

316 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

4 5 第１_２_表
１．施設費

金融機関に支払うエージェントフィー等の令和6年4月以降事業期間
終了まで発生する見込みの定額費用につき、令和6年4月以降令和11
年3月までに要するものは施設費として様式Ｃ-３-③の金融関連費用
に計上し、令和１１年4月以降はその他の費用として計上することで
よろしいでしょうか。それとも、令和6年4月以降に発生するものは
その他の費用に計上すべきでしょうか。

前者のご理解のとおり、国立劇場の引渡しまでにかかる金融関連費
用は、施設費に計上してください。
併せて、【資料－１－３】「事業費の算定及び支払方法」第１．
１． (１)①をご参照ください。

317 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

4 5 第１_２_表
１．施設費

施設整備期間に亘ってかかる費用である履行保証保険料や前払金保
証料等は、施設整備に関する初期投資として認められる費用に含ま
れ、全て施設費として計上してもよろしいでしょうか。それとも、
令和6年3月までに要する費用と令和6年4月以降令和11年3月に要する
費用に分けて施設費とその他の費用にそれぞれ計上する必要がある
でしょうか。

前者のご理解のとおり、施設費として計上してください。
併せて、【資料－１－３】「事業費の算定及び支払方法」第１．
１． (１)①をご参照ください。

318 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

4 5 第１_２_表
１．施設費

施設整備期間に亘ってかかる費用のうち、建中金利は令和6年４月以
降に発生するものであっても全額施設費として、様式Ｃ-３-③の金
融関連費用に計上することでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

319 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

5 22 第１_２_表
１．事業費の
内訳_注１

支払方法については、第２．３．（２）を参照することとあります
が、第２．３．（１）及び（２）との理解でよいでしょうか。（土
壌汚染、電波障害の項目にも業務量に応じた支払に○印があるた
め）

ご理解のとおりです。当該箇所を『第２．３．（１）及び（２）』
と訂正しますので、訂正表をご確認ください。

320 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

7 2 第２_２ 事業費は、原則として、毎回、振興会が事業者からの請求を適法に
受理した後30日以内に、かつ各半期末の翌月末までに支払うことと
されております。
事業契約第77条において、各事業年度における支払対象期間の維持
管理・運営業務が完了したときは、振興会による検査を受けること
となっておりますが、当該検査は、各半期末の翌月末である４月末
及び10月末の支払いに間に合うように実施されるという理解でよい
かご教示ください。

ご理解のとおりです。

321 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

7 19 第２_３_
（１）_①_ア_
表２

令和４年度の前払金1,401,014,000円のみ、「消費税等込」との記載
がありません。こちらも「消費税等込」として頂きたく、ご検討く
ださい。

出来形部分の完成が伴う部分払と異なり、前払金は対象物の引渡し
やサービス提供が行われる前であることから、令和４年度の前払金
に消費税は含まれません。令和10年度末における国立劇場の引渡時
の完成払における金額に当該部分の消費税が含まれます。

322 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

7 第２_３_
（１）_①_ア

表2の支払額は出来高によらず支払われるという理解でよろしいで
しょうか。

No.147の回答をご参照ください。

323 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

7 表２.施設整備
期間中の支払
計画

令和４年度の施設費前払金支払額1,401,014,000円には、消費税は含
まれているのでしょうか。

No.321の回答をご参照ください。

324 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

8 8 土壌汚染対策費は入札時の金額が指定されていますが、その費用の
負担については、民間収益事業者との面積按分ではなく、振興会様
にて単独で負担するとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
併せて、【様式Ａ－６－４】「建設工事費等」を訂正しますので、
訂正版をご確認ください。

325 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

9 29 第２_３_
（１）_②

基準金利の算定が極めて複雑となっておりますので、振興会様及び
事業者間において認識相違がないよう、エクセル等を用いて基準金
利の算定式を開示頂けませんでしょうか。

別紙２の基準金利の計算方法のとおりです。本事業の入札にあたっ
ては、別紙３に示す入札用基準金利を使用してください。なお、金
利確定日である令和10年６月１日に確定する基準金利の算定結果を
振興会で事前に確認することは可能です。

326 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

10 25 第２_３_(２)
維持管理・運
営費及びその
他の費用

維持管理・運営費について、「定期点検等及び保守業務費」や「修
繕業務費」など、「業務量に応じた支払」ではない支払について
も、各年度均等にする必要はないとの理解でよろしいでしょうか

振興会が事業者に支払う維持管理・運営に係る対価は、支払区分ご
とに平準化して支払うこととし、維持管理・運営業務開始日から国
立劇場の引渡日までと、国立劇場の引渡日翌日から事業期間の終了
日までに区分したうえで、それぞれの期間においては毎年各回同額
としますが、事業者が請負企業に支払う業務費を毎年各回異なる金
額とすることは妨げません。なお、業務量の実績に応じた対価を支
払う業務については、表４．において指示する金額を入札価格に含
めることとします。

327 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

10 25 第２_３_
（２）_①維持
管理・運営費

実施方針質問No.1078において「維持管理・運営業務開始日から国立
劇場の引渡日までと、国立劇場の引渡日翌日から事業期間の終了日
までに区分した上で、それぞれの期間中、毎年各回同額で提案する
必要がありますでしょうか。それとも毎年各回異なる提案額を設定
しても問題ないか。」との問いに対し、「No.1073前段の回答（入札
時は毎年各回同額と想定し提案）を参照」との回答がありますが、
それでは能楽堂のみの当初５年間も引渡後と同額と読めます。当初
５年間と引渡後においては異なりますが、それぞれの期間において
は毎年各回同額との理解でよいでしょうか。

維持管理・運営業務開始日から国立劇場の引渡日までと、国立劇場
の引渡日翌日から事業期間の終了日までに区分したうえで、それぞ
れの期間においては毎年各回同額としてください。なお、業務量の
実績に応じた対価を支払う業務については、表４．において指示す
る金額を入札価格に含めることとします。

328 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

10 28 第2_3_(2）_①
維持管理・運
営費

「国立劇場の引渡日以降は、国立劇場に係る業務量の変化に応じた
維持管理・運営費を支払う」とありますが、国立劇場の引渡前に当
たる第1回～第10回の支払いについては均等額になるという理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
併せて、No.327の回答をご参照ください。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

329 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

10 28 第2_3_(2）_①
維持管理・運
営費

「国立劇場の引渡日以降は、国立劇場に係る業務量の変化に応じた
維持管理・運営費を支払う」とありますが、国立劇場の引渡日以降
に当たる第11回～第50回の支払いについては、業務量の実績に応じ
た対価の対象となっている費目を除いては、均等額になるという理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
併せて、No.327の回答をご参照ください。

330 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

11 6 第２．_３._
（２）_①_表
４

ＩＣカード作成業務費には、カードの初回発行分も含まれていると
の認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

331 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

11 18 第２_３_
（２）_①_表
４．維持管
理・運営業務
における業務
量の実績に応
じた対価の支
払方法
什器・備品調
達業務費

什器・備品調達業務費について、「令和11年度に具体的な金額を入
札価格に含めること」とありますが、こちらの内容については、普
及発信施設における体験展示（上限5億円）の費用が含まれたものと
理解すればよいでしょうか。あるいは、これは添付資料5-2-11の要
求水準に記載のある「参考資料5-2-22」、「添付資料5-2-14」、
「添付資料5-2-13」のリストの備品が該当すると理解すれば良いで
しょうか。

什器・備品調達業務費は、【参考資料５－２－22】「什器・備品リ
スト一般什器・特殊什器・家電」、【添付資料５－２－13】「什
器・備品リスト 舞台備品（大劇場、小劇場、演芸場）」及び【添付
資料５－２－14】「什器・備品リスト　普及発信施設」（ただし体
験展示の什器・備品を除く。）のリストの備品が該当します。
上述したリストの備品に該当しない体験展示の展示制作・造作及び
什器・備品の費用500,000千円については、体験展示の展示制作・造
作に係る費用は施設費に、体験展示の什器・備品に係る費用は普及
発信施設の企画・制作業務費の令和11年度下期に計上してくださ
い。

332 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

11 18 第２_３_
（２）_①_表
４．維持管
理・運営業務
における業務
量の実績に応
じた対価の支
払方法
什器・備品調
達業務費

什器・備品調達業務費の令和11年度に計上する12億の対価に体験展
示の一部の備品費が含まれている場合は、その該当額を明示いただ
けないでしょうか。体験展示の備品を含んでいる場合、添付資料5-
3-13のとおり、体験展示には施設整備費の展示製作・造作と合わせ
て5億が上限とあるので、上限価格を超えているか判断ができないと
考えます。

前段については、什器・備品調達業務費約12億円に体験展示の什
器・備品に係る費用は含まれていません。
後段については、体験展示の什器・備品は【添付資料５－２－14】
「什器・備品リスト　普及発信施設」における『体験展示室』の備
品名が該当し、500,000千円（税抜）は超えないことを想定していま
す。
併せて、No.331の回答をご参照ください。

333 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

11 18 第２_３_
（２）_①_表
４．維持管
理・運営業務
における業務
量の実績に応
じた対価の支
払方法
什器・備品調
達業務費

什器・備品調達業務費の令和11年度の12億の内容が添付資料5-2-11
の要求水準に記載のある「参考資料5-2-22」、「添付資料5-2-
14」、「添付資料5-2-13」のリストの備品のみの費用であった場
合、体験展示の備品または各種備品リストにないが運用上必要と思
われる備品を調達した際、それらの対価の支払時期は割賦ではなく
業務完了時点に支払われるという認識で良いでしょうか。

体験展示の什器・備品は、【添付資料５－２－１４】「什器・備品
リスト　普及発信施設」に記載がなく、事業者からの提案として追
加する什器・備品の購入については、事業者の負担となります。
什器・備品調達業務で調達する什器・備品については、【参考資料
５－２－２２】「什器・備品リスト一般什器・特殊什器・家電」、
【添付資料５－２－１３】「什器・備品リスト 舞台備品（大劇場、
小劇場、演芸場）」、体験展示の什器・備品を除く【添付資料５－
２－１４】「什器・備品リスト　普及発信施設」に記載された什
器・備品のみが振興会負担の対象となります。なお、【参考資料５
－２－２２】「什器・備品リスト一般什器・特殊什器・家電」にお
いて、要求水準で定める業務を行ううえで不足する什器・備品があ
る場合は、【資料－１－３】「事業費の算定及び支払方法」表４．
のとおり、振興会が事前に調達する什器・備品を通知したうえで調
達していただき、什器・備品調達業務費として振興会が負担します
が、それ以外の什器・備品の購入については、振興会による負担は
想定していません。
併せて、No.326及びNo.331の回答をご参照ください。

334 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

11 18 表４_維持管
理・運営業務
における業務
量の実績に応
じた対価の支
払方法　什
器・備品調達
業務費

什器・備品調達業務費について、令和11年度に具体的な金額を入札
価格に含めることとありますが、これは添付資料5-2-11の要求水準
に記載のある「参考資料5-2-22」、「添付資料5-2-14」、「添付資
料5-2-13」のリストの備品が該当すると理解すれば良いでしょう
か。

No.331の回答をご参照ください。

335 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

11 18 表４_維持管
理・運営業務
における業務
量の実績に応
じた対価の支
払方法　什
器・備品調達
業務費

什器・備品調達業務費の令和11年度の約12億の内容が添付資料5-2-
11の要求水準に記載のある「参考資料5-2-22」、「添付資料5-2-
14」、「添付資料5-2-13」のリストの備品のみの費用であった場
合、、このリスト以外に運営・管理業務を行うにあたって必要な什
器備品については、この約12億円の予算の中で事業者が調達すると
の理解でよろしいでしょうか。

No.331及びNo.333の回答をご参照ください。

336 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

11 31 第２_３_
（２）_①

ＩＣカード作成業務費の対価を半期ごとに180,000円含むとございま
すが、初回発行分や定期更新分の撮影等に掛かる費用もこちらに含
まれるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

337 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

11 31 第２_３_
（２）_①

ＩＣカード作成業務費の対価を半期ごとに180,000円含むとございま
すが、何枚のカードを想定されていますでしょうか。

【参考資料５－３－３】「ICカード作成業務に関するデータ」を参
考にしてください。なお、ICカード作成業務は、現時点では、事業
期間中に５回程度の実施を想定しています。

338 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

12 11 ３_（２）_①_
表４

託児室運営業務費について、①「業務開始前に合意した単価」とあ
るが単価の上限（予算）をご教示ください。

上限及び下限は定めていませんが、表４．に示す入札金額におさま
るように単価を提案してください。

339 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

12 19 ３_（２）_①_
表４

「令和６年度以降、各年度の半期ごとに18,900,000円（税抜）を入
札価格に含めること。」の金額根拠（人員体制、ネットワーク費、
システム費等）をご教示願います。

開示できる資料はありません。

340 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

12 35 ３_（２）_①_
表４

電話予約受付業務費について、⑤「業務開始前に合意した単価」と
あるが単価の上限（予算）をご教示ください。

上限及び下限は定めていませんが、表４．に示す入札金額におさま
るように単価を提案してください。

341 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

13 10 第２_３_
（２）_①_表
４公演記録支
援業務費

「ただし、令和11年度の上期について、国立劇場における業務は開
業準備支援業務費として計上すること。」とありますが、令和11年
度上期は公演記録支援業務は実施するが、当該費用については0円を
計上するという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおり、令和11年度上期は、国立劇場において公演記録支
援業務を実施しますが、公演記録支援業務費には計上せずに開業準
備支援業務費に計上してください。
なお、令和６年度から令和11年度上期まで能楽堂における業務費と
して半期ごとに8,800千円（税抜）計上しますので、令和11年度上期
について、能楽堂における業務費は公演記録支援業務費に計上する
必要があります。
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342 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

13 33 第２_３_
（２）_①_表
４．維持管
理・運営業務
における業務
量の実績に応
じた対価の支
払方法
普及発信施設
の企画・制作
業務費

要求水準に体験展示の全面改修を事業期間中に1度とありますが、そ
の対価の支払い時期について記載がありません。全面改修の完了年
度に対価が支払われるのか、あるいは割賦となるかなど、資金調達
に影響するため支払い方法をお示しください。

支払については、全面改修の完了年を予定しています。
当該費用については、振興会が別途負担しますので、入札金額には
含めません。

343 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

13 33 第２_３_
（２）_①_表
４．維持管
理・運営業務
における業務
量の実績に応
じた対価の支
払方法
普及発信施設
の企画・制作
業務費

普及発信施設の企画・制作業務費において、R11年度の上期は開業準
備支援業務費として計上することが記載ありますが、添付資料5-3-
10には普及発信施設の開業準備支援業務開始日が明示されていない
と見受けられます。普及発信施設の開業準備支援業務開始日や、そ
の想定業務内容など、事業費積算に係る目安金額などお示しくださ
い。

開業準備支援業務は、【添付資料５－３－10】「開業準備支援業務
に係る要求水準」１．(２)①が該当しますので、業務期間は令和11
年４月１日の国立劇場の維持管理・運営業務開始日から令和11年10
月１日の国立劇場の開業までの期間を指します。
当該業務内容は、【添付資料５－３－８】「普及発信施設の運営支
援業務に係る要求水準」をご参照ください。
当該業務について令和11年度の上期に開業準備支援業務費として計
上する費用は、訂正表をご確認ください。
要求水準の内容を実施するために必要な準備等は、契約締結後から
事業者により適宜進めてください。

344 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

14 18 (2)維持管理・
運営費及びそ
の他の費用

入札価格にご指定の金額を含めてご提出し、単価表、料金表の提出
は不要という認識で宜しいでしょうか。

【資料－４】「提出書類等の記載要領」で提出を求めている単価等
については、提出してください。
業務量に応じた支払については、【資料－１－３】「事業費の算定
及び支払方法」に明示した金額をもとに作成した単価表を、事業契
約後に確認しますのでご留意ください。

345 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

14 18 (2)維持管理・
運営費及びそ
の他の費用

対価の支払いプロセスにある「提案した対価」の「提案」のタイミ
ングはいつと認識すれば宜しいでしょうか。

第二次審査資料の提出時とご認識ください。

346 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

14 18 第２_３_
（２）_①_表
４冊子作製支
援業務費

単価表を提案時に提出させる意図と評価に関係があるのか教えてい
ただけないでしょうか。

実施可能な単価を提案いただき、提案いただいた単価等をもとに料
金表を作成する予定ですので、単価表も評価の対象としています。

347 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

16 9 第２_３_
（２）_②その
他の費用

「その他の費用は業務量に応じて原則、各回同額を支払う」とあ
り、実施方針質問回答No.1084にて「令和6〜10年度は当該期間に係
る施設整備と国立能楽堂の維持管理運営に要するSPC経費等を各年度
均等化して同額を、令和11年度以降は当該期間に係る国立劇場と国
立能楽堂の維持管理運営に要するSPC経費等を各年度均等化して同額
を支払うという意味でしょうか。あるいは、「原則、」とあるので
上記の２つの期間では異なるものの、各期間においては基本的には
各回同額であり、特殊要因がある年度は金額を変更してもよいとい
うことか。」との質問に対し、「ご理解のとおり」との回答だが、
「あるいは」を「また」と読み替えて前者は原則論で、後者の例外
も認めると回答されたという理解でよいでしょうか。

前者のとおりです。
その他の費用については、①令和６年４月１日から令和10年３月31
日までの期間に要した事業者の運営費（人件費、事務費等）は、期
間①において各年度均等化して同額を支払い、②令和11年４月１日
から事業期間終了日までの期間に要した事業者の運営費（人件費、
事務費等）は、期間②において各年度均等化して同額を支払いま
す。
なお、特殊要因が発生した場合であっても、振興会から事業者に支
払うその他の費用の金額は変更しません。

348 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

16 12 第2_3_(2）_②
その他の費用

「その他の費用は業務量に応じて原則、各回同額を支払うものとす
る」とありますが、これは国立劇場の引渡前に当たる第1回～第10回
の支払いについて均等額となり、国立劇場の引渡後に当たる第11回
～第50回の支払いについて均等額となるという理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
併せて、No.347の回答もご参照ください。

349 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

17 1 第３　入札価
格及び落札価
格との関係

「入札価格は、～運営費～すべての見積もり合計とし、」とありま
す。また、添付資料5-3-8のP4で示されている普及発信施設の事業者
の収入とするもの収益については、運営費等の合計から見込み収益
を控除する必要はないという理解で良いでしょうか。

入札価格には、【添付資料５－３－８】「普及発信施設の運営支援
業務に係る要求水準」１．（４）における事業者の収入は含めない
でください。

350 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

17 22 第５_２施設費
の物価変動に
基づく改定

施設費の物価変動に基づく改定に関して、全体スライドについても
協議の対象として頂けないでしょうか。

事業契約書第30条第１項第一号、第二項に規定するものを除き、物
価変動に基づく改定は対象に含まれません。

351 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

23 48 別紙１　費用
負担の考え方
※４

共通使用部分に係る費用のうち振興会が負担する費用は入札価格に
含まず、と記載されていますが、実施方針の質疑回答№1023では、
提案において参考資料として提示いただくことを予定している、と
の記載があります。共通使用部分に係る維持管理・運営の費用につ
いては提案において参考資料として提示する必要はないとの理解で
よろしいでしょうか。

共通使用部分に係る維持管理・運営の費用について、評価の対象と
はなりませんが、振興会として概算費用を把握するため【様式Ｃ－
４　添付①】に別添する根拠資料にご記載ください。また、共通使
用部分に係る維持管理・運営の内容及び費用については、管理規約
の策定時に協議を踏まえて決定することを予定していますが、その
業務水準や費用単価の上限について、国立劇場にかかる同様の業務
の水準及び単価を想定していますので、ご留意ください。

352 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

1 13 別紙１　費用
負担の考え方

「延床面積（不算入及びバリアフリーを除く面積）」とありますが
（資料―2及び添付資料4-5には、例えば「客席ワゴン収納庫」など
が不算入とある。）、民間集積施設には不算入が認められておら
ず、費用を面積比率で按分する場合、民間収益事業者が不利になる
と考えられるがいかがでしょうか。

民間収益施設において、特定行政庁との協議により延床面積への不
算入が認められる民間収益施設の面積については不算入とすること
を認めます。

353 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

1 24 別紙１　費用
負担の考え方

外構（特に歩行者用通路等（アプローチ））が共通使用部分でな
く、振興会の専用使用部分となっていることにより、民間収益施設
の来館者の通行や移動が阻害される懸念があるが、共通使用部分に
変更するこは可能でしょうか。

原文のとおりとします。本敷地の外構は振興会が管理するために初
期費用及び管理費を振興会が負担することを前提とするものであ
り、民間収益事業者や民間収益施設の利用者の通行や移動を制限す
る趣旨はありません。

354 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

1 24 別紙１　費用
負担の考え方

植栽が振興会の専用使用部分とされていますが、例えば、民間収益
施設屋上の植栽や国立劇場屋上に植栽を設置する場合も考えられま
す。植栽の範囲により専用使用権は異なるものと考えますがいかが
でしょうか。

当該箇所は地盤面の外構、植栽を想定した記載ですが、屋上緑化を
提案する場合においては振興会又は民間収益事業者のいずれかの専
用使用部分として設置することは可能です。

355 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

2 14 別紙１　費用
負担の考え方

施設整備・建築工事金（特に躯体工事費）や共通費について、①面
積比率で按分する項目とされていますが、劇場部分は高い階高を要
求されており、民間収益施設と比べても同一面積当り大きな体積を
必要としていますが、体積を無視して面積比率で按分するというの
は、実際にかかる工事費の観点からも不合理であり、優越的地位の
乱用にあたると考えますが、いかがでしょうか。

「別紙１　費用負担の考え方」については、各応募者が同じ条件で
事業費を算定するために、共通の条件として設定していますが、ご
質問を踏まえ、合理的かつ説明可能な場合においては躯体工事費を
階層毎に①面積比率で按分する提案も認めることとします。詳細は
訂正した【資料－１－３】「事業費の算定及び支払方法　別紙１
費用負担の考え方　摘要表」をご確認ください。
また、これに伴い、応募者の構成員又は協力企業である民間収益事
業者の変更及び追加を行う場合においては、「入札説明書」４．
(１)．⑤の『やむを得ない事情』として認めるものとしたうえで、
競争参加資格確認後の応募者の構成員又は協力企業の変更等に係る
申請の期限を令和４年９月５日とします。
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356 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙
1
P.1

7 別紙１　費用
負担の考え方

「振興会と事業者及び民間収益事業者のそれぞれの負担割合は～」
として面積按分割合について、P.2の表中の「建築工事」の直接仮設
から躯体工事費において①の面積比率での按分となっていますが、
「劇場起因分」の算定は困難であり、記載のような算出式を採用さ
れたと思料します。
今回、この按分方式では、昨今の建設坪単価の上昇局面を加味する
と民収事業が成立しないことも予想されます。今回は、国立劇場を
主施設した再整備であるので、直接仮設～躯体工事費（特に躯体工
事費）においては、①でなく「②の振興会が単独で負担する項目」
として按分しない方法で採用もしくは、民間収益施設に負担が寄ら
ない方法をご検討願います。その際は、債務負担行為の再検討をお
願いします。

No.355の回答をご参照ください。

357 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙
1
P.1

7 別紙１　費用
負担の考え方

「振興会と事業者及び民間収益事業者のそれぞれの負担割合は～」
として面積按分割合について、P.2の表中の「建築工事」の直接仮設
から躯体工事費において①の面積比率での按分となっていますが、
「劇場起因分」の算定は困難であり、記載のような算出式を採用さ
れたと思料します。
しかし、この按分方式では、特に構造躯体の負担の大きい劇場の構
造＝躯体費の一部を民間収益事業者に負担させている状況というこ
とが判明しています。つまり民収施設の坪単価に劇場の坪単価が部
分的に上乗せされている状況と思料します。さらに昨今の建設坪単
価の上昇局面、さらに当該地の賃料市況など客観的な資料からも鑑
みて、付帯事業が成立しないことが予想されます。一昨年末の事業
者ヒアリングにもこのような質問項目があれば、ご意見を述べさせ
ていただいた次第です。条件の見直しをご検討願います。

No.355の回答をご参照ください。

358 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙
1
P.1

7 別紙1　費用負
担の考え方

参加資格申請後に要求水準書の各条件（基準貸付料、面積按分の考
え方など）が変更されるとなると、今まで検討してきた事業者が止
む無く断念していた場合は、著しく競争上の不公平となりますの
で、基準貸付料の再検討がされる場合は、再公告において条件変更
されるものとの理解でよろしいでしょうか。

基準貸付料の変更は予定していません。併せて、No.９及びNo.355の
回答をご参照ください。

359 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙
1
P.1

7 別紙１　費用
負担の考え方

分棟にした場合、棟ごとの対象工事費に対して棟ごとの面積按分に
よる計算を行い、国立劇場施設の対象となる入札金額を合算させる
という理解でよろしいでしょうか。

質問の「分棟とした場合」の詳細が不明です。No.355の回答をご参
照ください。

360 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙1-247 別紙１ 費用負
担の考え方

「※４共通使用部分に共通使用部分に係る費用のうち振興会が負担
する費用は入札価格に含まず、～」とありますが、共通仕様部分に
かかる費用は入札時には提示する必要は無いとの理解でよろしいで
しょうか。

No.351の回答をご参照ください。

361 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙1_費用負
担の考え方_※
3

共通使用部分の対象である諸室の維持管理費は入札価格に含めませ
んが、諸室内にある設備に係る維持管理費は、振興会の専有部分等
に係る当該費用として入札価格に含めるのでしょうか。

共通使用部分における諸室内の設備は管理組合により維持管理を行
いますので当該維持管理費は入札価格には含まれません。

362 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙1_費用負
担の考え方_※
3

実施方針時の質問回答No.1023において、「共通部分の維持管理費に
ついて、提案において参考資料として提示していただくことを予定
しておりますが、詳細は入札公告時に示します。」とのことでした
が、公告資料に該当する記載が見受けられませんでしたので、「様
式Ｂ：維持管理・運営に関する提出書類」内に対象事業費を記載さ
せていただくという理解でよろしいでしょうか。

No.351の回答をご参照ください。

363 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙2 11 別紙2
基準金利の算
定方法

基準金利の計算式が分かり難いので、誰が計算しても同じ結果が出
るよう計算用のEXCELシートや具体的な計算例を開示いただけないで
しょうか。

No.325の回答をご参照ください。

364 6_（資料-1-3）事
業費の算定及び支
払い方法

別紙2 １8 別紙2
基準金利の算
定方法

引渡時における施設費×割引係数とありますが、施設費には金利確
定日よりも以前に頂く施設費Aが含まれます。金利確定日よりも前に
頂く施設費に関しては、割引係数１（つまり、割引かない）という
ことを示しておられるのでしょうか。理解を進めるために、記載の
計算式に関して、具体的に数値を使うことでご説明を頂けませんで
しょうか。

No.325の回答をご参照ください。

365 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

1 2 柱書 　事業者に収支に与える影響を極小化する観点から、定期借地権設
定契約締結の相手方を「民間収益事業者」としていただけませんで
しょうか。

原文のとおりとします。

366 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

1 14 第３条（利用
用途）

「乙は、貸付財産を、本事業契約、入札説明書等及び事業計画書に
記載又は添付した利用用途、利用計画（建物及び工作物の配置計画
を含む。）に従った用途で利用し、甲の事前の承諾を得ずに変更し
てはならない。」とありますが、用途の変更を伴わない民間収益施
設のテナント（ホテル運営者等）入替えは、振興会による事前承諾
は不要という理解でよろしいでしょうか。

事務所や飲食店舗等のテナントについてはご理解のとおりです。な
お、【資料－３】「付帯事業の実施条件」第２．２．(６)①のとお
り、変更後のテナント情報は定期又は随時に振興会に報告する必要
があります。
ホテル運営者の変更については【資料－３】「付帯事業の実施条
件」で示すホテルの要件等や当初提案した民間収益施設の運営コン
セプトとの整合にも影響することから、振興会の事前承諾は必要で
す。

367 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

2 19 第6条 定期転借地権設定にかかる契約書案を早期に開示いただきたく、よ
ろしくお願いいたします。

ご要望を踏まえ、定期借地権設定契約と同時に締結できるよう、し
かるべき時期までに振興会から定期転借地権設定契約案を提示しま
す。なお、契約案は基本的に定期借地権設定契約を準用した内容と
なる予定です。

368 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

2 21 第7条　貸付料 事業者がプロジェクトファイナンスにて資金調達する場合、定期借
地権設定契約が解除された場合にＳＰＣが負担する可能性がある違
約金相当額の預金リザーブを要望されます。違約金の元となる貸付
料は3年毎に見直されますと、将来に負担すべき預金リザーブ金額が
変動することとなり、事業の安定性に大きな影響が発生することか
ら、ＰＦＩ事業期間中においては、貸付料を一定としていただくよ
うご修正をお願いできませんでしょうか。

原文のとおりとします。

369 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

3 7 第１１条（契
約保証金）第
１項

「貸付期間の始期の前日までに乙の債務を担保するため、保証金と
して貸付料の年額相当分を甲に納付しなければならない。」とある
一方で、(資料-3)付帯事業の実施条件_第2_2_(1)_6において、「定
期借地権設定契約締結時に契約保証金を振興会に納入」とあります
が、この場合、（資料-1）事業契約書（案）第4条に基づいて、前者
（定期借地権設定契約書（案））の内容が優先して適用されるとい
う理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。【資料－１－４】「定期借地権設定契約書
(案)」の規定が正です。【資料－３】「付帯事業の実施条件」第
２．２．(１)⑥を訂正しますので、訂正表をご確認ください。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

370 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

3 8 第１１条_（契
約保証金）_１
項

定期借地権設定契約書には、保証金は貸付期間の始期の前日までに
納付と記載されている一方で、資料-３「付帯事業の実施条件」Ｐ3
中段では、定期借地権設定契約締結時に契約保証金を支払うことに
なっており、食い違っております。定期借地権設定契約書に記載さ
れている「保証金は貸付期間の始期の前日までに納付する」という
理解でよろしいでしょうか。

No.369の回答をご参照ください。

371 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

3 10 第１１条_（契
約保証金）_１
項

契約保証金の納付方法は、現金納付のみでしょうか。 ご理解のとおりです。

372 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

3 第１１条第２
項

貸付料の延滞が発生した場合、契約保証金を当該貸付料に充当され
るものとして理解してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

373 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

3 26 第12条 「軽微な変更」とは基準法上の「軽微な変更」と同義でしょうか。 基本的には建築基準法及び同法施行規則に定める「軽微な変更」と
同義ですが、個別具体の内容によって振興会が判断する場合があり
ます。

374 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

3 21 第13条 国立劇場にかかる区分所有権及び国立劇場の敷地利用権にかかる転
借地権の準共有持ち分を振興会に移転させた（定期転借地健設定契
約締結）後は、管理組合が管理区分に応じて財産保全義務を持つと
いう認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

375 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

4 1 第１３条_（財
産保全義務）_
２項、３項

天災その他の事由又は甲の責めに帰すべき事由によって貸付物件が
使用できない場合や第三者に損害を与えた場合において事業者に発
生する損害については、土地の所有者兼転借地権の純共有者である
甲の負担としていただけないでしょうか。変更していただけない場
合、すべてが乙のリスクとされている理由をご教示下さい。

甲のみの責めに帰すべき事由によって貸付物件が使用できない場合
や第三者に損害を与えた場合は甲がその賠償の責任を負います。
また、天災その他の事由による損害について、定期借地権設定契約
書上は一義的に借受人たる乙（事業者）としていますが、定期転借
地権設定契約において、転借人たる振興会及び民間収益事業者がそ
のリスクを応分負担することを想定しています。

376 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

4 15 第１４条（禁
止事項）_１項
_（４）号

「その他本契約に定める義務等に違反する事項」に、本事業契約の
違反が含まれますでしょうか。「本契約に定める義務等」の「等」
は本契約以外のものに関し主に何を想定されていますでしょうか。
本契約の解除(14条2項と17条1項）の事由の明確化、特に事業契約の
解除事由が、即、借地契約の解除事由となるかを確認したく記載申
し上げております。

前段については、含まれません。
後段については、「等」は「本契約」ではなく、「本契約に定める
義務」全体にかかっています。

377 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

4 19 第１４条_（禁
止事項）_３
項、４項

定期転借地権の設定ではなく、第4項により本件定期借地権の譲渡方
式が認められる場合は、どのような場合でしょうか。提案書類に記
載すれば認められるという理解でよろしいでしょうか。また、定期
借地権を民間収益事業者に譲渡した場合、賃料は、民間収益事業者
から振興会に支払うということでよろしいでしょうか。

第14条４項は「事業契約の終了日以降」と規定しているとおり、本
事業の事業契約終了した場合において、定期借地権を事業者から民
間収益事業者に譲渡する可能性を認めるもので、【資料－３】「付
帯事業の実施条件」第２．２．(３)①に係る内容です。
これは提案書に記載すれば自動的に認める内容ではなく、事業契約
終了時点で、甲（振興会）と協議のうえ、承諾を得た場合に認めま
す。
この場合、本契約上の地位も乙から民間収益事業者に譲渡されるこ
とを想定しており、貸付料の支払は民間収益事業者となります。

378 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

4 27 第１４条（禁
止事項）_４項

本件定期借地権が、事業者から振興会様と民間収益事業者に譲渡さ
れ、両者の準共有となった場合、①貸付料及び違約金については、
持分割合ではなく、全額、民間収益事業者の負担という理解でよろ
しいでしょうか。②貸付料が全額民間収益事業者の負担となる場
合、第11条に従い事業者が納付した保証金に係る返還請求権は、
「全額」につき、民間収益事業者に譲渡・移転するという理解でよ
ろしいでしょうか。③この①と②を反映した本件定期借地権の変更
契約が、振興会様と民間収益事業者が本件定期借地権の準共有者と
なるときに、別途締結されるという理解でよろしいでしょうか。

①ご理解のとおりです。
②ご理解のとおりですが、事業者から民間収益事業者に対する借地
権譲渡に係る譲渡契約において「全額」の返還請求権を民間収益事
業者に譲渡・移転することを規定してください。
③【資料－３】「付帯事業の実施条件」第２．２．（３）①のとお
り、第14条第４項に基づき乙から民間収益事業者に定期借地権の準
共有持分の譲渡に併せて、本契約上の地位も民間収益事業者に譲渡
されることを想定しており、このことにより、ご質問の契約関係を
担保します。

379 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

5 19 第１７条 事業者は定期借地権設定契約の義務を履行している限りにおいて、
仮に事業契約が解除となった場合でも、振興会様は定期借地権設定
契約の解除せず、事業者は民間収益事業の継続は可能でしょうか。

ご理解のとおりです。

380 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

5 19 第１７条 定期借地権設定契約の違反が発生した場合、直ちに定期借地権設定
契約を解除するのではなく、まずは付帯事業の継続を図るため、事
業者が違反を是正するのに必要となる相当の期間及び事業者が振興
会様と協議する機会を頂けるものと理解してよろしいでしょうか。

「できる」規定のとおり、違反の軽重や事業に及ぼす影響、是正可
能性等を総合的に勘案し、振興会が個別具体の事象を踏まえ判断し
ます。

381 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

5 20 第１７条（本
契約の解除）_
１項

「乙（事業者）が本契約に定める事項に違反した場合」、解除の前
に、転借地人の民間収益事業者にも通知する等、民間収益事業者に
よる違反の是正をする機会(権利）を契約書上明示して頂くことはで
きないでしょうか。

No.380の回答をご参照ください。

382 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

5 27 第１７条第４
項

社会的には環境に配慮したSDGs等が推進される中、経済的価値のあ
るものを無駄にせず再利用する観点から、民間収益施設を振興会様
または振興会様または民間収益事業者が指定し振興会様が事前に承
諾する第三者が取得することについて、まずは振興会様においてご
検討頂けるとの理解でよろしいでしょうか。

事業者又は民間収益事業者に対して当該時点での民間収益施設の資
産価値に応じた適切な売却機会を提供するものであり、事業者等が
主体的に対応すべきものと思料します。

383 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

5 27 第１７条（本
契約の解除）_
４項

借地契約の中途終了時において、民間収益事業者が引き続き所有で
きるように、振興会様が合理的に満足する内容の借地権の準共有持
分を民間収益事業者に付与する余地（特に、3文の「また」以降のよ
うに事業者に帰責性なく借地契約が中途終了する場合）を設けて頂
くことはできますか。なお、次の18条3項の(ii)の「前条第5項」は
「前条第4項」の誤植という理解でよろしいでしょうか。

民間収益事業者に本契約解除の帰責性がない限り、民間収益事業者
が民間収益施設の所有権及び転借地権の準共有持分を有し続けるこ
とが原則であり、基本的にはご質問の内容の理解のとおりです。
ご指摘のとおり、第18条第３項の『前条第５項』は『前条４項』の
誤りですので、訂正します。訂正表をご確認ください。

384 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 3 第１８条_（準
拠法及び裁判
管轄）_１項

第14条第4項で事業契約の終了日以降に定期借地権を譲渡した場合に
おいても、乙は引続き定期借地契約終了時まで貸付財産を更地にし
て甲に返還する義務を負うのでしょうか。

【資料－３】「付帯事業の実施条件」第２．２．（３）①のとお
り、本条項に基づき、乙から民間収益事業者に定期借地権を譲渡す
る場合、本契約上の地位も乙から民間収益事業者に譲渡されること
を想定しており、第18条に基づく更地返還義務は新たな乙たる民間
収益事業者を負うことになります。

385 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 5 第18条（更地
による返還
等）

「更地(乙が建築又は設置した建物及び工作物並びに地下構造物（た
だし、国立劇場を除く。）のすべてを撤去し、整地した状態をい
う。）」とあり、「国立劇場を除く」と記載されていますが、これ
は複合施設全体を解体撤去するが、乙が積み立てておく解体撤去費
用としては、民間収益施設部分の費用だけでよいという意味と理解
すればよろしいでしょうか。

国立劇場を解体撤去する義務は一義的に振興会にあることから、乙
が負う更地返還義務の対象から除いています。解体撤去費用の負担
についてはご理解のとおりです。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

386 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 11 第１８条第２
項

事業者による事業期間中の収入は限定的であるため、「貸付財産を
更地として甲に返還するために必要となる費用」を民間収益事業者
が積み立てることは可能でしょうか。

可能です。

387 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 第1８条_更地
による返還等_
３

（ⅰ）（ⅱ）（ⅲ）は甲の選択によるとありますが、優先順位はあ
るのでしょうか。（ⅰ）（ⅱ）の順序を踏まずに（ⅲ）を選択され
るようなことはあるのでしょうか。

優先順位はありませんが、本契約が終了する事由や付帯事業の継続
可能性等を踏まえ、甲が選択します。併せて、No.389の回答をご参
照ください。

388 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 第1８条_更地
による返還等_
３_（ⅱ）

「（ⅱ）前条第５項の規定に基づき…」とあるが、は前条４項のこ
とではないでしょうか。

No.383の回答をご参照ください。

389 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 15 第１８条_更地
による返還等_
３

契約解除等の場合、振興会の選択により、(ⅰ)更地返還、(ⅲ)建物
無償譲渡及び更地返還費用相当額の支払の他に(ⅱ)第三者に取得
（売却）させることもできるとありますか、措置としては「振興会
の選択」ではなく「振興会と事業者側との協議」に修正いただけな
いでしょうか。

「甲（振興会）の選択」にあたっては事業者との下協議が含まれる
場合も想定されますが、最終的には甲が選択します。

390 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 17 第１８条（更
地による返還
等）第３項

「前条第5項の規定に基づき」とありますが、どの条文を指していま
すでしょうか。

No.383の回答をご参照ください。

391 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 18 第１８条_（更
地による返還
等）_３項

「前条第5項」は前条第4項の誤りでしょうか。 No.383の回答をご参照ください。

392 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 22 第１８条_（更
地による返還
等）_３項

乙が甲に支払う「貸付財産を更地とするために必要となる費用」
は、乙の貸付期間に応じた原状回復費用分のみということでよろし
いでしょうか。また、甲の責めに帰すべき事由による定期借地権設
定契約の終了の場合は、損害として全額甲に請求できると理解して
もよろしいでしょうか。

前段については、貸付期間に応じた期間に関係なく、貸付財産を更
地とするために必要となる合理的な費用相当額（本条第１項に規定
のとおり）すべてとなります。
後段については、契約解除の有無によらず、賃借人である乙が負う
べき債務であり、『貸付財産を更地とするために必要となる費用』
は損害とは認められないことから帰責事由にかかわらず、乙が負担
することになります。

393 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 33 第２０条_（違
約金等）

その時点における貸付料の年額相当分が、違約金としてあります
が、事業者の負担増（金融機関が求める違約金相当額の積立て、金
融機関が当該条件を事業リスクと捉えることによる貸出金利上昇
等）による事業費の増大が懸念されるため、本項目の緩和をご検討
いただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

394 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

6 34 第20条1項 事業契約書にて、事業者帰責の事業契約解除時には、施設引渡し前
は本件工事費等の合計額の10分の1に相当する額、施設引渡し後は契
約解除時点から当初の事業終了時点までに収受予定であった維持管
理・運営費及びその他の費用の10分の1に相当する額の違約金が発生
すると規定されています。これらの違約金に加えて、定期借地権設
定契約書でも違約金を規定した場合、合計の違約金が二重になり高
額となります。したがって、当該違約金が事業者にとって過大な負
担となることや、融資金融機関による融資の範囲を狭めること、そ
れらによって貴会のご想定よりも入札参加者が減少してしまうこと
や入札金額が高止まりしてしまうこと等が考えられます。
以上を踏まえて、定期借地権設定契約書上での違約金の削除をご検
討願います。

事業契約書と本契約は異なるもので、また事業契約終了後も存続す
る契約でもあることから、原文のとおりとします。

395 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

7 2 第20条2項 損害賠償額について、事業契約書では「振興会は、違約金の額を超
過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求す
ることができる。」と規定しております。事業者の負担を軽減する
ためにも、事業契約書と平仄を合わせ、損害賠償額については違約
金の額を超過した分のみを支払うよう変更をご検討願います。

ご質問を踏まえ、第21条を『甲は、第20条に定める違約金の額を超
過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を乙に請求するこ
とができる。』と訂正しますので、訂正表をご確認ください。

396 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

7 第２１条_損害
賠償

損害賠償額について、上限額はあるのでしょうか。 ありません。

397 7_（資料-1-4）定
期借地権設定契約
書(案)

10 4 別紙２_１ 定期借地権設定契約書の対象となる貸付財産は事業用地全体となる
が、貸付料の対象となるのは民間収益施設の面積部分のみであり、
国立劇場の面積部分に関する貸付料の収受は事業者と振興会との間
で行わないという理解でよいかご教示ください。

１棟の複合施設であり、貸付財産はご理解のとおり事業用地全体に
なります。また、貸付料の対象は本事業用地全体に定期借地権を設
定し、その転借地権の準共有分をもって民間収益施設を所有・運営
することができることに対する対価です。国立劇場（及びその転借
地権の準共有持分）は振興会自らが所有するものであり、第14条第
３項において付言したとおり、貸付料の収受は生じません。

398 8_(資料-2)業務要
求水準書　第１章
総則

1-1 24 第１章第５節
１.

本事業の適用基準につきまして「本体工事着手までの間に改定が
あった場合は、原則として改定されたものを適用する」旨の記載が
ございますが、当該基準の改定が行われた場合は、必要と認められ
る範囲において契約金額及び工期の変更対象とさせていただけます
でしょうか。

基準の改定による増加費用の負担について協議に応じることは可能
ですが、『原則として改定されたものを適用する』との規定に従う
ことが前提となります。

399 8_(資料-2)業務要
求水準書　第１章
総則

1-2 7 第６節．_１． 「事業契約終了後も対象とする。」とありますが、条文のままです
と、秘密保持等の義務が永遠に存続することになりますので、秘密
保持等の定義と期限については、事業契約締結時に改めてご協議い
ただけますでしょうか。

原文のとおりとします。

400 8_(資料-2)業務要
求水準書　第１章
総則

1-2 23 第１章第６節
３.(５)

「振興会が貸与する図面等の情報については、業務又は工事履行に
必要な範囲に限り使用するものとし、契約履行の完了と同時に振興
会に返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又
は破棄する」旨の記載がございますが、法令による保管義務又は業
務記録等として一部資料の保管が必要となる場合において、秘密情
報を含む書面及び複写物等を保管することは、本条の規定に反する
ものではないと考えてよろしいでしょうか。

別途、法令等の遵守すべき規定の対象となる資料がある場合におい
てはご理解のとおりです。

401 9_(資料-2)業務要
求水準書　第２章
事業の目的及び計
画条件

2-2 7 第１節_２_
（５）

「皇居周辺の文化施設との連携」につきましては、現時点で近隣施
設等と連絡をとり、具体案な提案していく必要がありますでしょう
か。

現時点で具体的な協議を行っているものではなく、今後、詳細な連
携については協議することとしていますので、事業者において判断
してください。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

402 9_(資料-2)業務要
求水準書　第２章
事業の目的及び計
画条件

2-2 7 第１節_２_
（５）皇居周
辺の文化施設
との連携

「皇居外苑、三の丸尚蔵館、東京国立近代美術館等の皇居周辺の文
化施設との連携を深め、国会前庭に整備が予定されている新たな国
立公文書館とともに皇居沿いの文化観光拠点としてその役割を果た
す。」との記載がありますが、具体的な連携内容について、各施設
で想定する内容や、他施設との間で議論されている連携の方向性な
どありますでしょうか。

No.401の回答をご参照ください。

403 9_(資料-2)業務要
求水準書　第２章
事業の目的及び計
画条件

2-3 18 第2_5.振興会
が行う別途工
事、業務への
対応

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」の「NO.157_振興会が行う別途工事、業務への対
応」において、引越し時の変則的な警備に対応することとありまし
た。本対応は入札時提案の警備体制内で行うことが可能（シフトの
変更等）との理解でよろしいでしょうか。警備員の増員もしくは残
業等により対応する場合、別途費用を頂けるとの理解でよろしいで
しょうか。

引越し時の警備業務における警備員の大幅な増員や配置時間の増加
は想定していません。

404 9_(資料-2)業務要
求水準書　第２章
事業の目的及び計
画条件

2-5 20 第２章第４節
３.

「参考資料で事業者が判断できない場合、必要に応じて自ら調査を
行う」旨の記載がございますが、当該の調査を見積提出前に行うこ
とができないため、調査の結果、見積に反映することができなかっ
た項目が明らかになった場合は、契約金額及び工期の変更対象とさ
せていただけますでしょうか。

各資料は契約締結後に事業者が行う調査業務の参考資料として提示
するものであり、当該資料を採用するか否かは事業者の判断に委ね
られるため、事業契約において別途規定されている場合を除き、契
約金額及び工期の変更には応じられません。

405 10_(資料-2)業務
要求水準書　第３
章　経営管理

1 38 第１節_４事業
者による事業
の調整に関す
る事項

総括代理人及び総括代理人直属のスタッフは異なる構成員または協
力企業の社員であっても問題ないでしょうか。

当該事項に記載の事業の調整に係る水準を満たす限りにおいて可能
です。

406 10_(資料-2)業務
要求水準書　第３
章　経営管理

3-2 34 第２節_４
_(２)契約又は
覚書等の写し

「振興会以外の者を相手方として契約又は覚書等を締結する場合
（事業者又は選定企業が保険契約を締結する場合を含む。）には、
契約締結日の20日後までに・・・当該契約書類又は覚書等の素案を
振興会に提出する。」とありますが、素案の提出は「20日後まで
に」ではなく、正しくは「20日前までに」でしょうか。

「20日前」です。
訂正しますので、訂正表をご確認ください。

407 10_(資料-2)業務
要求水準書　第３
章　経営管理

3-2 35 第２節．_４．
_（２）契約又
は覚書等の写
し

「事業者は、振興会以外の者を相手方として契約又は覚書等を締結
する場合（事業者又は選定企業が保険契約を締結する場合を含
む。）には、契約締結日の２０日後までに（契約締結後及び当該契
約書類又は覚書等の内容を変更する場合はその変更日の２０日後ま
でに）、当該契約書類又は覚書等の素案を振興会に提出する。」と
ありますが、契約締結後に素案を提出することになっております。
「２０日後」ではなく「２０日前」、もしくは「素案」ではなく
「写し」の誤植ではありませんでしょうか。

No.406の回答をご参照ください。

408 10_(資料-2)業務
要求水準書　第３
章　経営管理

3-3 16 第2節_7_(2）
中間計算書類
の提出

中間期の提出書類については「中間計算書類は（1）aに定める計算
書類に準じるもの」とあり、（1）bの監査報告書の写しが提出対象
外になっているところから、未監査の計算書類を提出すれば足りる
という理解でよろしいでしょうか。

監査済みの中間計算書類等を提出してください。

409 10_(資料-2)業務
要求水準書　第３
章　経営管理

3-3 16 第２節_７計算
書類等_(２)

中間計算書類は、（１）a.に定める計算書類に準じるとあります
が、監査法人による監査は年度の計算書類に対して行われますの
で、中間計算書類については未監査のものを提出するとの理解でよ
ろしいでしょうか。

No.408の回答をご参照ください。

410 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-3 49 合計面積の99％以上102％以下とすれば、表4-1中の「50,500㎡」と
「6,000㎡」の面積配分は事業者提案によるものとしてよいか。

ご理解のとおりですが、第４章第３節１．（４）に記載する内容に
もご留意ください。

411 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-4 5 第3節_1_(３) 「延べ床面積の算定にあたり（中略）建築物のバリアフリー化に寄
与する施設として容積率の許可の対象となる部分の床面積は含めな
いこととする」とは、緩和される部分の面積を除いた面積を「延床
面積」とすると考えてよろしいでしょうか。

「延床面積」の定義は、【添付資料１－１】「用語の定義」及び
【様式Ａ－６－２】「建築概要・各階面積表」の下段『※５』の記
載のとおりです。
また、「延床面積」の算定にあたっては、【様式Ａ－６－２】「建
築概要・各階面積表」を利用し、下段の『※』印の注記を参照し記
載してください。
なお、【様式Ａ－６－２】「建築概要・各階面積表」を訂正します
ので、訂正版をご参照ください。

412 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-4 5 表４-１ 表4-1に記載されている部門には、「普及発信」の記載がありますの
で、グランドロビーやレストラン・カフェ、ショップの面積も含め
た、振興会様の専有部分及び専用使用部分の合計、との理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

413 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-4 36 第3節_1_(４) 「室面積」の±５％低Ⅾを目安に、との記載がありますが、レスト
ラン・カフェは、観劇者の利便性向上のため、指定面積の600㎡以上
の計画を検討しています。指定面積600㎡を大幅に上回る計画は認め
られるとの認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
併せて、第４章第７節６．（２）④ｂ．（ｂ）をご参照ください。

414 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-4 37 １_（４） 各室の面積について室面積の±５％程度を目安に変更が出来るもの
の、表４－１に示す合計面積の９９％～１０２％以下とするとあり
ますが、室面積の考え方と同様に±５％程度を目安に変更していた
だけないでしょうか。

原文のとおりとします。

415 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-4 40 第３節_１_
（５）

振興会が必要とする具体的な駐車場台数があればご教示ください。
（地上部・地下駐車場）

第４章第５節１．（10）をご参照ください。
また、現状については【添付資料２－４】「現状の来場者数及び来
場車両台数」をご参照ください。

416 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-4 42 第３節_１_
（６）

「正面側に設けたエントランスから見通しの良い位置に車両待機ス
ペースを確保」とありますがが、来場者の導線、エントランス前の
景観、歩行者導線を考慮し、別の場所に設けることは可能でしょう
か。既存の国立劇場と同様の形での配置が必要でしょうか。

『車両待機スペース』は公的式典等で正面からのアプローチが必要
な場合の使用を想定していますが、景観、歩行者動線、利用者の利
便性等を総合的に考慮して提案してください。

417 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-5 12 第３節_２_
（１２）

車両動線について『複合施設を中心に回遊性のある計画』とありま
すが、第５節1.（16）g.に記載のある『明確な歩車分離』を考慮
し、車路の一部を地下に計画してもよろしいでしょうか。

事業者の提案によります。

418 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-5 12 第３節_２_
（１２）

回遊性のある車両動線とありますが、第５節1.（16）g.に記載のあ
る『明確な歩車分離』を考慮し、車路の一部を維持管理用車両のみ
通行できるものとし一般車両の通行は制限する計画としてもよろし
いでしょうか。

事業者の提案によります。
なお、歩行者の動線の回遊性は確保してください。

419 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-5 27 ２_（１２） 東西の前面道路をつなぐ車両動線を設け、複合施設を中心に回遊性
のある計画とするとありますが、地上部分ではなく、複合施設の地
下を経由する車路を設け、回遊性を持たせることでもよろしいで
しょうか。

No.417の回答をご参照ください。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

420 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-5 44 ３_（３） 国立劇場関係者等が使用する主要なエントランスに車寄せを設置す
るとありますが、主要なエントランスを1階に設置した場合、地下駐
車場に車寄せを設けアクセスすることは認められますでしょうか。

関係者等が使用する主要なエントランスを１階に設け、地下駐車場
に車寄せを設ける場合も、主要エントランスには簡単な乗降ができ
るスペースが必要です。

421 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-5 44 第３節_３_
（３）

「メインエントランス及び国立劇場関係者等が使用する主要なエン
トランスに車寄せを設置するほか、地下駐車場出入口にスムーズに
アクセスできるように計画する」とありますが、関係者が使用する
エントランスを地下に設け、地下駐車場に車寄せを設ける計画は可
能でしょうか？

すべての来場する関係者等が、目的となる場所まで明快で円滑な動
線を確保できることを前提としたうえで、事業者の提案によりま
す。

422 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-5 46 第３節_３．動
線計画の条件

メインエントランス側車寄せには既存のプラットフォーム（換気塔
前）ような工作物が必要でしょうか。

雨に濡れずに乗降できる構造とし、事業者の提案によります。

423 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-6 1 第3節_4 建築物高さについて、「不特定多数の者が使用しない塔屋、工作
物、メンテナンス用タラップ、手摺、工作物の指定を受けない煙突
などは除く」とありますが、設備機器（工作物で美観上目隠しされ
たもの）も含まれると考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

424 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-6 1 不特定多数の者が使用しない設備機械室は、敷地内の建築物高さの
制限を超えてもよろしいでしょうか。

『不特定多数の者が使用しない塔屋』とは、屋上に設けることが必
要な昇降機塔や階段室等を想定しています。そのため、設備機械室
は不可とします。

425 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-6 2 第３節４．建
築物の高さ条
件

『不特定多数の者が使用しない塔屋』等は高さ制限の対象から『除
く』とありますが、【添付資料４－２】「敷地内高さ制限図」にお
いては『目線の高さ』にのみ『（不特定多数の使用する室等）』と
付記されており『建築物の高さ』には付記されておりません。【添
付資料４－２】の表記によらず、『不特定多数の者が使用しない』
室や建物の部分については敷地内の建築物高さ制限の対象とならな
いと考えてよろしいでしょうか。

敷地内の建築物高さは、【添付資料４－２】「敷地内高さ制限図」
に示す高さを超えないものとし、建築物の高さ制限の対象とならな
い部位は『不特定多数の者が使用しない塔屋、工作物、メンテナン
ス用タラップ手摺、工作物の指定を受けない煙突等』です。
なお、『不特定多数の者が使用しない塔屋』とは、屋上に設けるこ
とが必要な昇降機塔や階段室等を想定しています。

426 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-6 2 第３節４．建
築物の高さ条
件

建築物の高さの最高限度とは、不特定多数の使用する部屋等の高さ
の最高限度を示すものであり、「不特定多数の者が使用しない塔
屋、工作物、メンテナンス用タラップ手摺、工作物の指定を受けな
い煙突等は除く」との理解でよろしいでしょうか。

No.423、No.424及びNo.425の回答をご参照ください。

427 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-6 2 第３節４．建
築物の高さ条
件

サーバ室などの通信施設、倉庫等の特定少数の使用する室で、か
つ、窓の無い室は、建築物の高さの最高限度を超えて建築すること
は可能と考えてよろしいでしょうか。

No.423、No.424及びNo.425の回答をご参照ください。

428 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-6 29 第４章第３節
６.(１０)

「国立劇場の施設整備から再開までを記録する番組等の制作」をは
じめ、「既存施設内でイベント等の実施」、「振興会が必要とする
現場見学会等」、「振興会から申し出のあった調査等」、「警察署
等の訓練等」に事業者の協力を求める旨の記載がございますが、こ
れは工程や施工計画等に影響を与えない範囲において協力するもの
と考えてよろしいでしょうか。

事業者は振興会が協力を求める事項によって工程や施工計画に影響
を及ぼすことが想定される場合は、その内容の詳細を振興会に説明
したうえで、対応の方針、内容を協議するものとご理解ください。

429 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-6 41 　 ４_３_７解体
撤去工事の条
件_（３）

既存杭について、施設計画や外構計画等に障害とならないものは残
置してもよろしいでしょうか。

既存杭を残置する場合は、要求水準書を満足する範囲において事業
者の提案によりますが、総体として地盤の健全性・安全性を維持す
ることに限ります。

430 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-6 41 　 ４_３_７解体
撤去工事の条
件_（３）

（既存杭を含む）地中埋設物を残置する場合、その図面を作成する
とありますが、施設計画や外構計画上、掘削しない部分にある地中
埋設物については、追加の調査等は行わず、受領した資料をもって
上記の図面にかえることとしてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
本業務の実施により、現況と振興会から提示した資料との差異が明
らかな場合は、追加調査等を要しない範囲で把握可能な現況に即し
た図面等を作成してください。

431 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-9 25 第４節_２_
（２）周辺環
境保全に関す
る性能

「国立劇場の機能上必要な面積等」の具体的な要件（警察官計車両
の駐車台数、利用者避難スペースの面積、その他の国立劇場の機能
上必要な用途と面積）の根拠となる資料はございますか。

ここでいう緑化面積は東京都との都市計画に係る協議を踏まえ、設
定しているものです。
【添付資料４－１】「都市計画等に係る条件」に規定する緑化面積
の算定にあたっては、【資料－２】「要求水準書」第４章．第４
節．１．(２)①a.（C)において、警察関係車両等の駐車スペース、
災害時の外部への利用者避難スペース等の国立劇場の機能上必要な
面積等を緑化可能面積から除くことができるとしています。
警察関係車両等の駐車スペースとは、大型バス12台の駐車スペース
を想定しています。また、利用者避難スペース等とは、国立劇場の
利用者が、地震等災害時に建物の安全が確認されるまで、屋外に一
時的に避難するスペースとして車道や広場等が考えられますが、車
道は含まず、広場等を対象として想定しています。その他、敷地利
用計画により総合的に判断しますが、設計段階において東京都との
協議が必要となります。

432 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-9 25 第５節_１_
（１６）外構

消防活動空地は「国立劇場の機能上必要な面積等」として緑化面積
算定に用いる敷地面積からは除かれますでしょうか。

消防活動空地は『国立劇場の機能上必要な面積等』の対象外です。

433 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-9 26 ２_（２）_①
_a_（c）

緑化率の計算にあたり警察関係車両等の駐車スペース、災害時の外
部への利用者避難スペース等の国立劇場の機能上必要な面積等を緑
化可能面積から除くことができるとありますが、警察関係車両等の
駐車スペースについて具体的にご教示ください。例えば、車両待機
スペース、大型バス駐車スペース、身体障害者用駐車場に係わる駐
車スペースも含むと考えてよろしいでしょうか。また車路、消防活
動スペースはどのような扱いになりますか。

No.431及びNo.432の回答をご参照ください。

434 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-9 26 ２_（２）_①
_a_（c）

緑化率の計算にあたり警察関係車両等の駐車スペース、災害時の外
部への利用者避難スペース等の国立劇場の機能上必要な面積等を緑
化可能面積から除くことができるとありますが、災害時の外部への
利用者避難スペース等の具体的な必要面積の算定方法についてご教
示ください。

No.431及びNo.432の回答をご参照ください。

435 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-9 43 第４章第４節
２.(２) ② b.

建設業務の範囲として「電波伝搬障害対策」に関する記載がござい
ますが、本事業の目的物に起因して対策が必要となった場合及び、
近隣を含む第三者に損害が生じた場合には、振興会様の費用負担に
て処理・解決いただき、事業者は協力するものとさせていただけま
すでしょうか。

【資料－１－３】「事業費の算定及び支払方法」表３に記載のとお
り、電波障害調査・対策費用については事業者及び振興会が負担す
るものです。
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436 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-10 24 第４節_２_
（２）_②_ｊ

空地率の計算にあたって、グランドロビー等の面積を加えることが
できるとの記載がある。空地面積は「東京都再開発等促進区を定め
る地区計画運用基準」に準じて算定するものとなっているが、グラ
ンドロビー等の加算に当たっては、同運用基準P32以降に記載のいず
れの型の有効係数を用いて考えるべきか。

ここでいう空地率は、東京都との都市計画に係る協議を踏まえ設定
しているものです。【添付資料４－１】「都市計画等に係る条件」
に規定する有効空地率の算定にあたっては「東京都再開発等促進区
を定める地区計画運用基準」に準じて行うこととしています。同基
準において、有効空地の対象として建築物の内部空間の場合では、
日常一般に開放されている部分とされており、有効係数の一般例と
して、屋内広場型とコンコース型の例が示されています。これらを
参考に、広場等との一体的なつながりを有する室内空間の状況につ
いて、総合的に判断しますが、いずれの考え方によるのか明確にし
たうえで、設計段階において東京都との協議が必要となります。

437 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-10 24 第４節_２_
（２）_②_ｊ

グランドロビー等の面積を空地面積に加算するに当たって、「東京
都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」に定めのある「屋内
広場型」の考え方を適用する場合、当該グランドロビー等について
は、「屋内広場型」に規定のある「概ね12m以上」の高さを有する部
分のみが対象となると言うことか。

No.436の回答をご参照ください。

438 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-10 24 第４節_２_
（２）_②_ｊ

空地面積は「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」に
準じて算定するとあるが、有効空地面積の計算にあたっては、同運
用基準P.28「評価容積率設定に係る有効空地面積」または同P.31
「その他の有効空地面積」であるか、どちらの計算方法を使用する
のか？(緑化係数を考慮する必要あるのか？)

「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」を準じて算定
することとしていますが、容積率緩和を受ける計画ではないため、
「その他の有効空地面積」として算定してください。
併せて、No.436の回答をご参照ください。

439 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-10 44 ３_（１）_③
_a

備蓄倉庫に保管する物資は、事業期間中を含めて振興会が準備する
という理解でよろしいでしょうか。

振興会が準備する分（観客及び職員分）については、ご理解のとお
りです。

440 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-11 51 第４節_３
_(１)_【技術
的助言】_②
c.(a)(ウ)

構造計算について、60m以下の場合は大臣認定は取得するが、時刻歴
応答解析を行わなくてよろしいでしょうか。

建築物の高さに関わらず、時刻歴応答解析による構造計算によって
安全性が確かめられたものとして大臣認定を取得してください。

441 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-12 25 第４節_３
_(１)_【技術
的助言】_②
c.(a)表

架構から除く制振部材とは粘性系ダンパーのことと理解し、履歴系
ダンパーは考慮した状態で設計クライテリア（レベル2地震動で層間
変形角1/100以下、層の最大塑性率2.0以下、部材の最大塑性率4.0以
下）を確認することとしてもよろしいでしょうか。

認められません。
本業務要求水準書における制振部材は、制振部材の種別等を限定し
ていません。

442 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-19 11 第４説_５_
（１）_①_ａ

「100年間大規模な修繕を行わずに使用できる」とあるが、借地期間
である70年でよいか。

原文のとおりとします。

443 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-19 11 第４節_５
_(１)_【技術
的助言】_①a.

構造体の計画共用期間は長期共用級に該当しますが、地上階のスラ
ブコンクリートは該当しないと考えてよろしいでしょうか。

スラブコンクリートも構造体に含みます。

444 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-22 19 第５節_１_
（５）_③_ｋ

絵画等の展示環境を整備するとあるが、絵画等の設置や展示替えは
振興会の業務として本事業範囲外という認識で良いでしょうか。

ご理解のとおりです。

445 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-22 20 第５節_１．_
（５）_③_k

アクリルケースは什器・備品調達業務の費用にて調達するとの理解
でよいでしょうか？

施設整備業務の費用で調達してください。

446 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-22 21 第５節_１．_
（５）_③_k

「展示に適切な環境を整備する」設置個所。空調（温度、湿度）、
照明等の要求はどのように考えたらよいでしょうか。

設置箇所、数量、仕様については国立劇場に相応しい空間として事
業者の提案によりますが、壁面埋込みの展示ケースにするなど、絵
画等が傷まない温湿度及び照明環境となるよう提案してください。

447 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-24 27 第５節_１_
（７）_③

「ポスター等掲示板」について、デジタルサイネージにて代替する
ことは可能でしょうか？

事業者の提案によります。

448 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-24 34 第５節_１._
（６）_⑦_ｂ.

バイオメトリクス照合装置の指定はありますでしょうか。（指紋、
顔等）

指定はありません。

449 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-25 20 第5節_1_(9)_
②_d

「半蔵門駅及び永田町駅からの誘導サインについて、新たなデザイ
ンを提案する」とありますがデザイン提案を行い、既存サイン撤
去・新規サイン設置の工事費用も見込むと考えてよろしいでしょう
か。

既存サイン撤去・新規サイン設置の工事は本事業外です。

450 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-26 19 １_（１０）_
①_ｄ

国立劇場の専用の駐車場については自走式として機械式駐車場は不
可とのことですが、一部を機械式駐車場にすることは認められない
でしょうか。

自走式に限定した計画としてください。

451 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-27 9 第５節_１_
（１１）駐輪
場

「来場者、職員などの駐輪スペース」には屋根が必要でしょうか。 事業者の提案によります。

452 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-27 27 第５節_１_
（１５）隼町
換気所の修景
への対応

敷地内の整備内容の方針を定めるため、今後予定している隼町換気
所の修景工事の時期は確認できますでしょうか。

今後の首都高速道路株式会社との協議によります。

453 11_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　施設整備

4-28 7 第５節_１_
（１６）外構

既存の消防活動空地の面積や配置がわかる資料を提出いただけます
でしょうか。

現在、敷地内に消防活動空地を表示した区域は設けていません。

454 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-29 23 第５節_２_
（１）_⑩共通
事項

「なお、個別に設置できない大型機器については～振興会と協議の
上決定する。」とありますが、入札時点においてはどのように検討
すればよろしいでしょうか。入札金額に含めるかどうかも含めご教
示ください。

前段については、特高受変電設備等の大型機器で国立劇場用と民間
収益施設用とで個別に設置できないものを想定しており、個別で設
置できない機器については、導入コストや利用効率、省エネルギー
等を考慮したうえで、事業者の提案によります。
後段については、前段の事業者提案内容及び【資料－１－３】「事
業費の算定及び支払方法　別紙１　費用負担の考え方」に基づき事
業費を算定し、入札金額に含めてください。
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455 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-30 1 第５節_２_
（２）_①_ｄ

「複数の通信事業者の通信線」について、具体的に想定している事
業者やサービスはありますでしょうか？

具体的に想定している通信事業者やサービスはありません。

456 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-30 33 第５_２_
（２）_①_u_
消耗品手配期
間

『採用する機器に関する消耗品及び交換部材については、手配から
納入までの期間が原則として２週間以内に対応可能なものする。』
とありますが、『機器に関する消耗品及び交換部品』とは、プリン
タートナーや用紙など適時、補充・交換が必要な部材が対象であ
り、『原則として』とは、正当な理由があり事前協議により認めら
れたものはこの限りではないという認識で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、『機器に関する消耗品及び交換部材』には、潤滑油・グリ
ス・充填油等、ランプ類、ヒューズ類、パッキン・ガスケット・Ｏ
リング類、フィルター類、精製水なども含み、振興会が支給する材
料についても対応が可能な機器としてください。

457 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-32 50 第５節_２_
（２）_④_ｅ

「重要設備」について、具体的に想定している設備はございますで
しょうか？

関係法令等に定めのある機器類、電話交換装置、中央監視装置、監
視カメラ、通信機器、給水ポンプ、排水ポンプ及び【添付資料４－
５】「各室性能表」に記載の事業継続に必要な機器などです。

458 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-34 47 第５節_２_
（２）_⑩_ａ

「全キャリア、全機種が国立劇場内で十分受信可能な状況となるよ
う配慮する。」について、受信環境は各キャリアや機種に依存する
ため、事業者単体で実現するには障壁が高い要求事項に感じます
が、現実的にどの程度の範囲で要求を満たすことを考えられており
ますでしょうか？また、実現に向けての各キャリアとの交渉につい
て、振興会側の協力を仰ぐことは可能でしょうか？

国立劇場内において、各キャリアの電波が受信可能な状況としてく
ださい。
地下階など電波が入りにくい箇所については、受信対策を行ってく
ださい。
また、各キャリアとの交渉については、協力することは可能です。

459 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-34 48 第５節_２_
（２）_⑩_ａ

「通信抑制」について、一般の来場者の携帯電話端末が鳴らないこ
とを目的とする理解で正しいでしょうか？

公演中に客席内において、通話通信機能を抑止することを目的とし
ています。

460 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-37 1 第５節_２._
（２）_⑯_
ｄ._（ｄ）

マイクは劇場内のカメラのみでよろしいでしょうか。 国立劇場内の監視カメラにマイクを設置してください。

461 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-37 9 第５_２_
（２）_⑯_ｄ_
（ｊ）いたず
ら検知

いたずら検知機能とは、監視カメラ本体に対するいたずらを検知す
る機能という理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

462 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-37 15 第５_２_
（２）_⑯_ｅ
録画装置
（サーバー）

録画装置（サーバー）について要求水準(a)～(m)を満たす限り、レ
コーダー録画とすることでも宜しいでしょうか。

要求水準を満たすのであれば、事業者の提案によります。

463 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-37 19 第５節_２._
（２）_⑯_
ｅ._（ｅ）

録画時間はマイクの音声も含めて30日以上という認識でしょうか。 監視カメラの映像と音声を24時間連続録画で、30日間以上記録する
ものです。

464 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-37 29 第５節_２._
（２）_⑯_f._
（a）

管理用端末は防災センター、警備室、守衛に設置とありますが守衛
とは警備員の詰所のような認識でよろしいでしょうか。

【資料－２】「業務要求水準書」では、受付としています。

465 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-37 31 第５節_２._
（２）_⑯_f._
（ｃ）

各部屋にて防犯カメラをズームしたり回転させたりするという事で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

466 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-37 48 第５_２_
（２）_⑯_ｆ_
（ｃ）監視カ
メラの同時操
作

異なる管理用端末から同時に同じカメラを動作できないような機能
を付加する。とありますが、同タイミングでの複数操作があった
際、後の操作が優先され、先に行った操作が遮断される『後優先』
又は同タイミングでの複数操作があった際、先の操作が優先され、
後に行う操作が遮断される『先優先』処理を行うという理解で宜し
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

467 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-37 50 第５_２_
（２）_⑯_ｆ_
（ｄ）画面表
示

一括画面表示（最大25画面以上）とありますが、１つのモニターに
全ての監視カメラ映像を表示するのではなく、本施設内に設置され
た任意の監視カメラ映像を25分割以上で表示すると解して宜しいで
しょうか。

ご理解のとおりですが、防災センター、警備室のモニターについて
は、モニターを複数台設置するなどし、国立劇場内のすべての監視
カメラ映像を表示できるようにしてください。

468 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 4 第５_２_
（２）_⑯_ｆ_
（ｆ）サムネ
イル一覧での
検索

サムネイル検索以外にも事後検証時に対象事象の検索を容易とする
高検索機能も一般的に普及していますので、検索機能について事業
者提案としていただくことは可能でしょうか。

事業者の提案によります。

469 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 20 第５_２_
（２）_⑯_ｉ
ＬＡＮ接続

必要に応じて振興会様が整備するＬＡＮに接続することが可能なシ
ステムとありますが、どのようなケースを想定されていますでしょ
うか。また、「必要に応じて」とは、振興会と事業者が協議の上で
必要と判断した場合という理解で宜しいでしょうか。

前段については、特に想定しているケースはありません。
後段については、ご理解のとおりです。

470 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 20 第５節_２._
（２）_⑱_ⅰ.

監視カメラ設備側のIPアドレス設定やネットワーク接続に必要な設
定変更、及び配線を実施する形でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

471 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 20 第５節_２._
（２）_⑱_ⅰ.

セキュリティが確保されていれば、カメラネットワークを外部へ接
続する提案をしてもよろしいでしょうか。

事業者の提案によります。

472 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 22 第５_２_
（２）_⑰駐車
場管制設備

クレジットカードや電子マネー等のキャッシュレス決済ができる駐
車場管制設備を提案した場合、キャッシュレス決済額に応じた手数
料を売上金から相殺、もしくは別途振興会様へ請求する事は可能で
しょうか。

一般的な料率の範囲内であれば可能です。

473 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 22 第５_２_
（２）_⑰駐車
場管制設備

本事業はBTO方式ですが、資産管理上、駐車場管制設備の一部または
全部を民間所有（レンタル）として設置運用することは可能でしょ
うか。

レンタル又はリースによる設置はできません。

474 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 23 第５節_２._
（２）_⑰_
ａ．

画像認識システムの活用によりカーゲートバーの省略提案は可能で
しょうか。

事業者の提案によります。
なお、カーゲートバーを省略する場合は、未精算でのゲート通過防
止対策も併せて提案してください。
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475 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 24 第５節_２_
（２）_⑰_ａ
駐車場管制設
備

「～カーゲート等を設置する。」とありますが、車番認証システム
を活用したゲートレス方式の駐車場管制設備は提案可能でしょう
か。

No.474の回答をご参照ください。

476 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 26 第５節_２_
（２）_⑰_c駐
車場管制設備

駐車場の料金体系は事業者からの提案でしょうか。
それとも振興会よりお示しいただけるのでしょうか。

①職員・関係者（有料）、②出演者・研修講師（無料）、③一般来
場者（利用に応じて割引）、④その他、⑤民間施設利用者（提案）
の５つを想定しています。

477 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 34 第５節_２_
（２）_⑰_f駐
車場管制設備

「入場ゲートには駐車券発券機を設置し、～」とありますが、車番
認証システムを活用したチケットレス方式の駐車場管制設備は提案
可能でしょうか。

No.474の回答をご参照ください。

478 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 45 第５_２_
（２）_⑱_ｂ
防犯用セン
サー設置

窓面等侵入可能な箇所に、防犯用センサーを設置する。とあります
が、『窓面等進入可能な場所』という記載は捉え方によって様々な
解釈になりますので、『人が通ることが可能な開口部』と読み替え
て宜しいでしょうか。

窓面等、人の侵入することが可能となる開口部等を想定していま
す。

479 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-38 48 第５_２_
（２）_⑱_ｃ
不正侵入の状
況

不正侵入の状況は防災センター等の適切な部屋で監視・記録ができ
るものとする。とありますが、資料‹(資料-2)業務要求水準書　第４
章　施設整備_第４章_第５_２_（２）_⑱_ｌ_（ｄ）›では管理用端
末は、防災センター、総務企画部総務課、総務企画部情報推進課に
設置するとされています。不正侵入の状況を管理用端末装置で監
視・記録する場合、上記３箇所に管理用端末を設置すれば、『不正
侵入の状況は防災センター等の適切な部屋で監視・記録ができるも
のとする』という要求水準を充足すると理解して宜しいでしょう
か。

施設管理用システムの管理用端末装置は、建物の入退室管理システ
ムの管理用端末であり、不正侵入の状況は防災センター等の適切な
部屋で監視・記録ができるようにしてください。

480 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-39 1 第５節_２._
（２）_⑱_ｅ.

人数カウントシステムはゲート通過者をカウントすればよろしいで
しょうか。

利用者動線を構成する主要なエントランスを通過する人数をカウン
トすることとしていますので、フラッパーゲート設置場所以外にも
設置が必要です。

481 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

4-39 1 第５節_２._
（２）_⑱_ｅ.

集計された数が一括管理できれば、必ずしも入退室管理システムと
一体のシステムではなくてもよろしいでしょうか。

事業者の提案によります。

482 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-39 22 第５節_２._
（２）_⑱_j.
（ｃ）

一般的に電気錠は鍵で解錠は可能ですが、施錠はできないため、IC
カードを使用した運用でもよろしいでしょうか。

通常はICカードを使用した運用となりますが、緊急時や電気設備の
定期点検に伴う停電時等では鍵での解錠・施錠を行うため、原文の
とおりとします。

483 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-39 29 第５節_２._
（２）_⑱_ｋ.
（e）

どれくらいの期間保存すれば宜しいでしょうか。また期間経過後の
データ削除はどのようにすればよろしいでしょうか。

30日間以上とし、記録方式は上書き方式としてください。

484 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-39 42 第５_２_
（２）_⑱_ｋ_
（ｈ）_定期的
なパスワード
変更

『定期的なパスワード変更』とありますが、管理サーバーそのもの
ではなく、防犯・入退室管理設備の管理画面（アプリケーション）
へのログインのパスワードを対象とするという理解で宜しいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

485 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-39 51 第５節_２._
（２）_⑱_ｅ.

人数カウントシステムはカメラの画像解析による提案も可能でしょ
うか。

事業者の提案によります。

486 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-40 3 第５節_２._
（２）_⑱
_l.(f)

データの持ち出し制限のかけ方について、具体的にどのような方法
と考えれよろしいでしょうか。

データのコピー制限等、外部流出対策とお考えください。

487 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-40 5 第５_２_
（２）_⑱_ｍ
カードデザイ
ン

『ICカードのデザインは振興会様と協議を行い決定』とあります
が、券面デザインのパターン数により見積金額に影響が出るため、
パターン数の想定をご教示ください。

振興会で使用するICカードは職員用１種類、訪問客用１種類、アル
バイト・常駐委託業者用１種類の計３種類です。事業者用ICカード
１種類を含めると計４種類を想定しています。
【添付資料５－３－２】「ＩＣカード作成業務に係る要求水準」を
訂正します。また、【参考資料５－３－３】「ＩＣカード作成業務
に関するデータ」に「アルバイト・常駐委託業者用ＩＣカードの納
品実績」を追加します。訂正表をご確認ください。

488 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-40 6 第５節_２._
（２）_⑱_o.

施錠の設定変更とは具体的にどのような変更と考えればよろしいで
しょうか。

一時解錠、常時解錠、繰り返し施解錠などの施錠状態の設定を認証
部（カードリーダー）で行えることとお考えください。

489 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-40 7 第５_２_
（２）_⑱_o認
証部

『認証部（カードリーダー）での手元制御（一時解錠、常時解錠、
施錠の設定変更）』とありますが、施設の入退出管理については本
来防災センターで一元管理されるべきもので、認証部での手元制御
を可能とする運用は施設のセキュリティ性能を大きく低下させてし
まう懸念があります。
安全な施設運営を実現するには管理PCのみで設定変更することが望
ましく、施設管理用システムは管理用PCでの制御（一時解錠、常時
解錠、施錠の設定変更）と定めていただくことは可能でしょうか。

在室中は常時解錠、一時的に部屋を留守にするときは施錠といった
ような運用を行う部屋があるため、手元での制御が必要となりま
す。

490 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-40 13 第５節_２._
（２）_⑱_v.

入退室管理システム単体ではなく、発電機等による電源側設備の稼
働を見込んだ時間の計算でよろしいでしょうか。

停電時に発電機より電源が供給される場合は事業者の提案によるこ
ととしますが、停電時に火災が発生した際、発電機の電源供給が防
災負荷限定となり、入退室管理システムに電源供給されない場合に
は要求水準書の記載を満たす必要があります。

491 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-40 15 第５_２_
（２）_⑱_ｒ
バックアップ
データのリス
トア

『バックアップデータ』とは、システムの設定データやユーザー
データ等、システムが障害前と同様の動作をする為に必要なデータ
を指し、システムに蓄積された全入退室履歴データは含まれないと
いう理解で宜しいでしょうか。

管理サーバーには各種ログのバックアップも含まれています。

492 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-40 23 第５_２_
（２）_⑱_ｖ
停電時の継続
運用

『20分以上の停電時にも』とありますが、断続的な停電等により
バッテリー枯渇状態における20分以上の継続運用はできないため、
バッテリー満充電状態を前提とした停電時の動作継続仕様という理
解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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493 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-40 52 第５_２_
（２）_㉑_ａ
鍵管理装置

文中に記載される『鍵管理装置』について要求水準がありません
が、鍵管理装置“等”と続くため、鍵管理装置の導入は必須という
わけではなく事業者提案という理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

494 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-43 48 第５節_２_
（３）_②_ｘ

「温湿度」について、こちらは空調機器で設定している温湿度デー
タが対象でしょうか？それとも実際の室内温湿度データが対象で
しょうか？

実際の室内温湿度データを対象としてください。

495 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-46 47 第５節_２_
（３）_⑥_ａ

「大便器は洋風便器とする」とありますが、和服でのご来場も想定
されるかと存知ますが、すべてを洋風便器とすることが求められて
いるという認識で構わないでしょうか。

ご理解のとおりです。

496 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-50 32 5_2_(3)_⑯エ
レベーター設
備

「エレベーター内に防災備蓄キャビネットを設置し、事業期間中に
備蓄物更新を行う」とありますが、初期調達は施設整備業務と理解
しますが、備蓄物の更新は維持管理業務もしくは運営業務のどの業
務に該当するのでしょうか。

初期調達も含めて本事業とは別に振興会が調達します。
【資料－２】「業務要求水準書」を訂正しますので、訂正表をご確
認ください。

497 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-54 1 6_1_(1)_③_ｆ 前虹梁と後虹梁の間に位置する一部のバトン及びブリッジは、大臣
囲いを使用しない場合を考慮し、全横幅に対し上手・中央（大臣囲
い内）・下手の３分割とする。という記述がありますが、【添付資
料4-11-4】小劇場 舞台機構設備仕様表 No12ライトブリッジ1（ボー
ダライト1・エリアライト1）は、3分割されていません。No12ライト
ブリッジ1は全横幅に対し分割なしと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

498 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-54 2 6_1_(1)_③_h 舞台上部のフライギャラリーから照明ブリッジへの乗り込みについ
ての記述がありません。大劇場、小劇場に設置される照明ブリッジ
の内、舞台上部のフライギャラリーからの乗り込みを必要とする照
明ブリッジをご指示ください。

大劇場はブリッジ１・２・３、小劇場はブリッジ１、演芸場はあり
ません。

499 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-55 2 6_1_(2)_①_a 伝統的な照明演出に加えて最新の演出に適した設備とし、将来的に
ＬＥＤ照明機器など省電力・低発熱の使用を可能とする。という記
述がありますが、63_(添付4-10-8)大劇場　舞台照明設備仕様表並び
に73_(添付4-11-8)小劇場　舞台照明設備仕様表、82_(添付4-12-7)
演芸場　舞台照明設備仕様表ではハロゲン仕様の記載となっており
ます。将来的にではなく実施設計段階でＬＥＤ光源の提案や設計な
ど振興会様と進めていくことは可能でしょうか。

振興会が制作する伝統芸能公演において、現在普及しているＬＥＤ
照明は求める水準に達していないと判断しています。
提案は可能ですが、設計段階において振興会が求める機能水準を満
たしていることを確認する必要があります。

500 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-55 2 6_1_(2)_①_b 導入時おいて最新の機器等を選定し、耐震性・安全性・操作性・拡
張性・保守点検・ランニングコストの低減・省エネルギーに配慮し
たものとする。という記述がありますが、導入時にではなく実施設
計段階でＬＥＤ光源の提案や設計など振興会様と進めていくことは
可能でしょうか。

No.499の回答をご参照ください。

501 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-55 15 第６節_１_
（２）_①_ａ

「将来的にＬＥＤ照明機器など省電力・低発熱機器の使用を可能と
する」とありますが、環境への配慮を意識する中で、照明機材をＬ
ＥＤに完全移行する具体的な次期・目標などがございましたらご教
示いただけますでしょうか。

具体的な時期・目標はありません。
また、No.499の回答もご参照ください。

502 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-57 22 第６節_１._
（４）_②_
ｂ．_（ｃ）

公演監視カメラと防犯監視カメラは接続しない想定でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

503 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-59 13 第６_１_
（８）_①_ａ_

『基本的に』という表現にはどのような意図があるかご教示くださ
い。

各劇場のＩＴＶ設備の映像・音響は、すべての室には送信しないと
いう意図です。
詳細は、【添付資料４－５】「各室性能表」のテレビの項目をご参
照ください。

504 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-59 35 第６節_１_
（９）_①_c及
びe

「パン・チルト・ フォーカス・ ズームが可能な 公演記録用固定カ
メラ（映像用）を各劇場に設置し」とあるが、常設の機器を指して
おりますでしょうか。

常設での設置を想定しています。

505 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-59 35 第６節_１_
（９）_①_c

「パン・チルト・ フォーカス・ ズームが可能な 公演記録用固定カ
メラ（映像用）を各劇場に設置し」とあるが、該当のカメラが常設
の機器を指している場合、添付資料4-9-2公演記録設備仕様表にあ
る、カメラ及び三脚の使用想定をご教示ください。

常設の公演記録用固定カメラのみでは記録できない演出やアングル
を記録するため、カメラ室や客席など必要な場所にカメラを設置し
て撮影することを想定しています。

506 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-60 40 第6節_2._(1)_
①_e.舞台及び
袖舞台の形状

舞台の有効形状内に、スタッフ及び実演家の動線、大劇場用の搬入
エレベーターを設けることは可能か。

不可とします。

507 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-65 1 6_2_(1)_⑨
_g_(c)

宙乗り装置の懸垂装置（１ルート当たり 走行用1台、昇降用2台）
は、4ルート分を納入することでよろしいでしょうか。

駆動に必要な装置は６ルート分、懸垂装置は４台必要です。
なお、第４章第６節２．（１）⑨ｇ．(d)の一部を訂正しますので、
訂正表をご確認ください。

508 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-65 1 6_2_(1)_⑨
_g_(d)

宙乗り装置の主ワイヤーは、６ル－トを設置可能とし、６ルート分
のワイヤー、ワイヤー端末固定金物を納入することでよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。
併せて、No.507の回答もご参照ください。

509 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-66 15 ２_（２）_②
_e

楽屋～宙乗り鳥屋（上手下手）の階段幅について２ｍ以上とのこと
ですが、低減できないでしょうか。

大きな衣裳を着けた実演家とともに複数人が同時に通りますので、
低減はできません。なお、宙乗り鳥屋とシーリングについては、階
段で到達できれば専用動線でなくても可とします。第４章第６節
２．(２)．②．ｄを訂正しますので、訂正表をご確認ください。

510 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-66 24 第６節_２_
（３）_①_ａ_
（ａ）

席数は「1550席まで」とありますが、立見エリアを計画することは
可能でしょうか。その場合に定員数を「1600名」など、増やすこと
は可能でしょうか。

立見エリアの設置は想定していません。

511 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-66 41 第6節_2._(3)_
①
_a._(h)_(ウ)

各劇場の「座席は取り外し可能とする」とあり、2月24日質問回答で
「すべての座席」を取り外し対応とするとの回答があったが、収納
場所はどこを想定しているか。

花道及び出語り床の客席ワゴン収納庫以外の具体的な収納場所は、
運用とあわせて事業者と協議のうえ、振興会が決定します。
なお、すべての座席を同時に取り外してどこかへ収納することは想
定していません。

512 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-66 42 ２_（３）_①_
（ｈ）_（エ）

客席両側の片側が壁の場合の通路幅については「950㎜以上」と記載
がございますが、東京都火災予防条例に従い、片側のみがいす席に
接する縦通路にあっては六十センチメートル以上とすることは可能
でしょうか。

認められません。
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513 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-73 1 第６節_３_
（３）_①_ａ_
（ａ）

席数は「550席程度」とありますが、立見エリアを計画することは可
能でしょうか。

立見エリアの設置は想定していません。

514 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-73 23 ３_(３)_①
_(a)、(d)

(a)上手・下手とも、客席の一部を取り外し、文楽で使用する出語り
床を設営できるものとする。(d)前略ー下手側出語り床も含めた設置
及び撤去方法についても協議の上決定すること。とありますが、下
手側の中奈落には揚幕連絡路があることから、中奈落の下手側には
出語り床迫り及び客席ワゴン収納庫は不要と考えてよろしいでしょ
うか。

ご理解のとおりです。

515 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-77 1 第６節_４_
（３）_①_ａ_
（ａ）

席数は「300席程度」とありますが、立見エリアを計画することは可
能でしょうか。

立見エリアの設置は想定していません。

516 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-78 13 7_1_(1)_②楽
屋に至る動線

②楽屋に至る動線b.に『楽屋出入口（楽屋エントランス）→楽屋事
務室前→楽屋口→頭取部屋前（演芸場は主催者受付前）の順に通
過』との記載があり、また劇場関連各諸室の詳細である【添付資料
4-5「各室性能表」】及び【添付資料4-7「各室の性能特記事項」】
には楽屋用受付の記載がない。楽屋出入口と楽屋事務室が離れてい
る場合、楽屋出入口に受付機能は不要か。

楽屋事務室に受付機能を持たせることは現時点では想定していませ
ん。楽屋出入口に受付機能を追加する趣旨で、【添付資料４－５－
９】「事務管理各室性能表」及び【添付資料４－７－９】「事務管
理各室の性能特記事項」を訂正しますので、訂正表をご確認くださ
い。

517 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-80 26 7_5_(3)収蔵庫 「伝統芸能に親しみ学べる場を提供するため、文化財ＩＰＭ（総合
的有害生物管理）及び資料の特性を踏まえた適切な保存環境を整備
する」とありますが、参考までに既存施設において現在行っている
環境整備業務がありましたら内容や頻度、対象範囲などをご教示下
さい。
（例：空気環境モニタリングの観測項目、ポイント数、実施個所、
頻度 など）

収蔵庫及び展示室において、虫類モニタリング、菌類調査、温湿度
測定、気相調査等を年に一度実施しています。
ポイントについては都度調整しています。

518 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-80 34 第７節_５_
（３）_①_ａ

「a.収蔵エリアは１か所に集約するとともに、資料搬入経路及び展
示室の動線に配慮する。」とあるが、1か所に集約するというのは、
ゾーニングとして固まっていればフロアが上下階と別れていてもよ
いのでしょうか。または、フロアが分かれることはせず、同フロア
にまとめて配置することということでしょうか。

事業者の提案によります。

519 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-81 38 第７節_６_
（２）_②‗a．
基本的な考え
方

「「企画展示室」と、多様なテーマで伝統芸能を楽しみながら触っ
て体感できる「体験展示室」を一体的に整備し～」とありますが、
ここで示されている“一体的に整備”というのは、企画展示室・体
験展示室を空間として分けつつも動線上行き来がしやすいようにと
いう趣旨か。または空間としては一体利用もできるようにする、出
入口は共通にするなど、空間として一体化を示されているのか、イ
メージをお示しください。

事業全体及び普及発信施設の目的を考慮したうえで、事業者の提案
によります。

520 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-82 6 第７節_６_
（２）_②_c展
示ケース

施設整備の要求水準として、展示ケースの仕様などが記載されてい
ますが、普及発信施設の備品リストの企画展示室にも展示ケースの
記載があり、これらは同一ものを示しており、施設整備業務または
維持管理（備品）のどちらで対応するかは、事業者の判断に委ねる
という理解で良いでしょうか。また展示ケースに限らず、普及発信
施設に関するものなど、建設業務なのか、備品なのか不明瞭なもの
が多々ありますが、総じて事業者の判断に委ねるという理解で良い
でしょうか。

前段については、壁面ケースなど建物と一体となるものは施設整備
で整備し、備品リストにある行灯ケース等は備品としてお考えくだ
さい。
後段については、No.331の回答をご参照ください。

521 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-82 34 7_6_(2)_②_C
展示ケース

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」において「No.465_展示ケースの保守管理につい
ては、展示物が入っていない場合も含めて、ケースの内外とも本事
業の維持管理業務の対象としています」と回答がありました。た
だ、展示ケース内に美術品等が展示されている場合、美術品保護の
観点から展示ケース内部は清掃すべきではないと思慮します。展示
ケース内部が汚れることも考えにくいため、展示ケースの外部ガラ
ス部清掃のみの対応でお認め頂けないでしょうか。

【添付資料５－２－８】４．（３）②ｄ．をご参照ください。
そのうえで、展示ケースの保守管理を考慮して、ケースの機能につ
いても民間の創意工夫を発揮した提案をしてください。
清掃については、展示ケース内部の清掃は、展示替え等の機会、又
は振興会から特別に指示があった場合に行ってください。

522 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-84 15 第７節_６_
（２）_④_ａ_
（ｃ）

「観劇客が幕間休憩など限られた時間内で食事がとれるよう、効率
的かつ落ち着いて利用できる導線及び空間」とありますが、公演の
チケットを持たないお客様にも飲食施設を利用していただくように
計画していく上で、観劇客以外のお客様での混雑が予想される場合
には、観劇客のためのお席を確保しておく運用などは必要でしょう
か。その場合、何席程度用意しておく必要があり、確保した御席へ
の補償はございますでしょうか。
また、観劇客の幕間休憩での飲食は、ホワイエ内やグランドロビー
内など、飲食施設以外の場所で計画していくことは可能でしょう
か。

前段については、観劇客が幕間休憩など限られた時間内で食事がと
れるようにすることは必要であり、確保する席数等については事業
者の提案によりますが、補償はありません。
後段については、グランドロビーやホワイエの飲食可能エリアの設
定については、事業者と協議のうえ振興会が決定します。

523 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-84 15 第７節_６_
（２）_④_ａ_
（ｃ）

観劇客の幕間休憩での飲食はお弁当のワゴン販売などを計画し、ホ
ワイエ内やグランドロビー内など、レストラン・カフェ以外の場所
で計画していくことは可能でしょうか。

レストラン・カフェ店舗形式に加え、公演の開演前や休憩時間にワ
ゴン販売による計画も可能です。
グランドロビーやホワイエの飲食可能エリア以外については、
No.522の回答をご参照ください。

524 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-85 4 第７節_６_
（２）_⑥_ｂ
_(ａ)

リスト内に入退館ゲートや書架の無断持ち出し防止のためのシステ
ムなど記載がありませんが、設置は必要に応じて振興会にて実施す
るという認識でよいでしょうか。現状の管理方法や今後のお考えを
お示しください。

入退館ゲートや書籍の無断持ち出し防止のためのシステムは振興会
で調達します。
ゲート等の設置を想定した計画としてください。

525 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-85 6 第７節_６_
（２）_⑥_ｂ
_(a)_(ア)_
あ）

資料の検索ができるPC等を適切に設けるとありますが、添付資料5-
2-14の備品リストにはPCがありません。備品リストにないものは事
業者側で用意するという認識で良いでしょうか。またその場合、
（資料-1-3）事業費の算定及び支払い方法にある、維持管理業務の
備品調達費の12億とは別に計上するということで良いでしょうか。
さらに仮にそのような場合の対価の支払い時期をお教えください。

本事業とは別に振興会で調達するため、本事業の費用には含まれま
せん。
【資料－２】「業務要求水準書」を訂正しますので、訂正表をご確
認ください。

526 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-85 22 第７節_６_
（２）_⑥_ｂ_
（ｄ）

ブラウジングコーナーに想定される面積をご教示ください。また必
要な設備、備品等はございますでしょうか。

前段の面積については事業者の提案によります。なお、必要な備品
については、振興会が判断し別途負担します。

527 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-85 29 ⑦_a グランドロビーには自由に使用できるテーブル・机を設置するとあ
りますが、これらは参考資料5-2-22に含まれており、支払い対価は
令和11年の備品調達費の指定額に含まれているという認識で良いで
しょうか。

ご理解のとおりです。
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528 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-85 29 第７節_６_
（２）_⑦_a

グランドロビーには自由に使用できるテーブル・机を設置するとあ
りますが、これらは参考資料5-2-22に含まれており、支払い対価は
令和11年の備品調達費の指定額に含まれているという認識で良いで
しょうか。

ご理解のとおりです。

529 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-85 41 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｂ）_（オ）

「グランドロビー全体を仮設イベントに対応可能なスペースとす
る」とありますが、イベントスペースとして想定しているエリア周
辺という理解でよろしかったでしょうか。

グランドロビー全体を仮設イベントに対応可能なスペースとしてく
ださい。

530 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-86 4 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｂ）_（イ）
_う）ユニーク
ベニュー

ユニークベニューがイベントスペースで想定される用途にあります
が、添付資料5-3-8では貸室予約対応や利用者支援の業務が記載がな
いため、それらは振興会にて対応されるという理解でよろしいで
しょうか。その場合、事業者は振興会と協議の上、ユニークベ
ニュー受入れ・実施に向けた業務支援（ケータリング調整、会場説
明等）となるのでしょうか。振興会と事業者との業務分担のイメー
ジをお示しください。

施設貸与に関する業務は振興会で実施します。
イベントの業務分担については、【添付資料５－３－８】３．
（２）③及び（３）②ｄ．をご参照ください。

531 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-86 4 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｂ）_（イ）
_う）ユニーク
ベニュー

ユニークベニューがイベントスペースで想定される用途にあります
が、貸室予約対応や利用者支援の業務が振興会にて対応される場
合、会場使用料や備品・什器貸出に係る収入は振興会にて収受する
という理解でよいでしょうか。事業者による関連業務があれば、お
示しください。

施設貸与に関する業務は振興会で実施し、それに伴う収入の収受も
振興会で行います。イベントの費用及び料金収入については、【添
付資料５－３－８】１．（４）をご参照ください。

532 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-86 11 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｂ）_（ウ）

振興会が所有する他劇場や国内外の劇場等のライブビューイングに
おいて、映像の伝送はどのような方法を想定し準備すればよいか、
お教えください。

事業者の提案によります。

533 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-86 25 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｂ）_（ケ）

出演者控室を仮設で設置できる計画とし、とありますが、控室の最
低必要面積をお教えください。また、仮設控室の中に設置する備品
等は事業費(什器、備品等調達業務費)の一部として、振興会が負担
すると考えてよろしいでしょうか。

前段については、事業者の提案によります。
後段については、【添付資料５－２－14】「什器・備品リスト　普
及発信施設」に含まれます。

534 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-86 26 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｂ）_（コ）

「(コ) 前庭へのイベントスペースの拡張及び前庭の景観を活かした
屋外舞台の計画などを積極的に提案する。」とありますが、前庭へ
のイベントスペースの拡張とは、どのようなイメージかお示しくだ
さい。

事業者の提案によります。

535 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-86 26 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｂ）_（コ）

「(コ) 前庭へのイベントスペースの拡張及び前庭の景観を活かした
屋外舞台の計画などを積極的に提案する。」とありますが、現国立
劇場で屋外イベントをされる場合、振興会が保有するイベント用什
器・備品はありますか。それは新たな国立劇場ではどこに常時収納
される予定か、規模感・数など考えをお示しください。

前段については、振興会では保有していません。
後段については、事業者が提案する屋外イベント用の什器・備品及
び常時収納可能なスペースの必要性や確保については事業者の提案
によります。

536 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-86 36 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｃ）_（イ）

現国立劇場本館設計競技入選作品等を活用しとありますが、活用可
能な模型、パネルの大きさ及び数量と、活用可能な映像の本数及び
尺の長さの概要をお教えください。

模型、映像等については第８節４．（３）をご参照ください。
また、設計競技入選作品はＡ１版又はＡ１版に準じるサイズの図面
及び透視図、延べ125点です。

537 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-86 36 第７節_６_
（２）_⑦_ｂ_
（ｃ）初代国
立劇場アーカ
イブ

アーカイブの展示および閲覧の更新について記載がありません。資
料の更新の有無や、その場合の業務や費用に関しては振興会にて担
うという理解でよいでしょうか。お考えをお示しください。

ご理解のとおりです。

538 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-89 40 第８節_２_
（３）_①

要求水準確認計画書にて振興会は業務監視を行うとありますが、施
設整備業務の要求水準に、テーブル・椅子やPCを設置することな
ど、維持管理業務（備品調達）と思われるような内容も含まれてい
ますが、どのように建設と備品を区分して業務監視される見込みか
お示しください。施設整備・維持管理（備品）の区分は事業者の判
断に委ねられており、各業務で漏れなく対応できるようにセルフモ
ニタリングを行うという理解で良いでしょうか。

【資料－２】「業務要求水準」第５章第２節７．（１）により調達
する什器・備品は、維持管理業務に該当します。業績監視の基本的
考え方については、【資料－１－２】「業績等の監視及び改善要求
措置要領」第１章１．（１）をご参照ください。

539 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-91 40 第４章第８節
２.(１１)

「事業者は、事業を円滑に進めるため、近隣への対応（説明会及び
説明資料作成等）及び配慮に努める。苦情その他の事案が生じた場
合は、事業者を窓口として処理する」旨の記載がございますが、近
隣を含む第三者との折衝及び説明会等の対応に際し、事業者だけで
は対応が困難な場合には、振興会様にもご協力いただけますでしょ
うか。

近隣を含む第三者との折衝及び説明会等の対応に際し、事業者だけ
では対応が困難な場合に、振興会は必要な協力を行います。

540 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-91 40 第４章第８節
２.(１１)

「事業者は、事業を円滑に進めるため、近隣への対応（説明会及び
説明資料作成等）及び配慮に努める。苦情その他の事案が生じた場
合は、事業者を窓口として処理する」旨の記載がございますが、事
業者が善管注意義務を払っても避けることが困難な事由による第三
者損害が発生した場合の責任及び費用につきましては、振興会様が
負担するものとさせていただけますでしょうか。

第三者に生じた損害及び近隣対策の実施にかかる負担については、
それぞれ【資料－１】「事業契約書（案）」第33条、第44条に記載
のとおりです。

541 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-92 48 ４_（５） リサイクル計画書はフォーマット等決められた書式や様式はありま
すでしょうか。

定められた書式や様式はありません。

542 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-95 12 第４章第８節
３.(９) ③

「振興会が設計及び工事期間中に行う協議、申請及び手続等におい
て協力を求めた場合には、添付図面の提出等の必要な補助作業を行
う」旨の記載がございますが、当該の作業に伴い追加費用が生じる
場合は、事業費変更の対象としていただけますでしょうか。

当該記載においては、事業者の所有する図面等の提出や成果物に関
する照会に留まる補助作業を想定しており、【資料－１】「事業契
約書（案）」第26条に規定のとおり、業務上の著しい負担及び過大
な費用が発生するものは除きます。

543 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-95 51 第４章第８節
４.(２) ⑨

「周辺建物、工作物、道路等に損傷を与えないよう留意し、汚損、
破損等の補修費用は事業者が負担する」旨の記載がございますが、
事業者が施工者として善管注意義務を果たしても避けることが困難
な事由による損害につきましては、発注者様が費用を負担するもの
とさせていただけますでしょうか。

原文のとおりですが、個別具体の事象に応じて判断します。なお、
ご質問の内容が【資料－１】「事業契約書（案）」別紙６に示す不
可抗力の定義に該当する場合は、別紙６の規定に従います。

544 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-96 30 ４_（３）_② 模型本体を木製とする記載がありますが、3D計測による点群データ
を利用して、3Dプリンターにて木以外の材料の模型とすることは可
能でしょうか。

模型本体については、原文のとおり木製とします。
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質問
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545 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-98 19 第４章第８節
４.(１５)

「本業務要求水準書に明示されていない地中障害物が発見された場
合、事業者は、その撤去、搬出及び処分について振興会と協議す
る」旨の記載がございますが、今回ご提示いただいた資料に明示が
なく、事業者が予期できない地中障害物又は残置物の存在が判明し
た場合には、必要な範囲で事業費及び工事期間の変更を認めていた
だけますでしょうか。

地中障害物の取扱いについては、【資料－１】「事業契約書
（案）」第46条に規定のとおりです。

546 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-98 40 第４章第８節
４.(１９)

建設業務に関する成果物として、「完成図」の記載がございます
が、事業者が提出した図面につきましては、振興会様及び監理者に
て内容確認のうえ、ご利用いただくものとさせていただけますで
しょうか。

【資料－１】「事業契約書（案）」別紙１に記載のとおり、成果物
には設計図書も含まれることから、第60条（事業者による完成検
査）、第61条（振興会による完成確認）に定める確認を経て引渡し
を受けます。

547 11_(資料-2)業務
要求水準書　第４
章　施設整備

4-99 14 第４章第８節
４.(２０)

「保全に係る資料は、施設及び施設が備える機器等の維持管理に必
要な一切の資料とし、引渡しまでに振興会に提出する」旨の記載が
ございますが、事業者による当該資料の提出については、事業者が
所有する資料の中から、振興会様と協議して決定するものと考えて
よろしいでしょうか。

当該記載のとおり、『保全に係る資料は、施設及び施設が備える機
器等の維持管理に必要な一切の資料』を原則として、事業者の提案
に基づき振興会との協議により振興会が決定します。

548 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-1 15 第１節１．_
（１）_④_業
務の原則

「国立劇場の開業後5年が経過 ～ 要求水準を見直す場合がある」と
ありますが、業務量増により費用が発生する場合は、振興会にて別
途費用をご負担頂ける（増額する）という理解でよろしいでしょう
か。

当該見直しは、事業期間中に技術革新等により不要となる業務が生
じた場合に、その業務に係るポスト数や費用、業務それ自体の要否
を検討し、要求水準を見直すことを想定しているものです。要求水
準の見直しに伴う事業費の考え方については、【資料－１】「事業
契約書（案）」の第32条第１項から第４項の規定をご参照くださ
い。なお、本項の記載については、不要となる業務が発生した場合
の見直しを主に想定していますが、要求水準の変更に伴い業務費用
が増加する場合には、合理的な範囲においてサービス対価の増額を
行います。

549 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-1 45 第１節１．_
（１）_⑮
_a_(a)

来場者との識別のため職務に相応しい制服及び名札（法人名及び氏
名を明記）を着用すること。とありますが、能楽堂の従事者への制
服は振興会負担でから貸与されるという認識でよいでしょうか。

国立能楽堂で業務を行う業務従事者の制服も、事業者において負担
してください。

550 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-2 34 第１節_１_
（２）_②_ａ

「振興会と1週間に1度の頻度での連絡会議を開催する」とあります
が、振興会と事業者が予定や問合せ対応等の情報共有する場という
主旨でしょうか。その場合、振興会の担当部局は管轄部局程度と想
定してよろしいでしょうか。課題に対する協議などは別途適宜実施
するのであれば、参加者人数や関係部局が増え、週1回程度でもbに
示された運営事務業務量も多くなると見込まれ、具体的なイメージ
をお示しください。

予定や問合せ対応のほか、課題に対する協議も含む、業務を行うう
えで振興会と共有すべき事項、協議すべき事項を、１週間に１度の
頻度で開催する連絡会議の議題としてください。詳細については、
事業契約書締結後、事業者との協議により振興会が決定します。

551 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-3 5 第１節_１_
（２）_④_衛
生環境等の確
保

「感染症まん延時においては、感染症拡大防止のため各種衛生対策
に努めること」とありますが、コロナウイルスのみならず、未知の
感染症ウイルス等が発生した場合、どのような対策をすべきか、有
効かは都度判断をするしかありません。現時点では想定不可のた
め、対策に要した費用は振興会に別途ご負担いただけるとの理解で
よろしいでしょうか。

新型コロナウイルス感染症のまん延など、その時点において既知の
ものとなり一定程度予見可能と判断できるものについては、維持管
理・運営業務の一環として対策を行ってください。その際、対策に
要した費用についても、別途振興会が負担することはありません。
ただし、不可抗力に該当する事由が発生した場合については、【資
料－１】「事業契約書（案）」第36条の規定に従います。

552 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-3 16 第１節_２．_
（１）_①_
ｇ．什器・備
品調達業務

什器・備品の保守、修繕及び更新は本業務の対象外との理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、清掃作業中の設備機器等の不具合等の確認については、【添
付資料５－２－８】「各部位の日常清掃及び定期清掃にかかる要求
水準」４．（３）②ｃ．をご参照ください。

553 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-3 30 第１節_２_
（１）_②業務
提供期間

業務提供開始が令和11年4月1日からとあるが、①g.什器・備品調達
業務がここに含まれていることから、施設引渡し時に什器・備品リ
ストの搬入・配置が完了するのではなく、R11年下期に想定される開
業日前に搬入・配置が完了していればよいという認識でよいでしょ
うか。

施設引渡し前に什器・備品の搬入・設置を完了する必要はありませ
んが、引越作業が完了するまでに什器・備品の搬入・設置を完了し
てください。具体的な搬入・設置の日程は振興会との協議によりま
す。なお、【資料－２】「業務要求水準書」第５章．第２節．７．
什器・備品調達業務に関する支払は、搬入・設置が完了し、振興会
による確認後となります。

554 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-3 46 第１節_２_
（２）_②業務
提供期間

業務提供開始が令和11年4月1日から、開業準備支援業務は令和10年4
月1日から開始とあります。一方で、資料-1-3において、「R11年度
上半期の普及発信施設の企画・制作支援業務費は開業準備支援業務
に計上する」とあります。このことから、普及発信施設の開業準備
支援業務は令和10年4月1日から仮に令和11年9月末とする1年6か月と
考えてよいのでしょうか。h.開業準備支援業務と普及発信施設の開
業準備支援業務の関係をお示しください。

No.343の回答をご参照ください。

555 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-4 7 第１節_３_
（１）_①統括
責任者の配置
について

統括責任者の常駐場所は令和６年４月１日～令和１１年３月３１日
までは国立能楽堂、令和１１年４月１日以降は国立劇場と理解して
よろしいでしょうか。

統括責任者は国立劇場と国立能楽堂の両方の統括業務を行うことと
します。国立劇場の再開場前は統括責任者は国立能楽堂に常駐し、
国立劇場の再開場後は、統括責任者は主に国立劇場に常駐すること
を想定しています。

556 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-4 10 第１節_３．業
務の実施体制_
（１）_①_b

統括責任者は各業務責任者及び業務従事者と兼任できないと表記さ
れており、専任を望まれているかと推察できますが、統括責任者補
佐（代替者）も同様の条件となりますでしょうか。

【参考資料５－１－２】「業務実施体制案（維持管理・運営）」に
記載のとおり、統括責任者補佐は、統括責任者及び普及発信施設の
運営支援業務の業務責任者以外との兼任は統括責任者補佐の業務及
び維持管理・運営に係る各業務に影響を及ぼさない限りにおいては
可能です。

557 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-5 20 第１節_３_
（９）ＢＣＰ
に対する対応

国立劇場に関する事業継続計画を定めた資料が提示された際に、維
持管理・運営体制を更新することに伴い費用が増額する場合には
サービス対価を増額いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

維持管理・運営体制を更新するにあたっては、 【資料－２】「業務
要求水準書」第５章．第１節．５．(３)により、振興会の確認を得
ることになります。
再整備後の事業継続計画は、事業開始後に提示する予定ですが、策
定する段階で協議することとします。
なお、仮に、事業継続計画の変更に伴って要求水準の変更の必要が
生じた場合においては、【資料－１】「事業契約書（案）」の第32
条の規定に従って要求水準の変更及び費用の変更等がなされます。

558 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-5 23 第１節_３_
（９）_①

「1時間以内に～振興会への報告が可能な体制」とありますが、「報
告」とは、建物の異常有無及び関係者及び従事者への一斉連絡を終
えて、有事の初動体制に関わる報告という理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

559 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-6 1 第１節_３_
（１１）_④図
面その他の資
料の貸与等

「CADデータを含めて速やかに更新した資料を作成し」とあるが、想
定頻度をご教示ください。また改修・修繕等のCAD元データは提供い
ただけるとの理解でよろしいでしょうか。

年１回程度を想定してください。【資料－２】「業務要求水準書」
第５章．第１節．３．(11)① に記載のとおり、CADデータは事業者
に貸与します。

560 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-6 10 第１節_３_
（１１）_⑤
_b.図面その他
の資料の貸与
等

「CADデータを含めて速やかに更新した資料を作成し」とあるが、想
定頻度をご教示ください。また改修・修繕等のCAD元データは提供い
ただけるとの理解でよろしいでしょうか。

No.559の回答をご参照ください。
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561 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-6 30 第１節_５_
（１）適用基
準

「適用する内容は、～当該条件を満たすことを条件に、維持管理の
頻度・方法等は基準類が示す仕様以外の仕様とすることができ
る。」とありますが、当該条件を満たす限りにおいて「建築保全業
務共通仕様書（平成３０年度版）」によらない維持管理業務仕様の
策定及び入札金額の積算が可能との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

562 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-15 36 第２節_４
_(２)_④

観覧客など一般来館者が排出するゴミについては振興会・入居者・
事業者いずれのゴミに含めるとお考えでしょうか。

共用部分の考え方に応じて、ごみ箱の設置した場所によるものとし
ます。

563 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-8 30 第１節_５_
（３）_⑦ 省
エネルギーに
係る計画書

「⑦省エネルギーに係る計画書」について、再整備後の国立劇場は
民間収益施設との複合施設の一部となりますが、複合施設全体では
なく国立劇場部分の計画のみでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

564 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-8 38 第１節_５_
（３）_⑧ 地
球温暖化対策
計画書等

「⑧地球温暖化対策計画書等」について、再整備後の国立劇場は民
間収益施設との複合施設の一部となりますが、複合施設全体ではな
く国立劇場部分の計画のみでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

565 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-8 第１節_５_
（３）_⑨電気
主任技術者の
届出

再整備後の国立劇場において特高受変電設備から再整備後の国立劇
場及び民間収益施設に給電する場合、特高受変電設備の設置者が振
興会ではなく管理組合となる場合が想定されますが、この場合、管
理組合と事業者の構成員が電気設備の保安管理に関する契約を締結
し、電気主任技術者を専任し、届出るとの理解でよろしいでしょう
か。

事業契約締結後に協議において決定することとします。

566 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-10 38 第１節_５．業
務の進め方_
（７）_①

「業務の実施に必要となる消耗品、備品、工具、資機材等は、事業
者が用意する」とあり、添付資料4-9-2公演記録設備仕様表にある機
材を事業者で揃えると推察できます。これらが製造中止等にて揃わ
ない場合、事業者にて同等品を選定してよろしいでしょうか。また
は、振興会から指示や協議となるのかご教示ください。

【添付資料４－９－２】「公演記録設備仕様表」にある機材が製造
中止等で揃わない場合は、事業者において同等品を選定し、業務に
支障がないよう調達するとお考えください。
なお、『業務の実施に必要となる消耗品、備品、工具、資機材等』
は、事業者が業務を実施するために必要な事業者負担による機材等
であり、【添付資料４－９－２】「公演記録設備仕様表」に記載の
『公演記録設備』とは異なるものです。

567 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-12 26 第１節_５_
（１１）_①

個人情報保護にて「あぜくら会員、文楽劇場友の会会員」とあり、
個人情報の取扱については、事業者も振興会個人情報管理規定等に
基づくことは理解しておりますが、そもそもの会員制度の運営主体
は事業者ではなく振興会ということでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、【添付資料５－３－６】「チケット販
売支援業務に係る要求水準」６．（７）に記載のとおり、新しい会
員制度の内容については事業者からの提案に基づき、具体の業務内
容等を検討し、振興会が決定しますが、新しい会員制度の運営全般
については振興会の管理のもと事業者が主体的に実施することを想
定しています。

568 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-13 第２節_（１）
_①建築物点検
保守に係る要
求水準

「～【添付資料５－２－２】「国立能楽堂定期点検等及び保守業務
に係る設備・点検項目等」に基づき基づき定期的な点検 を行い 適
切に性能を維持しつつ、～」とありますが、受託者の点検ノウハウ
の活用の観点をふまえ、添付資料５－２－２を参考とし、協議の
上、設置機器等に対して適切な頻度・方法での実施とさせて頂けま
すでしょうか。

【添付資料５－２－２】「国立能楽堂定期点検等及び保守業務に係
る設備・点検項目等」に基づく点検の実施とします。なお、効率的
な業務の実施に寄与すると考えられる場合は、事業契約後に事業者
と協議のうえ、振興会が決定します。

569 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-13 37 第２節_２舞台
関係設備の定
期点検及び保
守業務

イベントスペース等で想定されている昇降バトン等の機構設備につ
いては、舞台関係設備の定期点検及び保守業務の対象外という理解
でよろしいでしょうか。

舞台関係設備としての定期点検及び保守業務の対象ではありません
が、【添付資料５―２－１】「定期点検等及び保守業務に係る要求
水準」による定期点検及び保守業務の対象です。

570 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-13 37 第２節_２舞台
関係設備の定
期点検及び保
守業務

普及発信施設のレクチャー室等で想定されている照明・音響設備に
ついては、舞台関係設備の定期点検及び保守業務の対象外という理
解でよろしいでしょうか。

No.569の回答をご参照ください。

571 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-13 37 第２節_２舞台
関係設備の定
期点検及び保
守業務

舞台関係設備の定期点検及び保守業務については、舞台関係設備の
修繕業務や更新業務は含まれないと認識しております。例えば舞台
機構のワイヤーロープの交換については、更新業務として定期点検
及び保守業務には含まれないという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

572 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-13 37 第２節_２舞台
関係設備の定
期点検及び保
守業務

舞台関係設備の定期点検及び保守業務については、舞台関係設備の
修繕業務や更新業務は含まれないと認識しております。レクチャー
室等、普及発信施設側で使用する機材については、舞台関係設備の
定期点検及び保守業務には含まれないという理解でよろしいでしょ
うか。

舞台関係設備の定期点検及び保守業務には舞台関係設備の修繕業務
や更新業務は含まれません。舞台関係設備の修繕業務については、
【添付資料５－１－１】「修繕に係る要求水準」４．⑪「付帯する
工作物」により実施し、舞台関連設備の修繕業務は事業者の業務範
囲に含まれます。普及発信施設側で使用する機材については、舞台
関係設備ではありませんが、定期点検及び保守業務の対象です。

573 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-13 40 ２_２_（１）
舞台関係設備
の定期点検及
び保守業務に
係る要求水準

「事業者は、【添付資料５－２－４】及び【添付資料５－２－５】
を満たすために必要となる業務を実施する。」との記載があります
が、グランドピアノの保守点検は事業者の業務外（振興会様での手
配・費用負担）という認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

574 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-16 6 第２節_７_
（１）什器・
備品調達業務

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」の「NO.518_什器・備品の保守、修繕及び更新は
本業務の対象外との理解でよいか。」という質問に対して「No3の回
答をご参照ください」と回答がありました。本該当箇所を確認し
「保守（状態確認、そして報告）」は実施するが、「修繕」と「更
新」は事業範囲外と理解しましたが間違いないでしょうか。参照個
所では読み取り方により違う理解をする可能性があるため、対象外
か否かの明確な回答を頂きたく再質問させて頂きました。

什器・備品の保守、修繕及び更新は業務対象外です。【資料－２】
「業務要求水準書」第５章．第２節．４．(１)④において什器・備
品を確認して報告書を提出する業務は業務範囲に含まれます。

575 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-16 6 第２節_７_
（１）什器・
備品調達業務

施設備品（除塵・雨天マット、傘立て、ゴミ箱、汚物入れ、カラー
コーン、サイン板等）などの共用施設等に必要となる備品につい
て、
①上記備品について、負担区分（振興会or事業者）をご教示くださ
い。
②事業者で負担する場合、該当する業務をご教示ください（例：維
持管理業務の什器・備品調達業務 など）。

共通使用部分における什器・備品や消耗品などの購入は、管理組合
により行います。
費用の負担については、【資料－１－３】「事業費の算定及び支払
方法」をご参照ください。

38 / 64



国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

576 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-16 7 第２節_７_
（１）什器・
備品調達業務

事業者は、要求水準書で規定した什器・備品について、【添付資料
5-2-11】「什器・備品調達に係る要求水準」に基づき調達を行う。
（中略）また、既設施設から国立劇場に持ち込む舞台舞台照明設備
及び舞台音響設備は【添付資料5-2-23】「持ち込む舞台設備」に示
す。という記述がありますが、現在ご使用している照明器具を事業
者側で一時引取り、保管し、新しい国立劇場へ納品し使用するとい
う解釈でよろしいでしょうか。また、持ち込む舞台照明機材等の施
設内の設置場所（倉庫等）も考慮すべきでしょうか。

現在使用している照明器具の一時引取、保管、新しい国立劇場への
納品は業務範囲外です。持ち込む舞台照明機材等の施設内の設置場
所については【資料－２】「業務要求水準書」第４章において定め
ています。

577 12_(資料-2)業務
要求水準書　第５
章　維持管理・運
営

5-16 8 第５章_第２節
_７ 什器・備
品調達業務

「什器・備品について･･･調達を行う」とありますが、これら什器・
備品は、事業者から振興会様に引き渡し、所有権移転を行うとの理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

578 13_(添付1-1)用語
の定義

1 62 用語の定義で『近接：同一階に計画し、相互の距離を可能な限り小
さくすることをいう。』との記載があるが、添付資料4-7-2 P2 配置
等で『大劇場舞台に近接（同一フロア）を原則とするが、やむを得
ない場合は楽屋1,2,3,4のみ上下階の配置も可とする。』との記載も
ある。近接との記載があっても同一階でなくても許される基準を提
示いただきたい。

ご質問の【添付資料４－７－２】「楽屋各室の性能特記事項」に記
載ある「楽屋1,2,3,4」のような例外を規定している場合を除いて認
められません。

579 15_(添付2-1)本事
業の業務内容及び
振興会が実施する
業務内容

2 14 運営業務 国立劇場の公演記録映像・音声収録等業務はR6～R11の間の他施設劇
場での撮影は必要ないでしょうか。

令和６年度から令和11年度の間の他施設劇場での公演記録映像・音
声収録等は、本業務の対象外としています。

580 15_(添付2-1)本事
業の業務内容及び
振興会が実施する
業務内容

2 16 運営業務 国立劇場の「公演記録映像・音声収録等業務」については「Ｒ11年
～」との記載がありますが、Ｒ６年以降の外部施設を利用した公演
についての撮影は不要という認識でよろしいでしょうか。

令和６年度から令和11年度の間の他施設劇場での公演記録映像・音
声収録等は、本業務の対象外としています。

581 16_(添付2-2)業務
工程概要

1 6 国立劇場再整備等事業の維持管理・運営期間がR11年度からとあり、
振興会の引っ越しがR11年度上期と設定されています。このことか
ら、来館者を迎える開業日はR11年下期（10月）という理解でよろし
いでしょうか。

来場者サービス支援業務の業務提供日については、国立劇場の開業
日（令和11年秋頃）以降とし、開業準備支援業務は令和10年度から
開業リハーサル等業務を実施します。
国立劇場の維持管理・運営業務については令和11年４月１日から開
始とし、来訪者への対応は建物引渡し後から必要となります。
また、要求水準の内容を実施するために必要な準備等は、契約締結
後から事業者により適宜進めてください。
なお、引越しは令和11年４～５月頃を予定しています。

582 17_(添付2-3)入居
予定人数及び入居
部署の勤務時間

1 5 入居予定人数_
舞台スタッフ

「公演により増減」とありますが、過去の公演で最大何名増員され
たことがあるのかご教示ください。

公演状況により一概には言えませんが、最大120名程度を想定してく
ださい。

583 17_(添付2-3)入居
予定人数及び入居
部署の勤務時間

1 6 入居予定人数_
出演者・関係
者

「公演により増減」とありますが、過去の公演で最大何名増員され
たことがあるのかご教示ください。

歌舞伎公演で190名程度、文楽公演で120名程度、大衆芸能公演で30
名程度が業務を行った実績があります。

584 17_(添付2-3)入居
予定人数及び入居
部署の勤務時間

1 7 入居予定人数_
研修生

「募集状況により増減」とありますが、過去最大何名入居していた
ことがあるのかご教示ください。

研修状況により一概には言えませんが、伝統芸能は最大45名程度、
現代舞台芸術は最大110名程度を想定してください。

585 20_(添付4-1)都市
計画等に係る条件

1 2 公共施設の配
置（空地、歩
行者ネット
ワークの確
保）

空地率の計算に当たって「室内空間と広場等との一体的なつなが
り」に求められる具体的な条件、設えとは何か。

来場者以外の人も自由に出入りでき、すべての来場者等が利用可能
なグランドロビー等の室内空間と広場等との一体的なつながりを期
待しています。なお空地率の計算にあたっては、設計段階において
東京都との協議が必要となります。
併せてNo.436の回答をご参照ください。

586 21_(添付4-2)敷地
内高さ制限図

1 皇居への視線等の配慮について、建物高さの最高限度をTP101.7m、
入居者の目線高さの最高限度をTP96.7mと想定されておりますが、そ
れ以上高い位置に目線があってはいけないということでしょうか。
また、皇居への視線制御を行えば、目線高さTP96.7mを超えてもよい
のでしょうか。

皇居への視線制御を行えば、目線の高さTP96.7mを超えることは可能
です。実施にあたっては、確実に視線制御されていることを振興会
と協議するものとします。
なお、建築物の高さの最高限度は、東京都及び千代田区との都市計
画に係る協議及び皇居内施設から複合施設が眺望されないことを念
頭に想定しているものです。また入居者の目線の高さの最高限度
は、複合施設から皇居内施設を眺望することのできない高さを想定
しているものです。

587 21_(添付4-2)敷地
内高さ制限図

1 皇居への視線等の配慮について、建物高さの最高限度をTP101.7m、
入居者の目線高さの最高限度をTP96.7mと想定されておりますが、皇
居側への視線がない場合、建物高さの最高限度及び、入居者の目線
高さの最高限度を超えて計画することは認められないでしょうか。

No.586の回答をご参照ください。

588 21_(添付4-2)敷地
内高さ制限図

1 皇居への視線等の配慮について、建物高さの最高限度をTP101.7m、
入居者の目線高さの最高限度をTP96.7mとされていますが、建物高さ
の最高限度と入居者の目線高さの最高限度の差5mの根拠をご教示く
ださい。

No.586の回答をご参照ください。

589 21_(添付4-2)敷地
内高さ制限図

目線高さの限度は皇居への視線について制限したものであり、敷地
西側など皇居の見えない方向については、目線高さの限度はないと
してよろしいでしょうか。

敷地内の建築物高さは、【添付資料４－２】「敷地内高さ制限図」
に示す高さを超えないものとしていますが、確実に皇居が視界に入
らない方向に限っては目線の高さの最高限度を超えることは可能で
す。実施にあたっては、確実に皇居が視界に入らないことを振興会
と協議するものとします。

590 21_(添付4-2)敷地
内高さ制限図

目線高さの限度は皇居への視線について制限したものであり、敷地
西側など皇居の見えない方向にのみ開口部のある室は、不特定多数
の者が使用できる場合も、目線高さの限度を超えてもよろしいで
しょうか。

No.589の回答をご参照ください。

591 21_(添付4-2)敷地
内高さ制限図

目線高さの限度は皇居への視線について制限したものであり、皇居
の見える方向は開口部のない壁等で目線を制限した屋上広場につい
ては、目線高さの限度を超えてもよろしいでしょうか。

目線を制限した場合でも、不特定多数の者が屋上に出入りすること
はできません。

592 21_(添付4-2)敷地
内高さ制限図

内堀通り側に面して開口のある室のうち最も高いものについて目線
の高さがTP+96.7以下であれば、その他の室（内堀通りに面する面以
外にのみ開口のある室を含む）については目線の高さがTP+96.7mを
超えることが可能と考えてよろしいでしょうか。

No.589の回答をご参照ください。

593 21_(添付4-2)敷地
内高さ制限図

『目線の高さ』とあるのは、床面から1,400mmの高さと考えてよろし
いでしょうか。

目線の高さは、成人の立位の目線の高さを参考に、床面から1,560mm
の高さを想定してください。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

594 24_(添付4-5)各室
性能表

1 2 【添付資料４
－５－１】～
【添付資料４
－５－１０】

<添付資料4-5-1～4-5-10の各諸室性能表>では諸室単位でセキュリ
ティの水準が示されていますが、同一の出入口鍵種別、同一のゾー
ニング･レベルを<添付資料4-6-2セキュリティ相関図・凡例>におけ
る図のように同一エリアにまとめた場合に、諸室単位ではなくエリ
ア単位でセキュリティを構築すれば要求水準未達とならないという
理解で良いでしょうか。

出入口鍵種別及びゾーニング・レベルが同一な各室を同一エリアに
まとめた場合であっても、室単位で利用者が異なるため、各室の出
入口ごとに電気錠等によるセキュリティが必要となります。

595 27_(添付4-5-3)大
道具各室性能表

大劇場、小劇場の揚幕通路の面積が規定されていますが、計画内容
により所定の面積が確保できない場合があると思われます。揚幕通
路についても規定通り指定面積の±5％の範囲で計画をしなくてはな
らないのでしょうか。

通路幅は2,000mm以上とし、面積については事業者の提案によること
とし、『適宜』に訂正しますので、訂正表をご確認ください。

596 30_(添付4-5-6)養
成研修各室性能表

研修生更衣室の面積が男女共21㎡となっていますが「添付資料４－
７－６　養成研修各室の性能特記事項」にはロッカー数男子30人、
女子15人となっています。ロッカー数に限らず面積は共通ととらえ
てよろしいでしょうか。

研修生更衣室の面積は男女共21㎡とします。

597 30_(添付4-5-6)養
成研修各室性能表

講師控室の面積が男女共20㎡となっていますが「添付資料４－７－
６　養成研修各室の性能特記事項」にはロッカース男子70人、女子
15人となっています。ロッカー数に限らず面積は共通ととらえてよ
ろしいいでょうか。

講師控室の面積は男女共20㎡とします。

598 34_(添付4-5-10)
施設設備・交通部
分各室性能表

1 ｂ－１４ＥＰ
Ｓ／ＰＳ／Ｄ
Ｓ

ＥＰＳ／ＰＳ／ＤＳについて、入退室管理が『１』と記載されてい
ますが、重要設備を収容するＥＰＳ／ＰＳ／ＤＳにのみカードリー
ダーを設置することが合理的です。重要設備の対象をご教示いただ
き当該表記を重要設備のＥＰＳ／ＰＳ／ＤＳに変更いただくことは
可能でしょうか。

前段については、No.457の回答をご参照ください。
後段について、カードリーダーを設置するＥＰＳ／ＰＳ／ＤＳは、
重要設備を収容するＥＰＳ／ＰＳ／ＤＳのみとすることも可能とし
ます。

599 36_(添付4-6-2)セ
キュリティ相関
図・凡例

1 グランドロビーと大劇場、小劇場、演芸場のホワイエ間の区画は実
線で表記されているが、セキュリティは確保した上で、壁ではなく
視線が通るよう腰高程度のパーテーション等として計画しても良い
か。

視線を通すことも可能としますが、グランドロビーと各劇場ホワイ
エ間及び各劇場ホワイエ間は、セキュリティ上区画可能とするとと
もに、騒音や視線、におい等により各々の空間が持つ雰囲気や観劇
気分が損なわれないよう十分配慮した計画としてください。
そのうえで事業者の提案によっては、視線の制御について必要に応
じて協議します。

600 36_(添付4-6-2)セ
キュリティ相関
図・凡例

1 大劇場、小劇場、演芸場のホワイエにおいて、公演の無い日や時間
に一部を開放し、グランドロビーと一体的な利用を想定した計画と
して良いか。

セキュリティに配慮し、他劇場の運用に支障がないことを前提とし
たうえで、事業者の提案によります。

601 36_(添付4-6-2)セ
キュリティ相関
図・凡例

１ 「出入口鍵種別　凡例にA　扉+電気錠」とありますが、電気錠には
カードリーダーが設置されるという理解でしょうか。

【添付資料４－５－１～１０】「各室性能表」及び【添付資料４－
６－５】「電気各室性能凡例」をご参照ください。

602 41_(添付4-6-7)空
間遮音性能の考え
方

1 室内騒音性能の考え方に記載された発生音想定値が通常よりもかな
り高い（厳しい）と考えます。現実的な発生音レベルを再度ご検討
いただくことは可能でしょうか。

原文のとおりとします。

603 41_(添付4-6-7)空
間遮音性能の考え
方

添付資料4-7-6において研修室7と研修室5、6は相互に近接とありま
すが、添付資料4-6-7空間遮音性能の考え方では「Dr-80」と厳しい
値が設定されており、室レイアウトと空間遮音性能の両方を満たす
ことは難しいと考えられます。空間遮音性能の考え方が変更になる
可能性はございますでしょうか。

原文のとおりとします。

604 41_(添付4-6-7)空
間遮音性能の考え
方

添付資料4-7-6においてレッスン室5、6、8、9、またレッスン室7は
相互に近接とありますが、添付資料4-6-7空間遮音性能の考え方では
「Dr-75」と厳しい値が設定されており、室レイアウトと空間遮音性
能の両方を満たすことは難しいと考えられます。空間遮音性能の考
え方が変更になる可能性はございますでしょうか。

原文のとおりとします。

605 44_(添付4-7-2)楽
屋各室の性能特記
事項

床山立方、女形共、有効面積14畳程度とし、踏込み、鬘棚、流し台
１台を設けるとの記載がありますが、「添付資料４－５－２　楽屋
各室性能表」に記載の室面積には床山立方30㎡、女形20㎡となって
います。性能特記に限らず各室性能表に記載の面積確保を優先と考
えてよろしいでしょうか。

【添付資料４－５－２】「楽屋各室性能表」の床山女方の室面積を
25㎡に訂正しますので、訂正表をご確認ください。

606 47_(添付4-7-5)客
席・ホワイエ各室
の性能特記事項

1 M-3 大劇場、小劇場、演芸場のホワイエにおいて、ホワイエ内での飲食
に関する記載がないが、観劇客が幕間等の際に飲食可能なエリアと
想定しても良いか。

グランドロビーやホワイエの飲食可能エリア以外における飲食は不
可とします。グランドロビーやホワイエの飲食可能エリアの設定に
ついては、事業者と協議のうえ、振興会が決定します。

607 47_(添付4-7-5)客
席・ホワイエ各室
の性能特記事項

1 M-3 大劇場、小劇場、演芸場のホワイエにおいて、公演時以外の時間に
一部開放し、グランドロビーと同様に、展示やイベントなど、普及
発信を行う空間として想定することは可能か。

セキュリティに配慮し、他劇場の運用に支障がないことを前提とし
たうえで、事業者の提案によります。

608 48_(添付4-7-6)養
成研修各室の性能
特記事項

衛生器具の個数は（公社）空気調和・衛生工学会による「衛生器具
の適正器具算定表」における学校の適正器具数レベル１以上とする
とあります。
「添付資料2-3入居予定人数」には伝統芸能の研修生15人（うち女性
3人）、現代舞台芸術の研修生は70人（うち女性40人）とあります
が、「添付資料４－７－６　養成研修各室の性能特記事項」伝統芸
能の研修生ロッカー数男子30人、女子15人、現代芸術研修生約102名
（男性46名・女性56名）とあります。
衛生器具の適正器具算定においては養成研修各室の性能特記事項に
記載の人数を優先と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

609 49_(添付4-7-7)調
査資料各室の性能
特記事項

１ 14 レファレンス
（調査資料）

「部屋の形状に合わせて集密書架を設置し、可能な限りの収納量を
確保する」とありますが、最低収納量の想定があれば教えてくださ
い。

現状で、フィルム等は平行移動書棚（３列４連、W3600・D900・
H2100）約２台分と引出型収納庫（W900・D550・H1100）約25台分、
映像資料等は集密書架（複式４連、W3800・D380・H2000）６台分の
収蔵量があります。

610 49_(添付4-7-7)調
査資料各室の性能
特記事項

1 15 Ｕ－２_貸出用
収蔵庫

「・部屋の形状に合わせて集密書架を設置し、可能な限りの収納量
を確保する」とあるが、収納量などの仕様や数など検討の参考値と
して、現状保管している資料の量または今後の収集・保存方針な
ど、考えをお示しください。

No.609の回答をご参照ください。

611 49_(添付4-7-7)調
査資料各室の性能
特記事項

2 3 Ｖ－１_収蔵庫
①(図書資料）

「資料の形状に応じた専用収納棚を設置する。」とあるが、適切な
棚を検討するための仕様や台数等または資料の形状・点数をお示し
ください。

現状で、図書資料（単行本、台本、筋書、上演資料集、図鑑など）
は約30万点収蔵しています。

612 49_(添付4-7-7)調
査資料各室の性能
特記事項

2 4 収蔵庫②(博物
資料）

「資料の形状に応じた専用収納棚を設置する。」とあるが、適切な
棚を検討するための仕様や台数等または資料の形状・点数をお示し
ください。

現状で、博物資料（絵画、文献、人形、番付、版画、ポスターな
ど）は約９万点収蔵しています。
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613 49_(添付4-7-7)調
査資料各室の性能
特記事項

2 5 収蔵庫③（視
聴
覚資料）

「資料の形状に応じた専用収納棚を設置する。」とあるが、適切な
棚を検討するための仕様や台数等または資料の形状・点数をお示し
ください。

現状で、視聴覚資料（映画フィルム、テープ、レコード、写真フィ
ルムなど）は約32万点収蔵しています。

614 50_(添付4-7-8)普
及発信各室の性能
特記事項

1 8 Ｗ－１_企画展
示

「壁面展示ケースは、無反射又は低反射アクリルパネル仕様とす
る。」とありますがアクリルをガラスに読み替えてよろしいでしょ
うか。

原文のとおりとします。

615 50_(添付4-7-8)普
及発信各室の性能
特記事項

2 10 Ｗ－６_ショッ
プ

備考欄に、備品等：レジカウンター、レジと記載がありますが、こ
の備品は普及発信施設の備品として事業費(什器、備品等調達業務
費)の一部として、振興会が負担すると考えてよろしいでしょうか。

飲食物販等については独立採算であり、レジカウンターやレジの調
達は事業者の負担により行ってください。

616 51_(添付4-7-9)事
務管理各室の性能
特記事項

2 17 Z-32国立劇場制作部、制作部資料室では配置等が事務室（公演計画
課に近接）に近接となっています。また、添付資料４－５－９事務
管理各室性能表のゾーニング・レベルが会議室になっています。制
作部資料室は会議室のセキュリティゾーニング・レベルと考え、事
務室のエリア外と考えてよろしいでしょうか。

制作部資料室は事務室（公演計画課に近接）に近接することとし、
【添付資料４－５－９】「事務管理各室性能表」を訂正しますの
で、訂正表をご確認ください。

617 51_(添付4-7-9)事
務管理各室の性能
特記事項

5 10 Ｚ－３６チ
ケットセン
ター

配置等について「事務室（販売計画課、営業課）に隣接」とありま
すが、普及発信施設の運営スタッフ事務室を兼ねるとあることか
ら、販売計画課および営業課と普及発信施設の運営支援業務との具
体的な業務連携のあり方について考えをお示しください。

要求水準を満たしたうえで、効率の良い運営のための連携について
提案してください。

618 51_(添付4-7-9)事
務管理各室の性能
特記事項

8 3 『a-3 備蓄倉庫B』の配置は劇場エリアに設置と記載があるが、【添
付資料4-5-9「事務管理各室性能表」】でa-3 備蓄倉庫Bのゾーニン
グは事務管理エリアとなっている。劇場エリアに事務管理諸室が集
まるエリアが必要ということか確認したい。

「ａ-15　備蓄倉庫Ｂ」は劇場エリアに設置することとし、【添付資
料４－５－９】「事務管理各室性能表」及び【添付資料４－６－
２】「セキュリティ相関図・凡例」を訂正しますので、訂正表をご
確認ください。

619 55_(添付4-9-2)公
演記録設備仕様表

公演記録設備仕様表にある機材は、製造中止等にて入手できない可
能性もありますが、現行機材は持ち出せない（使用できない）想定
でよろしいでしょうか。

製造中止等により入手できない場合は、同等品以上の機材を調達し
てください。既存施設の機材は持ち出しません。

620 58_(添付4-10-3)
大劇場　舞台床機
構図・仕様表

1,2 花道すっぽんのサイズで、1ページでは1061mm×1061mmとなっていま
すが、2ページ大劇場 舞台床機構仕様表では No2花道スッポン1、
No3花道スッポン2共に1061ｍｍ×2121mmとなっています。花道スッ
ポン1，2共、サイズは1061mm×1061mと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
舞台床機構仕様表にはスッポン２台分の寸法を表しています。
【資料－２】「要求水準書」第４章．第６節．２．（１）③ c．
(a)（ア）をご参照ください。

621 59_(添付4-10-4)
大劇場　舞台吊物
表・仕様表

3 大劇場舞台吊物機構仕様表では、No96上手前・下手前サスペンショ
ンライト2台、No97上手奥・下手奥サスペンションライト2台となっ
ています。【添付資料4-10-8】大劇場 舞台照明設備仕様書2ページ
では、これに加え、No12上手中・下手中サスペンションライト1式の
記述があります。上手中・下手中サスペンションライト用の吊物機
構2式を新たに設けるということでよろしいでしょうか。

舞台機構は上手、下手とも前と後の２つになっていますが、照明負
荷回路は上手、下手とも３系統を前と後ろに振り分けることになり
ます。
なお、振り分け方については、事業者との協議のうえ振興会が決定
します。

622 63_(添付4-10-8)
大劇場　舞台照明
設備仕様表

3 13 12 上手中・下手中サスペンションライトが追加されており、機構設備
には考慮されていないのですが、上手前・下手前サスペンションラ
イト並びに上手奥・下手奥サスペンションライトと同様の使い勝手
として考慮してよろしいでしょうか。

No.621の回答をご参照ください。

623 63_(添付4-10-8)
大劇場　舞台照明
設備仕様表

【添付4-10-8大劇場 舞台照明設備仕様表】、【添付4-10-9大劇場
舞台音響設備仕様表】のように、研修部門用の照明・音響備品がリ
ストアップされていないが、これは事業者が特段用意する必要がな
いとの理解でよろしいか。

養成研修における備品等については、【参考資料５－２－22】「什
器・備品リスト　一般什器・特殊什器・家電」をご参照ください。

624 68_(添付4-11-3)
小劇場　舞台床機
構図・仕様表

1,2 花道すっぽんのサイズで、1ページでは1000mm以上×1000mm以上と
なっていますが、2ページ小劇場 舞台床機構仕様表では No4花道
スッポン1、No5花道スッポン2共に1000ｍｍ×2000mmとなっていま
す。花道スッポン1，2共サイズは1000mm以上×1000mm以上と考えて
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
舞台床機構仕様表にはスッポン２台分の寸法を表しています。
【資料－２】「要求水準書」第４章．第６節．３．（１）③ c．
(a)（ア）をご参照ください。

625 85_(添付4-13)個
人情報の取扱いに
関する特約条項

1 29 第２条（８） 「本契約の履行後、廃止後又は解除後に、甲から提供された個人情
報の媒体があるときは、契約履行の完了と同時に振興会に返却す
る。また、複製等を行った個人情報があるときは、完全に消去する
等適切な処理を行う」旨の記載がございますが、法令による保管義
務又は業務記録等として一部資料の保管が必要となる場合におい
て、個人情報を含む書面及び複写物等を保管することは、本条の規
定に反するものではないと考えてよろしいでしょうか。

別途、法令等の遵守すべき規定の対象となる資料がある場合におい
てはご理解のとおりです。

626 85_(添付4-13)個
人情報の取扱いに
関する特約条項

1 47 第５条（２） 「甲は、個人情報の秘匿性等に応じて、年に一回以上、乙の事務所
及び関連施設に立入り、個人情報の管理体制、実施体制及び個人情
報管理の状況を、検査その他の方法で確認する」旨の記載がござい
ますが、事業者の各構成企業の社屋内には、本事業とは別途、秘密
保持義務を負う図面や各種資料等を保管しておりますので、情報セ
キュリティの必要上、各構成企業の社屋内に立ち入って監査を行う
ことはご容赦いただき、事業者の情報管理体制について報告等を要
する場合は、本事業の担当者から必要な説明を行うことで対応させ
ていただけますでしょうか。

事業者による説明により個人情報の管理体制、実施体制及び個人情
報管理の状況が適正に確認し難い場合には、立入りによる検査を行
う必要があります。

627 85_(添付4-13)個
人情報の取扱いに
関する特約条項

2 2 第５条（３） 「甲は、所定の調査結果又はその他の事由に基づき、乙における個
人情報の管理体制が不十分であると判断したときは、乙に改善を請
求し、乙はこれに従わなければならない」旨の記載がございます
が、振興会様による当該の判断は、事実関係を踏まえ、客観的かつ
妥当性のある基準により行われることが前提であると考えてよろし
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

628 88_(添付4-16)建
設工事に関する留
意事項

6 16 ｚ_（ａ） 「建設副産物情報交換システム」について、入力だけで書類等の提
出はないと考えてよろしいでしょうか。

記載のとおり、「建設副産物情報交換システム」により作成した
「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書
（実施書）」により振興会に報告してください。

629 88_(添付4-16)建
設工事に関する留
意事項

７ 21 ｂｂ_（ａ） 「振興会が使用する200㎡程度の仮設事務所」は、解体工事着手時点
(2024/2/1)～建物引渡し(2029/3/31)までの期間を想定すれば宜しい
でしょうか。

ご理解のとおりですが、建物引渡し時には敷地内の外構工事を含め
てすべての工事が完成していることが必要となります。そのため、
敷地内に仮設事務所を設置する場合は、撤去時期等を考慮したうえ
で設定してください。
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630 88_(添付4-16)建
設工事に関する留
意事項

8 45 ee. (b) 「工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を
保全する」旨の記載がございますが、工事中止期間中の現場保全に
ついて、事業者が負担すべきではないと認められる費用について
は、振興会様にてご負担いただけますでしょうか。

工事の一時中止に係る取扱いについては【資料－１】「事業契約書
(案）」の第35条から第37条をご参照ください。

631 89_(添付5-1-1)修
繕に係る要求水準

1 2 １業務の概要 「事業期間中の建物の基本的性能を保持するために定期的な修繕を
行う業務」との記載がありますが、舞台関連の機構設備についても
「建物の基本的な性能」に含まれますでしょうか。

舞台関連の機構設備は建物の基本的な性能に含まれないため、要求
水準及び添付資料に確保すべき性能を定めています。

632 89_(添付5-1-1)修
繕に係る要求水準

1 7 3_修繕業務の
考え方

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」の「NO.877_更新が実施されないことにより発生
する修繕費は振興会が負担する認識でよいか」という質問に対し
て、「【資料-1】「業務要求水準書（案）」第5章.第1節.5.(3)⑤を
ご参照ください」と回答がありました。参照個所の表現ですと理解
ができず認識の違いが出てきてしまうため、振興会が負担するか否
か等明確にご回答頂きたくお願いします。

【資料－２】「業務要求水準書」第５章．第１節．５．（３）⑤に
おいて定める長期修繕計画書に基づき振興会が適切に更新を行いま
す。修繕のみでは要求水準を満足することができず、代替措置等を
講じる必要が生じた場合、当該費用について振興会が負担します。

633 89_(添付5-1-1)修
繕に係る要求水準

1 7 3_修繕業務の
考え方

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」の「NO.569_舞台関連設備の修繕・更新」におい
て、「舞台関係設備の修繕業務については、No.564の回答のとおり
【添付資料5-1-1】「修繕に係る要求水準」4.⑪「付帯する工作物」
により実施します。」と回答がありました。つまり、軽微な修繕、
計画修繕含めて（更新、大規模修繕除く）、舞台関連設備の修繕業
務は事業者の業務範囲という理解でよろしいでしょうか。参照個所
の提示ですと認識の違いが出てきてしまうため、含むもしくは含ま
ない等明確にご回答頂きたくお願いします。

舞台関係設備の修繕業務については、【添付資料５－１－１】「修
繕に係る要求水準」４．⑪「付帯する工作物」により実施し、舞台
関連設備の修繕業務は事業者の業務範囲に含まれます。なお、本業
務に要する工具・測定機等の費用については受託者の負担とし、対
象の舞台機構のうち、補充の必要が認められた交換品及び消耗品に
ついては振興会の負担とします。

634 89_(添付5-1-1)修
繕に係る要求水準

1 7 3_修繕業務の
考え方

「不適切な維持管理その他事業者の責に帰する事由により、予測し
難い機器の更新が必要となった場合でも事業者の責任と負担でこれ
を行う」とありますが、設備機器のメーカーによる部品生産が終了
し修繕が不可能となった場合は、「その他事業者の責」とはなら
ず、振興会にて更新頂けるとの理解でよろしいでしょうか。

事業者の負担とします。
また、不可抗力による場合は、事業契約書（案）第36条及び別紙６
に規定された負担割合に応じて当該費用を負担することになりま
す。
なお、「要求水準書」第５章．第１節．５．(３)⑤による長期修繕
計画書、各年度修繕計画書を作成時点で、事業期間中に必要な予備
部品等を適切に確保することを求めます。

635 89_(添付5-1-1)修
繕に係る要求水準

1 12 ３修繕業務の
考え方

「修繕は【参考資料５－１－４ 】「修繕・更新周期の考え方」 を
参考に行うものとする。」とありますが、５－１－４に舞台設備に
ついての記述がありません。舞台設備・備品の修繕、定期的な更
新・交換についての費用負担についても、振興会様側で負担すると
いう認識でよろしいでしょうか。

No.633の回答をご参照ください。

636 90_(添付5-1-2)諸
室ごとの業務実施
時間帯、清掃業務
範囲及び立入り制
限

1 5 日常清掃の立入制限「公演中」について、9:00-22:00に設定されて
います。例えば公演が午後からであったとしても9:00以降は制限が
掛かるとの理解でよろしいでしょうか。

９:00-22:00が原則ですが、実際の公演時間により制限がかかるとご
認識ください。

637 90_(添付5-1-2)諸
室ごとの業務実施
時間帯、清掃業務
範囲及び立入り制
限

1 5 清掃業務範囲 日常清掃に「公演」と記載がある箇所について、期間
中の清掃頻度は1日1回と考えてよろしいでしょうか。

【添付資料５－２－８】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要
求水準」に記載のとおり、稽古日からばらしまでの期間中に毎日行
うものと設定しています。１日の清掃回数については、要求水準に
よるほか、事業者の提案によります。

638 90_(添付5-1-2)諸
室ごとの業務実施
時間帯、清掃業務
範囲及び立入り制
限

1 5 特高電気室や電気室、機械室も定期清掃範囲となっておりますが、
設備管理者以外の人員出入は望ましくなく、清掃実施時において事
故発生のリスクもあることに加え、バックスペースであるため清掃
の必要性もないと考えます。これらの部屋について定期清掃対象範
囲外とすることおをご検討頂きたく存じます。

原文のとおりとします。なお、事故発生のリスクについては、【添
付資料５－２－８】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要求水
準」４．(３)⑥b．に記載のとおり、『電気が通電されている部分又
は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分』は省略
できることとしています。

639 90_(添付5-1-2)諸
室ごとの業務実施
時間帯、清掃業務
範囲及び立入り制
限

1 5 事務管理部門諸室などは定期清掃を月に2回と規定されております
が、一般的な事務室等にくらべて過剰仕様と思われます。どのよう
な清掃を考えられた頻度設定及び具体的に想定されている作業を開
示頂きたく存じます。また、当社として過剰と判断した場合は、仕
様を削減することは可能でしょうか。

前段については、【添付資料５－２－８】「各部位の日常清掃及び
定期清掃に係る要求水準」に記載のある作業内容をご参照くださ
い。後段については、【添付資料５－２－８】「各部位の日常清掃
及び定期清掃に係る要求水準」３．において、『周期については、
【添付資料５－１－２】「諸室ごとの業務実施時間帯、清掃業務範
囲及び立入り制限」による。』としているとおり、必要な実施頻度
を示しています。なお、効率的な業務の実施に寄与すると考えられ
る場合は、事業契約後に事業者と協議のうえ、振興会が決定しま
す。

640 90_(添付5-1-2)諸
室ごとの業務実施
時間帯、清掃業務
範囲及び立入り制
限

立入りに関す
る制限_時間帯

「公演中」とあるものは「在室時間帯（参考）」において「公演
時」と示されている時間帯全域において立入り制限があるわけでは
なく、実際に公演が行われている時間帯のみ立入り制限があるとい
う理解でよろしいでしょうか。（例えば、大劇場舞台について9:00
から22:00まで立入り制限がされるのではなく、公演前後の時間帯の
み立入りが制限されるなど）

No.636の回答をご参照ください。

641 90_(添付5-1-2)諸
室ごとの業務実施
時間帯、清掃業務
範囲及び立入り制
限

立入りに関す
る制限_時間帯

「利用時」とあるものは「在室時間帯（参考）」において「利用
時」と示されている時間帯全域において立入り制限があるわけでは
なく、実際に諸室が利用されている時間帯のみ立入り制限があると
いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

642 90_(添付5-1-2)諸
室ごとの業務実施
時間帯、清掃業務
範囲及び立入り制
限

立入りに関す
る制限_時間帯

「立入りに関する制限_時間帯」において「利用時」とあり、「在室
時間帯（参考）」において「常時」とあるものについてはどのよう
に考えればよろしいでしょうか。

「在室時間帯（参考）」において『常時』としている時間帯以外で
対応してください。

643 90_(添付5-1-2)諸
室ごとの業務実施
時間帯、清掃業務
範囲及び立入り制
限

立入りに関す
る制限_入室許
可先業務

「入室許可先業務」とは何を指すのかご教示ください。 『入室許可先業務』と記載がある室は、入室にあたって許可が必要
です。

644 91_(添付5-1-3)維
持管理・運営に係
る配置者の一覧

1 12 1_(5)維持管
理・運営業務
に係る振興会
との連絡窓口

維持管理・運営業務に係る振興会との連絡窓口は統括責任者、統括
責任者補佐、維持管理・運営業務の各業務責任者・副責任者・業務
従事者との兼務は可能との理解でよろしいでしょうか。

連絡窓口は各業務責任者・副責任者・業務受持者との兼務は可能で
す。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

645 94_(添付5-2-1)定
期点検等及び保守
業務に係る要求水
準

1 10 ３_（１） 定
期点検等及び
保守業務 の要
求水準

「建築保全業務共通仕様書（平成30年版）により業務を実施す
る。」とありますが、機器やメーカーによりメンテナンス手法が異
なることや、事業者の点検ノウハウの活用の観点をふまえ、建築保
全業務共通仕様書はあくまで参考とし、協議の上、設置機器等に対
して適切な頻度・方法での実施とさせて頂けますでしょうか。

No.561の回答をご参照ください。

646 94_(添付5-2-1)定
期点検等及び保守
業務に係る要求水
準

1 11 ３_(1) 建築保全業務共通仕様書の改定された場合、どのような対応となる
かご教示願います。

法令等の重要な変更があった場合の対応は協議とします。

647 95_(添付5-2-2)国
立能楽堂定期点検
等及び保守業務に
係る設備・点検項
目等

22 11 １_（4）交換
対応

設置されている消火器の製造年をご教示ください。 【参考資料５－２－２】「国立能楽堂定期点検に係る検査報告書及
び国立能楽堂修繕履歴等」に「消火器管理票」を追加しますので、
ご参照ください。

648 95_(添付5-2-2)国
立能楽堂定期点検
等及び保守業務に
係る設備・点検項
目等

69 別紙単線結線
図

文字が読み取れないため、解像度が高い資料を開示頂きたく存じま
す。

【添付資料５－２－２】「国立能楽堂定期点検等及び保守業務に係
る設備・点検項目等」の「別紙単線結線図」を高解像度の図面に差
し替えますので、ご参照ください。

649 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 11 １．_（１）_
⑤

「新規に購入を予定している舞台関係設備及びソフトウェア等の更
新時期については、振興会と協議を行い、業務計画書に記載するこ
と。」とあるが、更新時期を業務計画書に記載するだけで、更新業
務の費用は事業範囲外との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

650 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 11 1_(1)_⑤一般
事項

「舞台関係設備及びソフトウェア等の更新時期については ～ 業務
計画書に記載すること」とありますが、ソフトウェアの更新も、振
興会が行う修繕業務における「更新」に含まれ、事業者負担ではな
いとの理解でよろしいでしょうか。

No.649の回答をご参照ください。なお、ソフトウェアを更新した後
の舞台関係設備についても点検・保守の対象となります。

651 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 11 １_（１）_⑤
一般事項

「新規に購入を予定している設備の更新時期については振興会と協
議を行い、業務計画書に記載をすること」との記載がありますが、
業務計画を検討するにあたり、各設備に関する更新費用についての
考え方を教えてください。更新費用は振興会様での負担という理解
でよろしいでしょうか。

現時点で新規に購入を予定している設備はありません。

652 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 13 1_(1)_⑥一般
事項

「点検・保守に必要な工具、計測機器 ～ 事業者負担とする」とあ
りますが、2.舞台設備機構～10.公演記録映像収録設備までの各業務
において既存施設での実績（種類、数量等）についてご教示くださ
い。

既存施設での実績は把握していません。

653 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 17 １．_（１）_
⑧

「振興会の承諾なしに、設備及び機器等を改変並びに修理してはな
らない。」とありますが、承諾が出ない場合は修理する必要はない
という理解でよろしいでしょうか。

修理が必要かつ承諾が出ない場合は、修理が必要でない場合と修理
方法が適切でない場合が想定されます。修理が必要でない場合は修
理する必要はありませんが、修理方法が適切でない場合は適切な修
理方法を提案のうえ、承諾を得る必要があるとお考えください。

654 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 17 1_(1)_⑧一般
事項

「振興会の承諾なしに、設備及び機器等を改変並びに修理してはな
らない」とありますが、参考資料5-2-4～5-2-20「費用の負担」等に
記載があるように、交換品及び消耗品については振興会の負担、つ
まり修繕は振興会の負担（事業範囲外）との理解でよろしいでしょ
うか。

NO.633の回答をご参照ください。

655 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 18 1_(1)_⑨一般
事項

「陳腐化リスクについては、業務計画書による」とありますが、も
し陳腐化に対応するため設備機器等を更新する場合は、振興会が行
う修繕業務における「更新」に含まれ、事業者負担ではないとの理
解でよろしいでしょうか。

陳腐化リスクは竣工時に設置する設備機器などに関するものと、竣
工後に関するものがあります。前者については、事業者の業務・負
担に含まれます。後者については、陳腐化による設備機器の更新は
想定しておらず、事業者側の判断で更新する場合は事業者の負担と
なります。

656 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 19 １_（１）_⑩
一般事項

本番時や仕込み・撤収時の安全管理について、「舞台関係設備の定
期点検及び保守業務の中でトラブル対応なども行う」との記載がご
ざいますが、設備の作動状況を確認する以外にも、例えば搬出入作
業の安全管理なども行う必要がございますでしょうか。「安全管
理」の業務の範囲をお知らせください。また、「保守業務の中で行
う」とのことですが、例えば舞台機構の機器メンテナンスを行う保
守事業者が、音響機材の仕込み作業の安全管理も行う、といったこ
とが求められているという理解でよろしいでしょうか。

前段の安全管理については、【資料－２】「業務要求水準書」第５
章．第１節．５．(３)④をご参照ください。
後段については、舞台関係設備を対象としていますので、ご理解の
とおりです。

657 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 24 １_（２）業務
実施体制

「業務従事者」と「常駐業務従事者」という２種類の記載がござい
ますが、「業務従事者」はメンテナンスを中心とした保守点検業務
を指し、「常駐業務従事者」は舞台技術全般の知識を持ち、一般的
な技術管理業務を行うという認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
「業務従事者」の定義は【添付資料１－１】「用語の定義」をご参
照ください。
本業務の常駐業務従事者については、【添付資料５－２－４】「国
立劇場舞台関係設備の点検・保守業務に係る要求水準」１．（２）
③④をご参照ください。

658 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 27 １_（２）_② 業務副責任者は業務副責任者を補佐する者とする。とありますが、
業務副責任者は業務責任者を補佐する者の誤りでしょうか。本件
は、実施方針に関する質問回答において事業者からの指摘に対し、
誤りであることを確認いただいている一例ですが、各種資料におい
て入札公告時に修正されていない箇所が多数ございます。そのまま
にしておきますと提案まで又は事業者決定後においても振興会様と
応募者（事業者）との間で解釈の行き違いが生じる恐れがあり、お
互いに都度解釈確認の膨大な手間がかかりますので、各種資料の修
正版を再度公表いただけないでしょうか。再度公表いただけない場
合は、事業契約書（案）第４条等において、実施方針及び実施方針
質問回答の位置づけを規定いただけないでしょうか。

業務副責任者は業務責任者を補佐する者とします。【添付資料５－
２－４】「国立劇場舞台関係設備の点検・保守業務に係る要求水
準」を訂正しますので、訂正表をご確認ください。

659 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 27 １_（２）_②
業務実施体制

「業務副責任者は業務副責任者を補佐する者」とありますが、業務
副責任者ではなく、業務責任者を補佐する者ではないでしょうか。

No.658の回答をご参照ください。

660 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 29 １_（２）_③ 常駐の業務従事者は、それぞれの劇場の公演日について、それぞれ
最低何名必要でしょうか。

要求水準を満たす範囲において、事業者の提案によります。
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661 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 29 １_（２）_③
業務実施体制

常駐業務従事者につきましては、「メンテナンス等が行える保守管
理業務の従事者」と、「運用時の技術管理業務の従事者」のどちら
が求められておりますでしょうか。もしくは、両方の従事者が1名ず
つなど、それぞれ常駐していくイメージでしょうか。

No.645及びNo.660の回答をご参照ください。

662 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 29 １_（２）_③
業務実施体制

常駐業務従事者について、「最低５年以上の点検・保守業務の実務
経験を有する」と記載がありますが、「点検・保守業務」というの
は、「技術設備のメンテナンス等の業務」という理解でよろしいで
しょうか。その場合に、業務責任者については、６年以上の技術設
備の保守メンテナンス業務の経験を持ち、舞台・照明・音響・収録
設備のすべてのメンテナンス業務についての知識も持つ人材を配置
するといった理解でよろしいでしょうか。

前段については、No.645及びNo.660の回答をご参照ください。
後段については、No.657の回答をご参照ください。

663 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 29 １_（２）_③
業務実施体制

常駐業務従事者について、「最低５年以上の点検・保守業務の実務
経験を有する」と記載がありますが、「点検・保守業務」というの
は、「技術設備のメンテナンス等の業務」という理解でよろしかっ
たでしょうか。舞台設備の管理運営を行う意味合いでの「技術管理
業務の実務経験を有する」といった記載に変更いただくことは可能
でしょうか。

前段については、No.645及びNo.660の回答をご参照ください。
後段については、原文のとおりとします。

664 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 32 １_（２）_④ 「常駐業務従事者は舞台照明設備、舞台音響設備、公演記録収録設
備などの機器及びその取り扱い方法についての知識を持ち、」とあ
りますが、舞台機構設備についての知識は不要でしょうか。もしく
は、舞台機構設備の知識を持つ者が常駐することが前提で、照明・
音響・記録設備のすべての知識を持つ人材配置が必要ということで
しょうか。

本業務の常駐業務従事者については、【添付資料５－２－４】「国
立劇場舞台関係設備の点検・保守業務に係る要求水準」１．（２）
③④を参照し、事業者において適切に人員を配置してください。

665 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 32 １_（２）_④ 「常駐業務従事者は舞台照明設備、舞台音響設備、公演記録収録設
備などの機器及びその取り扱い方法についての知識を持ち、」とあ
りますが、照明・音響・記録設備など、それぞれの分野の保守点検
事業者をそれぞれ常駐させる必要があるという認識でよろしいで
しょうか。すべての機材についての知識を持つ保守点検事業者を確
保するのは困難です。

No.664の回答をご参照ください。

666 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 32 １_（２）_④
業務実施体制

常駐業務従事者について、「舞台照明設備、舞台音響設備、公演記
録収録設備等の機器及びその取り扱い方法についての知識」が求め
られておりますが、それぞれの設備について、メンテナンスまでを
行える技術が求められているとの認識でよろしいでしょうか。
その場合に、全ての稼働日で、各設備の専門知識を有する者をそれ
ぞれに揃え、各劇場に常駐させる必要がございますでしょうか。

前段について、本業務では、舞台関係設備の点検・保守、軽微な修
理及び機能調整等を求めています。また、修繕業務については、
No.633の回答をご参照ください。
後段の人員配置については、No.664の回答をご参照ください。

667 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 42 １．_（４）_
①

「事業者は、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最
善の手段で対処すること。」とありますが、最善の手段で対処する
とは修理するという理解でよろしいでしょうか。舞台関係設備に関
する業務範囲は点検・保守であり、修繕・更新は含まないという認
識ですが、修理した場合、その費用の扱いはどのようになるので
しょうか。

前段については、最善の手段に修繕・更新が含まれる場合がありま
す。
後段については、No.633の回答をご参照ください。

668 97_(添付5-2-4)国
立劇場舞台関係設
備の点検・保守業
務に係る要求水準

1 １_（４）_①
故障時等の対
応

「事業者は不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処すること」
との記載がありますが、一方で（１）一般事項の⑧において、「振
興会の承諾なしに修理してはならない」との記載もございます。ト
ラブル対応での初期対応での修理等においても、すべて振興会様の
許可が必要という理解でよろしいでしょうか。また、修理に要した
費用は振興会様の負担という理解でよろしいでしょうか。

不時の故障や事故に対する初期対応で、修理等が必要な場合も、す
べて振興会の許可が必要となります。修理を行う場合の負担の考え
方は、No.633の回答をご参照ください。

669 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

1 3 １_（１） 常駐業務の業務の概要として「舞台機構設備」の記載がありません
が、能楽堂については対応は不要という認識でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

670 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

1 3 １_（１） 常駐業務の業務の概要として「国立能楽堂の舞台照明設備、舞台音
響設備、公演記録収録設備、視聴覚設備、舞台監視映像設備、音
声・映像回線設備及びそれらに付随する設備に関し、運用時の保
守、障害発生時の対応及び運用支援の業務を行う。」との記載があ
りますが、各分野の設備に対応するにあたって、それぞれの分野の
保守点検事業者を常駐させる必要がございますでしょうか。

【添付資料５－２－５】「国立能楽堂舞台関係設備の点検・保守業
務に係る要求水準」１．（３）のとおり、原則１日につき１ポスト
の勤務とし、必要と認められる場合には、振興会と協議のうえ、増
員も可能としています。

671 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

1 3 １_（１） 常駐業務の業務の概要として「国立能楽堂の舞台照明設備、舞台音
響設備、公演記録収録設備、視聴覚設備、舞台監視映像設備、音
声・映像回線設備及びそれらに付随する設備に関し、運用時の保
守、障害発生時の対応及び運用支援の業務を行う。」との記載があ
りますが、運用支援とは具体的にどのような業務を指すのかご教示
ください。

【添付資料５－２－５】「国立能楽堂舞台関係設備の点検・保守業
務に係る要求水準」１．(４)．③をご参照ください。

672 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

1 3 １_（１）業務
の概要

「舞台照明設備、舞台音響設備、公演記録収録設備、視聴覚設備、
舞台監視映像設備、音声・映像回線設備及びそれらに付随する設備
に関し、運用時の保守、障害発生時の対応及び運用支援の業務を行
う。」とありますが、各機器のトラブル初期対応（各設備のメンテ
ナンス事業者への連絡）だけでなく、管理業務についても常駐で行
うとの認識でよろしいでしょうか。その場合に、すべての部署のメ
ンテナンス対応が可能な従事者を、それぞれ常駐させる必要がござ
いますでしょうか。

前段について、本業務においては、舞台関係設備の運用時の保守、
障害発生時の対応及び運用支援の業務について規定しています。
そのほかの維持管理業務については、要求水準書をご参照くださ
い。
後段については、No.660及びNo.670の回答をご参照ください。

673 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

1 11 １_（２）_③
業務実施体制

業務従事者について、「最低５年以上の点検・保守業務の実務経験
を有する」と記載がありますが、「点検・保守業務」というのは、
「技術設備のメンテナンス等の業務」という理解でよろしいでしょ
うか。その場合に、業務責任者については、６年以上の技術設備の
保守メンテナンス業務の経験を持ち、舞台・照明・音響・収録設備
のすべてのメンテナンス業務についての知識も持つ人材を配置する
といった理解でよろしいでしょうか。

前段については、No.645及びNo.660の回答をご参照ください。
後段については、No.657の回答をご参照ください。

674 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

1 11 １_（２）_③
業務実施体制

業務従事者の要件について、「最低5年以上の点検・保守業務の実務
経験を有する者とする」という文言は、「劇場設備の技術管理業務
の実務経験を有する」といった記載に変更いただくことは可能で
しょうか。

原文のとおりとします。
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675 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

1 16 1_(3)_①業務
時間及び配置
人数

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」の「NO.701_「原則1日につき1ポスト勤務」と記
載がありますが、このポストとは、勤務時間（9時～22時）を1ポス
トとする理解でよろしいでしょうか。また、休憩は可能でしょう
か」という質問に対して、「【添付資料5-2-5】「国立能楽堂舞台関
係設備の点検・保守業務に係る要求水準」1.(3)②をご参照くださ
い」と回答がありました。参照個所の表現ですと「振興会と協議の
うえ決定する」となっており、適切な見積もり（入札価格の設定）
が困難です。振興会と協議のうえ決定するにしてもお考えをお示し
頂けないでしょうか。

勤務時間（９時～22時）を１ポストとする理解でよろしいです。休
憩に関しては関係法令を遵守のうえ、事業者において適切に設定し
てください。

676 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

4 14 2_(2)国立能楽
堂舞台照明設
備定期点検・
保守業務 業務
実施体制

「業務責任者を配置すること」、「専門の技術者を配置すること」
とありますが、現地に勤務させることでなく、「選任する」という
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

677 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

4 32 2_(5)国立能楽
堂舞台照明設
備定期点検・
保守業務 業務
上の留意事項

不具合に関して、業務実施中（年１回の精密点検、年１回の簡易点
検及び履行期間中のオンコール対応）に発見した業務従事者で対応
可能なものは振興会から部材を提供頂き修理を行い、対応不可なも
のは振興会負担（別途費用を頂き事業者が実施することも含む）と
いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

678 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

12 36 3_(2)国立能楽
堂舞台音響設
備定期点検・
保守業務 業務
実施体制

「業務責任者を配置すること」、「専門の技術者を配置すること」
とありますが、現地に勤務させることでなく、「選任する」という
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

679 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

13 14 3_(5)国立能楽
堂舞台音響設
備定期点検・
保守業務 業務
上の留意事項

不具合に関して、業務実施中に発見した業務従事者で対応可能なも
のは振興会から部材を提供頂き修理を行い、対応不可なものは振興
会負担（別途費用を頂き事業者が実施することも含む）という理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

680 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

18 26 4_(2)国立能楽
堂ITV設備定期
点検・保守業
務 業務実施体
制

「業務責任者を配置すること」、「専門の技術者を配置すること」
とありますが、現地に勤務させることでなく、「選任する」という
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

681 98_(添付5-2-5)国
立能楽堂舞台関係
設備の点検・保守
業務に係る要求水
準

19 2 4_(5)国立能楽
堂ITV設備定期
点検・保守業
務 業務上の留
意事項

不具合に関して、業務実施中に発見した業務従事者で対応可能なも
のは振興会から部材を提供頂き修理を行い、対応不可なものは振興
会負担（別途費用を頂き事業者が実施することも含む）という理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

682 99_(添付5-2-6)運
転・監視及び日常
点検・保守業務に
係る要求水準

1 7 ２_①業務実施
体制

業務責任者及び業務副責任者は資格要件及び実務経験年数が条件と
なっておりますが、類似物件での実務経験や本施設の維持管理及び
責任者に適した人材を選定させて頂きたいと考えております。資格
要件及び実務経験については協議の上、適切な人材を配置させて頂
けますでしょうか。
また、資格要件については業務責任者、業務副責任者、業務従事者
より法令で必要な資格を保有する人材での体制と致します。

原文のとおりとします。

683 99_(添付5-2-6)運
転・監視及び日常
点検・保守業務に
係る要求水準

1 7 ２_①業務実施
体制

業務責任者には豊富な経験と高いマネジメント能力を有する者を選
任したく考えておりますが、現状の厳しい要件を満たす責任者を20
年間配置し続けることは困難であり、入札の公平性を欠く可能性も
あると思われます。
関係法令に基づく資格は、業務責任者や業務副責任者、業務担当者
の複数名で全てを有することとし、業務責任者の資格要件を「業務
担当者以上の経験、知識及び技能を有する者で、実務経歴10年以上
の者」、または「業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者
で、建築物環境衛生管理技術者・第三種電気主任技術者資格以上・
二級ボイラ技師以上・高圧ガス製造保安責任者第二種冷凍機械の内
のいずれかの有資格者で実務経歴10年以上の者」としていただけな
いでしょうか。

原文のとおりとします。

684 99_(添付5-2-6)運
転・監視及び日常
点検・保守業務に
係る要求水準

1 11 ２_②業務実施
体制

副責任者の候補を増やし、事業期間中、高い業務品質を維持し続け
るため、資格要件を「第三種電気主任技術者資格以上・二級ボイラ
技師・建築物環境衛生管理技術者・高圧ガス製造保安責任者第二種
冷凍機械の内のいずれかの有資格者で実務経歴10年以上の者」とし
ていただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

685 99_(添付5-2-6)運
転・監視及び日常
点検・保守業務に
係る要求水準

1 13 ２_② 業務実
施体制

「内１名は、業務責任者と別の資格（電気又は機械）の技術者とす
る。」とありますが、業務責任者が電気技術者を兼任する場合は機
械系の資格（二級ボイラー 技師・高圧ガス製造保安責任者第二種冷
凍機械等）、業務責任者が機械技術者を兼任する場合は電気系の資
格（第三種電気主任技術者資格以上）を保有していればよいとの理
解でよろしいでしょうか。

業務責任者と別の資格（電気又は機械）は、業務を遂行するために
関連する資格（ビル管理士・消防設備士・危険物取扱者等）を示
し、それらの資格を持った技術者を配置してください。

686 100_(添付5-2-7)
国立能楽堂運転・
監視及び日常点
検・保守業務に係
る要求水準

1 7 ２_① 国立能楽堂の運転監視業務の責任者の資格要件については、法令面
で必須ではない資格が条件になっております。また、厳しい条件に
より人員候補が非常に限定されるため施設として最適な人員を選び
にくい状況となっており、要件の緩和を検討頂きたく存じます。

原文のとおりとします。

687 100_(添付5-2-7)
国立能楽堂運転・
監視及び日常点
検・保守業務に係
る要求水準

1 32 ３_表7-1 表７－１を説明する記述がございませんが、運転監視業務要員の配
置については、警備員と同様に要求水準を満たせていれば各社提案
で良いと考えてよろしいでしょうか。

表７－１は、業務時間及び配置人数を示します。運転監視業務要員
の配置については、【添付資料５－２－７】「国立能楽堂　運転・
監視及び日常点検・保守業務に係る要求水準」３．①②及び表７－
１によります。

688 100_(添付5-2-7)
国立能楽堂運転・
監視及び日常点
検・保守業務に係
る要求水準

1 ４_① 運転・
監視及び日常
点検・保守業
務の要求水準

「「 ６ 運転・監視及び日常点検・保守の業務内容」 により業務を
実施する。」とありますが、事業者の点検ノウハウの活用の観点を
ふまえ、「 ６ 運転・監視及び日常点検・保守の業務内容」はあく
まで参考とし、協議の上、設置機器等に対して適切な頻度・方法で
の実施とさせて頂けますでしょうか。

No.568の回答をご参照ください。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

689 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

2 22 ４_(２)_① 作業スケジュール検討の参考としたく、現在の業務計画書を開示頂
きたく存じます。

【参考資料５－２－24】「日常清掃及び巡回清掃に係る作業計画
表」を追加しますので、ご参照ください。

690 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

2 29 ４_（３）_②_
ａ．劇場表方

「～各回公演終了後と次の公演の開場前に定期清掃、～」とありま
すが、定期清掃ではなく日常清掃又は日常巡回清掃ではないでしょ
うか。

【添付資料５－２－８】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要
求水準」４．(３)②a．の『各回公演終了後と次の公演の開場前に定
期清掃』を『各回公演終了後と次の公演の開場前に日常清掃及び日
常巡回清掃』に訂正しますので、訂正表をご確認ください。

691 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

2 32 ４_（３）_②_
ｂ．劇場表方

特別清掃・点検により費用の増加が生じた場合にはサービス対価を
増額いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

【資料－２】「業務要求水準書」に記載の内容から大幅に乖離が生
じた場合は、事業者と協議のうえ、振興会が決定します。

692 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

2 39 ４_（３）_③_
ａ．劇場裏方

「～期間中の個室清掃は行わない。」とありますが、「期間中」と
は稽古日からばらしまでの期間との理解でよろしいでしょうか。

仕込み、道具調べからばらしまでの想定ですが、楽屋の使用有無に
よるため、振興会が毎年度共有する公演スケジュール表をもとに業
務計画書を作成してください。

693 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

2 39 ４_（３）_③_
ｂ．劇場裏方

「楽屋等」が指す諸室をご教示ください。 表８－２の楽屋各室のうち、【添付資料４－７－２】「楽屋各室の
性能特記事項」の『Ｅ－１』から『Ｅ－23』及び『Ｆ－１』から
『Ｆ－15』、『Ｇ－２』から『Ｇ－５』を原則として指します。た
だし、公演の内容により、楽屋各室の他室についても、この項目の
対象とする場合があります。

694 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

2 39 ４_（３）_③_
ｂ．劇場裏方

「劇場それぞれで連続して講演が行われる場合」には公演終了後及
び公演開始前に楽屋個室清掃は実施しないとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

695 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

3 11 ４_（５）特別
清掃

「～半期ごと並びにその他振興会から特別に指示があった場合に実
施する。」とありますが、振興会からの特別の指示によって実施し
た場合の費用はサービス対価を増額いただけるとの理解でよろしい
でしょうか。

No.691の回答をご参照ください。

696 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

7 12 ５_(２)_① 作業スケジュール検討の参考としたく、現在の業務計画書を開示頂
きたく存じます。

No.689の回答をご参照ください。

697 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

7 22 ５_（５）特別
清掃

「～６月ごと及び振興会から特別に指示があった場合に実施するこ
と。」とありますが、振興会からの特別の指示によって実施した場
合の費用はサービス対価を増額いただけるとの理解でよろしいで
しょうか。

No.691の回答をご参照ください。

698 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

7 26 5_(5)特別清掃 「段通敷き部分については6月ごと ～ 実施する」とありますが、対
象箇所は10頁以降の「国立能楽堂構内清掃業務 清掃面積表」に記載
の特別清掃箇所のみという理解でよろしいでしょうか。

【添付資料５－２－８】「各部位の日常清掃及び定期清掃に係る要
求水準」４．(５)に記載があるとおり、国立劇場も対象となりま
す。なお、国立能楽堂の対象箇所については、ご理解のとおりで
す。

699 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

8 6 5_(7)事務系部
分特記事項

「振興会の指定する事務室は、日常清掃は週１回でよいが、屑籠内
の塵芥の回収は概ね毎日行うこと。塵芥の回収頻度については、振
興会が指定する」とありますが、振興会の指定する事務室について
ご教示ください。また、頻度が振興会の指定ですと、適切な見積も
り（入札価格の設定）が困難です。振興会と協議のうえ決定するに
してもお考えをお示し頂けないでしょうか。もしくは国立能楽堂の
現回収頻度についてご教示ください。

前段については、【添付資料５－１－２】「諸室ごとの業務実施時
間帯、清掃業務範囲及び立入り制限各部位の日常清掃及び定期清掃
に係る要求水準」をご参照ください。
後段については、【添付資料５－２－８】「各部位の日常清掃及び
定期清掃に係る要求水準」５．(７)③をご参照ください。

700 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

8 17 ５_（８）_③
定期清掃

「貴品室、貴品室次の間の清掃は使用する前後に行うことと」とあ
りますが、表８－５では定期清掃（月1回）となっています。表８－
５に関わらず仕様の前後に定期精粗を実施するとの理解でよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。【添付資料５－２－８】「各部位の日常清掃
及び定期清掃に係る要求水準」表８－５を訂正しますので、訂正表
をご確認ください。

701 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

8 17 ５_（８）_③
定期清掃

貴品室及び貴品室次の間の想定使用頻度をご教示ください。
また、定期清掃回数は使用頻度×2回（仕様前・使用後）の理解でよ
ろしいでしょうか。

前段について想定使用頻度はありませんが、多い年で年間３回程度
使用しています。
後段については、ご理解のとおりです。

702 101_(添付5-2-8)
各部位の日常清掃
及び定期清掃に係
る要求水準

9 12 6_(2)事業者の
負担

国立能楽堂における事業者負担が必要な消耗品類の直近5年間の実績
をご教示ください。

直近およそ２年間の実績について、【参考資料５－２－21】「清掃
業務消耗品及び廃棄物量の実績」の表21－２として追加しますの
で、ご参照ください。

703 102_(添付5-2-9)
廃棄物収集・管理
及び害虫防除に係
る要求水準

1 2 １_（１）廃棄
物収集に係る
要求水準

「ごみ容器を設置するとともに、～」とありますが、ごみ容器の購
入費用は清掃業務費に含めればよろしいでしょうか。

ロビーに設置されるものは什器・備品調達業務費、その他の部分に
設置されるものは清掃業務費に含めてください。

704 102_(添付5-2-9)
廃棄物収集・管理
及び害虫防除に係
る要求水準

1 5 １_（２）廃棄
物収集に係る
要求水準

「喫煙室に、吸い殻入れを設置するとともに、～」とありますが、
吸い殻入れの購入費用は清掃業務費に含めればよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

705 102_(添付5-2-9)
廃棄物収集・管理
及び害虫防除に係
る要求水準

1 11 ２_（１）_②
事業系一般廃
棄物

「ごみ容器を設置するとともに、～」とありますが、ごみ容器の購
入費用は清掃業務費に含めればよろしいでしょうか。

No.703の回答をご参照ください。

706 102_(添付5-2-9)
廃棄物収集・管理
及び害虫防除に係
る要求水準

1 11 ２_（３）_②
産業廃棄物

「ごみ容器を設置するとともに、～」とありますが、ごみ容器の購
入費用は清掃業務費に含めればよろしいでしょうか。

No.703の回答をご参照ください。

707 103_(添付5-2-10)
作業環境測定・照
度測定に係る要求
水準

1 5 2 業務責任者を「第一種又は第二種作業環境測定士の有資格者」とし
ておりますが、同資格は放射性物質や鉱物性粉じんなど労働者に健
康被害が及ぶリスクのある事業場において必要となる資格です。国
立能楽堂及び新国立劇場において健康被害が及ぶリスクが低く、ま
た空気環境測定や照度測定との関係性が薄いことに加え、建物管理
会社での資格所有者も限られる資格となるため、条件緩和について
ご検討頂きたく存じます。

原文のとおりとします。
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708 104_(添付5-2-11)
什器・備品調達に
係る要求水準

1 11 ４. _(1)什器
・ 備品 調達
の要求水準

備品調達は添付資料5-2-12の「Ａ 什器・備品 調達 業務で新規調達
に該当する項目の什器・備品を調達すること。詳細は各種リストを
参照」とありますが、リストに記載のある什器・備品以外に、運用
上必要となるものは適宜調達する必要があるのでしょうか。その場
合、「（資料-1-3）事業費の算定及び支払い方法」にある備品調達
費の対価12億を上限として、リストの什器・備品の各仕様や追加分
の採用可否含め振興会と協議の上、事業者が調達するという認識で
良いでしょうか。

No.331及びNo.333の回答をご参照ください。

709 106_(添付5-2-13)
什器・備品リスト
舞台備品（大劇
場、小劇場、演芸
場）

什器・備品リ
スト

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」の「NO.883_リストには品名・数量・寸法しか記
載されておりませんが、要求水準を満たすか否かの判断は、どのよ
うな基準でなされるのでしょうか」という質問に対して、「【資料-
1】「業務要求水準書（案）」第5章.第1節.5.(3)①をご参照くださ
い」と回答がありました。参照個所は判断基準について記載があり
ません。認識の違いが出てきてしまうため、明確にご回答頂きたく
お願いします。

【資料－２】「業務要求水準書」第５章．第１節．５．(３)①要求
水準確認計画書において判断基準も示して、振興会の確認を得てく
ださい。

710 107_(添付5-2-14)
什器・備品リスト
普及発信施設

1 8 イベントス
ペース

屋外でのイベントへの拡張性等が要求水準書には記載されている
が、什器・備品リストには屋外イベントで使用が想定される備品・
什器が見受けられません。調達はどのように考えればよろしいで
しょうか。事業費積算の根拠や倉庫の規模確保の観点から具体的に
お示しいただけないでしょうか。

No.331、No.333及びNo.535の回答をご参照ください。

711 107_(添付5-2-14)
什器・備品リスト
普及発信施設

2 2 レファレンス
（受付・閲覧
スペース）

書架を開架する書棚が什器・備品リストにありませんが、既存施設
から移設使用するという認識ではなく、施設整備業務において事業
者にて整備するという認識でよいでしょうか。あるいは参考資料5-
2-22の閲覧室カウンター、テーブル、椅子、本棚があるが、これら
を調達配置すればよいでしょうか。

受付・閲覧スペースの書棚は、【参考資料５－２－22】「什器・備
品リスト　一般什器・特殊什器・家電」に含まれると想定していま
す。

712 107_(添付5-2-14)
什器・備品リスト
普及発信施設

2 20 レファレンス
（視聴スペー
ス）

機器関連を収納する台やラックがリストにないが、既存施設から移
設使用するという認識でよいでしょうか。（事業者側で見込む必要
はないか）、または機器リストから配置を事業者側で想定し、適切
な台やラックを必要に応じて見込めばよいでしょうか。

事業者側で見込む必要はありません。
要求水準に記載の什器・備品が本事業の対象としています。
事業者の提案による什器・備品については事業者の費用負担とな
り、提案にあたっては、振興会の確認が必要となります。

713 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

1 13 １_（２）_①_
ｃ警備を指揮
する者

ｃで示す当該施設の警備を指揮する者と、ｄで示す業務副責任者は
同一との理解で宜しいでしょうか。

業務中に施設の警備を指揮する者を配置することは必須としていま
すが、必ずしも業務副責任者である必要はありません。

714 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

1 15 １_（２）_①
_d業務副責任
者

業務責任者１名に対し、業務副責任者の人数は事業者の提案による
という理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

715 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

1 17 １_（２）_①_
ｅ異常があっ
た場合の体制

業務責任者又は業務副責任者が業務従事者として配置に就いている
場合、異常対応で配置箇所から離れ、未配置になっても要求水準未
達とならないという理解で宜しいでしょうか。

配置箇所から離れる場合は、代行者を配置してください。

716 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

2 15 １_（３）_①_
ｂ平面駐車場
の対応

「平面駐車場は人員による対応とする」とあります。駐車車室や車
路には機器を設置しませんが、利用者に手渡しする駐車券の発行
や、車両乗車前に精算を行う為の機器の設置は認められますでしょ
うか。

要求水準を満足する範囲において、事業者の提案によります。

717 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

2 20 １_（３）_②
ポスト配置

「要求水準を満たしたうえで、業務上の安全及びセキュリティを確
保できる場合、ポスト数並びに配置日及び時間によらない業務提供
の提案を可能とする。」とありますが、公演の無い日時等は平面駐
車場を閉鎖することは可能でしょうか。

【添付５－３－１】「警備業務に係る要求水準」１．（３）②a．
(b)に示すとおり、公演有無に関わらず全日９時～翌９時の業務提供
を必須としますが、３．国立劇場の駐車場管理に係る要求水準を満
たしたうえで、業務上の安全性及びセキュリティを確保できる場合
は、人的対応を行わずとも機械等による業務提供の提案を可能とし
ます。

718 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

2 24 １_（３）_②_
ａ_（ａ）ポス
ト数

駐車場管理業務のポストは警備員である必要はありますでしょう
か。

駐車場管理業務の要求水準を満たす範囲で、警備員の配置について
は事業者の提案によります。

719 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

2 31 1._（4）_①
_a._（c）

要人等の先導警備とは４号警備に該当しない認識でよろしいでしょ
うか。

国内外の要人等の先導警備の業務内容については、協力要請の際に
振興会及び関係機関との協議により決定します。

720 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

2 36 １_（４）_①_
ｂＡＥＤにつ
いて

国立劇場・能楽堂におけるＡＥＤ本体及び関係備品（電極パッドや
電池などの消耗品や収納ラック等）の消耗品の調達・維持管理につ
いては振興会様の負担という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

721 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

2 41 １._（４）_③
_ａ．

資格所有者は配置要員が保持していればよく、毎日出勤している必
要はないとの認識でよろしいでしょうか。

業務提供日において、業務を実施するポストに配置する必要があり
ます。

722 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

3 27 １_（５）_③_
ｂ通信機器

通信機器の指定はございますでしょうか。 指定はありませんが、振興会による事前の確認が必要です。

723 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

3 29 １_（５）_③_
ｃ防犯護身用
具

防犯護身用具は警備業法に定められた仕様となりますので、警備業
務受託者が用意するという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

724 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

3 31 １_（６）_① VIP来場時の一般客に対して検査として、持ち物検査委や金属探知機
等の身体検査は不要という理解でよろしいでしょうか。

VIP来場時の具体的な業務内容及び必要機器等は、振興会及び関係機
関との協議により決定します。

725 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

3 31 1_(6)_①VIP来
場時の対応

「VIP来場時等の特別警戒対応及び手荷物検査等を実施」とあります
が、特別警戒対応及び手荷物検査の具体的対応方法についてご教示
ください。金属探知機による手荷物及び身体検査は不要という理解
でよろしいでしょうか。

No.724の回答をご参照ください。

726 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

3 32 １._（６）_①
_ａ．

特別警戒対応とは、どのような内容を実施するのでしょうか。 No.724の回答をご参照ください。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

727 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

3 32 １_（６）_①_
ａＶＩＰ来場
時等の対応

VIP来場時の手荷物検査等とありますが、具体的な業務内容と必要と
なる機器をご教示ください。また、必要となる機器は振興会様にて
ご用意いただけるという理解で宜しいでしょうか。

前段については、No.724の回答をご参照ください。
後段については、必要となる機器は事業者において用意いただくこ
とを予定しています。なお、要求水準で求めている以上の機器が必
要な場合、機器の費用負担については、事業契約締結後に事業者と
の協議のうえ、振興会が決定します。

728 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

3 34 １_（６）_①_
ｂ臨時警備の
実績

VIP来場時の対応に限らず、振興会様の依頼による警備配置ポスト・
時間の延長は別途費用を頂けるとのことですが（実施に関する方針
に対する質問と回答:No.739）、警備計画の検証・精査を行うため、
現在の契約において臨時的に警備員を増員した実績を開示頂けない
でしょうか。

臨時的に警備員を増員した件数及びポスト数の実績は下記のとおり
です。
・平成30年度　２件２ポスト増員
・平成31年度　４件９ポスト増員
・令和２年度　２件２ポスト増員

729 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

4 17 ２_（１）_①_
ｂ交通誘導

交通誘導(a)～(c)について、労働人口の減少が加速する中、将来的
に人員確保が難しくなることが予想されます。人による対応に代わ
り、サイネージ等による対応もお認めいただけますでしょうか。

国立劇場に相応しい品格及び利用者の利便性が高く舞台芸術を提供
する施設の雰囲気と調和したサービス品質を損なわず、要求水準を
満足する範囲において、事業者の提案によります。

730 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

4 19 ２_（１）_①_
ｂ_（ａ）来場
者の交通整理
及び誘導

来場者の交通整理とは、人の誘導を意味するものでしょうか。 敷地内においては、車両の交通整理も含まれます。

731 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

4 20 ２_（１）_①_
ｂ_（ｂ）終演
時のタクシー
呼び入れ

タクシーの呼び入れはどの様な状況（場所やタイミング、対応限
度）を想定されておりますでしょうか。

タクシーの呼び入れは、メインエントランス等の車寄せに設置する
タクシー乗り場付近において、終演時、タクシーを道路からタク
シー乗り場へ誘導することを想定しています。業務の詳細は、契約
締結後に事業者と協議のうえ、振興会が決定します。

732 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

4 21 ２_（１）_①_
ｂ_（ｃ）来場
者への簡易な
案内

来場者への簡易な案内とありますが、『簡易な案内』について具体
的な業務内容をお示しください。

【添付資料５－３－１】「警備業務に係る要求水準」１．（６）③
ａ．をご参照ください。

733 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

4 32 ２_（１）_②_
ｊ緊急電話対
応

時間外電話対応は、多言語対応を想定されていますでしょうか。翻
訳機器を使用する場合、多言語対応の要求水準を満たしているとの
考えで宜しいでしょうか。

振興会代表電話時間外の対応については緊急電話に関わらず、多言
語による問合せが想定されますので、翻訳機器等を用い適切に対応
してください。

734 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

4 34 ２_（１）_②_
ｋ物品等の搬
出入管理

物品等の搬出入管理について、どの程度の業務を想定されています
でしょうか。また、搬出入管理対応中は、通用口ポストが不在でも
要求水準未達とならないという理解で宜しいでしょうか。

前段については、宅配便配達業者や納品業者を配達先部署へ連絡・
誘導する、車両を誘導するなどの業務を想定しています。
後段については、通用口のポストが不在になるなど、業務不履行が
懸念される場合は、代行者を配置するなど対応してください。

735 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

4 36 ２_（１）_③_
ａ巡回

巡回について要求水準を満たす場合は人に代わって監視カメラ、ロ
ボットなどの運用も認められると解して宜しいでしょうか。

要求水準を満足する範囲において、事業者の提案によります。

736 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

4 48 ２_(2)_① 国立能楽堂事務受付の来場者対応について、一般利用客でなく事務
受付に来訪する方々について1日あたりの平均人数を開示頂きたく存
じます。

令和元年度における国立能楽堂事務受付人数は１日平均24人です。

737 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

5 2 ２._（１）_③
_ｂ．_（ａ）

交通誘導を実施するのは公演のある日の開演及び終演時のみとの認
識でよろしいでしょうか。

公演開場時及び終演時に限りません。詳細は、【添付資料５－３－
１】「警備業務に係る要求水準」２．（１）③ｂ．(a)～(c)をご参
照ください。

738 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

5 27 ２_（２）_①_
ｊ物品等の搬
出入管理

物品等の搬出入管理について、どの程度の業務を想定されています
でしょうか。また、搬出入管理対応時は、事務受付ポストが不在で
も要求水準未達とならないという理解で宜しいでしょうか。

No.734の回答をご参照ください。

739 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

2_(2)_①_k.事
務受付

「夜公演（主催公演に限る）の実施 ～ 当日券に係る売上金及び残
券の保管」とありますが、現国立能楽堂での実績（頻度、金額、保
管方法等）についてご教示ください。

売上金額は提供できる資料はありません。夜公演（主催公演に限
る。）の実施頻度及び当日券に係る売上金の保管方法等は以下のと
おりです。
・頻度：月１～２回
・保管方法等：当日券の残券及び売上金は能楽堂の金庫に保管

740 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

5 30 ２._（２）_②
地下駐車場受
付

国立能楽堂の駐車場は受付のみで管理は含まない認識でよろしいで
しょうか。

国立能楽堂及び敷地内巡回は駐車場における業務も含みます。詳細
は、【添付資料５－３－１】「警備業務に係る要求水準」２．
（２）②③をご参照ください。

741 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

5 35 ２_（２）_②_
ｅ遺失物の捜
索

遺失物の捜索はどの程度の業務を想定されていますでしょうか。 遺失物の捜索は、地下駐車場を巡回し、落し物があれば拾得した
後、事務所受付に引き渡します。

742 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

5 37 ２_（２）_③_
ａ巡回

巡回について要求水準を満たす場合は人に代わって監視カメラ、ロ
ボットなどの運用も認められると解して宜しいでしょうか。

No.735の回答をご参照ください。

743 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 5 ２._（２）_③
_ｂ．_（ａ）

交通誘導を実施するのは公演のある日の開演及び終演時のみとの認
識でよろしいでしょうか。

No.737の回答をご参照ください。

744 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 27 ３_（１）_④
領収書等の管
理

「振興会が発行する駐車証、乗務員証及び領収書等の管理」とあり
ますが、振興会様が収受した現金等について、事業者が領収書を発
行する事はできませんので、振興会様が発行する領収書の受領及び
保管との理解でよろしいでしょうか。

領収証の発行は振興会が別途準備する様式において、振興会の名義
で行いますが、駐車場管理を行うなかで領収証の発行を求められた
場合は、事業者において記入と手渡しを行うことを想定していま
す。【添付資料５－３－１】「警備業務に係る要求水準」３．
（１）④の記載『振興会が発行する駐車証、乗務員証及び領収証等
の管理』を『振興会が発行する駐車証及び乗務員証等の管理、領収
証の管理』に、同資料３．（４）③の記載『領収証の発行』を『領
収証の記入・利用者への受渡し』に訂正します。訂正表をご確認く
ださい。

745 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 31 ３_（２）_①
駐車車両の誘
導、振り分け

労働人口の減少が加速する中、将来的に人員確保が難しくなること
が予想されます。平面駐車場の管理について、適切に誘導や振り分
けができ要求水準を満たしていれば、人的対応を行わずとも、機械
やシステム、サイネージ等による対応もお認め頂けますでしょう
か。

No.717及びNo.729の回答をご参照ください。
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746 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 32 ３_（２）_①
駐車車両の誘
導、振り分け

「平面駐車場について、〜民間収益施設の利用者が利用することが
ないよう、」とあります。劇場の地下駐車場はこの限りではないと
いう理解でよろしいでしょうか。

前段については、国立劇場の平面駐車場は、来場者の利用が少ない
と予想される際は、来場者と関係者以外の利用も想定しています
が、詳細は契約締結後の事業者との協議によります。
後段については、基本的にはご理解のとおりですが、適切な利用者
が地下駐車場を利用できるように配慮されることを想定します。

747 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 33 ３_（２）_①
駐車車両の誘
導、振り分け

「民間収益施設の利用者が利用することがないよう、適切に誘導・
振り分けを行う。」とありますが、振興会が発行する駐車証や観劇
チケット等により劇場利用が確かに確認できる車両以外は駐車させ
ないとの理解でよろしいでしょうか。

No.746の回答をご参照ください。

748 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 34 ３_（２）_①
駐車車両の誘
導、振り分け

民間収益施設の利用者が利用することがないよう、適切に誘導・振
り分けを行うとありますが、民間収益施設の利用者が使用する駐車
場が地下に集約されている場合は民間収益施設利用者を地下駐車場
へご案内できれば要求水準未達とならないという理解で宜しいで
しょうか。

基本的にはご理解のとおりですが、そのほかの駐車車両の誘導につ
いては、要求水準をご参照ください。

749 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 36 ３_（２）_③
安全上必要な
利用制限

安全上必要な利用制限とはどの様な業務を想定されているのでしょ
うか。

事象を特定することは困難ですが、来場者等の安全に支障が生じる
と思われる車両の入出場や駐車に対し、利用を制限することを想定
しています。利用制限の詳細については、業務計画書で定めます。

750 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 36 ３_（２）_③
安全上必要な
利用制限

安全上必要な利用制限とは、車両の重量や寸法について規格外の車
両を制限する業務も含まれますでしょうか。

含まれます。併せて、No.749の回答をご参照ください。

751 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 39 ３_（２）_⑤
無料と認めた
車両が入出場
する際の立会
い

駐車料金を無料にする処理は業務要求水準書第４章第５節２_（２）
_⑰で定める駐車券受付処理装置で行い、車両の駐車場入出場管理は
同項で定める管制設備によって行われます。適切な管理がなされて
いれば、必ずしも入出場に人員が立ち会わなくても良いでしょう
か。

要求水準を満足する範囲において、事業者の提案によります。

752 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 40 ３_（２）_⑥
駐輪自転車等
の整理

業務要求水準書第４章第５節１_（１１）にて、サイクルポートの管
理はコミュニティサイクル事業者が実施するとあります。本項の
「利用状況の把握及び駐輪自転車等の整理」にはコミュニティサイ
クルの管理は含まれないという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

753 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 40 ３_（２）_⑥
駐輪自転車等
の整理

駐輪スペースの利用状況の把握及び駐輪自転車等の整理について、1
日の営業が終了した後に留置きの自転車の台数チェック及び適切な
対応を実施すれば要求水準未達にならないという理解で宜しいで
しょうか。

台数チェック及び適切な対応だけではなく、来場者が快適に利用で
きるよう、放置自転車への対応等も含みます。対応にあたっては、
事業者と協議のうえ、振興会が決定します。

754 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 41 ３_（２）_⑦
障害者の乗降
介助

障害者の乗降介助は不慣れな者が行った場合、障害者に怪我を負わ
せてしまうなど大きなクレームとなるケースが多いものです。紛議
を避けるためにも「要介助者の求めに応じた対応を行う」旨の定め
に変更いただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

755 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 41 ３_（２）_⑦
身体障害者車
両の誘導

身体障害者車両の誘導は、サイン等によるものも認められるという
理解でよろしいでしょうか。

No.729の回答をご参照ください。

756 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

6 42 ３_（２）_⑧
事故及び異常
発見時の対応

長期放置車両が発見された場合、事業者は振興会へ報告すれば要求
水準未達とならず、移動の督促など最終的な解決までの対応は振興
会様の分担と理解してよろしいでしょうか。

移動の督促など最終的な解決等の異常発見時の対応は、振興会の指
示のもと事業者が行う業務とします。

757 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

7 2 ３_（４）_①
充電スポット
の利用料金

業務要求水準書第４章第５節２_（２）では電気自動車の充電スポッ
トや充電器等について要件が記載されていません。電気自動車の充
電スポットや充電器等の仕様は事業者提案と理解してよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

758 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

7 2 ３_（４）_①
料金の徴収及
び駐車券の交
付

昨今①駐車料金、電気自動車の充電スポットの利用料金の徴収や駐
車券の交付は精算機等に機械化されているケースが一般的であり、
また、コロナ禍で可能な限り接触は避けるべきだと思慮します。①
については<業務要求水準書4-38_第4章_第5節_2._(2)_⑰駐車場管制
設備>の要求水準に記載いただき、国立劇場の駐車場管理業務に係る
要求水準では駐車場管制設備の故障時等の一次対応として定めてい
ただくことは可能でしょうか。

前段については、要求水準を満足する範囲において、事業者の提案
によります。併せて、No.717及びNo.729の回答をご参照ください。
後段については、原文のとおりとします。

759 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

7 3 ３_（４）_②
割引の適用

②国立劇場の利用者について、割引を適用については<業務要求水準
書4-38_第4章_第5節_2._(2)_⑰_f>による駐車券受付処理装置を用い
て実施するものという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

760 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

7 4 ３_（４）_②
金の徴収及び
駐車券の交付

割引は駐車場売上の増減に関わるため、何を確認して割引するのか
明確にしていただくようお願いします。

No.886の回答をご参照ください。
公演のチケットや関係者の駐車許可証、割引処理された駐車券など
を想定しています。

761 108_(添付5-3-1)
警備業務に係る要
求水準

7 4 ３_（４）_③
領収証の発行

昨今③領収書の発行は精算機等に機械化されているケースが一般的
であり、また、コロナ禍で可能な限り接触は避けるべきだと思慮し
ます。③については<業務要求水準書4-38_第4章_第5節_2._(2)_⑰駐
車場管制設備>の要求水準に記載いただき、国立劇場の駐車場管理に
係る要求水準では駐車場管制設備の故障時等の一次対応として定め
ていただくことは可能でしょうか。

No.758の回答をご参照ください。

762 109_(添付5-3-2)
ＩＣカード作成業
務に係る要求水準

1 5 ２_（１）_①
納品対象

「～入退システム及び複合機、勤怠システムの認証が可能な職員証
ＩＣカードを作成し、～」とありますが、複合機及び勤怠システム
の仕様をご教示ください。

現行使用している複合機及び勤怠システムは以下のとおりです。
【複合機】
富士フィルムビジネスイノベーション　ApeosPort-VC4476R PFS-PC
富士フィルムビジネスイノベーション　ApeosPort-VC5576R PFS-PC
コニカミノルタ　bizhub 458
コニカミノルタ　bizhub C458
【勤怠システム】
日本電気株式会社 勤革時 powerd by KING OF TIME（打刻機は
PitTouchPro2）

また、【参考資料５－３－３】「ICカード作成業務に関するデー
タ」に現行における複合機及び勤怠システムの仕様を追加しますの
で、ご参照ください。
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763 109_(添付5-3-2)
ＩＣカード作成業
務に係る要求水準

1 30 ２_（３）_①_
ａＩＣカード
の材質

ICカードの材質は『PET-G』で指定されていますが、価格及び品質の
面から、一般的に採用・流通しているICカードの素材は『PET、PET-
G、PVC』の3種となります。前述3種の中から事業者が選定すること
をお認め頂くことは可能でしょうか。

要求水準を満たす範囲において、PET、PET-G、PVCの３種から事業者
が選定可能です。

764 109_(添付5-3-2)
ＩＣカード作成業
務に係る要求水準

1 40 ２_（３）_② 「職員証のデザインは、現行のデザインを踏襲し」とございますの
で、現行のデザインを開示いただくことはできますでしょうか。目
的は、デザインや文字種の確認です。

現行のデザインは提供できませんが、記載内容については、以下を
ご参照ください。
＜表面＞
顔写真（カラー）、振興会シンボルマーク、組織名（日本語、英語
併記）、職員氏名（漢字・ローマ字併記）、発行日
＜裏面＞
注意書き（5項目、1項目25字程度）、組織名、発行部署名、住所、
電話番号、職員番号、バーコード

765 109_(添付5-3-2)
ＩＣカード作成業
務に係る要求水準

2 4 ２._（３）_②
_ｄ._（ａ）

機材は事業者用意とありますが。撮影場所は提供いただける認識で
よろしいでしょうか。

撮影場所は振興会が提供します。

766 110_(添付5-3-3)
公演来場者受付・
案内等業務に係る
要求水準

1 11 第１_２_
（１）_①

「受付・案内業務の業務従事者については、英語に対応できる能力
を有する者を１名以上」との記載がありますが、大劇場、小劇場、
演芸場、能楽堂、すべての劇場の公演実施日にそれぞれ１名ずつ必
要という認識でよろしいでしょうか。それとも英語に対応できる能
力を有する者が１名以上業務従事者に在籍していれば、問題ないで
しょうか。

後段のご理解のとおり、要求水準上では、英語に対応できる能力を
有する者１名以上を業務従事者に配置することを必須としています
が、配置人数については、要求水準を満足する範囲において、事業
者の提案によります。
ただし、在籍ではなく、業務提供日において、業務を実施するポス
トに配置する必要があります。

767 110_(添付5-3-3)
公演来場者受付・
案内等業務に係る
要求水準

1 21 第１_３_
（２）

「公演日は業務責任者又は業務副責任者を、国立劇場及び及び能楽
堂能楽堂に常時配置すること」とのことですが、国立劇場について
は、大劇場・小劇場・演芸場の３施設が同時に開場していたとして
も、業務責任者又は業務副責任者が１名出勤していれば問題ないで
しょうか。

ご理解のとおりです。

768 110_(添付5-3-3)
公演来場者受付・
案内等業務に係る
要求水準

1 21 第１_３_
（２）

「公演日は業務責任者又は業務副責任者を、国立劇場及び及び能楽
堂能楽堂に常時配置すること」とのことですが、副責任者は複数名
配置することは可能でしょうか。

可能です。

769 110_(添付5-3-3)
公演来場者受付・
案内等業務に係る
要求水準

3 5 ３_（２）_② 放送業務についてポスト数：1と記載があるが、これは大劇場・小劇
場・演芸場合わせてのポスト数という認識でよいのか。

ご理解のとおりです。

770 110_(添付5-3-3)
公演来場者受付・
案内等業務に係る
要求水準

4 9 ４_（２）_⑧ 医務室について、必要な備品などは什器・備品調達業務内で調達す
るという理解でよいか。

【参考資料５－２－２２】「什器・備品リスト　一般什器・特殊什
器・家電」に記載のとおり、医務室で必要な備品は什器・備品調達
業務において調達することを予定しています。

771 110_(添付5-3-3)
公演来場者受付・
案内等業務に係る
要求水準

4 14 ４_（２）_⑨ ⑨に記載されている電気ストーブや車いす等の貸出備品は、什器・
備品調達業務内で調達するという理解でよいか。

ご理解のとおりです。
【参考資料５－２－２２】「什器・備品リスト　一般什器・特殊什
器・家電」に記載はありませんが、什器・備品調達業務においてご
提案ください。

772 110_(添付5-3-3)
公演来場者受付・
案内等業務に係る
要求水準

5 4 第１_５_
（１）

総合受付での放送業務についての記載がありますが、こちらは総合
受付の受付スタッフが業務を行うことも可能という認識でよろしい
でしょうか。また、受付スタッフに必要なポスト数をご教示くださ
い。

前段については、可能です。
後段については、総合受付の受付スタッフのポスト数は、要求水準
を満足する範囲において、事業者の提案によります。【添付資料５
－３－３】「公演来場者受付・案内等業務に係る要求水準」を訂正
しますので、訂正表をご確認ください。

773 111_(添付5-3-4)
電話受付案内業務
に係る要求水準

1 28 ５_（２）あぜ
くら会員から
の問合せ対応

あぜくら会員からの問い合わせは代表電話以外（事務局番号など）
のものも対応する必要があるか。

電話受付案内業務としては、代表電話以外のあぜくら会員からの問
合せは、対応する必要はありません。
上記以外のあぜくら会事務局への問合せは、【添付資料５－３－
６】「チケット販売支援業務に係る要求水準」６．のとおり、チ
ケット販売支援業務において実施してください。チケット販売支援
業務において実施するあぜくら会事務局への問合せは、代表電話以
外で受け付ける想定であり、問合せ手段は要求水準を満足する範囲
において、事業者の提案によります。
あぜくら会事務局関連の業務については、電話受付案内業務業務と
チケット販売支援業務間で連携を取り効率的な運用を提案してくだ
さい。

774 111_(添付5-3-4)
電話受付案内業務
に係る要求水準

1 28 ５_（２）あぜ
くら会員から
の問合せ対応

あぜくら会員からの問い合わせは代表電話以外（事務局番号などの
別の電話番号やWEBフォームなど）からの問い合わせ手段はあるか。
またそれらへの対応は本業務範囲に含まれないのものと理解して問
題ないか。

No.773の回答をご参照ください。

775 112_(添付5-3-5)
託児室運営業務に
係る要求水準

1 6 ２_（１） 「業務提供日は振興会が主催する公演で 託児が必要となる公演日の
うち、利用予約がある公演日を対象とする。」との記載があります
が、レクチャー室の集客イベントや特別ツアー開催時に未就学児の
入場が難しい場合や、その他国立劇場内でのイベント開催時にも業
務提供をすることは可能でしょうか。

要求水準を満足する範囲において、事業者の提案によります。
また、集客イベントや特別ツアーなど、事業者が収入を得る催し物
のために業務提供する場合は、振興会の費用負担や利用料金につい
て、業務計画書で定めます。

776 112_(添付5-3-5)
託児室運営業務に
係る要求水準

2 30 ６_（２）保険
の付保

必ず事業者名義の賠償責任保険に加入するとありますが、ＰＦＩ事
業の各業務のリスクについては、原則事業者から委託先へパスス
ルーする必要があることと、当該業務の専門性が高い委託先又は再
委託先の方が必要なリスクに応じた内容の保険を付保できることか
ら、SPCが委託先又は再委託先の付保状況を確認することを条件に、
委託先又は再委託先名義で保険加入することをみてめていただけな
いでしょうか。

事業者は運営業務の業務実施を管理する必要がありますので、託児
室運営業務において事故が発生した場合は、事業者が自らの責任に
おいて対応することを想定していますが、保険契約者を当該業務の
請負企業とすることは可能です。

777 113_(添付5-3-6)
チケット販売支援
業務に係る要求水
準

1 3 １_（１）_① チケット販売業務として、ワークショップイベント、特別ツアーな
どの有料イベントのチケット販売も行うことは可能でしょうか。

ご理解のとおりです。なお、【添付資料５－３－６】「チケット販
売支援業務に係る要求水準」５．（１）に記載のとおり、普及発信
施設の展示や劇場ツアー等、料金徴収を行うチケットの販売も、事
業者で行ってください。

778 113_(添付5-3-6)
チケット販売支援
業務に係る要求水
準

1 27 １_（２）_③ 「主催者から依頼のあった貸公演については、窓口でチケットを販
売する」との記載がありますが、貸公演のチケット販売については
窓口販売のみでインターネットや電話等での販売は行わないという
認識でよろしいでしょうか。

本要求水準に示している業務以外に、借主から依頼があった場合に
は、事業者との協議のうえ、振興会が決定します。

779 113_(添付5-3-6)
チケット販売支援
業務に係る要求水
準

2 1 １_（３）_④ 「国立劇場内チケット売場、国立能楽堂チケット売場及び国立劇場
内チケットセンター
で業務を行うこと。」との記載がございますが、「国立劇場内チ
ケット売場」と「国立劇場内チケットセンター」は異なるというこ
とでよろしかったでしょうか。各劇場に専用のチケット売場を設け
る必要がありますでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。チケット売場及びチケット
センターについては、【資料－２】「業務要求水準書」第４章第７
節６．（２）⑧ｂ．、【添付資料４－５】「各室性能表」、【添付
資料４－７】「各室の性能特記事項」の記載もご参照ください。後
段については、要求水準を満足する範囲において、事業者の提案に
よります。
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780 113_(添付5-3-6)
チケット販売支援
業務に係る要求水
準

5 14 ４_（１）業務
概要

電話予約受付時間は【参考資料５-３-７】「チケット販売支援業務
に関するデータ」３.(２)に記載されている時間（10：00～18：00）
で良いか。

ご理解のとおりです。

781 113_(添付5-3-6)
チケット販売支援
業務に係る要求水
準

6 49 ６_（１）_① ポスト数：1と記載があるが、常時1ポスト配置する必要があるか。 ご理解のとおりです。配置日及び時間に記載の日及び時間に、常時
１ポスト配置してください。

782 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 4 １_（１）_①
公演記録映
像・音声収録
業務

ビデオエンジニアの選任・配置は必須となりますでしょうか。
同様の業務を提供できる場合の配置は不要、または兼任でもよろし
いでしょうか。

ビデオエンジニアの配置は必須です。また、公演収録時はビデオエ
ンジニアと他の業務従事者の兼務はできません。ただし、ビデオエ
ンジニアのポストが配置され、要求水準書を満たしている限りにお
いては、都度担当者が交代して業務を行うことは認めます。

783 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 4 １_（１）_①
公演記録映
像・音声収録
業務

国立劇場建替え中に、外部の劇場を借りて公演を行う場合その公演
記録は本業務に含まれるでしょうか。含まれる場合、その頻度やご
教示ください。
また費用算出の公演回数（記録回数）等の基準をご教示ください。

No.580の回答をご参照ください。

784 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 4 １_（１）_①
公演記録映
像・音声収録
業務

集後の納品回数、納品スケジュール（製作期間、確認・指示、納
品）をご教示ください。

現時点での想定はありません。なお、令和元年度の国立劇場大劇
場・小劇場、国立演芸場における公演記録の完成版の納品回数は、
年間およそ60回です。また、現行業務においては、収録から納品ま
で、３か月程度の期間を要します。

785 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 8 １_（１）_②
映像資料複製
業務

複製枚数の想定数と納品回数、納品スケジュール感をご教示くださ
い。

現時点での想定はありませんが、国立劇場における現行の業務にお
ける複製枚数は年間350枚程度、納品回数は年間220回程度です。ま
た、現行の業務においては、デモ用の複製に約１日、映像資料複製
に係る権利処理等の内部手続に最低１か月程度、承認後の複製作業
に約１日を要しています。

786 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 9 １_（１）_③
公演記録写真
リサイズ・
ディスク作業
業務

公演記録写真リサイズ・ディスク作製業務に関して、納品回数の想
定数と納品スケジュール感をご教示ください

現時点での想定はありません。なお、現行の公演記録写真リサイ
ズ・ディスク作製業務における納品回数は年間およそ５回、納品ス
ケジュールはおよそ10営業日としています。

787 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 9 １_（１）_③
公演記録写真
リサイズ・
ディスク作業
業務

公演記録写真リサイズ・ディスク作製業務について、リサイズ等の
業務時の発生数量によって金額が変化すると思われますので、算出
基準または記載基準をご教示ください。

【添付資料５－３－７】「公演記録支援業務に係る要求水準」１．
（３）③ｃ．に示すとおり、公演記録支援業務はすべて、業務量の
実績に応じて支払を行うので、現時点において事業費の算出及び提
案をいただく必要はありません。入札時の金額については、【資料
－１－３】「事業費の算定及び支払方法」表４．をご参照くださ
い。各項目の単価については、現行の業務における年間予定数量を
【参考資料５－３－８】「公演記録支援業務に関するデータ」５．
（１）に示していますので、そちらを参照のうえ、提案してくださ
い。
なお、現行業務における年間の納品回数と納品スケジュールについ
ては、No.786の回答をご参照ください。

788 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 10 １_（２）業務
提供対象

Ｒ６年4月1日から業務開始は、能楽堂のみでの業務と推察できま
す。
本館や演芸場に関連する公演の記録は含まれないと考えてよろしい
でしょうか。
また、閉館後に外部の劇場等で実施される場合の公演記録について
の方針をご教示ください。

本館や演芸場における公演は、再整備期間中には行いません。後段
については、No.580の回答をご参照ください。

789 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 10 １_（２）業務
提供対象

閉館後に本館や演芸場に関連する公演が外部の劇場等で実施される
場合、公演記録も本積算に含まれる場合、費用算出の公演回数（記
録回数）等の基準をご教示ください。

No.580の回答をご参照ください。

790 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 18 １_（３）_①
_b

「業務責任者を配置すること」とありますが、責任者以外の人員は
選任せずに、都度入れ替わることは容認されていると考えてよろし
いでしょうか。

要求水準を満足する範囲において、事業者の提案によります。

791 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

1 18 １_（３）_①
_b

業務責任者やテクニカルディレクター等は、劇場内への常駐を想定
されておりますでしょうか。

要求水準を満足する範囲において、事業者の提案によります。

792 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

2 23 １_（１）_①
_e_（c）

ライブ配信に関わる業務において、必要に応じて第三者に委託して
もよろしいでしょうか。

ライブ配信に関わる業務の第三者への委託については、業務従事者
の要件を満たしたうえで、可能とします。第三者への委託を行う場
合は、【資料－１】「事業契約書（案）」第17条の規定に従ってく
ださい。

793 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

2 23 １_（１）_①
_e_（c）

ライブ配信に関わる業務において、指揮命令者は振興会の職員とな
りますでしょうか。配信に関わる業務体制（指揮命令系統）の考え
方をご教示ください。

ライブ配信を行う場合は、振興会の担当者と公演記録支援業務の業
務責任者との連携のもと、公演記録支援業務の業務責任者が業務従
事者に業務指示等を行ってください。

794 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

2 42 ２_（１）_②
_b_（b）

「収録用台本」の作成に関して、配置する人員選定に関わるため、
ご要望の水準を確認したく、過去の台本または類似する資料を確認
させて頂くことは可能でしょうか。

振興会では、過去の収録用台本を保存していないため、提供できま
せん。業務従事者が、要求水準を満たす公演記録映像が収録できる
水準の台本を作成してください。完成後の映像については、【参考
資料５－３－19】「公演記録映像」をご参照ください。

795 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

4 7 １_（１）_③
_a_（g）

「業務の実施に際し、カメラ等必要機材の運搬、設置、回線敷設、
調整等を原則として業務開始１時間前までに行うこと。ただし、公
演ごとに準備可能な時間等が異なるため、詳細については振興会に
確認すること。」とありますが、公演の準備に与えられる最短時間
や業務回数の想定をご教示ください。

公演の準備に与えられる最短時間は、およそ１時間を想定していま
す。なお、カメラを用いる公演収録日については、各日調整を行う
こととします。
その他、現行業務における公演記録映像収録設備運用業務における
ポスト数は、【参考資料５－３－８】「公演記録支援業務に関する
データ」１．（２）の『運用』で確認いただけるとおり、毎月20ポ
ストを配置しています。

796 114_(添付5-3-7)
公演記録支援業務
に係る要求水準

4 7 １_（１）_③
_a_（g）

記録業務の準備作業が、設定された準備可能時間を超える場合、前
日作業やポスト数を増やして対応することで、経費の増加となるこ
とが考えられますが、経費算出についてのお考えをご教示くださ
い。

公演記録支援業務については、年度ごとに業務量の実績に応じた対
価を支払うこととします。対価の支払方法等については、【資料－
１－３】「事業費の算定及び支払方法」をご参照ください。経費の
算出にあたっては、事業者が、各月の業務に係るポスト数（それぞ
れの業務に係る総作業時間が分かる記載とすること。）を毎月末締
めでまとめ、振興会に提出したものを参照します。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

797 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

1 3 １_（１）_業
務概要

現国立劇場では季節に合わせた装飾がロビーで実施されています
が、業務概要①～④の中に該当する項目がありません。グランドロ
ビーが普及発信施設に内包される空間と考えると、民間事業者によ
る事業だと考えられますが、装飾に関する業務は振興会側にて対応
されるという認識でよいでしょうか。また、事業者側の業務だとす
ると、事業費はサービス対価に含まれるのか、普及発信施設の企
画・制作事業費と考えるのか、考えをお示しください。

前段については、イベント企画・運営支援業務に含まれます。イベ
ントに合わせて装飾を行ってください。
後段については、費用は、運営費の企画・制作業務費に含まれま
す。【添付資料５－３－13】「普及発信施設の運営支援業務に係る
費用・収入についての考え方」をご参照ください。
また、イベント内容によっては、振興会が別途調達する場合もあり
ます。

798 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

1 15 １_（２）業務
提供対象

「令和11年４月１日から、国立劇場において、普及発信施設の運営
支援業務を提供すること。」とありますが、イベントや展示などの
企画制作準備を考慮すると、業務開始日よりも前に取り組むことが
望ましい内容もありますが、それに対応する人件費や製作準備費な
どの費用は、開館準備費として運営事業費に含まれるという認識で
よいでしょうか。または、業務提供開始日前の期間は、事業者が必
要性に応じて人員配置を開始することとなり、その費用は振興会と
協議の上、年度ごとに業務量の実績に応じた対価支払いの対象にな
りますでしょうか。考えをお示しください。

令和11年４月１日以前に、事業者の任意で、普及発信施設の運営支
援業務に係る準備を行うことは妨げませんが、当該期間に係る費用
はサービス対価に含まれません。
併せて、開業準備支援業務の期間については、No.343の回答をご参
照ください。

799 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

1 17 １_（２） 普及発信施設は観劇目的以外の来場者も訪れる施設という認識で、
各施設が公演の有無に係わらず賑わいを創出するものと理解をして
おりますが、各施設の業務提供日は公演日を原則となっており、公
演日を前提とした人員計画を行う必要がありますでしょうか。

ご理解のとおりですが、公演日以外にも業務を実施し、普及発信に
繋がるよう積極的に活動していただきたいと考えています。なお、
公演日以外に業務を行う場合は、振興会と協議のうえ業務を実施し
てください。その他、普及発信施設の運営支援業務において、ポス
トに係る人件費以外の、業務量の実績に応じて支払う対価の支払に
ついては、【資料－１－３】「事業費の算定及び支払方法」表４．
をご参照ください。

800 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

2 6 １_（３）_①_
ａ

普及発信施設の項目の中に「総合受付」がありますが、受付スタッ
フのポスト数が見当たりません。総合受付の業務提供時間について
ご教示ください。また、常時最低2名程度の配置が必要という認識で
よろしいでしょうか。

業務提供時間は、休館日を除く日の10時～18時とします。【添付資
料５－３－３】「公演来場者受付・案内等業務に係る要求水準」を
訂正しますので、訂正表をご確認ください。
ポストについては、No.772の回答をご参照ください。

801 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

2 14 １_（３）_①
_a_表８－２

レファレンス運営スタッフの勤務時間は9時間/日　5ポストとある
が、常時5ポスト配置する必要があるか。

レファレンス運営スタッフについては、レファレンスの利用者の利
便等を損なわず、要求水準を満足する範囲において、９時間／日・
年300日・５ポストを基準とし、繁閑の状況に応じて配置するなど、
事業者の提案を可能とします。

802 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

2 27 １_（３）_①_
ａ_表８－２＿
広報・営業担
当者

業務内容として「普及発信施設の運営にあたり、広報・営業を担当
する。イベントの宣伝等を行う。」と記載があります。本業務にあ
たり、振興会が実施する広報・ブランディング活動との関係とし
て、役割分担、協業の考え方をお示しください。

【添付資料５－３－８】「普及発信施設の運営支援業務に係る要求
水準」１．（４）に記載のとおり、振興会は、広報・営業担当者等
の人件費を、そのポスト数に応じて、『展示等運営人件費』として
支払います。そのうえで、具体の業務を行うなかで発生する、『展
示等運営人件費』以外の費用については、『企画・制作業務費』と
して、業務量の実績に応じて支払います。業務の詳細については、
契約締結後に事業者との協議のうえ、振興会が決定します。

803 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

2 27 １_（３）_①_
ａ_表８－２＿
広報・営業担
当者

業務内容として「普及発信施設の運営にあたり、広報・営業を担当
する。イベントの宣伝等を行う。」と記載があります。本業務にあ
たり、添付資料５－３－１０開業準備支援業務にかかる要求水準P.1
の➁広報・ブランディング活動の業務従事者の業務内容との、役割
分担、協業の考え方をお示しください。

No.802の回答をご参照ください。

804 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

2 27 １_（３）_①_
ａ_表８－２＿
広報・営業担
当者

表8-2業務内容からイベントチラシや展示室リーフレット制作も担う
と考えられますが、添付5-3-8には、体験展示室のリーフレット制作
およびオンラインやウェブサイトでの情報発信しか見受けられませ
ん。企画展示室のリーフレットは振興会にて制作されると考え事業
費は事業者側で見込まなくてよいという理解でよいか。また、普及
発信施設の運営にあたり、広報制作物に関しては、振興会と協議の
上、実績支払いと考えてよいか。サービス対価に含むのであれば、
事業費積算にあたり、体験展示室のリーフレットの仕様・部数等に
加え、普及発信施設における広報印刷物などの仕様・部数等具体的
にお示しください。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、企画・制作業務費として、業務量の実績に応じた
対価を支払います。

805 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

3 2 １_（３）_①_
ａ_表８－２_
企画・制作担
当者

表内の企画・制作担当者の業務内容において、「振興会が実施する
企画展示と協働して、体験展示を企画し、必要に応じて助言等を行
う。」とあるが、企画展示の制作は振興会が予算を持ち、企画制作
を担うと考え、事業者側はそれに対するアドバイス程度という認識
でよいか。

企画展示の費用については、振興会で別途負担します。
業務内容の詳細については、契約締結後の事業者との協議のうえ振
興会が決定しますが、事業者には、振興会が実施する企画展示に対
して振興会が助言を求めた場合には、積極的にそれに応じることを
期待しています。

806 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

3 3 １_（３）_①_
ａ_表８－２_
レファレンス
運営スタッフ

勤務時間に9時間/5ポストと記載があるが、また、水曜は夜間延長が
示されている。開館時間中は常に5ポスト配置が必須でしょうか。ま
たはコアタイムを設け、その時間帯は5ポストとし、利用者数に応じ
て必要なサービス機能が提供できるなら時間帯によっては事業者の
工夫によりポスト数を減することも可能でしょうか。事業費に関わ
るため、考えをお示しください。

前段については、No.801の回答をご参照ください。
後段については、効率的な業務の実施に寄与すると考えられる場合
は、事業者と協議のうえ振興会が決定します。

807 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

3 9 １_（３）_①_
ｃ

「c　ボランティアスタッフを含む運営スタッフの募集・採用、業務
管理はすべて事業者の責任で実施すること。」とあるが、管理に要
する費用はサービス対価内に含まれているという認識でよいか。

ご理解のとおりです。

808 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

4 14 １_（４）_① 「各種業務に係る制作費 及び 業務量に応じて配置した運営スタッ
フ（一般）並びに運営スタッフ（有資格者）のポスト分の人件費等
は、年度ごとに業務量の実績に応じた対価を支払うこととする」と
の記載がありますが、ここに記載のある「制作費」の定義をご教示
いただけますでしょうか。企画制作を行う専門的なスタッフの人件
費や体験サービスを提供するスタッフの費用、広告宣伝費などを指
しており、施設整備業務として記載のある「展示制作・造作」とは
異なるという認識でよろしいでしょうか。

企画制作費における『制作費』とは、広告宣伝費、事業期間中の展
示の更新費等を指し、施設整備業務として記載のある『展示制作・
造作』とは異なります。具体の費用の用途については、事業開始
後、振興会と協議のうえ決定してください。その他、企画制作費に
は運営スタッフ（一般）及び運営スタッフ（有資格者）の人件費も
含まれます。なお、企画制作を行う専門的なスタッフの人件費は、
『企画・制作担当者』として別途ポスト数を定めているとおり、展
示等運営人件費に含まれます。

809 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

4 19 １_（４）_② 「普及発信施設の設計、建設工事、展示制作・造作は施設整備業
務」との記載がありますが、ここの「展示制作・造作」について
は、デジタルコンテンツの制作などの費用も含まれますでしょう
か。「展示制作・造作」に含まれるものとして想定されている内容
をご教示ください。

事業者の提案によるコンテンツ作成に係る費用は、『展示制作・造
作』に含まれます。その他、普及発信施設の整備に係る具体的な内
容は、【資料－２】「業務要求水準書」第４章．第７節．６．及び
【添付資料４－７－８】「普及発信各室の性能特記事項」をご参照
ください。
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810 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

4 27 １_（４）_③ 「③前掲の②によって調達した什器・備品の更新費用が発生した場
合については 、企画・制作業務費で支払う。」とあるが、期間中に
一度想定されている全面改修費用は同額を想定すればよいでしょう
か。または費用は事業者提案として設定するのか、お考えをお示し
ください。

【添付資料５－３－８】「普及発信施設の運営支援業務に係る要求
水準」４．（４）④ｂ．に記載のとおり、全面改修の内容は事業者
と協議のうえ、振興会が決定します。そのため、全面改修費用につ
いて、現時点でお示しできるものはありません。なお、企画・制作
業務費については、業務量に応じた対価を支払うことから、現時点
において提案いただく必要はありません。入札時の金額について
は、【資料－１－３】「事業費の算定及び支払方法」表４．をご参
照ください。

811 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

4 27 １_（４）_③ 「③前掲の②によって調達した什器・備品の更新費用が発生した場
合については 、企画・制作 業務費で支払う。」とありますが、期
間中に一度想定されている全面改修費用の計上年度は、事業者が任
意に設定してよいでしょうか。

No.342及びNo.810の回答をご参照ください。

812 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

4 34 １_（４）_⑤ 「⑤レファレンスの運営支援業務 、及びイベント企画・運営支援業
務のうち振興会が企画・運営を行う普及イベントについては、料金
収入は全額振興会に帰属する。この業務において料金を徴収した場
合は、業務ごとに毎月末にまとめて振興会に報告するとともに振興
会の指定する口座に振り込みで納入すること。」とありますが「振
興会が企画・運営を行う普及イベントについて」の普及イベントの
範囲を教えてください。（例えば、通常のレファレンスにおける料
金収入はそれに該当するかなど）

普及イベントの範囲については、【添付資料５－３－８】「普及発
信施設の運営支援業務に係る要求水準」及び【参考資料５－３－
14】「普及イベント実施例」をご参照ください。なお、通常のレ
ファレンスにおける料金収入は、普及イベントで得られる収入には
該当しませんが、レファレンスにおいて得られる料金収入は、すべ
て振興会に帰属します。

813 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

5 20 ２_レファレン
スの運営支援
業務

業務の中に検索システムや料金徴収代行（ＰＯＳレジやキャッ
シャー）の内容が示されていません。振興会が各種システムや備
品、しくみの構築をし、事業者側は運営をするだけという認識でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

814 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

5 34 ２_（２）_④ 「④視聴サービスの利用料金は、職員、出演者、レファレンスの運
営に関与する者を除き有料とする」とありますが、利用料金は振興
会が設定するということでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

815 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

5 45 ２_（３）_② 「②利用料金は、振興会の指示により徴収する。」とありますが、
徴収方法について記載がありません。POSレジなどのシステムでの対
応の場合、振興会にて準備・設置されるという認識でよいでしょう
か。（事業者側で準備するものはないと考えてよろしいか）

No.813の回答をご参照ください。

816 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

6 24 ２_（８）資料
点検

「所蔵資料の点検は、原則として、毎年度２回、レファレンスルー
ムを閉館して行う」とありますが、1回の想定日数があれば教えてく
ださい。

現時点でお示しできる想定はありませんが、現行業務においては、
月末に実施する整理点検は１日、夏季整理期間は９～11日間、冬季
整理期間は５～９日間を要します。

817 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

6 27 ２_（９）ブラ
ウジングコー
ナー の活用等
について

「伝統芸能系の雑誌や入門書籍を配架し」とありますが、配架の形
態は事業者提案というころでよろしいでしょうか？

ご理解のとおりです。

818 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

6 27 ２_（９)ブラ
ウジングコー
ナーの活用等
について

ブラウジングコーナーはオープンな空間で自由に閲覧していただく
趣旨かと理解しますが、その場合盗難・紛失などもリスクも伴うと
考えます。振興会が選定・購入する書籍や公演の解説書等配架資料
に関して、盗難・紛失へのリスク対応をどのようにお考えかお示し
ください。

ブラウジングコーナーに限らず、劇場内のあらゆる場所において、
盗難・紛失が生じないよう、警備業務の一環として、不審者の監視
を行ってください。

819 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

6 28 ２_（９）_① 「配架する雑誌や書籍の選定や購入は振興会が行う」との記載があ
りますが、常時何冊程度の雑誌・書籍を配架する予定などの計画、
必要な書棚の数、ブラウジングコーナーに必要な面積などの想定が
ございますでしょうか。

事業者の提案によりますが、詳細については、事業者との協議のう
え、振興会が決定します。

820 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

7 3 グランドロビー及び大小レクチャー室は事業者の利用が認められて
いますが、外部の団体に貸し出して、普及発信につながるようなイ
ベント等を開催することは認められるのでしょうか。

振興会と協議のうえ、グランドロビーや大小レクチャー室を外部の
団体に貸し出し、普及発信に繋がるイベント等に積極的に活用して
いただくことを期待しています。

821 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

7 9 ３_（１）_➄ 「ウェブサイトを活用した文化芸術活動の多言語によるコンテンツ
作成やオンライン配信を行うなど」と記載がありますが、振興会が
設置運用する国立劇場のウェブサイト以外に、普及発信機能独自の
情報発信プラットフォーム(ウェブサイトなど)を設置運用し、振興
会の国立劇場のウエブサイトと連携していくという考えでよいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

822 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

7 26 ３_（３）普及
イベント

「②実施頻度及び内容」に記載の内容について、「d.さくらまつ
り・鏡開き等、その他振興会が企画するイベント」は振興会が主体
となって実施するイベントへの実施支援を行い、「a.伝統芸能講座
～c.ワークショップ」の内容については、事業者が主体となり企
画・開催するとの理解でよろしいでしょうか。

普及イベントの企画の主体は振興会です。事業者は主に参加者の確
認・案内等、運営の支援を行いますが、企画に関して振興会が助言
を求めた場合には、それに応じることを期待しています。

823 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

9 8 ４_（４）_③
_d

「修理又は点検に際して専門的技術が必要となる場合は、振興会と
協議を行う」との記載がありますが、修理又は点検に際しての費用
の負担については振興会様側で担っていただくという認識でよろし
いでしょうか。

事業者の責によりその必要が生じた場合を除き、修理又は点検に際
しての費用については、企画・制作業務費として振興会が負担しま
す。

824 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

9 38 ５_（２）_① 見学コンテンツについて「来場者等が、ロビー等、公演日でなくと
も立ち入ることのできる場所を見学できるよう。」との記載があり
ますが、ロビーというのは、グランドロビーを指すという認識でよ
ろしいかったでしょうかあ。

グランドロビーなど、来場者以外も自由に出入りできる場所を想定
しています。詳細については、契約締結後に事業者との協議のう
え、振興会が決定します。

825 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

9 46 ５_（３）_① 基本ツアーが週2回程度とあるが、実際の過去実績があればいただき
たい。

近年実施した劇場ツアーの一例について、【参考資料５－３－20】
「国立劇場ツアー参考実績」を追加しますので、ご参照ください。
なお、【資料－２】「業務要求水準書」の目次の訂正については、
訂正表をご確認ください。

826 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

10 3 ５_（３）_③ 基本ツアーは有料での実施を想定しているとあるが、過去実績での
金額設定を開示いただきたい。

No.825の回答をご参照ください。

827 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

10 13 ５_（４）_⑤ プログラム例に記載されているようなツアーの実績があれば、その
概要や金額設定を開示いただきたい。

No.825の回答をご参照ください。
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828 115_(添付5-3-8)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
要求水準

10 20 ５．_（４）特
別ツアー

⑤に「特別ツアーは休演日など限られた条件で実施」また、④に
「職員の立会いを必須」とありますが、休館日にも職員に立ち会っ
ていただけるという認識でよろしいでしょうか。

休館日は業務提供日ではありません。休演日における特別ツアーの
実施については、振興会職員が立ち会いますが、休演日かつ休日
（土・日曜日及び「国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第178
号）」に規定する休日）である日に特別ツアーを実施する場合は、
事業者と振興会が協議し、実施可否を振興会が決定します。

829 116_(添付5-3-9)
冊子作製・配送等
支援業務に係る要
求水準

1 17 １_（３） 「国立劇場外に本件業務の実施が十分に可能な場所を準備し、業務
を実施すること。」との記載がありますが、宅急便の集荷・配送手
配などすべての配送支援業務について、劇場外で対応するという認
識でよろしいでしょうか。

国立劇場における作業が必要な場合は、警備業務の業務従事者に作
業を行わせる等、連携して作業を行い、人員を効率的に配置するこ
ととしてください。
国立劇場内の荷物をまとめる場所については、【添付資料５－３－
９】「冊子作製・配送等支援業務に係る要求水準」３．（４）③、
（５）③に記載するとおり、国立劇場内に確保することを想定して
います。

830 116_(添付5-3-9)
冊子作製・配送等
支援業務に係る要
求水準

2 14 ２．冊子作製
支援業務

a業務開始前について　業務開始前とは受託業者決定後（2022年10月
入札時に単価表の提出は不要）という認識で宜しいでしょうか。

単価表の作成についてはご理解のとおりですが、一部の冊子に係る
工程別単価表については、【様式Ｂ－３－３添付⑤】「冊子作成支
援業務に係る工程別単価」において提案してください。

831 117_(添付5-3-10)
開業準備支援業務
に係る要求水準

1 6 １_（２） 「開業に向けたリハーサル等業務」において発生する費用はすべて
振興会様側で負担されるという認識でよろしいかったでしょうか。
（事業者負担の費用は、支援業務に係るスタッフの人件費のみとい
う認識でおります。）

要求水準に規定する業務内容及び業務期間において実施された業務
に係る費用は、広報・ブランディング活動で配置を求めている業務
従事者の人件費を含め振興会が負担しますが、当該要求水準にない
ものに係る費用については事業者負担を想定しています。

832 117_(添付5-3-10)
開業準備支援業務
に係る要求水準

1 25 １_（２）_➁
_a.業務期間

業務期間は、令和10年4月1日からと記載がありますが、それ以前
に、広報・ブランディングの活動を振興会として実施する場合にも
事業者の業務は生じないと考えてよろしいでしょうか。

No.343の回答をご参照ください。

833 117_(添付5-3-10)
開業準備支援業務
に係る要求水準

2 1 「なお、事業者が検討したＰＲ及び広報ツールの計画の実施につい
ては主に振興会が行うが、事業者は、作成した計画が円滑に実施さ
れ、かつ、効果的なＰＲ及び広報ツールが実現するように、適切な
アドバイス及び企画・実施補助を行う。」と記載されていますが、
実施補助について具体的な業務内容や業務量の概要をお示しくださ
い。また、本業務に関して、配置する従事者の人件費以外に事業者
の負担する費用は無いという理解で良いでしょうか。

前段については、事業契約締結後に詳細について事業者との協議の
うえ、振興会が決定します。
後段については、No.831の回答をご参照ください。

834 117_(添付5-3-10)
開業準備支援業務
に係る要求水準

2 10 (ｄ) 「なお、事業者が検討したイベント計画の実施については主に振興
会が行うが～」とあるが、例に示されたようなイベント実施予算に
関しては、別途振興会側にて本事業とは別に予算枠を確保するとい
う認識でよいでしょうか。
本事業で予算設定する必要がある場合、イベント規模・対象によっ
て振興会側と事業者側のイメージの乖離が大きいと期待される予算
設定が難しいため、具体的にお示しいただけないでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、事業契約締結後、規模・対象を含むイベント計画
について事業者と協議のうえ、振興会が決定します。

835 117_(添付5-3-10)
開業準備支援業務
に係る要求水準

2 14 １_（２）_➁_
ｄ_（ｄ）

プレイベントや開業記念事業の例が挙がっていますが、現時点でロ
ゴ・シンボルマークの制作の有無、想定される場合の公募の可能性
等、考えをお示しください。ロゴ・シンボルマークなどはサイン計
画にも影響があると考えられ、その場合、よりよい体制・取り組み
を図るためには想定される業務期間との関係について、考えを合わ
せてお示しください。

現時点では、国立劇場のロゴ・シンボルマークを新規に制作する予
定はありません。今後、振興会において必要性を含め検討すること
となります。

836 117_(添付5-3-10)
開業準備支援業務
に係る要求水準

2 14 １_（２）_➁_
ｄ_（ｄ）

「ｲ開業記念事業」に関して、人員体制検討に影響があるため、実施
回数や規模感など、考えをお示しください。

あくまでも例示であり、具体的な内容については、振興会において
必要性も含め検討することになります。

837 118_(添付5-3-11)
振興会の事務支援
業務に係る要求水
準

１ 4 １_（２） 「国立劇場外に本件業務の実施が十分に可能な場所を準備し、業務
を実施すること。」との記載がありますが、助成金関連書類の対応
支援などすべての事務支援業務について、劇場外で対応するという
認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

838 118_(添付5-3-11)
振興会の事務支援
業務に係る要求水
準

1 18 ２．クリーニ
ング業務に係
る要求水準

指定のクリーニング業者があるか。もしくは事業者でクリーニング
業者を選定する必要があるか。

事業者の提案によります。

839 118_(添付5-3-11)
振興会の事務支援
業務に係る要求水
準

2 15 ３ 「仮移転支援業務に係る要求水準」は一部回線まわりの工事などの
業務もあるため、運営業務ではなく維持管理業務に位置づける事は
可能でしょうか。

原文のとおりとします。

840 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

1 12 １_（１）_表
１２－１

レストラン業務提供のコアタイムが示されている（表12-1内）が、
複数のレストランを計画する場合、いずれか1店舗がコアタイムを満
たすことで要求水準を満たすこととしてほしい。
※幕間時間に集中してサービス提供する店舗については、その前後
の時間は準備業務等に集中する必要があり、コアタイムを通して開
店状態を継続することが難しいと想定されることを懸念します。

国立劇場内に、飲食機能として、カフェとは別に複数のレストラン
を計画する場合には、最低でも１店舗がコアタイムを満たすことで
要求水準を満たすことを認めます。ただし、レストラン、カフェ、
ショップいずれも、最低各１店舗ずつはコアタイムを満たし、か
つ、施設整備等の要求水準をも満たす形としてください。例えば、
コアタイムを満たすレストラン及びカフェ全店舗について、面積合
計は600㎡、座席合計は200席を下回らないようにしてください。

841 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

1 16 １_（１）_※
２

「フードデリバリー等の取次ぎ対応等」とあるが、具体的にどう
いった対応、提供サービスが想定されているか。

フードデリバリーの代理注文、保管、受渡等を想定していますが、
詳細については、事業契約後の事業者との協議のうえ、振興会が決
定します。

842 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

1 20 １．_（１）_
③※１

「また、業務を提供する日及び業務提供時間については、来場者等
のニーズを踏まえて振興会と協議し、承諾を得た場合に限り、変更
することができるものとする。」とありますが、ここに記載の「業
務提供時間」とは「業務提供時間（コアタイム）」のこととの理解
で良いか。前文に「業務提供時間に関してコアタイム以外の時間帯
（公演日以外の時間帯を含む）の営業は来場者等のニーズを踏まえ
て事業者が決定できるものとする。」とあるためどのように解釈す
ればよろしいでしょうか。

来場者等のニーズを踏まえて振興会と協議し、承諾を得た場合に限
り、業務提供時間（コアタイム）を変更することができます。コア
タイム以外の時間帯に業務を提供するか否かについては、来場者等
のニーズを踏まえて事業者が決定することができます。

843 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

１ 23 食事スペースに設置するテーブル・机は、参考資料5-2-22に含まれ
ており、支払い対価は令和11年の備品調達費の指定額に含まれてい
るという認識で良いでしょうか。

ご理解のとおりです。
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844 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

2 8 （３）飲食・
物販等サービ
ス提供業務に
係る費用負担
の考え方

「②飲食・物販等サービス提供業務で使用する施設の整備費用は、
事業費（施設費）の一部として、振興会が負担する。」とあるが、
躯体に影響する基本的な厨房機器（空調、厨房機器）も含まないと
いう理解でよいでしょ。うか。

「基本的な厨房機器（空調、厨房機器）」で想定されるものが不明
ですが、空調については、【資料－２】「業務要求水準書」第４
章．第５節．２．（３）②等の記載を参照して、施設整備業務にお
いて整備してください。厨房機器は施設費には含まれません。

845 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

2 8 （３）飲食・
物販等サービ
ス提供業務に
係る費用負担
の考え方

「②飲食・物販等サービス提供業務で使用する施設の整備費用は、
事業費（施設費）の一部として、振興会が負担する。」とあります
が、事業期間中に飲食・物販事業者または業態が社会情勢や時代の
ニーズとともに変更する必要があり、内装整備等次の業態にあった
変更が必要だと考えます。その場合の改修費用は事業者負担という
理解でよいでしょうか。（振興会はあくまで初回の施設整備費の一
部のみ負担するという理解でよいでしょうか）

ご理解のとおりです。

846 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

2 8 （３）飲食・
物販等サービ
ス提供業務に
係る費用負担
の考え方

「②飲食・物販等サービス提供業務で使用する施設の整備費用は、
事業費（施設費）の一部として、振興会が負担する。」とあります
が、業務要求水準書ではショップにおいて「弁当、軽食及び飲料を
販売する計画とする。また、公演休憩時に各劇場ホワイエにおいて
ワゴン販売等を行う計画とする。」とあります。このワゴン販売等
に対応できる什器・備品に関しては、この施設整備費の一部に含ま
れるという理解でよいでしょうか。

ワゴン販売等に対応できる什器・備品については、施設費には含ま
れません。事業者の負担において準備してください。

847 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

2 8 １_（３）_②
飲食・物販等
サービス提供
業務に係る費
用負担の考え
方

振興会にご負担いただける飲食・物販等サービス提供業務で使用す
る施設の整備費用項目を具体的にご教示ください。

飲食・物販等サービス提供業務で使用する施設の整備費用とは、レ
ストラン、カフェ、食事スペース、ショップの床・壁・天井などの
躯体と内装に係る費用を指します。

848 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

3 4 １_（４）_① 「収入及び支出については各店舗別に区分整理」とあるが、同一事
業者が複数店舗を一体的に運営する場合、「事業者別に区分整理」
とすることを認めてほしい。
※特にレストラン・カフェについて、観劇客、実践者、広く一般の
来街者等の多様なユーザーに、多様な選択肢をもってより魅力的な
食の体験を提供しようとするにあたり、複数店舗を一体的に運営す
ることで実現でき、かつ事業成立性も安定すると言うテナント意見
が聞かれいる点を踏まえ検討願いたい。

同一事業者が複数店舗を一体的に運営することを妨げるものではあ
りませんが、月ごとの総売上額に所定の料率を乗じた額となる使用
料の算定や、店舗別の収支管理のため、収入及び支出については店
舗別に区分経理してください。

849 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

3 24 2_（1）_①_ｂ
飲食提供業務

実施方針の質疑回答№832において、ホワイエやグランドロビーに飲
食可能エリアを設けてもよいとのことですが、ホワイエ・グランド
ロビー内の飲食可能エリアに設置するテーブルや机などは参考資料
5-2-22に含まれており、支払い対価は令和11年の備品調達費の指定
額に含まれているという理解で良いでしょうか。

ホワイエ・グランドロビーの飲食可能エリアに設置するテーブルや
机などは、【参考資料５－２－22】「什器・備品リスト　一般什
器・特殊什器・家電」には含まれていません。事業者の負担におい
て準備してください。

850 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

4 22 ２_（２）_③
_e．オリジナ
ルグッズの開
発について

既存オリジナルグッズの一次販売に係る権利処理に関して振興会が
負担した費用を販売種目ごとにご教示ください。

著作権者と振興会の二者間における合意に基づき振興会が費用を負
担しており、第三者への公表は予定していません。

851 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

4 32 ２_（２）_④
プログラム関
連販売物の販
売

プログラム関連販売物の売上実績をご教示ください。 【参考資料５－３－13】「国立劇場ショップに関するデータ」にプ
ログラム売上実績を追加しますので、ご参照ください。

852 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

5 1 ２_（３ ）自
動販売機運営
業務

現在の国立劇場における自動販売機設置台数をご教示ください。 国立劇場には自動販売機を17台設置しています。

853 119_(添付5-3-12)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る要求水準

5 1 ２_（３ ）自
動販売機運営
業務

国立劇場及び国立能楽堂における自動販売機の売上実績をご教示く
ださい。

平成30年度から令和２年度までの売上本数及び売上金額について
は、【参考資料５－３－21】「平成30年度～令和２年度自動販売機
売上実績」を追加しますので、ご参照ください。なお、【資料－
２】「業務要求水準書」の目次の訂正については、訂正表をご確認
ください。

854 120_(添付5-3-13)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
費用・収入につい
ての考え方

1 1 広告収入や協賛金・寄附についての記載がありません。例えば広報
媒体やサイネージなどへの広告掲載、イベントへの協賛など外部資
金が考えられますが、その場合の収入の取り扱いについて、考えを
お示しください。

今後、振興会において必要性を含め検討することになります。

855 120_(添付5-3-13)
普及発信施設の運
営支援業務に係る
費用・収入につい
ての考え方

1 維持管理費の
列

「当該対価は維持管理業務内の什器・備品保守管理業務の費用とし
て支払う。」とありますが（２箇所）、什器・備品調達業務の費用
の誤りでしょうか。

ご理解のとおりです。【添付資料５－３－13】「普及発信施設の運
営支援業務に係る費用・収入についての考え方」を訂正しますの
で、訂正表をご確認ください。

856 121_(添付5-3-14)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る使用料

1 10 ２．一時使用
に係る使用料

公演休憩時に各劇場ホワイエにてワゴン販売等をする場合は、年間
最低保証使用料はかからないという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

857 121_(添付5-3-14)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る使用料

1 10 ２．一時使用
に係る使用料

公演休憩時に各劇場ホワイエにて時間を限定した常設のバーカウン
ターで飲食の提供や物販を行う場合、年間最低保証使用料はかから
ないという理解でよいでしょうか。

ホワイエ等の一部を占有して常設のバーカウンターを設置する場合
には、年間最低保証使用料を負担する必要があります。

858 121_(添付5-3-14)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る使用料

1 10 ２．一時使用
に係る使用料

公演休憩時に各劇場ホワイエにて時間を限定した常設のバーカウン
ターで飲食の提供や物販を行う場合、かつ年間最低保証使用料がか
かる場合、一時使用時間帯のみに対する費用となるか。

No.856及び857の回答をご参照ください。

859 121_(添付5-3-14)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る使用料

1 14 表１４－１ 人件費・水道光熱費・社会情勢等の事業者がコントロールできない
事業環境の変化により運営費の増加が発生した場合、表１４－１記
載の歩合使用料の算定に用いる料率や年間最低保証使用料について
はその率及び額について協議は可能でしょうか。

飲食・物販等サービス提供業務は事業者の独立採算を前提に実施す
るものであり、振興会は事業者に生じる損失等を補てんしないこと
を原則としますが、協議に応じることは可能です。
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860 121_(添付5-3-14)
飲食・物販等サー
ビス提供業務に係
る使用料

1 21 ２．一時使用
に係る使用料

「ショップ運営を行うにあたり一時的に国立劇場の一部を占有して
使用する場合に振興会に支払う使用料」の記載がありますが、例え
ば前庭等や劇場ホワイエ等で、飲食・物販を伴わないイベントを催
す場合についての利用料についての考えをお聞かせください。（和
楽器演奏イベント、体操イベント、など）

【添付資料５－３－８】３．の普及発信に繋がるイベント等を開催
する場合は、積極的に活用していただくことを期待していることか
ら、料金の負担は求めません。その他のイベントについては、別に
振興会が定める利用料金を負担する必要があります。
併せて、No.820の回答をご参照ください。

861 126_(参考2-5-1)
既存建物・既存工
作物の図面①

既存の地下及び基礎、擁壁等の構造図を配布していただけないで
しょうか。元施工会社が本事業に応募する場合は、公平な競争環境
が阻害されると懸念するためです。

振興会で保有している既存建物の構造図については【考資料２－５
－２】「既存建物・既存工作物の図面②」をご参照ください。

862 130_(参考2-8)ア
スベスト調査報告
書

1 アスベスト調査報告書の中に石綿範囲図について、調査にて含有が
判明しております外塀塗材と煙突が範囲図に明記されておりませ
ん。こちらは既に撤去済みと考えて宜しいでしょうか。

外塀を外壁と読み替え回答します。
分析結果報告書等で含有が判明している外壁塗材や煙突、ケイ酸カ
ルシウム板、保温材等については撤去していません。
なお、【参考資料２－８】「アスベスト調査報告書」の石綿範囲図
（最初の６枚）については、本館の天井仕上げ材等に吹き付けアス
ベスト等が使用された部屋のみを示しています。

863 130_(参考2-8)ア
スベスト調査報告
書

1 アスベスト調査は報告書に記載されている部分以外に調査が必要箇
所が出てくると思われます。事業者側で必要だと想定する新規調査
を事業費に計上することで宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

864 130_(参考2-8)ア
スベスト調査報告
書

9 【仕上塗材（ヒル石）】が含有とありますが層別分析資料がありま
せん。仕上塗材に含有としてLV3扱いと判断して良いでしょうか。

ヒル石のためレベル１の扱いになると考えられますが、行政庁に確
認のうえ、事業者において適切に判断してください。

865 139_(参考4-6)振
興会が行った事前
協議の概要

2 28 千代田区開発事業に係る住環境整備推進制度について、「独立行政
法人が行う事業に係る建築
物（国立劇場）は、協議により適用しない場合がある。」とのこと
ですが、国立劇場については千代田区開発事業に係る住環境整備推
進制度が適用されないことを前提とした計画としてよろしいでしょ
うか。

国立劇場の適用の有無について、基本的には適用されないことを想
定していますが、詳細は千代田区との協議によります。

866 176_(参考5-1-1)
国立劇場大劇場、
小劇場、演芸場及
び国立能楽堂の公
演実績表

3 1 平成三十一年
八月予定表

8/5～8/16まで表記がありませんが、これは演目替えの期間と捉えれ
ばよいでしょうか。合わせて令和二年二月予定表における2/17～
2/27も同様に、ご教示ください。

平成三十一年八月予定表の８/５～８/16及び令和二年二月予定表の
２/17～２/27は公演がありませんでした。

867 177_(参考5-1-2)
業務実施体制案
（維持管理・運
営）

2 7 統括責任者補
佐

統括責任者補佐は普及発信施設以外の業務責任者の兼務は可能との
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

868 179_(参考5-1-4)
修繕・更新周期の
考え方

1 表４－１修
繕・更新周期
の考え方

長期修繕計画は、表４－１の修繕・更新年（実施時期）を参考と
し、事業者の提案による修繕周期で作成すればよいとの認識でよろ
しいでしょうか。
また、更新は振興会で実施とありますが、更新周期も同上の認識で
よろしいでしょうか。

【資料－２】「業務要求水準書」第５章．第１節．５．(３)⑤に定
めるように、【添付資料５－１－１】「修繕に係る要求水準」及び
【参考資料５－１－４】「修繕・更新周期の考え方」を参考にし
て、修繕計画書を作成し、振興会に提出して確認を得てください。

869 179_(参考5-1-4)
修繕・更新周期の
考え方

修繕・更新周
期の考え方

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」の「NO.878_修繕の実施周期については機能が維
持されることを前提とし、必ずしも本資料の通り修繕を行なう必要
はなく事業者からの修繕周期の提案は認められるか」という質問に
対して、「【資料-1】「業務要求水準書（案）」第5章.第1節.5.(3)
⑤をご参照ください」と回答がありました。参照個所では事業者が
修繕計画を策定し、振興会に提出することは理解できますが、参考
資料5-1-4に記載の修繕・更新周期で行う必要があるかないかの回答
は読み取れません。認識の違いが出てきてしまうため、明確にご回
答頂きたくお願いします。

【資料－２】「業務要求水準書」第５章．第１節．５．(３)⑤に定
めるように、【添付資料５－１－１】「修繕に係る要求水準」及び
【参考資料５－１－４】「修繕・更新周期の考え方」を参考にし
て、修繕計画書を作成し、振興会に提出して確認を得てください。
修繕・更新周期について提案は可能ですが、振興会と協議が必要と
なります。

870 179_(参考5-1-4)
修繕・更新周期の
考え方

修繕・更新周
期の考え方

令和4年2月24日公表「国立劇場再整備等事業の実施に関する方針に
対する質問と回答」の「NO.666_「個々の建築資機材の自然損耗は許
容される」とありますが、図表１－１にも記載のあるように事業終
了時についても同様という理解でよろしいでしょうか」という質問
に対して、「【参考資料5-1-4】「修繕・更新周期の考え方」をご参
照ください」と回答がありました。参照資料では事業者が修繕計画
を策定し、振興会に提出することは理解できますが、参考資料5-1-4
に記載の修繕・更新周期で行う必要があるかないかの回答は読み取
れません。認識の違いが出てきてしまうため、事業終了時について
も同様の考えか否か、明確にご回答頂きたくお願いします。

【資料－２】「業務要求水準書」第５章．第１節．５．(３)⑤に定
めるように、【添付資料５－１－１】「修繕に係る要求水準」及び
【参考資料５－１－４】「修繕・更新周期の考え方」を参考にし
て、修繕計画書を作成し、振興会に提出して確認を得てください。
修繕・更新周期について提案は可能ですが、振興会と協議が必要と
なります。
また、事業終了時についても、契約時の施設整備要求水準を下回ら
ない範囲での、個々の建築資機材の自然損耗は許容されます。

871 179_(参考5-1-4)
修繕・更新周期の
考え方

修繕・更新周
期の考え方

更新に「○」が付いていないものは、現時点で振興会が更新を想定
していない設備機器等との理解でよろしいでしょうか。業務開始
後、劣化状況により更新が必要となれば振興会にて実施頂けるとの
理解でよろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
なお、更新周期は【資料－２】「業務要求水準書」第５章．第１
節．５．(３)⑤に定めるように【参考資料５－１－４】「修繕・更
新周期の考え方」を参考にして、修繕計画書を作成し、振興会に提
出して確認を得てください。
後段については、不適切な維持管理その他事業者の責に帰する事由
により、予測し難い機器の更新が必要となった場合を除き、振興会
が行います。

872 179_(参考5-1-4)
修繕・更新周期の
考え方

修繕・更新周
期の考え方

一つの設備に修繕が複数項目ある（例：空冷パッケージの修繕1～
5）設備機器がありますが、この修繕スケジュール通りに実施する場
合は、内容が不明の場合は計画を立てるのが困難です。想定してい
る修繕内容をご教示ください。（修繕1、2、3、、、の内容）

【参考資料５－１－４】「修繕・更新周期の考え方」を訂正します
ので、訂正表をご確認ください。

873 180_(参考5-1-5)
共用部の維持管
理・運営

1 8 ２_（２）共用
部の維持管理
・運営 業務実
施者

「共用部の維持管理・運営 業務は、管理組合が選定する共用部の維
持管理・運営業務実施者により実施される。」とありますが、どの
ように実施者を選定するのかご教示ください。

事業者の構成員である維持管理企業に委託することを想定していま
すが、事業者決定後に管理組合で決定します。

874 180_(参考5-1-5)
共用部の維持管
理・運営

2 8 3_(6)什器・備
品調達業務

「共用部の什器・備品保守管理業務の内容は」とありますが、“保
守管理”ではなく、“調達”という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。当該箇所を訂正しますので、訂正表をご確認
ください。
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国立劇場再整備等事業　入札説明書に関する第２回質問回答

№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

875 180_(参考5-1-5)
共用部の維持管
理・運営

2 9 ３_（６）什
器・備品調達
業務

「共用部の什器・備品保守管理業務の内容は、【添付資料５－２－
11】「什器・備品保守管理に係る要求水準」に準じて管理組合が決
定するものとする。」とありますが、保守管理業務は調達業務の誤
りであり、【添付資料５－２－11】は「什器・備品調達に係る要求
水準」の誤りでしょうか。

No.874の回答をご参照ください。

876 (参考5-2-1)国立
能楽堂既存建物・
既存工作物の図面

1 1 電気・設備図面についても開示頂きたく存じます。 【参考資料２－５－３】「既存建物・既存工作物の図面③」を追加
しますので、ご参照ください。ただし、竣工時から現在まで行った
改修工事等の内容は反映されていません。

877 185_(参考5-2-4)
平成31年度　国立
劇場大劇場舞台機
構保守点検業務の
委託仕様書

2 8 10_(1)費用の
負担

「対象の舞台機構の内、補充の必要が認められた交換品及び消耗品
については振興会の負担とする」とありますが、新たな国立劇場
（本事業）でも同様に、振興会にご負担頂けるとの理解でよろしい
でしょうか。

No.633の回答をご参照ください。

878 185_(参考5-2-4)
平成31年度　国立
劇場大劇場舞台機
構保守点検業務の
委託仕様書

2 10 １０_（１）費
用の負担

「補充の必要が認められた交換品及び消耗品については振興会の負
担とする」とのことですが、システム変更に伴う操作卓の更新、ワ
イヤーロープの交換などの定期的な工事についても、振興会様の負
担という認識でよろしいでしょうか。

No.633の回答をご参照ください。

879 188_(参考5-2-7)
平成31年度　国立
劇場小劇場及び国
立演芸場舞台機構
保守点検業務の委
託仕様書

2 4 ８要員及び人
員配置

小劇場の常駐保守点検従事者については、大劇場や演芸場を兼ねた
スタッフで対応することは可能でしょうか。小劇場専用のスタッフ
を常駐させる必要がございますでしょうか。

大劇場や演芸場を兼ねたスタッフで対応することは可能です。必ず
しも小劇場専用の人員を常駐させる必要はありません。

880 199_(参考5-2-18)
平成31年度　公演
記録録音調整卓の
保守業務（本館・
演芸場）仕様書

2 22 ２_（２）_②_
ア_（エ）定期
保守

「異常、性能劣化等が判明し、部品・消耗品の交換及び軽微な補修
等を実施することにより、それらの症状が改善されることが明白な
場合は、振興会と協議のうえ、 交換及び軽微な補修を行うこと。」
とありますが、交換に係る費用については、振興会様の負担という
認識でよろしいでしょうか。

No.633の回答をご参照ください。

881 199_(参考5-2-18)
平成31年度　公演
記録録音調整卓の
保守業務（本館・
演芸場）仕様書

2 25 ２_（２）_②_
ア_（オ）定期
保守

「種々の要因により、障害が発生するおそれがある場合には、その
要因も含め振興会と協議のうえ、障害発生を予防する措置を講ずる
こと。」との記載がありますが、予防措置に係る費用については振
興会様の負担という認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、予防措置が必要な場合には、費用負担
も含め事前に振興会の確認を得てください。

882 202_(参考5-2-21)
清掃業務消耗品及
び廃棄物量の実績

1 4 能楽堂の清掃業務消耗品実績についても開示頂きたく存じます。 No.702の回答をご参照ください。

883 202_(参考5-2-21)
清掃業務消耗品及
び廃棄物量の実績

2 5 表に記載されている国立劇場・能楽堂の廃棄物量の実績について、
そのうち事業者が負担する「維持管理・運営業務で事業者が自ら排
出する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物」の量を開示頂きたく存じ
ます。

事業者が負担する「維持管理・運営業務で事業者が自ら排出する事
業系一般廃棄物及び産業廃棄物」の量については把握していませ
ん。

884 203_(参考5-2-22)
什器・備品リスト
一般什器・特殊什
器・家電

7 12 特殊什器 ピアノ・ピアノ椅子・ピアノ運搬車、譜面台などは舞台備品の項目
ではないでしょうか。

原文のとおりとします。
なお、ピアノ・ピアノ椅子・ピアノ運搬車・譜面台は、現代舞台芸
術（養成研修）のレッスン室で使用する予定です。詳細は【添付資
料４－７－６】「養成研修各室の性能特記事項」をご参照くださ
い。

885 203_(参考5-2-22)
什器・備品リスト
一般什器・特殊什
器・家電

7 20 特殊什器_ピア
ノ

実施方針に対する質疑回答№886において、購入するピアノは11台で
合計40,000千円との回答があり、また同様の質疑回答№634にて、ピ
アノ庫はスタインウエイD-274型１台を保管する、との回答がありま
した。その場合、残りの10台の購入したピアノはピアノ庫以外のど
こに保管することを想定されているか、ご教授頂きたくお願いいた
します。

ピアノ庫に保管するスタインウエイD-274型１台はすでに振興会が所
有しており、新規調達を想定していません。
購入するピアノ11台の設置については、【添付資料４－７－６】
「養成研修各室の性能特記事項」をご参照ください。

886 205_(参考5-3-1)
駐車場利用状況及
び現行の駐車場利
用規程

14 14 別表（第４条
関係）

区分が3種類ありますが、なにを見て区分を判断しているのでしょう
か。

入場者（乗用車）の場合は、当日のチケットを提示してもらいま
す。入場者（バス）及び関係者の場合は、「駐車票」又は「バス予
約表」を提示していただき、記載内容により区分を判断していま
す。

887 207_(参考5-3-3)
ＩＣカード作成業
務に関するデータ

1 7 １職員証ＩＣ
カードの納付
実績

参考資料の品目では「Felicaカード6k」とありますが、あくまで実
績であり、事業者が作成するICカードの種類は事業者提案という理
解で宜しいでしょうか。

要求水準を満足する範囲において、事業者の提案によります。

888 207_(参考5-3-3)
ＩＣカード作成業
務に関するデータ

1 18 ２訪問客用Ｉ
Ｃカードの納
品実績

参考資料の品目では「Felicaカード6k」とありますが、あくまで実
績であり、事業者が作成するICカードの種類は事業者提案という理
解で宜しいでしょうか。

要求水準を満足する範囲において、事業者の提案によります。

889 209_(参考5-3-5)
電話受付案内業務
に関するデータ

1 3 １．勤務時間
数

1日当たりの入電件数平均はどれくらいか。過去実績を開示いただき
たい。

令和元年度の実績は以下のとおりです。
国立劇場：約24,000件
国立能楽堂：約9,000件

890 211_(参考5-3-7)
チケット販売支援
業務に関するデー
タ

20 1 ３_（２）_表
７－１５

予約開始日以外の通常日における電話対応件数・オペレーター人
数・一人あたり処理件数をご教示ください。

参考として、【参考資料５－３－７】「チケット販売支援業務に関
するデータ」に令和元年度の通常日におけるチケット予約に関する
電話応対件数等のデータを追加しますので、ご参照ください。な
お、発売対象や公演区分ごとに集計したデータはありませんのでご
留意ください。また、注釈にも記載していますが、チケット予約以
外に関する問合せやクレーム対応は件数に含まれません。

891 212_(参考5-3-8)
公演記録支援業務
に関するデータ

1 1 １_（１） 現行業務における使用機器の記載がありますが、現行機材は持ち出
せない（使用できない）想定でよろしいでしょうか。また、その際
は同等スペックの選定品でよろしいでしょうか。

No.619の回答をご参照ください。

892 212_(参考5-3-8)
公演記録支援業務
に関するデータ

2 1 １_（２）_表
８－１

人員配置について振興会が考える「ポスト」とは、配置人数では無
く、業務に必要な配置枠を指すということでよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

57 / 64
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

893 212_(参考5-3-8)
公演記録支援業務
に関するデータ

23 1 ４_（２）現行
業務における
使用機器

現行業務における使用機器が記載してありますが、複製にあたり今
後は不要な媒体の想定はありますでしょうか。

現時点では、不要な媒体は想定していません。

894 212_(参考5-3-8)
公演記録支援業務
に関するデータ

23 1 ４_（２）現行
業務における
使用機器

現行業務における使用機器が記載してありますが、これら以外の現
在の国立劇場にある機器を新施設まで移動させる予定はありますで
しょうか。その場合どのような機器を想定されていますでしょう
か。

No.619の回答をご参照ください。

895 212_(参考5-3-8)
公演記録支援業務
に関するデータ

23 1 ４_（２）現行
業務における
使用機器

被写体の見切れなどを配慮せずに、添付資料にあるサイズへのリサ
イズという解釈でよろしいでしょうか。一定サイズへのリサイズ以
外の諸条件がありましたら、ご教示ください。

「公演記録写真リサイズ・ディスク作製業務」についてのご質問と
解して回答します。公演記録写真リサイズ・ディスク作製業務を行
う際の諸条件については、【添付資料５－３－７】４．をご参照く
ださい。

896 215_(参考5-3-11)
国立劇場食堂及び
喫茶室メニューに
関するデータ

1 表１１－１～
４

表11-1～4に示されているメニューそれぞれについて価格を提示くだ
さい。

表11－１から表11－４に価格の記載を追加します。【参考資料５－
３－11】「国立劇場食堂及び喫茶室メニューに関するデータ」をご
参照ください。

897 216_(参考5-3-12)
国立劇場食堂、喫
茶室及び楽屋・職
員食堂の売上実績
に関するデータ

2 表１２－２ 表12-2中、第二食堂、第二食堂喫茶室の、H30.04～H30.09の売上記
載がないのはなぜか。

営業を休止していたため売上がありません。

898 219_(参考5-3-15)
さくらまつりに関
する参考資料

1 7 １_表１５－１
_１１時～１５
時

キッチンカーによる飲料及び軽食の販売という記載がありますが、
過去実績におけるキッチンカーの台数についてお教えください。

令和元年度のさくらまつりにおいて、実施した12日間に１日１台の
キッチンカーが出店しました。出店したキッチンカーの種類は計７
種類で、コーヒー等の飲料やワッフル等の軽食を提供しました。

899 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

1 第１ 「振興会の業務及び国立劇場の整備・運営等に及ぼすリスク等を排
除する」とありますので、民間収益施設の建築主は事業者ではなく
民間収益事業者とするスキームを提案してもよろしいでしょうか。

民間収益事業者が民間収益施設に関する工事請負契約の発注者とな
る提案は可能です。

900 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

1 第１ 事業者が民間収益施設を建設し、民間収益事業者に移転する場合、
不動産取得税は必要でしょうか。

事業者により必要に応じて東京都主税局等に確認して判断してくだ
さい。

901 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

1 16 第２_１_
（１）想定す
る施設用途

「生活の本拠とみなされるサービスアパートメント等も認めない」
とあり、また実施方針の質疑回答№905にて「旅館業法に基づくホテ
ル営業の範囲内で、宿泊者が長期滞在することは可とします」とあ
りますが、旅館業法に基づかない宿泊施設は認められない、との理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

902 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

1 16 第２_１_
（１）想定す
る施設用途

「生活の本拠とみなされるサービスアパートメント等も認めない」
とありますが、建築確認申請上、住宅に該当する民間収益施設は認
められない、との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

903 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

1 17 第２_実施条件
１_(1)_ 想定
する施設用途_
①

「民間収益施設は、（略）伝統芸能や美術工芸品など日本の文化を
国の内外に情報発信する文化観光拠点としての用途、（略）等に供
するものとする。」との記載があります。
この文中の「美術工芸品」はどのような内容を想定されていますで
しょうか。「美術工芸品」の定義等があればご教示いただけますで
しょうか。

美術工芸品は、絵画や彫刻、工芸品等を想定していますが、具体的
な内容、方法等については、事業者の提案によります。

904 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

1 17 第２_実施条件
１_(1)_ 想定
する施設用途_
①

「民間収益施設は、（略）伝統芸能や美術工芸品など日本の文化を
国の内外に情報発信する文化観光拠点としての用途、（略）等に供
するものとする。」との記載があります。
この文中の「美術工芸品」について、文化庁HPには「有形文化財
（美術工芸品）: 建造物，絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，古文
書，考古資料，歴史資料などの有形の文化的所産で，我が国にとっ
て歴史上，芸術上，学術上価値の高いものを総称して有形文化財と
呼んでいます。このうち，建造物以外のものを総称して「美術工芸
品」と呼んでいます。」との記載があります。この定義に則った検
討（「有形文化財（美術工芸品）」を民間収益施設側で手配する
等）は不要と考えてよろしいでしょうか。

No.903の回答をご参照ください。

905 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

1 17 第２_実施条件
１_(1)_ 想定
する施設用途_
①

「民間収益施設は、（略）伝統芸能や美術工芸品など日本の文化を
国の内外に情報発信する文化観光拠点としての用途、（略）等に供
するものとする。」との記載があります。
この文中の「美術工芸品」について、添付資料1-1「用語の定義」
[美術品・収蔵品]の説明文中の「絵画、彫刻及び工芸品等の美術工
芸品とその収蔵品をいう。」の「美術工芸品」と同一と考えてよろ
しいでしょうか。
同一の場合、「絵画、彫刻及び工芸品等の美術工芸品」とは、振興
会が収蔵するものでしょうか。または、民間収益施設側において新
たに「絵画、彫刻及び工芸品等の美術工芸品」を手配するもので
しょうか。

No.903の回答をご参照ください。また、振興会が所蔵する美術工芸
品を貸与する予定は現時点ではありません。

906 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

2 1 「入居者」とは「不特定多数の者」と読み替えてよろしいでしょう
か。

『入居者の目線の高さ』とは、【添付資料４－２】「敷地高さ制限
図」に記載のとおり、不特定多数の使用する室等の目線の高さで
す。
併せて、No.593の回答をご参照ください。

907 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

2 21 第２_１_
（２）_➂

複合施設は振興会と民間収益事業者による区分所有施設となること
が前提となっておりますが、振興会が区分所有する部分（具体的に
は振興会の専有部分と共用部分の持分割合）については、火災保険
を付保する予定でしょうか。
また、振興会の業務に関して、賠償責任保険を付保する予定でしょ
うか。

振興会において加入する火災保険、賠償責任保険の詳細については
現時点では未定ですが、振興会において適切に検討して決定しま
す。

908 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

3 3 千代田区開発事業に係る住環境整備推進制度について、地域貢献施
設として民間収益施設の一部として屋内喫煙所を設置する場合、設
置に際しての注意事項はございますか。

詳細については、千代田区との協議によります。

909 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

3 3 千代田区開発事業に係る住環境整備推進制度について、地域貢献施
設として民間収益施設の一部として外構にサイクルポートを設置す
ることは可能でしょうか。

ご理解のとおりです。なお、国立劇場で設置を予定している10台分
のサイクルポートとは別に、民間収益施設の地域貢献施設として設
置する場合は、詳細については千代田区との協議によります。
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質問
番号
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910 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

3 3 千代田区開発事業に係る住環境整備推進制度について、地域貢献施
設として民間収益施設の一部として外構にサイクルポートを設置す
る場合、劇場施設部分のサイクルポートと隣接して設置することは
可能でしょうか。

ご理解のとおりです。併せて、No.909の回答をご参照ください。

911 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

3 13 第２_２_
（１）_③

「定期借地権の設定期間 70 年に、付帯事業終了時の解体撤去等の
期間は含む」とありますが、解体撤去期間の貸付料は基準貸付料
（提案貸付料）単価と同一でしょうか。

ご理解のとおりです。

912 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

3 18 ２．付帯事業
の実施条件等
(1) 事業敷地
貸付等の条件
⑤

　定期借地権設定契約締結の相手方は「民間収益事業者」ではなく
「事業者」となっており、事業契約上においては、定期借地権設定
契約における義務違反等が、「事業者」における本事業の解除事由
（第89条2項5号および6号）として定められています。
　「第１．本書の目的」にも記載のあるように、振興会の業務及び
国立劇場の整備・運営等に及ぼすリスク等を排除するという観点か
ら、定期借地権設定契約の締結相手方を「民間収益事業者」とする
ことで、国立劇場の運営等に及ぼす事業リスクを分離していただけ
ないでしょうか。

原文のとおりとします。なお、【資料－３】「付帯事業の実施条
件」第１の記載内容は、当該事業条件に基づいたうえで可能な限り
リスクを分離する提案を期待する趣旨です。

913 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

3 20 第２_２._
（１）_⑥

「資料3 付帯事業の実施条件」において、「事業者は定期借地権設
定契約締結時に契約保証金を振興会に納入する。」との記載がござ
いますが、一方で、「資料1-4　定期借地権設定契約書（案）第11条
第1項」には「本契約に基づき設定される本契約の保証金として、貸
付期間の始期の前日までに乙の債務を担保するため、保証金として
貸付料の年額相当分を甲に納付しなければならない。」との記載が
ございます。
保証金納入のタイミングにつきまして、「定期借地権設定契約締結
時（工事着工前）」、もしくは「貸付期間の始期の前日まで」のど
ちらが正となりますでしょうか。

No.369の回答をご参照ください。

914 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

3 24 第２_２_
（１）_⑧

「民間収益施設の供用開始は、令和11年秋頃に計画される国立劇場
の再開場の公演と同時期に計画すること。ただし、これによらず、
国立劇場の振興会への引渡し（令和11年3月31日）以降、先行して供
用開始することは妨げない。」とありますが、定期借地権設定契約
始期（令和11年3月31日）と民間収益施設の供用開始時期がずれる場
合において、民間収益施設が稼働していない期間における貸付料は
基準貸付料（提案貸付料）単価と同一でしょうか。

ご理解のとおりです。

915 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

3 25 第２_２_
（１）_⑧

「振興会への引渡し（令和11年3月31日）以降、先行して供用開始す
ることは妨げない」とありますが、民間収益施設が通常運営する上
で、国立劇場側から特段の制限（搬入時間、営業時間等）がないも
のと理解してよろしいでしょうか。当然、制限がかかる場合は、貸
付料に影響が発生します。

現時点で開業準備期間における振興会による民間収益施設への運営
制限は想定していませんが、搬入等により生じる可能性がある場合
には事前に民間収益事業者と協議・調整を行い支障がないよう配慮
します。

916 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

4 1 第２_２_
（３）_権利の
譲渡等

民間収益施設のマスターリース、マスターレッシーによる転貸、並
びに当該転借人による業務運営のための借受部分一部の転々貸・運
営委託（転々貸先・運営委託先の変更を含む）について、振興会様
の承諾は不要という理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

917 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

4 1 第２_２_
（３）権利の
譲渡等

定期借地権は振興会と協議のうえで譲渡が可能とのことで、また実
施方針質問回答No.967、971、972においても民間収益事業者への地
位譲渡を前提とすることは不可となっておりましたが、本事業終了
迄にはＳＰＣが有する定期借地権の地位を民間収益事業者に譲渡す
ることを前提とした建付けでない場合は、事業終了後の５０年間の
ＳＰＣ運営継続コスト（企業会計・決算等事務業務、税金等に係る
コスト）を事業費に見込まざるを得ないことになりますが、同コス
トを入札価格に含めることとの理解でよろしいでしょうか。

事業期間終了後の事業者であるSPCの運営コストを入札価格に明記す
ることは認められません。ただし、本事業契約終了後に付帯事業が
安定的に継続することを前提として、民間収益事業者に、事業者の
定期借地権設定契約上の地位を譲渡することを想定した提案を行う
ことは可能ですが、地位譲渡の可否は振興会において判断するもの
とします。

918 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

4 1 第２_２_
（３）権利の
譲渡等

実施方針質問回答No983において『【資料‐2】「付帯事業の実施条
件（案）」第1.に規定のとおり、民間収益事業者は付帯事業を担う
構成員又は協力企業が代表して組成する法人と定めていますので、
特定目的会社の株式譲渡によって実質的な代表者が変更となる場合
には第 2.2.(3)④に準じた振興会の事前承諾が必要になります。実
質的な代表者の変更とならないマイナーな株式の譲渡については振
興会の承諾は不要ですが、変更内容の通知は必要です。』の回答に
該当する記述が入札公告等資料において見当たりませんが本回答は
入札公告等資料においても有効との理解でよろしいでしょうか。当
該回答は事業実施にあたり重要な判断項目になりますので、入札公
告等資料に記載いただくか、事業契約書第4条（規定の適用関係）に
おいて実施方針質問回答も規定していただければと思います。

ご質問を踏まえ当該箇所を訂正しますので、訂正表をご確認くださ
い。

919 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

4 4 第２_２_
（４）_①

「振興会と協議を行ったうえで、付帯事業が安定的に継続すること
を前提として」とありますが、事業契約締結時と民間収益事業者及
び民間収益事業内容等に変更がない場合、民間収益事業者に事業者
の定期借地権上の地位を譲渡可能と考えてよろしいでしょうか。地
位譲渡できないリスクを考慮することにより、事業者を法人として
の存続させる維持管理コストが積み上がり、しいては事業費が膨ら
む結果となると考えられます。

No.917の回答をご参照ください。

920 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

4 13 ２_（３）_③ 金融機関からの資金調達のため、民間収益事業者の区分所有建物を
信託受益権化し担保提供することは可能でしょうか。

認めません。

921 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

4 13 ２_（３）_③ 本項に従い区分所有権の一部または全部が第三者へ譲渡された結
果、民間収益事業者と区分所有者が別々の主体となることは構わな
いとの理解でよろしいでしょうか。

ご質問の場合には、当該第三者が民間収益事業者となる、又は当該
第三者が民間収益事業者を構成する複数の企業の一社となるとの認
識です。

922 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

4 13 第２_２_
（４）_③

「区分所有権の一部又は全部を第三者に譲渡しようとする場合、振
興会の事前承諾をもって」とありますが、民間収益事業者がSPC等の
法人を設立し、法人の出資構成が変わることについては本条文の適
用外との理解でよろしいでしょうか。

ご質問の場合においても当該規定の対象となるため振興会の承諾が
必要となります。

923 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

4 25 第２_２_
（５）_①付帯
事業に係る初
期投資

実施方針質問回答No.991において民間収益事業者が民間収益施設の
工事発注者となってもよいとのことですが、事業者が民間収益施設
の発注者となり、民間収益事業者が竣工時に同施設を買取るスキー
ムは認められないということでしょうか。

ご質問に記載の事業形態も可能です。
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924 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

5 1 第２_２_
（６）振興会
への報告等

実施方針質問回答No.996、997によると窓口は民間収益事業者でも良
いと読めますが、窓口一本化とは付帯事業についてのみとの解釈で
よいでしょうか。（全業務についてだと必然的に報告の窓口は事業
者となると存じます。）

ご理解のとおりです。

925 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

5 8 第２_２_
（７）_①

事業者が振興会より、民間収益事業者の責に帰さない事由（例えば
維持管理業務における債務不履行など）に起因して事業契約並びに
定期借地権設定契約を解除される場合において、民間収益事業は、
あらかじめ事業リスクを見積もること、及び継続的な事業運営を担
保することが困難であることから、国立劇場の運営等が付帯事業へ
及ぼすリスクを排除するという主旨の元、民間収益事業者の地位を
原則存続させることを前提として頂けないでしょうか。

付帯事業を安定的に推進することを前提として振興会と協議を行っ
たうえで決定するものとします。

926 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

5 8 第２_２_
（７）_契約の
解除等に関す
る条件①

「事業者・民間収益事業者の責めに帰すべき事由により付帯事業の
継続が困難と振興会が判断した場合・・・定期借地権設定契約を解
除することができる」とありますが、定期借地権設定契約では解除
は当該契約上の義務違反に限られているので、実施条件に記載の上
記文言はあくまで「借地権設定契約の義務違反(14条2項又は17条1
項）を構成するとき」は解除できることを意味するという理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

927 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

5 11 第２_２_
（７）_契約の
解除等に関す
る条件②

「事業者の責によらない不可抗力等の事由により本事業契約
が・・・事業期間中に終了した場合、付帯事業の継続又は終了につ
いて事業者は振興会と協議を行ったうえで決定」とありますが、国
立劇場引渡以降に本事業契約が中途終了しても、定期借地契約は、
「事業者に当該契約上の義務違反」(14条2項又は17条1項）がない限
り、終了しないという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

928 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

5 ■付帯事業に
係る契約形態
のイメージ図

　多様な資金調達方法を検討するうえで、国立劇場の整備・運営等
にかかるPFI事業にかかる資金と付帯事業にかかる資金をそれぞれ別
の手法で調達することも想定できることから、「国立劇場の整備・
運営等にかかるPFI事業のキャッシュフロー」と「付帯事業にかかる
キャッシュフロー」を区分するため、事業ごとにSPCを設立（２つの
SPC体制）のうえ、資金管理を含めた事業遂行を実施する提案は認め
られますでしょうか。

民間収益事業者として事業者とは異なるSPCを設立することは可能で
すが、当該SPCを定期借権設定契約の相手方とする提案は認められま
せん。

929 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

5 契約形態のイ
メージ図

地代は民間収益事業者から事業者を通じ、振興会様に支払うことに
なっておりますが、事業費と相殺されるリスクがあることを金融機
関から指摘されております。施設費Bが存在する場合、融資条件に悪
影響を及ぼす可能性がありますので、事業者を介さずに民間収益事
業者から振興会様に直接支払うスキームとしていただけないでしょ
うか。

ご質問に関連し、【資料－１】「事業契約書（案）」を訂正します
ので、訂正表をご確認ください。

930 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

5 契約形態のイ
メージ図

施設費B相当額を金融機関から調達するにあたり、民間収益事業者の
地代不払いリスク対策として、地代相当額を現金で用意する旨が条
件となると金融機関から説明を受けております。左記を避けるため
に、定期借地権設定契約は貴会と民間収益事業者が直接締結してい
ただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

931 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

6 1 ■共用部分の
管理体系のイ
メージ

本事業の維持管理業務及び運営業務について、入札金額に含める費
用は費用負担が振興会となっている振興会専有部分及び共用部分Aの
維持管理業務及び運営業務に関する費用のみでよろしいでしょう
か。
また、共用部分Bの維持管理業務及び運営業務に関する費用は入札時
には提示する必要が無いとの理解でよろしいでしょうか。入札時に
提示する必要がある場合、提示方法をご教示ください。（共用部分B
に関する費用の内、全額を提示又は按分により振興会が負担する費
用のみ提示など）

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、No.351の回答をご参照ください。

932 224_(資料-3)付帯
事業の実施条件

6 11 共用部分の管
理体系のイ
メージ

複合施設における各専有部分、共用部分Ａ、Ｂ、Ｃの区分設定につ
いては、例示を参考にしつつも、応募者が自由に提案できるとの理
解でよろしいでしょうか。特に、各エントランスホールや廊下、階
段などは、各区分所有者の専有部分にするか、専用使用部分にする
かについては、応募者が自由に提案できるとの理解でよろしいで
しょうか。

応募者の自由な提案によるものではありません。【資料－２】「業
務要求水準書」、【添付資料４－５】「各室性能表」、【資料－
３】「付帯事業の実施条件」等の規定や関連する法令等に従ってご
提案ください。

933 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

17 2 ５_（２）_Ａ
_b．基本計画
説明書

「記載上の留意事項内に記載の内容については、各様式において確
実に表現するものとし、その他必要と思われる内容を必要最低限追
加することができる。」とあるが、外観および内観パースにおいて
も必要なものは要求枚数のほかに追加して差し支えないか。

追加の提出は認めません。

934 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

17 8 ５_（２）_Ａ
_b．基本計画
説明書

各様式の記載事項中、作成が指定されている外観パースは5枚だが、
A3用紙4枚の指定である。５枚のパースを任意に４枚のA3用紙にレイ
アウトするということでよろしいか。

外観パースの指定枚数をＡ３用紙４枚を５枚に訂正しますので訂正
表をご確認ください。

935 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

17 23 ５_（２）_Ａ
_b.基本計画説
明書　建築概
要

様式Ａ－６－２「建築概要」において、下段の※４に「駐車場附室
面積」を記載とする、とありますが、この駐車場附室とは、実際に
車を駐車する駐車場車室を意味するとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

936 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

18 各階平面図・屋根伏図・立面図・断面図について、縮尺1/600のご指
定ですが、A3用紙1枚に収まらない形状の場合は、縮尺を変更しても
よろしいでしょうか。

Ａ３用紙１枚に収まらない場合は、縮尺1/600は変更せずにサイズの
大きい用紙に印刷し、Ａ３サイズに折り込んで提出してください。

937 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

20 28 第１_５_
（２）_Ａ_ｂ
電気設備計画

防犯装置等について、警備業務において設置する提案であっても本
様式に記載のうえ、施設整備の内外の別を明確にすることとありま
すが、防犯設備等を施設整備の内する場合は設置後に所有権を官へ
移管し運用する、施設整備の外とする場合は設置後に民間が所有し
たまま運用するという理解で宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。

938 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

20 28 第１_５_
（２）_Ａ_ｂ
電気設備計画

防犯装置『等』には、＜(資料-2)業務要求水準書_第４章_第５節_２
_（２）_⑰駐車場管制設備＞も含まれますでしょうか。

警備業務において提案するものであれば含みます。

939 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

20 枚数について、「適宜」とあるものは「A3／適宜」、「3枚」とある
ものは「A3／3枚」と読み替えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

940 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

23 6 質の高い維持
管理業務の実
現手法

留意事項に「事業終了時の引継ぎも考慮した長期保全計画・長期修
繕計画の効率的及び効果的な立案及び実施方法について。」との記
載がありますが、舞台関係設備の定期点検及び保守業務については
記載がありません。舞台関係設備についての長期保全計画・長期修
繕計画の立案等は、記載の抜け漏れなどでなく、留意事項としては
求められていないという理解でよろしいでしょうか。

舞台関係設備も長期保全計画・長期修繕計画の立案等の必要があり
ます。当該箇所を訂正しますので、訂正表をご確認ください。

941 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

24 8 第１_５_
（２）事業提
案に関する提
出書類

様式番号Ｂ－３－１の記載上の留意事項に従い「業務従事者」の
「実績」を示す場合、実施した施設や場所の写真を示してもよいと
の理解でよろしいでしょうか。

実施した施設や場所の写真を示すことは妨げませんが、【資料－
５】「事業者選定基準」のとおり、実績の有無や実績の内容それ自
体を直接評価することはありません。また、施設の具体的な名称
や、代表企業、構成員、協力企業及び協力企業でない企業(アドバイ
ザー、金融機関、業務を委託する第三者を含む。)も含め、企業名及
び企業を類推できる記載はできません。

942 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

24 8 第１_５_
（２）事業提
案に関する提
出書類

様式番号Ｂ－３－１の記載上の留意事項に従い「業務従事者」の
「実績」を示す場合、具体的な事業名称や実施している施設の名
称、場所（住所等）を記載してもよいとの理解でよろしいでしょう
か。

具体的な事業名称や実施している施設の名称、具体的な住所の記載
等、代表企業、構成員、協力企業及び協力企業でない企業(アドバイ
ザー、金融機関、業務を委託する第三者を含む。)も含め、企業名及
び企業を類推できる記載はできません。

943 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

24 12 ＜各様式の記
載事項＞

「－飲食・物販等サービスレイアウト提案図＜様式 B 3 2 添付②＞
（任意様式）」とあるが、ここでいうレイアウト図というのは、各
飲食・物販店舗内のレイアウト図（平面図）という趣旨でしょう
か。どのようなものか、イメージをお示しください。

ご理解のとおりです。

944 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

26 13 ５_（２）_Ｂ_
飲食・物販等
サービス提供
業務

様式Ｂ－３－２「飲食・物販等サービス提供業務」において、本様
式以外の資料として、事業実施者からの関心表明等を添付するこ
と、と記載されているが、この資料には、具体的な企業名等を記載
してもよいのでしょうか。それとも、企業名等が分からないような
表現にした方が良いのでしょうか。

関心表明等においても代表企業、構成員、協力企業及び協力企業で
はない企業（アドバイザー、金融機関、業務を委託する第三者を含
む。）も含め、企業名及び企業を類推できる記載はできません。提
案書や関心表明等ではそれらの企業名を伏せたうえで、【様式15－
６】「応募者構成企業等一覧表」において確認できるようにしてく
ださい。

945 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

26～
28

22 第１_５_
（２）事業提
案に関する提
出書類

様式番号Ｂ－３－３の記載上の留意事項に従い「業務従事者」の
「実績」を示す場合、実施した施設や場所の写真を示してもよいと
の理解でよろしいでしょうか。

実施した施設や場所の写真を示すことは妨げませんが、【資料－
５】「事業者選定基準」のとおり、実績の有無や実績の内容それ自
体を直接評価することはありません。また、施設の具体的な名称
や、代表企業、構成員及び協力企業の企業名及び企業を類推できる
記載はできません。

946 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

26～
28

22 第１_５_
（２）事業提
案に関する提
出書類

様式番号Ｂ－３－３の記載上の留意事項に従い「業務従事者」の
「実績」を示す場合、具体的な事業名称や実施している施設の名
称、場所（住所等）を記載してもよいとの理解でよろしいでしょう
か。

具体的な事業名称や実施している施設の名称、具体的な住所の記載
等、代表企業、構成員、協力企業及び協力企業でない企業(アドバイ
ザー、金融機関、業務を委託する第三者を含む。)も含め、企業名及
び企業を類推できる記載はできません。

947 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

31 30 第１_５_
（２）事業提
案に関する提
出書類

様式番号Ｃ－１に添付すべき「各事業関係者が有する代表的な実
績」を示す場合、実施した施設や場所の写真を示してもよいとの理
解でよろしいでしょうか。

実施した施設や場所の写真を示すことは妨げませんが、【資料－
５】「事業者選定基準」のとおり、実績の有無や実績の内容それ自
体を直接評価することはありません。また、施設の具体的な名称
や、代表企業、構成員及び協力企業の企業名及び企業を類推できる
記載はできません。

948 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

31 30 第１_５_
（２）事業提
案に関する提
出書類

様式番号Ｃ－１の記載上の留意事項に従い「各事業関係者が有する
代表的な実績」を示す場合、具体的な事業名称や実施している施設
の名称、場所（住所等）を記載してもよいとの理解でよろしいで
しょうか。

具体的な事業名称や実施している施設の名称、具体的な住所の記載
等、代表企業、構成員、協力企業及び協力企業でない企業(アドバイ
ザー、金融機関、業務を委託する第三者を含む。)も含め、企業名及
び企業を類推できる記載はできません。

949 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

31 32 ５_（２）_Ｃ_
１事業の実施
体制

様式Ｃ－１「事業の実施体制」において、本様式以外の資料とし
て、関心表明書等を添付すること、と記載されているが、この関心
表明書には、具体的な企業名等を記載してもよいのでしょうか。そ
れとも、企業名等が分からないような表現にした方が良いのでしょ
うか。

関心表明等においても代表企業、構成員、協力企業及び協力企業で
はない企業（アドバイザー、金融機関、業務を委託する第三者を含
む。）も含め、企業名及び企業を類推できる記載はできません。提
案書や関心表明等ではそれらの企業名を伏せたうえで、【様式15－
６】「応募者構成企業等一覧表」において確認できるようにしてく
ださい。

950 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

33 37 ５_（２）_Ｃ_
３

事業収支計画は、一括販売基準での作成するか2022年3月期から適用
された収益認識に関する会計基準の工事進行基準での作成にするか
ご教示ください。
会計処理について、2022年3月期から「収益認識に関する会計基準」
及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」により、工事進行基
準のように一定期間に亘り履行義務を充足し収益認識する決算を
行っております。工事進行基準での作成の場合、進行基準に基づく
計画となり、指標となる工事出来高については見込み値になります
ので、この点について留意することがあればご教示願います。
また、提案時に一括販売基準で作成の場合、落札後のSPC決算では収
益認識に関する会計基準の工事進行基準で損益計算書を作成するこ
とにより、法人税の支払い時期がずれ、キャッシュフローが変動し
ます。

事業者の提案によります。

951 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

34 34 ５_（２）_Ｃ_
４付帯事業に
係る提案

様式Ｃ－４「付帯事業に係る提案」において、本様式以外の資料と
して、民間収益施設に入居予定の事業者からの関心表明、実績、協
議録等を添付すること、と記載されているが、これらの資料には、
具体的な企業名等を記載してもよいのでしょうか。それとも、企業
名等が分からないような表現にした方が良いのでしょうか。

関心表明等においても代表企業、構成員、協力企業及び協力企業で
はない企業（アドバイザー、金融機関、業務を委託する第三者を含
む。）も含め、企業名及び企業を類推できる記載はできません。提
案書や関心表明等ではそれらの企業名を伏せたうえで、【様式15－
６】「応募者構成企業等一覧表」において確認できるようにしてく
ださい。

952 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

34 35 第１_５_
（２）事業提
案に関する提
出書類

様式番号Ｃ－４に添付すべき「入居予定の事業者」の「実績」を示
す場合、実施した施設や場所の写真を示してもよいとの理解でよろ
しいでしょうか。

実施した施設や場所の写真を示すことは妨げませんが、【資料－
５】「事業者選定基準」のとおり、実績の有無や実績の内容それ自
体を直接評価することはありません。また、施設の具体的な名称
や、代表企業、構成員及び協力企業の企業名及び企業を類推できる
記載はできません。

953 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

34 35 第１_５_
（２）事業提
案に関する提
出書類

様式番号Ｃ－４の記載上の留意事項に従い「入居予定の事業者」の
「実績」を示す場合、具体的な事業名称や実施している施設の名
称、場所（住所等）を記載してもよいとの理解でよろしいでしょう
か。

具体的な事業名称や実施している施設の名称、具体的な住所の記載
等、代表企業、構成員、協力企業及び協力企業でない企業(アドバイ
ザー、金融機関、業務を委託する第三者を含む。)も含め、企業名及
び企業を類推できる記載はできません。

954 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

36 19 第２_３．記載
内容

「具体的かつ明確に記載するために必要な項目等がある場合は、適
宜、追加記入すること。」とありますが、どのようなことを念頭に
おいて記載しているのか、具体例等を交えてご教示ください。

例えば、【様式Ｂ－３－２添付①】「飲食・物販等サービス提供業
務事業収支計画」において、収支の各項目の算定根拠が具体的かつ
明確に示せるよう列や行、記載項目を追加いただくなど、各様式に
おいて記載が必要とされている事項以外に、提案内容を具体的かつ
明確に記載するために必要な項目等がある場合は、適宜、追加記入
することができます。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

955 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

36 25 第２_４．書式
等

共通様式右上に記載する「書類名」について、「事業全体の提案コ
ンセプトに関する提出書類」「ｂ．基本計画説明書」以外は、「資
料－５　事業者選定基準」の３．_(3)_④加点項目及び評価基準の
「加点項目」を転記するとの理解でよろしいでしょうか。（例：Ｃ
－１．継続的なサービス水準確保のための実現手法）

ご理解のとおりですが、例に挙げていただいているＣ－１の書類名
は、【資料－５】「事業者選定基準」の第５．３．（３）④の『加
点項目及び評価基準』に記載のとおり、「事業の実施体制」と記載
してください。

956 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

36 32 第２_４．書式
等

「カ　図面等を除き、各提出書類で使用する文字の大きさは、原則
１１ポイント程度」とありますが、共通様式はExcel版、Word版とも
に各文字サイズのデフォルト値が１０．５ポイントとなっていま
す。「１１ポイント程度」の指定に対し１０．５ポイントは認めら
れるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

957 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

36 32 第２．_４．書
式等_カ

「各提出書類で使用する文字の大きさは、原則11ポイント程度と
し」とあるが、図表や注釈など本文以外の記載事項は、可読性が保
てれば11ポイント以下でも使用してもよいという理解でよいか。

ご理解のとおりです。なお、No.956の回答もご参照ください。

958 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

36 36 ５_イ 「提案書の1項目が複数ページにわたるときは、右肩に番号を付すこ
と。」とありますが、A3ハードファイルごとに、添付資料を除く
ページの右下などに通し番号を入れてページ数を記載してもよろし
いでしょうか。
その場合、目次ページをA、B、Cそれぞれの巻頭にページとして加え
てもよろしいでしょうか。

目次を巻頭に付したうえで、Ａ３ハードファイルごとに、添付資料
を除くページの右下などに通し番号を入れてページ数を記載するこ
とについては、問題ありません。

959 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

37 18 ６_（２）_カ 「指定のある様式については、 Microsoft Exce l Microsoft
Office 2016 以上のバージョン ）を使用して作成し」とあります
が、「指定のある様式」とはP11～35の＜各様式の記載事項＞の表中
にある「指定様式」との理解でよろしいですか。

『指定のある様式』とは、Excelを使用するよう指定のある様式を指
します。なお、共通様式を使用するものについては、Excelを用いて
作成した場合であっても、PDFファイル形式で提出してください。

960 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

37 19 ６_（２）_カ 「（前略）その他の様式については、データの読取り及びコピー、
印刷が可能な PDF ファイル形式（ Adobe R eader XI 以下に対応し
た形式とする。」とありますが、「その他の様式」とは、同P11～35
の＜各様式の記載事項＞の表中にある「任意様式」、「自由様
式」、「本様式以外の資料（同15頁11行目）」及び前頁4．エ「特に
様式の指定がない場合は、共通様式を使用する」部分に書かれてい
る「共通様式」との理解でよろしいですか。
その場合、同P11「事業全体の提案コンセプトに関する提出書類」に
ついてもPDFファイル形式での提出で問題ないとの理解でよろしいで
すか。

『その他の様式』とは、Excelを使用するよう指定されていない様式
すべてを指します。なお、共通様式を使用するものについては、
Excelを用いて作成した場合であっても、PDFファイル形式で提出し
てください。

961 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

様式１５－４ 事務支援業務の中で入札時に指定された項目について、（金額追記
予定）の記載がみあたりませんが修正されますでしょうか。

【様式15－４】「入札金額の内訳」を訂正しますので、訂正表をご
確認ください。なお、(金額追記予定）と記載のある欄には、【資料
－１－３】「事業費の算定及び支払方法」表３．及び表４．の『入
札時の金額』の記載に従って、金額を記載してください。

962 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

様式C－３_添
付②

事業期間は令和30年度で終了しますが、振興会からの最終の支払い
は令和31年4月末となるなど、令和31年度の記載も必要となるものと
考えられます。令和31年度に関する記載方法をご教示ください。

ご理解のとおりです。必要であれば列を追加することを妨げませ
ん。

963 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

様式C－３_添
付②

事業者の収入となる「普及発信施設の運営支援業務に係る収入」
「飲食・物販等サービス提供業務に係る収入」に関する記載欄がな
いが、適宜追加してもよいかご教示ください。

普及発信施設の運営支援業務は、要求水準のとおり、現時点で具体
的なイベント等は確定していないため、提案段階において『普及発
信施設の運営支援業務に係る収入』を提示していただく予定はあり
ません。『飲食・物販等サービス提供業務に係る収入』は、【様式
Ｂ－３－２ 添付①】「飲食・物販等サービス提供業務事業収支計
画」に記載してください。

964 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

様式C－３_添
付③

初期投資費用を各年度毎に記載するにあたり、費用が発生する年度
の欄に記載するのか、費用を支払う年度の欄に記載するのか、ご教
示ください。

費用が発生する年度の欄に記載してください。

965 226_(資料-4)提出
書類の記載要領

様式C－４_添
付①

借地期間は2098年度で終了しますが、出資金の返還は2099年4月以降
となるなど、2099年度の記載も必要となるものと考えられます。
2099年度に関する記載方法をご教示ください。

No.962の回答をご参照ください。

966 227_(資料-5)事業
者選定基準

21 3 第５_３_
（３）_④_Ｃ_
Ｃ－１

「重視する点」内、「本事業の実施コンセプト」とあるが、「事業
全体の提案コンセプト」（資料-4、P.11）を指していると考えてよ
いか。そうでない場合、何を指しているか。

【資料－４】「提出書類等の記載要領」第１．５．（２）における
『事業全体の提案コンセプト』を示しています。

967 227_(資料-5)事業
者選定基準

21 15 第５_３．
_(３)_④ 加点
項目及び評価
基準

評価値の分母となる「提案内容評価の得点」に提案貸付料の価格提
案が含まれることから、価格提案が分母と分子の双方に影響が及ぶ
ため加算方式と除算方式が混在する複雑な評価手法となり、応札者
の視点からはベスト・バリューの判断がつきにくくなっておりま
す。そこで、提案貸付料単体により欠格を判断するのではなく、貸
付料の評価を分子で行い、貸付料総額の現在価値換算価格等を用い
て入札価格との合算で予定価格を設定して有効か無効かの判断をし
ていただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

968 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 5 ３．_(3)_⑤貸
付料の提案金
額の評価方法

「提案貸付料は、次に定める基準貸付料以上の金額とし～下回る場
合は欠格とする」と記載がございますが、基準貸付料1,290,000千円
を下回った場合は、例えば提案貸付料が基準貸付料を700万円（（15
億円-12.9億円）÷30点）下回る毎に１点減点という風に、減点方式
の採用をご検討いただけますか。

原文のとおりとします。

969 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 5 ⑤貸付料の提
案金額の評価
方法

「提案貸付料は、次に定める基準貸付料以上の金額とし～下回る場
合は欠格とする」と記載の件で、当該鑑定においては、実施方針回
答の記載にも「一般の合理的な算定手法にて鑑定された」とありま
すが、当該計画は、国立劇場の再整備を主軸と理解しており、付帯
事業としての位置づけの民間収益施設は、最有効使用での施設検討
というよりむしろ、立地及び施設計画上の各種制限があるので、専
有規模、当該地での賃料設定、昨今の建設単価の事情も併せると基
準貸付料1,290,000千円（年額）は、高い水準と思料します。提案条
件において、適正な金額に向けた応募者に対する対話や再検討をお
願い申し上げます。

原文のとおりとします。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

970 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 5 ⑤貸付料の提
案金額の評価
方法

「提案貸付料は、次に定める基準貸付料以上の金額とし～下回る場
合は欠格とする」と記載の件で、当該鑑定においては、実施方針回
答の記載にも「一般の合理的な算定手法にて鑑定された」とありま
すが、一般の合理的な算定とは、どこの指標を参考にして鑑定し、
当該施設の与条件（容積、賃料、建設費など）を考慮して算定した
ものなのか（場所、条件、賃料など）ご教示願います。

基準貸付料について、計算根拠の公表は予定していません。

971 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 5 ⑤貸付料の提
案金額の評価
方法

「提案貸付料は、次に定める基準貸付料以上の金額とし～下回る場
合は欠格とする」と記載がございますが、基準貸付料1,290,000千円
を下回った場合は、減点方式とするということで再検討をお願い申
し上げます。

原文のとおりとします。

972 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 5 ⑤貸付料の提
案金額の評価
方法

基準貸付料1,290,000千円を算定するに当たり、国立劇場の立地条件
を鑑みて算定しているという理解でよろしいでしょうか。なお、立
地条件を鑑みている場合においては、想定される国立劇場の立地条
件は以下の通りと想定しておりますが、当該条件を想定し算定して
いるという理解でよろしいでしょうか。

＜立地条件＞
・駅直結ではなく、最寄り駅、半蔵門駅から徒歩で約5分、永田町駅
徒歩で約8分であること。
・最寄り駅より地下道がなく、地上道でのアクセスのみであり、雨
天時には雨ざらしとなりアクセス性が悪いこと。

基準貸付料について、計算根拠の公表は予定していません。

973 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 5 ⑤貸付料の提
案金額の評価
方法

基準貸付料1,290,000千円を算定時より本件契約締結までの間に建設
単価が変動した場合にはその変動を考慮していただき、ご調整いた
だけるという理解でよろしいでしょうか。

原文のとおりとします。

974 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 5 第5_3_（3）_
⑤
貸付料の提案
金額の評価方
法

基準貸付料（12.9億円）を下回る提案をした場合は、欠格となるの
ではなく、加点される点数が減るというお取扱いにして頂けません
でしょうか。

原文のとおりとします。

975 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 5 第５_３_
（３）_⑤貸付
料の提案金額
の評価方法

実施方針に対する質問回答（No,1000）より、「基準貸付料は、不動
産鑑定一般の合理的な算定手法に基づき設定」とあり、第１回質問
回答（No.128,129）より、「基準貸付料について、計算根拠の開示
は予定していない」とのことですが、弊社における鑑定的な手法に
基づく計算結果と大幅に乖離しております。提案与件の認識擦り合
わせの為にも基準貸付料の算定前提などご提示頂けないでしょう
か。

基準貸付料について、計算根拠の公表は予定していません。

976 227_(資料-5)事業
者選定基準

24 15 　 第５_３_
（３）_⑤貸付
料の提案金額
の評価方法

すべての応募者における最高の提案貸付料が1,500,000,000円（年
額）未満の場合において、加算点計算式内で「配点（30点）」に乗
算される分数式の分子にある「当該応募者の提案貸付料」について
は、すべての応募者共通で、提案した貸付料のままで計算する（最
高の貸付料を提案した応募者についても「当該応募者の提案貸付料
を1,500,000,000円（年額）に置換えずに計算する）と考えてよろし
いでしょうか。

上記が正の場合の計算例
A:1,310,000,000円　B:1,300,000,000円　C:1,290,000,000円の場
合、
Aの加算点は次式となります。
Aの加算点=30×(1,310,000,000-1,290,000,000)÷(1,500,000,000-
1,290,000,000)

ご理解のとおりです。

977 227_(資料-5)事業
者選定基準

25 6 第６_２．総合
評価の計算式

「提案貸付料は、次に定める基準貸付料以上の金額とし～下回る場
合は欠格とする」と記載がございますが、基準貸付料1,290,000千円
を下回った場合は、例えば提案貸付料が基準貸付料を700万円（（15
億円-12.9億円）÷30点）下回る毎に１点減点という風に、欠格とは
せずに減点方式の採用をご検討いただけますか。

原文のとおりとします。

978 228_(資料-6)基本
協定書(案）

1 第３条 基本的
合意

「…乙が、本事業に関して甲が実施した一般競争入札により落札者
となり、…」とあり、乙のみが入札者と落札者であるように読めま
すが、意図があるのでしょうか。

条文の文言のとおりです。

979 228_(資料-6)基本
協定書(案）

2 33 第５条_（事業
者の出資者）_
３項_２号

「原則として」とありますが、例外は、出資者誓約書第5項の場合を
指していると理解してもよろしいでしょうか。また、甲の承諾は、
提案書類の記載に従って譲渡その他処分する場合は、承諾していた
だけるものと理解してもよろしいでしょうか。

前段については、ご理解のとおりです。
後段については、【資料－１】「事業契約書（案）」第10条及び附
則第１条に定められた事項に従い、振興会の事前承諾が必要です。
なお、振興会は本事業が民間資金の活用を前提としていることを踏
まえ、金融市場の商慣行上の手続を理解したうえで、承諾の判断を
行います。

980 228_(資料-6)基本
協定書(案）

3 21 第７条第２項 「乙は、事業契約の締結に関する協議にあたっては、甲の要望を尊
重する」旨の記載について、事業者は事業契約の締結に向けた協議
にあたり、誠実に対応させていただきますが、事業者からの修正要
望等についても、客観的に合理性が認められる内容については、尊
重いただけるものと考えてよろしいでしょうか。

入札手続の公平性の観点から、明らかな誤りや質問回答等で確認し
た事項以外、落札決定後に事業契約書の内容を変更・修正すること
は基本的に認められません。修正要望等がある場合は、事業提案書
作成説明会又は第３回質問回答において明確化してください。

981 228_(資料-6)基本
協定書(案）

3 23 第７条_（事業
契約の締結）_
２項

「甲の要望」は合理的なものであるという理解でよろしいでしょう
か。また、「尊重する」を「できる限り尊重する」と変更していた
だけないでしょうか。

「甲の要望」は、事業契約の締結を円滑かつ確実に進めるための合
理的な範囲であり、入札手続や審査過程において確認した事項等が
基本となります。

982 228_(資料-6)基本
協定書(案）

4 第９条 施設費B相当額を金融機関から調達するにあたり、金融機関から付帯
事業に係る権利（定期借地権、転貸借権等）や民間収益施設に質権
を設定することを求めらた場合はご承認いただけますでしょうか。

No.979の後段の回答をご参照ください。

983 228_(資料-6)基本
協定書(案）

4 第９条 施設費B相当額を金融機関から調達するにあたり、質権を設定する範
囲の想定（事業契約、プロジェクト関連契約等）をご教示くださ
い。

質権の設定範囲は事業者及び資金提供する金融機関等の間で検討す
る内容であり、振興会が回答する立場にはありません。また、№38
の回答もご参照ください。
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№ 資料名 頁数 行数
質問
番号

項目 質問 回答

984 228_(資料-6)基本
協定書(案）

5 18 第１３条（談
合等不正行為
があった場合
の措置）

事業契約における契約金額（契約金額の変更があった場合には、変
更後の契約金額。次項において同じ。）の100分の10に相当する金額
が違約金としてありますが、事業者の負担増（金融機関が求める違
約金相当額の積立て、金融機関が当該条件を事業リスクと捉えるこ
とによる貸出金利上昇等）による全体事業費の増大が懸念されるた
め、本項目の緩和をご検討いただけないでしょうか。

原文のとおりとします。

985 228_(資料-6)基本
協定書(案）

5 36 第１３条２三 三 日本芸術文化振興会競争入札参加者注意書 第 13の規定 が「参
考資料－１　独立行政法人日本芸術文化振興会　競争入札参加者注
意書について(抜粋)」にありませんが、漏れでしょうか。

【参考資料－１】「独立行政法人日本芸術文化振興会　競争入札参
加者注意書について(抜粋)」に該当箇所を追加しますので、訂正表
をご確認ください。

986 228_(資料-6)基本
協定書(案）

5 第１３条_談合
等不正行為が
あった場合の
措置

本文２行目「…事業契約が解除されないときは、…」とあります
が、「一部の解除もされない場合」という理解でよろしいでしょう
か。事業契約書第93条及び96条に規定されている違約金では一部解
除でも違約金が発生する定めとなっており、重複して違約金を課す
意図がない旨を確認させていただきたい趣旨からの質問です。

ご理解のとおりです。

987 各所 資料全般 今回ご提示いただいた各種資料に記載がある「協議」とは、振興会
様及び事業者にて誠実に協議を行い、事実関係を踏まえ客観的かつ
妥当性のある内容で合意することが前提であると考えてよろしいで
しょうか。

事業者と振興会において誠実に協議を行い、事実関係を踏まえ客観
的かつ妥当性のある内容で合意することが前提ですが、合意に至ら
ない場合には協議の内容を踏まえて振興会において決定する場合が
あります。

988 各所 資料全般 今回ご提示いただいた各種資料に「性能」に関する記載がございま
すが、事業者は、振興会様において選定いただいた仕様を反映させ
た設計図書を承認いただくことを前提として、その設計図書に基づ
いて施設整備業務を行うものであるため、設計図書のとおりに施工
しても確保できない性能につきましては、事業者が保証するもので
はないと考えてよろしいでしょうか。

【資料－１】「事業契約書(案)」第50条のとおり、設計図書の内容
は振興会において確認するものであり、『確保できない性能』が契
約の内容に適合しないものとなる場合においては第67条に従って処
理するものと思料します。

989 127 質疑回答（第
１回）

基準貸付料や事業費の按分する方法は変更しないとの回答が為され
ておりますが、本事業の本質は国立劇場の再整備・維持管理・運営
及び国立能楽堂の維持管理・運営であるかと思慮します。付帯事業
の収支が成り立たないことにより入札ができないチームがいた場
合、日本有数の劇場である本施設の整備のための競争がベストな形
で成されず、貴重な税金を使った本事業が良いものにならないかと
思慮します。ついては基準貸付料や事業費の按分方法については再
考いただけないでしょうか。

No.358及びNo.355の回答をご参照ください。

64 / 64


